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議案番号 事  件  名 関係委員会 主管部課 頁

議案第１１２号
那覇市特別職職員の給与に関する条
例の一部を改正する条例制定につい
て

総務常任委員会
総務部
人事課

1

議案第１１３号

那覇市職員の給与に関する条例及び
那覇市一般職の任期付職員の採用等
に関する条例の一部を改正する条例
制定について

総務常任委員会
総務部
人事課

5

議案第１１４号
那覇市手数料条例の一部を改正する
条例制定について

厚生経済常任委員会
市民文化部

ハイサイ市民課
37

議案第１１５号
那覇市公設市場条例の一部を改正す
る条例制定について

厚生経済常任委員会
経済観光部

なはまち振興課
41

議案第１１６号
那覇市指定障害福祉サービスの事業
等の人員、設備及び運営に関する基
準等を定める条例制定について

教育福祉常任委員会
福祉部

障がい福祉課
43

議案第１１７号
那覇市指定障害者支援施設の人員、
設備及び運営に関する基準等を定め
る条例制定について

教育福祉常任委員会
福祉部

障がい福祉課
47

議案第１１８号
那覇市障害福祉サービス事業の設備
及び運営に関する基準等を定める条
例制定について

教育福祉常任委員会
福祉部

障がい福祉課
51

議案第１１９号
那覇市障害者支援施設の設備及び運
営に関する基準等を定める条例制定
について

教育福祉常任委員会
福祉部

障がい福祉課
55

議案第１２０号
那覇市指定通所支援の事業等の人
員、設備及び運営に関する基準等を
定める条例制定について

教育福祉常任委員会
福祉部

障がい福祉課
59

議案第１２１号
那覇市地域活動支援センターの設備
及び運営に関する基準を定める条例
制定について

教育福祉常任委員会
福祉部

障がい福祉課
63
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議案番号 事  件  名 関係委員会 主管部課 頁

令和５年（2023年）11月那覇市議会定例会付議事件名

議案第１２２号
那覇市養護老人ホームの設備及び運
営に関する基準等を定める条例制定
について

教育福祉常任委員会
福祉部

ちゃーがんじゅう課
65

議案第１２３号
那覇市指定居宅介護支援等の事業の
人員及び運営に関する基準等を定め
る条例制定について

教育福祉常任委員会
福祉部

ちゃーがんじゅう課
69

議案第１２４号

那覇市指定介護予防支援等の事業の
人員及び運営並びに指定介護予防支
援等に係る介護予防のための効果的
な支援の方法に関する基準等を定め
る条例制定について

教育福祉常任委員会
福祉部

ちゃーがんじゅう課
73

議案第１２５号
那覇市指定居宅サービス等の事業の
人員、設備及び運営に関する基準等
を定める条例制定について

教育福祉常任委員会
福祉部

ちゃーがんじゅう課
77

議案第１２６号

那覇市指定介護予防サービス等の事
業の人員、設備及び運営並びに指定
介護予防サービス等に係る介護予防
のための効果的な支援の方法に関す
る基準等を定める条例制定について

教育福祉常任委員会
福祉部

ちゃーがんじゅう課
81

議案第１２７号
那覇市指定地域密着型サービスの事
業の人員、設備及び運営に関する基
準等を定める条例制定について

教育福祉常任委員会
福祉部

ちゃーがんじゅう課
85

議案第１２８号

那覇市指定地域密着型介護予防サー
ビスの事業の人員、設備及び運営並
びに指定地域密着型介護予防サービ
スに係る介護予防のための効果的な
支援の方法に関する基準等を定める
条例制定について

教育福祉常任委員会
福祉部

ちゃーがんじゅう課
89

議案第１２９号
那覇市指定介護サービス事業者の指
定に関する基準を定める条例を廃止
する条例制定について

教育福祉常任委員会
福祉部

ちゃーがんじゅう課
93

議案第１３０号

那覇市指定居宅サービス等の事業の
人員、設備及び運営に関する基準等
を定める条例等の施行に伴う関係条
例の整理に関する条例制定について

教育福祉常任委員会
福祉部

ちゃーがんじゅう課
95

議案第１３１号
那覇市附属機関の設置に関する条例
の一部を改正する条例制定について

厚生経済常任委員会
健康部

保健総務課
103



議案番号 事  件  名 関係委員会 主管部課 頁

令和５年（2023年）11月那覇市議会定例会付議事件名

議案第１３２号
令和５年度那覇市一般会計補正予算
（第６号）

予算決算常任委員会
（４分科会）

企画財務部
財政課

別冊

議案第１３３号
令和５年度那覇市介護保険事業特別
会計補正予算（第２号）

予算決算常任委員会
（教育福祉分科会）

福祉部
ちゃーがんじゅう課

別冊

議案第１３４号
令和５年度那覇市国民健康保険事業
特別会計補正予算（第３号）

予算決算常任委員会
（厚生経済分科会）

健康部
国民健康保険課

別冊

議案第１３５号 財産の取得について（真空冷却機） 教育福祉常任委員会
学校教育部
学校給食課

105

議案第１３６号
那覇市障がい者福祉センターの指定
管理者の指定について

教育福祉常任委員会
福祉部

障がい福祉課
107

議案第１３７号
地方独立行政法人那覇市立病院第５
期中期目標（案）について

厚生経済常任委員会
健康部

保健総務課
109

議案第１３８号
那覇市大名児童館の指定管理者の指
定について

教育福祉常任委員会
こどもみらい部

こども教育保育課
119

議案第１３９号
公有水面埋立承認願書に関する意見
について

都市建設環境常任委員会
都市みらい部
都市計画課

121

議案第１４０号
那覇市新都心公園等指定管理者の指
定について

都市建設環境常任委員会
都市みらい部
公園管理課

123

議案第１４１号
那覇市立森の家みんみんの指定管理
者の指定について

教育福祉常任委員会
生涯学習部
生涯学習課

125



議案番号 事  件  名 関係委員会 主管部課 頁

令和５年（2023年）11月那覇市議会定例会付議事件名

議案第１４２号
那覇市営奥武山体育施設の指定管理
者の指定について

教育福祉常任委員会
生涯学習部

市民スポーツ課
127

報告第３８号
専決処分の報告について（携帯電話
落下による損傷事故）

厚生経済常任委員会
健康部

地域保健課
129

報告第３９号
専決処分の報告について（工事請負
金額の変更）

都市建設環境常任委員会
まちなみ共創部

市営住宅課
131

報告第４０号
専決処分の報告について（車両事
故）

総務常任委員会
消防局
総務課

133

報告第４１号
専決処分の報告について（工事請負
金額の変更）

教育福祉常任委員会
生涯学習部

施設課
135

報告第４２号

地方独立行政法人那覇市立病院の令
和４事業年度業務実績に対する評価
結果及び第４期中期目標期間終了時
に見込まれる業務実績に対する評価
結果の報告について

厚生経済常任委員会
健康部

保健総務課
137



議案第１１２号 

 

 

 

那覇市特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定 

について 

 

 

 

那覇市特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように

制定する。 

 

 

 

令和５年 11 月 28 日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

特別職の国家公務員の給与改定を踏まえ、特別職職員の期末手当支給割合を

引き上げるため、この案を提出する。 
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   那覇市特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

第1条 那覇市特別職職員の給与に関する条例(昭和47年那覇市条例第42号)の一部を次の

ように改正する。 

改正前 改正後 

(期末手当) (期末手当) 

第4条 [略] 第4条 [略] 

2 特別職職員の期末手当の額は、期末手当

基礎額に、100分の160を乗じて得た額に、

基準日以前6月以内の期間におけるその

者の在職期間の次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める割合を乗じて得

た額とする。 

2 特別職職員の期末手当の額は、期末手当

基礎額に、100分の170を乗じて得た額に、

基準日以前6月以内の期間におけるその

者の在職期間の次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める割合を乗じて得

た額とする。 

(1)～(4) [略] (1)～(4) [略] 

3 [略] 3 [略] 

備考 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後

の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

第2条 那覇市特別職職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

(期末手当) (期末手当) 

第4条 [略] 第4条 [略] 

2 特別職職員の期末手当の額は、期末手当

基礎額に、100分の170を乗じて得た額に、

基準日以前6月以内の期間におけるその

者の在職期間の次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める割合を乗じて得

た額とする。 

2 特別職職員の期末手当の額は、期末手当

基礎額に、100分の165を乗じて得た額に、

基準日以前6月以内の期間におけるその

者の在職期間の次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める割合を乗じて得

た額とする。 

(1)～(4) [略] (1)～(4) [略] 

3 [略] 3 [略] 

備考 前条の表備考の規定は、この表による改正について準用する。 

 

付 則 

 (施行期日等) 

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行

する。 

2 第1条の規定による改正後の那覇市特別職職員の給与に関する条例(次項において「第1

条改正後条例」という。)の規定は、令和5年11月30日から適用する。 

 (期末手当の内払) 

- 2 -



3 第1条改正後条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の那覇市

特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条改正後条

例の規定による期末手当の内払とみなす。 
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議案第１１３号 

 

 

 

那覇市職員の給与に関する条例及び那覇市一般職の任期付職員の 

採用等に関する条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 

那覇市職員の給与に関する条例及び那覇市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。 

 

 

 

令和５年 11 月 28 日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

  令和５年 10 月 13 日付けの沖縄県人事委員会の給与勧告を踏まえ、一般職職

員の給料並びに期末手当及び勤勉手当の支給割合を引き上げる等のため、この

案を提出する。 

- 5 -



那覇市職員の給与に関する条例及び那覇市一般職の任期付職員の採用等に関する条

例の一部を改正する条例 

 

(那覇市職員の給与に関する条例の一部改正) 

第1条 那覇市職員の給与に関する条例(昭和58年那覇市条例第10号)の一部を次のように

改正する。 

改正前 改正後 

(給料) (給料) 

第7条 給料は、勤務時間条例第6条第1項の

正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」

という。)による勤務に対する報酬であっ

て管理職手当、管理職員特別勤務手当、

初任給調整手当、扶養手当、地域手当、

住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特

殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務

手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末

手当、勤勉手当、災害派遣手当(第26条の

5第1項の新型インフルエンザ等緊急事態

派遣手当を含む。)及び退職手当を除いた

全額とする。 

第7条 給料は、勤務時間条例第6条第1項の

正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」

という。)による勤務に対する報酬であっ

て管理職手当、管理職員特別勤務手当、

初任給調整手当、扶養手当、地域手当、

住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特

殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務

手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末

手当、勤勉手当、災害派遣手当(第26条の

5第1項の特定新型インフルエンザ等対策

派遣手当を含む。)及び退職手当を除いた

全額とする。 

(初任給調整手当) (初任給調整手当) 

第14条 初任給調整手当は、採用による欠

員の補充が困難であると認められる次の

各号に掲げる職に新たに採用された職員

のうち規則で定めるものに対して、第1

号に掲げる職に係るものにあっては採用

の日から35年以内、第2号に掲げる職に係

るものにあっては採用の日から15年以内

の期間、当該各号に定める額を支給する。 

第14条 [略] 

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職

員の職 月額41万4,800円以内で規則

に定める額 

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職

員の職 月額41万5,600円以内で規則

で定める額 

(2) [略] (2) [略] 

2～3 [略] 2～3 [略] 

(期末手当) (期末手当) 

第26条 [略] 第26条 [略] 

2 [略] 2 [略] 

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する

前項の規定の適用については、同項中「1

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する

前項の規定の適用については、同項中「1

- 6 -



00分の122.5」とあるのは「100分の67.5」

と、「100分の102.5」とあるのは「100

分の57.5」とする。 

00分の122.5」とあるのは「100分の70」

と、「100分の102.5」とあるのは「100

分の60」とする。 

4～6 [略] 4～6 [略] 

(勤勉手当) (勤勉手当) 

第26条の4 [略] 第26条の4 [略] 

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任

命権者が規則で定める基準に従って定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合

において、任命権者が支給する勤勉手当

の額の、その者に所属する次の各号に掲

げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ

当該各号に定める額を超えてはならな

い。 

2 [略] 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短

時間勤務職員以外の職員 当該職員の

勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ

その基準日現在(退職し、又は死亡した

職員にあっては、退職し、又は死亡し

た日現在。次項及び付則第13項第4号に

おいて同じ。)において受けるべき扶養

手当の月額及びこれに対する地域手当

の月額の合計額を加算した額に100分

の97.5(管理職員にあっては、100分の1

17.5)を乗じて得た額の総額 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短

時間勤務職員以外の職員 当該職員の

勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ

その基準日現在(退職し、又は死亡した

職員にあっては、退職し、又は死亡し

た日現在。次項及び付則第13項第4号に

おいて同じ。)において受けるべき扶養

手当の月額及びこれに対する地域手当

の月額の合計額を加算した額に100分

の107.5(管理職員にあっては、100分の

127.5)を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短

時間勤務職員 当該定年前再任用短時

間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分

の47.5(管理職員にあっては、100分の5

7.5)を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短

時間勤務職員 当該定年前再任用短時

間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分

の50(管理職員にあっては、100分の60)

を乗じて得た額の総額 

3～5 [略] 3～5 [略] 

(災害派遣手当) (災害派遣手当) 

第26条の5 災害派遣手当(新型インフルエ

ンザ等対策特別措置法(平成24年法律第3

1号)第44条において読み替えて準用する

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)

第32条第1項の新型インフルエンザ等緊

急事態派遣手当を含む。)は、災害対策基

本法第32条第1項及び新型インフルエン

ザ等対策特別措置法第44条に規定する職

第26条の5 災害派遣手当(新型インフルエ

ンザ等対策特別措置法(平成24年法律第3

1号)第26条の8において読み替えて準用

する災害対策基本法(昭和36年法律第223

号)第32条第1項の特定新型インフルエン

ザ等対策派遣手当を含む。)は、災害対策

基本法第32条第1項及び新型インフルエ

ンザ等対策特別措置法第26条の8に規定
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員が住所又は居所を離れて本市の区域に

滞在することを要する場合に限り支給す

る。 

する職員が住所又は居所を離れて本市の

区域に滞在することを要する場合に限り

支給する。 

2 [略] 2 [略] 

[別表第1 別記] [別表第1 別記] 

[別表第2 別記] [別表第2 別記] 

備考 

1 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄

中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分

を当該改正後部分に改める。 

2 改正前の欄中の表(以下「改正表」という。)及びこれに対応する改正後の欄中の表(以

下「改正後表」という。)に下線が引かれた部分が全くない場合には、当該改正表の全

部を当該改正後表に改める。 

 

[改正前 別記] 

別表第1(第8条関係) 

行政職給料表 

職員

の区

分 

 職務

の級 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 

号給 給 料 月

額 

給 料 月

額 

給 料 月

額 

給 料 月

額 

給 料 月

額 

給 料 月

額 

給 料 月

額 

給 料 月

額 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員以

外の

職員 

 円 円 円 円 円 円 円 円 

1 150,100 198,500 234,400 266,000 290,700 319,200 362,900 408,100 

2 151,200 200,300 236,000 267,700 292,900 321,400 365,500 410,500 

3 152,400 202,100 237,500 269,200 295,000 323,700 367,900 413,000 

4 153,500 203,900 239,000 271,000 297,000 325,900 370,500 415,400 

5 154,600 205,400 240,300 272,700 298,800 328,100 372,400 417,300 

6 155,700 207,200 241,900 274,500 300,800 330,100 374,900 419,600 

7 156,800 209,000 243,400 276,300 302,600 332,300 377,200 421,700 

8 157,900 210,800 244,900 278,300 304,200 334,500 379,700 423,900 

9 158,900 212,400 246,000 280,200 306,100 336,400 382,100 425,900 

10 160,300 214,200 247,500 282,200 308,400 338,600 384,800 428,000 

11 161,600 216,000 249,000 284,100 310,600 340,600 387,400 430,100 

12 162,900 217,800 250,300 286,000 312,900 342,800 390,100 432,200 

13 164,100 219,200 251,800 287,900 315,000 344,600 392,500 433,900 

14 165,600 221,000 253,000 289,700 317,100 346,600 394,800 435,700 

15 167,100 222,700 254,300 291,200 319,300 348,600 397,000 437,700 

16 168,700 224,500 255,500 292,600 321,400 350,600 399,400 439,700 

17 169,800 226,100 256,800 294,400 323,300 352,300 401,200 441,600 

18 171,200 227,800 258,200 296,400 325,300 354,300 403,200 443,400 

19 172,600 229,400 259,600 298,500 327,300 356,100 405,100 445,200 

20 174,000 230,900 261,100 300,500 329,300 358,000 406,900 446,900 
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21 175,300 232,200 262,700 302,400 331,000 359,900 408,800 448,700 

22 177,800 233,800 264,400 304,500 333,100 361,800 410,600 450,200 

23 180,300 235,400 266,000 306,500 335,100 363,800 412,400 451,600 

24 182,800 236,900 267,600 308,600 337,200 365,700 414,300 453,100 

25 185,200 237,900 269,400 310,300 338,600 367,700 416,100 454,500 

26 186,900 239,400 271,200 312,400 340,500 369,600 417,600 455,800 

27 188,500 240,700 272,900 314,400 342,400 371,600 419,100 457,100 

28 190,200 241,900 274,600 316,400 344,300 373,600 420,700 458,300 

29 191,700 243,100 276,200 318,100 345,900 375,100 422,300 459,300 

30 193,400 244,100 277,900 320,100 347,800 376,900 423,600 460,000 

31 195,200 245,100 279,700 322,200 349,700 378,700 424,900 460,800 

32 196,900 246,100 281,200 324,300 351,500 380,300 426,100 461,500 

33 198,500 247,200 282,400 325,500 353,400 382,100 427,300 462,200 

34 199,900 248,100 284,100 327,500 355,200 383,500 428,600 463,000 

35 201,400 249,000 285,700 329,400 357,000 385,000 429,900 463,700 

36 202,900 250,000 287,400 331,500 358,700 386,600 431,100 464,300 

37 204,200 250,900 289,000 333,400 360,100 388,000 432,300 464,800 

38 205,500 252,200 290,700 335,300 361,400 389,200 433,100 465,400 

39 206,700 253,400 292,500 337,300 362,800 390,400 433,900 466,000 

40 208,000 254,700 294,300 339,200 364,200 391,500 434,700 466,600 

41 209,300 256,000 295,800 341,100 365,500 392,600 435,300 467,100 

42 210,600 257,400 297,500 343,000 366,400 393,800 436,000 467,600 

43 211,900 258,600 299,000 344,800 367,500 395,000 436,700 468,000 

44 213,200 259,800 300,600 346,700 368,600 396,100 437,400 468,300 

45 214,300 260,900 302,200 348,200 369,400 396,800 438,200 468,600 

46 215,600 262,100 303,900 349,600 370,300 397,500 439,000  

47 216,900 263,400 305,500 351,100 371,200 398,200 439,400  

48 218,200 264,500 307,200 352,600 372,100 398,900 440,100  

49 219,200 265,600 308,100 354,200 373,000 399,500 440,600  

50 220,300 266,600 309,600 355,000 373,800 400,100 441,000  

51 221,300 267,800 311,100 356,200 374,600 400,600 441,400  

52 222,300 268,900 312,700 357,200 375,400 401,000 441,800  

53 223,300 269,900 314,300 358,100 376,100 401,400 442,200  

54 224,200 270,900 315,900 359,200 376,800 401,700 442,600  

55 225,100 272,000 317,500 360,100 377,500 402,000 443,000  

56 226,000 273,100 319,000 361,200 378,200 402,300 443,300  

57 226,300 274,000 320,500 362,100 378,700 402,600 443,600  

58 227,100 275,000 321,700 362,800 379,300 402,900 444,000  

59 227,800 275,900 322,900 363,500 379,900 403,200 444,300  

60 228,500 277,000 324,100 364,200 380,600 403,500 444,600  

61 229,200 278,100 324,800 364,600 381,000 403,800 444,900  

62 230,000 279,100 325,700 365,200 381,700 404,100   

63 230,700 280,000 326,500 365,900 382,300 404,400   

64 231,300 281,000 327,300 366,600 382,900 404,700   
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65 231,900 281,500 328,200 366,900 383,300 405,000   

66 232,500 282,400 328,600 367,600 383,900 405,300   

67 233,100 283,100 329,300 368,300 384,500 405,600   

68 233,800 284,000 330,100 369,000 385,100 405,900   

69 234,500 285,000 330,900 369,300 385,500 406,100   

70 235,100 285,800 331,600 369,900 386,000 406,400   

71 235,600 286,600 332,300 370,600 386,500 406,700   

72 236,300 287,400 333,000 371,200 387,100 407,000   

73 237,000 288,200 333,500 371,500 387,400 407,200   

74 237,600 288,700 334,100 372,100 387,800 407,500   

75 238,200 289,100 334,600 372,800 388,200 407,800   

76 238,700 289,600 335,200 373,400 388,600 408,000   

77 239,300 289,800 335,500 373,800 388,900 408,200   

78 240,000 290,100 336,000 374,300 389,200 408,500   

79 240,700 290,300 336,400 374,900 389,500 408,800   

80 241,200 290,700 336,900 375,400 389,800 409,000   

81 241,700 290,900 337,300 375,900 390,000 409,200   

82 242,300 291,100 337,800 376,500 390,300 409,500   

83 242,900 291,500 338,300 377,000 390,600 409,800   

84 243,400 291,800 338,800 377,300 390,800 410,000   

85 243,900 292,100 339,100 377,700 391,000 410,200   

86 244,500 292,400 339,500 378,200 391,300    

87 245,100 292,700 340,000 378,600 391,600    

88 245,600 293,100 340,400 379,000 391,800    

89 246,100 293,400 340,700 379,400 392,000    

90 246,600 293,800 341,100 379,900 392,300    

91 246,900 294,100 341,600 380,300 392,600    

92 247,300 294,500 342,000 380,700 392,800    

93 247,600 294,700 342,200 381,000 393,000    

94  294,900 342,600      

95  295,200 343,100      

96  295,600 343,500      

97  295,800 343,700      

98  296,100 344,100      

99  296,500 344,500      

100  296,900 344,800      

101  297,100 345,100      

102  297,400 345,500      

103  297,800 345,900      

104  298,100 346,300      

105  298,300 346,800      

106  298,600 347,200      

107  299,000 347,600      

108  299,300 348,000      
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109  299,500 348,500      

110  299,900 348,900      

111  300,300 349,200      

112  300,600 349,500      

113  300,800 350,000      

114  301,000       

115  301,300       

116  301,700       

117  301,900       

118  302,100       

119  302,400       

120  302,700       

121  303,100       

122  303,300       

123  303,600       

124  303,900       

125  304,200       

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

 基 準 給

料月額 

基 準 給

料月額 

基 準 給

料月額 

基 準 給

料月額 

基 準 給

料月額 

基 準 給

料月額 

基 準 給

料月額 

基 準 給

料月額 

円 円 円 円 円 円 円 円 

187,700 215,200 255,200 274,600 289,700 315,100 356,800 389,900 

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。 

 

[改正後 別記] 

別表第1(第8条関係) 

行政職給料表 

職員の

区分 

職務

の級 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

号給 給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

 円 円 円 円 円 円 円 円 

1 162,100 208,000 240,900 271,600 295,400 323,100 365,500 410,300 

2 163,200 209,700 242,400 273,200 297,500 325,300 368,100 412,700 

3 164,400 211,400 243,800 274,700 299,500 327,500 370,500 415,200 

4 165,500 212,900 245,200 276,300 301,400 329,500 372,900 417,600 

5 166,600 214,400 246,400 277,800 303,200 331,500 374,800 419,500 

6 167,700 216,200 248,000 279,500 305,000 333,500 377,300 421,600 

7 168,800 217,900 249,500 281,300 306,600 335,400 379,600 423,700 

8 169,900 219,600 250,900 283,100 308,200 337,300 382,100 425,900 

9 170,900 221,100 252,000 284,800 309,800 339,200 384,500 427,800 

10 172,300 222,600 253,400 286,700 312,000 341,200 387,100 429,900 
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11 173,600 224,100 254,900 288,500 314,200 343,200 389,700 432,000 

12 174,900 225,600 256,200 290,300 316,200 345,200 392,300 433,900 

13 176,100 226,800 257,500 292,100 318,200 347,000 394,600 435,600 

14 177,600 228,200 258,700 293,700 320,200 349,000 396,900 437,400 

15 179,100 229,600 259,900 295,100 322,100 350,900 399,100 439,300 

16 180,700 231,000 261,100 296,500 324,000 352,800 401,400 441,200 

17 181,800 232,400 262,300 298,000 325,900 354,500 403,200 443,000 

18 183,200 234,000 263,600 300,000 327,900 356,500 405,100 444,800 

19 184,600 235,500 264,900 302,000 329,800 358,300 407,000 446,600 

20 186,000 236,900 266,200 303,800 331,700 360,200 408,800 448,300 

21 187,300 238,100 267,600 305,500 333,400 362,100 410,600 450,100 

22 189,600 239,700 269,100 307,400 335,400 364,000 412,400 451,600 

23 191,800 241,200 270,700 309,300 337,400 365,900 414,200 453,000 

24 194,000 242,600 272,200 311,100 339,300 367,800 416,000 454,500 

25 196,200 243,600 273,800 312,800 340,700 369,700 417,600 455,900 

26 197,900 245,100 275,500 314,800 342,600 371,600 419,100 457,200 

27 199,400 246,400 277,100 316,800 344,500 373,500 420,600 458,500 

28 200,900 247,600 278,700 318,700 346,400 375,400 422,100 459,700 

29 202,400 248,700 280,300 320,400 348,000 376,900 423,600 460,700 

30 203,800 249,700 281,800 322,400 349,900 378,700 424,900 461,400 

31 205,200 250,600 283,300 324,400 351,700 380,500 426,200 462,200 

32 206,600 251,500 284,800 326,400 353,500 382,100 427,400 462,900 

33 208,000 252,400 285,900 327,600 355,300 383,800 428,600 463,600 

34 209,300 253,300 287,500 329,600 357,100 385,200 429,900 464,400 

35 210,600 254,100 289,000 331,500 358,800 386,600 431,200 465,100 

36 211,900 254,900 290,500 333,500 360,500 388,000 432,400 465,700 

37 213,200 255,600 291,900 335,400 361,900 389,400 433,600 466,200 

38 214,400 256,700 293,500 337,300 363,200 390,600 434,400 466,800 

39 215,600 257,900 295,100 339,200 364,500 391,800 435,200 467,400 

40 216,700 259,000 296,700 341,100 365,900 392,800 436,000 468,000 

41 217,800 260,200 298,200 342,900 367,000 393,900 436,600 468,500 

42 218,900 261,400 299,800 344,800 367,900 395,100 437,300 469,000 

43 219,900 262,500 301,300 346,600 368,900 396,200 438,000 469,400 

44 220,900 263,600 302,800 348,400 370,000 397,300 438,700 469,700 

45 221,800 264,700 304,400 349,900 370,800 398,000 439,500 470,000 

46 222,700 265,800 306,000 351,300 371,700 398,700 440,300   

47 223,600 266,900 307,600 352,700 372,600 399,400 440,700   

48 224,500 267,900 309,100 354,200 373,400 400,100 441,400   

49 225,400 268,900 310,000 355,700 374,200 400,700 441,900   

50 226,300 269,900 311,500 356,500 375,000 401,300 442,300   

51 227,200 270,900 313,000 357,500 375,800 401,800 442,700   

52 228,100 271,800 314,600 358,500 376,500 402,200 443,100   

53 228,900 272,700 316,200 359,400 377,200 402,600 443,500   

54 229,800 273,600 317,800 360,500 377,900 402,900 443,900   
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55 230,700 274,500 319,300 361,400 378,600 403,200 444,300   

56 231,500 275,400 320,800 362,400 379,300 403,500 444,600   

57 231,800 276,300 322,200 363,300 379,800 403,800 444,900   

58 232,600 277,200 323,400 364,000 380,400 404,100 445,300   

59 233,300 278,100 324,500 364,700 381,000 404,400 445,600   

60 233,900 279,000 325,600 365,300 381,700 404,700 445,900   

61 234,500 280,000 326,300 365,700 382,100 405,000 446,200   

62 235,200 281,000 327,200 366,300 382,800 405,300     

63 235,800 281,900 328,000 367,000 383,400 405,600     

64 236,300 282,800 328,800 367,700 384,000 405,900     

65 236,800 283,300 329,600 368,000 384,400 406,200     

66 237,300 284,000 330,000 368,700 385,000 406,500     

67 237,800 284,700 330,600 369,400 385,600 406,800     

68 238,400 285,600 331,300 370,000 386,200 407,100     

69 238,900 286,600 332,100 370,300 386,600 407,300     

70 239,400 287,400 332,800 370,900 387,100 407,600     

71 239,900 288,200 333,500 371,600 387,600 407,900     

72 240,400 289,000 334,100 372,200 388,200 408,100     

73 240,900 289,700 334,600 372,500 388,500 408,300     

74 241,400 290,200 335,200 373,100 388,900 408,600     

75 241,800 290,600 335,700 373,800 389,300 408,900     

76 242,300 291,000 336,300 374,400 389,700 409,100     

77 242,800 291,200 336,600 374,800 390,000 409,300     

78 243,300 291,500 337,100 375,300 390,300 409,600     

79 243,800 291,700 337,500 375,900 390,600 409,900     

80 244,300 292,000 337,900 376,400 390,800 410,100     

81 244,700 292,200 338,300 376,900 391,000 410,300     

82 245,200 292,400 338,800 377,500 391,300 410,600     

83 245,600 292,700 339,300 378,000 391,600 410,900     

84 246,000 292,900 339,800 378,300 391,800 411,100     

85 246,400 293,200 340,100 378,700 392,000 411,300     

86 246,800 293,500 340,500 379,200 392,300       

87 247,200 293,800 341,000 379,600 392,600       

88 247,600 294,100 341,400 380,000 392,800       

89 248,000 294,400 341,700 380,400 393,000       

90 248,500 294,800 342,100 380,900 393,300       

91 248,800 295,100 342,600 381,300 393,600       

92 249,100 295,500 343,000 381,700 393,800       

93 249,400 295,700 343,200 382,000 394,000       

94   295,900 343,600           

95   296,200 344,100           

96   296,600 344,500           

97   296,800 344,700           

98   297,100 345,100           
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99   297,500 345,500           

100   297,900 345,800           

101   298,100 346,100           

102   298,400 346,500           

103   298,800 346,900           

104   299,100 347,300           

105   299,300 347,800           

106   299,600 348,200           

107   300,000 348,600           

108   300,300 349,000           

109   300,500 349,500           

110   300,900 349,900           

111   301,300 350,200           

112   301,600 350,500           

113   301,800 351,000           

114   302,000             

115   302,300             

116   302,700             

117   302,900             

118   303,100             

119   303,400             

120   303,700             

121   304,100             

122   304,300             

123   304,600             

124   304,900             

125   305,200             

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

円 円 円 円 円 円 円 円 

188,700 216,200 256,200 275,600 290,700 316,200 358,000 391,200 

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。 

 

[改正前 別記] 

別表第2(第8条関係)医療職給料表 

医療職給料表(1) 

職 員 の

区分 

 職務の

級 

1級 2級 3級 4級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定 年 前

再 任 用

短 時 間

 円 円 円 円 

1 253,600 338,400 400,400 471,700 

2 256,100 341,400 403,300 474,000 

- 14 -



勤 務 職

員 以 外

の職員 

3 258,600 344,200 405,900 476,200 

4 261,100 347,100 408,600 478,500 

5 263,300 349,800 411,000 480,700 

6 267,100 352,800 413,300 482,900 

7 270,900 355,900 415,400 485,100 

8 274,700 358,700 417,300 487,300 

9 278,300 361,100 419,500 489,300 

10 282,300 363,700 422,200 491,400 

11 286,300 366,400 424,800 493,500 

12 290,300 369,200 427,500 495,600 

13 294,000 372,100 429,900 497,700 

14 298,000 375,600 432,400 499,800 

15 301,900 378,600 434,800 501,900 

16 305,700 382,200 437,300 504,000 

17 309,300 385,600 439,300 506,100 

18 312,800 388,300 441,700 508,100 

19 316,300 390,800 444,000 510,100 

20 319,800 393,400 446,400 512,100 

21 323,400 396,100 447,900 513,900 

22 327,100 398,300 450,300 515,700 

23 330,500 400,200 452,600 517,600 

24 333,800 401,800 454,900 519,500 

25 337,300 403,800 456,900 521,200 

26 339,800 406,100 459,200 523,000 

27 342,400 408,300 461,400 524,800 

28 344,700 410,600 463,700 526,600 

29 347,100 412,900 465,800 528,200 

30 348,900 415,000 468,100 530,000 

31 350,700 417,000 470,400 531,800 

32 352,700 419,100 472,600 533,600 

33 354,900 421,000 474,600 535,200 

34 357,200 422,800 476,700 537,000 

35 359,300 424,600 478,800 538,700 

36 361,600 426,600 480,900 540,500 

37 363,700 428,500 483,000 542,100 

38 366,100 430,500 484,800 543,700 

39 368,300 432,400 486,600 545,100 

40 370,300 434,400 488,400 546,700 

41 372,500 436,200 490,100 548,200 

42 373,500 438,000 491,900 549,600 

43 374,300 439,700 493,700 551,000 

44 375,000 441,500 495,500 552,300 

45 376,200 443,300 497,100 553,500 

46 377,600 445,100 498,800 554,500 
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47 379,100 446,900 500,600 555,500 

48 380,600 448,600 502,400 556,500 

49 381,700 450,400 504,000 557,500 

50 382,700 452,100 505,300 558,400 

51 383,700 453,900 506,600 559,300 

52 384,500 455,700 507,900 560,200 

53 385,400 457,600 508,900 561,000 

54 386,300 458,800 510,200 561,900 

55 387,000 460,000 511,500 562,800 

56 387,900 461,200 512,800 563,700 

57 388,600 462,400 513,800 564,600 

58 389,500 463,400 514,600 565,500 

59 390,300 464,400 515,400 566,400 

60 391,100 465,400 516,200 567,100 

61 391,600 466,200 517,100 568,000 

62 392,100 466,900 517,900 568,900 

63 392,500 467,600 518,800 569,800 

64 393,000 468,300 519,600 570,700 

65 393,300 469,000 520,500 571,600 

66  469,700 521,400  

67  470,400 522,100  

68  471,000 523,000  

69  471,300 523,900  

70  472,000 524,700  

71  472,700 525,600  

72  473,400 526,500  

73  473,800 527,300  

74  474,400 528,200  

75  475,100 529,100  

76  475,800 529,800  

77  476,200 530,600  

78  476,800 531,500  

79  477,400 532,400  

80  477,900 533,300  

81  478,500 534,100  

82  479,000 535,000  

83  479,500 535,900  

84  480,000 536,800  

85  480,400 537,600  

86  481,000 538,500  

87  481,400 539,400  

88  481,900 540,300  

89  482,400 541,100  

90  483,000   
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91  483,600   

92  484,000   

93  484,500   

94  485,100   

95  485,700   

96  486,300   

97  486,800   

定 年 前

再 任 用

短 時 間

勤 務 職

員 

 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円 円 円 円 

296,200 338,600 393,000 466,000 

備考 この表は、医師その他規則で定める職員に適用する。 

 

医療職給料表(2) 

職 員 の

区分 

 職 務

の級 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定 年 前

再 任 用

短 時 間

勤 務 職

員 以 外

の職員 

 円 円 円 円 円 円 

1 155,100 191,500 226,800 252,400 282,100 327,000 

2 156,500 193,100 228,400 253,500 284,000 329,000 

3 157,900 194,700 230,000 254,700 286,100 331,200 

4 159,300 196,300 231,600 256,000 288,100 333,400 

5 160,500 197,800 233,000 257,200 290,200 335,200 

6 162,300 199,300 234,600 258,400 292,300 337,400 

7 164,000 200,900 236,100 259,500 294,200 339,400 

8 165,600 202,400 237,700 260,500 296,200 341,600 

9 167,200 204,000 238,600 261,800 298,000 343,400 

10 168,900 205,700 240,000 262,500 299,900 345,500 

11 170,500 207,300 241,400 263,400 301,500 347,600 

12 172,300 209,000 242,500 264,200 303,100 349,700 

13 173,700 210,400 244,000 265,300 305,100 351,200 

14 175,500 212,000 245,300 266,400 307,000 353,200 

15 177,400 213,600 246,500 267,600 309,100 355,100 

16 179,200 215,200 247,800 268,700 311,100 357,100 

17 181,100 216,600 248,600 270,200 313,100 358,900 

18 182,600 218,200 249,800 271,900 315,100 360,900 

19 184,400 219,900 250,900 273,600 317,200 362,900 

20 186,200 221,600 252,000 275,300 319,300 364,900 

21 187,700 222,900 253,400 277,000 321,100 366,700 

22 189,200 224,400 254,200 278,700 323,100 368,700 

23 190,700 225,800 255,100 280,400 324,900 370,800 

24 192,200 227,300 256,000 282,000 326,900 372,900 

25 193,800 228,500 257,000 283,700 328,600 374,300 
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26 195,100 229,900 258,100 285,400 330,500 376,100 

27 196,600 231,200 259,200 287,200 332,500 377,900 

28 198,000 232,400 260,400 288,800 334,500 379,600 

29 199,500 233,600 261,800 290,200 335,800 381,400 

30 200,700 234,900 263,400 291,800 337,600 382,900 

31 202,000 236,400 265,000 293,400 339,300 384,500 

32 203,300 237,700 266,500 295,100 341,100 386,200 

33 204,700 238,700 267,800 296,800 342,800 387,500 

34 206,100 240,000 269,500 298,500 344,600 388,800 

35 207,400 240,900 271,100 300,300 346,500 390,100 

36 208,800 242,100 272,700 302,100 348,300 391,300 

37 209,900 243,400 274,100 303,400 350,100 392,400 

38 211,200 244,500 275,600 305,100 351,800 393,600 

39 212,500 245,600 277,200 306,600 353,400 394,700 

40 213,800 246,700 278,600 308,200 355,100 395,800 

41 214,900 247,800 279,800 309,900 356,300 396,600 

42 216,100 248,700 281,200 311,600 357,400 397,400 

43 217,300 249,600 282,700 313,200 358,600 398,200 

44 218,500 250,400 284,200 314,900 359,800 399,000 

45 219,600 251,500 285,700 315,800 361,000 399,400 

46 220,700 252,800 287,400 317,200 361,800 400,000 

47 221,700 254,100 289,100 318,700 363,000 400,500 

48 222,700 255,300 290,700 320,300 364,100 400,900 

49 223,600 256,800 291,900 321,700 365,100 401,300 

50 224,500 258,200 293,500 323,000 366,100 401,600 

51 225,400 259,400 294,800 324,200 367,100 401,900 

52 226,300 260,600 296,400 325,500 368,100 402,200 

53 226,600 261,600 297,700 326,600 368,900 402,500 

54 227,400 262,900 299,200 327,600 369,700 402,800 

55 228,000 264,200 300,600 328,700 370,600 403,100 

56 228,800 265,300 302,100 329,700 371,500 403,400 

57 229,500 266,100 303,100 330,200 372,000 403,700 

58 230,200 267,300 304,300 331,100 372,800 404,000 

59 230,800 268,500 305,500 331,900 373,600 404,300 

60 231,400 269,600 306,900 332,800 374,400 404,700 

61 232,100 270,500 308,200 333,600 374,800 404,900 

62 232,700 271,600 309,400 333,900 375,500 405,200 

63 233,300 272,700 310,700 334,500 376,200 405,500 

64 234,000 273,800 311,900 335,200 376,900 405,800 

65 234,600 274,600 313,300 335,800 377,300 406,000 

66 235,300 275,700 314,100 336,500 377,900  

67 236,000 276,600 314,900 337,200 378,600  

68 236,700 277,700 315,700 337,900 379,200  

69 237,300 278,700 316,300 338,600 379,600  
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70 237,900 279,700 317,000 339,100 380,100  

71 238,500 280,800 317,700 339,700 380,600  

72 239,000 281,900 318,300 340,300 381,100  

73 239,600 282,500 319,000 340,600 381,700  

74 240,300 283,200 319,200 341,200 382,200  

75 241,000 283,700 319,800 341,700 382,800  

76 241,500 284,500 320,400 342,300 383,400  

77 241,900 285,300 321,000 342,800 383,900  

78 242,400 285,900 321,500 343,300 384,400  

79 242,900 286,500 322,000 343,800 384,900  

80 243,200 287,100 322,500 344,200 385,400  

81 243,500 287,800 323,100 344,500 385,700  

82 243,800 288,300 323,600 344,800 386,200  

83 244,100 288,700 324,000 345,200 386,600  

84 244,400 289,100 324,500 345,500 387,000  

85 244,700 289,300 325,000 346,000 387,400  

86  289,500 325,400 346,300   

87  289,700 325,600 346,600   

88  289,900 326,000 346,900   

89  290,300 326,400 347,300   

90  290,500 326,800 347,600   

91  290,700 327,200 348,000   

92  290,900 327,600 348,300   

93  291,300 327,900 348,700   

94  291,500 328,100 349,000   

95  291,700 328,500 349,300   

96  292,000 328,800 349,600   

97  292,400 329,000 349,900   

98  292,700 329,300 350,300   

99  292,900 329,600 350,700   

100  293,200 329,900 351,100   

101  293,500 330,100 351,600   

102  293,700 330,400 352,000   

103  293,900 330,800 352,400   

104  294,200 331,000 352,800   

105  294,500 331,200 353,300   

106   331,400    

107   331,800    

108   332,000    

109   332,200    

110   332,600    

111   333,000    

112   333,400    

113   333,600    
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定 年 前

再 任 用

短 時 間

勤 務 職

員 

 基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

円 円 円 円 円 円 

188,700 215,300 243,500 256,900 282,100 322,800 

備考 この表は、栄養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。 

 

医療職給料表(3) 

職 員 の

区分 

 職 務

の級 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定 年 前

再 任 用

短 時 間

勤 務 職

員 以 外

の職員 

 円 円 円 円 円 円 

1 169,900 197,000 243,600 265,700 288,400 330,100 

2 171,300 198,900 245,400 266,600 290,000 332,200 

3 172,800 200,900 247,200 267,500 291,600 334,200 

4 174,200 202,800 249,000 268,400 293,400 336,400 

5 175,600 204,900 250,400 268,900 295,000 338,400 

6 177,100 206,900 251,700 269,900 296,800 340,500 

7 178,600 209,100 252,800 270,600 298,500 342,600 

8 180,100 211,200 254,100 271,500 300,200 344,700 

9 181,300 213,200 254,900 272,600 301,900 346,200 

10 183,000 214,600 255,800 273,200 303,500 348,200 

11 184,600 216,000 256,700 274,200 304,800 350,100 

12 186,100 217,200 257,500 275,200 306,100 352,100 

13 187,500 218,600 258,600 276,200 307,600 354,000 

14 189,500 220,000 259,600 277,200 309,200 356,100 

15 191,500 221,500 260,400 278,200 311,000 358,200 

16 193,500 222,700 261,300 279,300 312,800 360,200 

17 195,500 224,100 261,800 280,600 314,500 362,200 

18 197,500 225,600 262,700 281,800 316,100 364,200 

19 199,500 227,100 263,500 282,800 317,800 366,300 

20 201,500 228,600 264,300 284,000 319,500 368,400 

21 203,500 229,700 265,200 285,500 320,900 370,100 

22 205,400 231,400 265,900 287,100 322,400 372,200 

23 207,500 233,100 266,800 288,400 323,900 374,300 

24 209,600 234,700 267,600 289,700 325,400 376,300 

25 211,200 236,000 268,600 290,800 326,800 378,300 

26 212,500 237,700 269,400 292,400 328,200 379,900 

27 213,700 239,400 270,300 294,100 329,700 381,800 

28 215,000 241,100 271,300 295,600 331,300 383,700 

29 216,200 242,700 272,500 296,600 332,400 385,500 

30 217,300 244,100 273,700 298,000 333,900 387,200 

31 218,600 245,400 275,200 299,400 335,300 389,100 

32 219,700 246,500 276,500 300,900 336,800 390,900 
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33 221,000 247,500 278,000 302,300 338,400 392,600 

34 222,300 248,600 279,400 303,800 339,900 394,300 

35 223,600 249,500 280,600 305,400 341,500 396,100 

36 224,900 250,500 281,800 307,000 343,000 397,800 

37 226,000 251,200 283,300 308,300 344,700 399,400 

38 227,400 252,200 284,500 309,700 346,300 401,100 

39 228,700 253,100 285,900 311,100 347,800 402,900 

40 230,100 254,100 287,100 312,700 349,400 404,700 

41 231,000 254,500 288,100 314,200 350,600 406,200 

42 232,400 255,400 289,400 315,600 352,100 407,700 

43 233,700 256,200 290,700 317,000 353,600 409,200 

44 235,100 256,900 292,100 318,500 355,000 410,500 

45 236,300 257,700 293,400 319,300 356,600 411,600 

46 237,700 258,400 294,800 320,700 357,600 412,700 

47 239,000 259,300 296,300 322,100 359,100 413,800 

48 240,300 260,100 297,800 323,600 360,400 415,000 

49 241,200 260,900 298,900 324,700 361,800 416,300 

50 242,300 261,800 300,200 326,100 363,200 417,400 

51 243,300 262,700 301,400 327,400 364,500 418,600 

52 244,300 263,700 302,800 328,700 365,900 419,700 

53 245,000 264,800 304,200 330,100 367,400 420,900 

54 246,000 266,000 305,500 331,500 368,600 421,900 

55 246,900 267,300 306,900 332,900 369,700 423,000 

56 247,800 268,600 308,300 334,200 370,900 424,100 

57 248,500 270,000 309,100 335,100 372,000 425,200 

58 249,500 271,500 310,300 336,400 372,900 425,700 

59 250,100 272,900 311,500 337,600 373,900 426,300 

60 250,900 274,300 312,900 338,900 374,900 426,700 

61 251,700 275,600 314,000 340,000 375,500 427,300 

62 252,500 276,900 315,300 340,900 376,300 427,800 

63 253,300 278,300 316,600 342,100 377,100 428,200 

64 254,100 279,400 317,800 343,400 377,900 428,700 

65 254,800 280,500 319,100 344,500 378,600 429,300 

66 255,500 281,800 320,400 345,700 379,300 429,700 

67 256,300 283,100 321,700 346,900 380,100 430,000 

68 257,000 284,400 323,000 348,000 380,800 430,300 

69 257,800 285,500 323,700 349,000 381,400 430,700 

70 258,600 287,000 324,800 350,000 382,000  

71 259,500 288,500 325,900 351,100 382,700  

72 260,500 289,900 326,800 352,200 383,300  

73 261,800 290,900 328,100 353,000 384,000  

74 263,100 292,300 328,800 354,100 384,500  

75 264,200 293,500 329,900 355,200 385,100  

76 265,300 294,800 331,100 356,300 385,600  
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77 266,200 296,200 332,200 357,000 386,000  

78 267,200 297,500 333,400 357,800 386,600  

79 268,400 298,700 334,500 358,600 387,100  

80 269,400 300,000 335,700 359,300 387,400  

81 270,300 300,500 336,800 359,900 387,700  

82 271,200 301,700 337,900 360,400 388,200  

83 272,200 302,800 338,900 361,000 388,600  

84 273,100 304,000 340,000 361,500 388,900  

85 273,900 305,100 340,900 362,100 389,200  

86 274,700 306,300 341,900 362,600 389,700  

87 275,600 307,500 342,800 363,200 390,200  

88 276,500 308,600 343,800 363,700 390,600  

89 277,300 309,900 344,800 364,100 390,900  

90 278,200 311,100 345,600 364,500 391,300  

91 279,000 312,300 346,400 365,100 391,800  

92 280,000 313,500 347,200 365,600 392,200  

93 280,900 314,300 347,800 365,900 392,600  

94 281,900 315,000 348,400 366,400   

95 282,800 315,700 349,100 366,800   

96 283,800 316,300 349,700 367,100   

97 284,400 317,000 350,100 367,700   

98 285,200 317,300 350,500 368,200   

99 285,800 317,900 351,000 368,700   

100 286,700 318,600 351,400 369,200   

101 287,500 319,000 351,900 369,800   

102 288,300 319,600 352,300 370,300   

103 289,100 320,200 352,800 370,800   

104 289,900 320,800 353,200 371,200   

105 290,600 321,200 353,500 371,800   

106 291,100 321,700 354,000 372,300   

107 291,600 322,200 354,400 372,800   

108 292,100 322,700 354,700 373,300   

109 292,300 323,100 355,200 373,900   

110 292,600 323,500 355,700 374,300   

111 292,800 323,800 356,200 374,800   

112 293,200 324,100 356,700 375,300   

113 293,500 324,500 357,200 375,900   

114 293,700 324,900 357,700    

115 294,100 325,300 358,200    

116 294,400 325,600 358,600    

117 294,700 325,800 359,000    

118 295,000 326,100 359,400    

119 295,300 326,500 359,900    

120 295,700 326,700 360,400    
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121 296,000 326,900 360,800    

122 296,400 327,200 361,300    

123 296,700 327,500 361,800    

124 297,100 327,800 362,300    

125 297,300 328,000 362,600    

126 297,500 328,300     

127 297,800 328,700     

128 298,200 328,900     

129 298,400 329,100     

130 298,700 329,300     

131 299,100 329,700     

132 299,500 329,900     

133 299,700 330,200     

134 300,000 330,600     

135 300,400 331,000     

136 300,700 331,400     

137 300,900 331,700     

138 301,200 332,100     

139 301,600 332,500     

140 301,900 332,900     

141 302,100 333,200     

142 302,500 333,600     

143 302,900 333,900     

144 303,200 334,300     

145 303,400 334,600     

146 303,600 335,000     

147 303,900 335,400     

148 304,300 335,800     

149 304,500 336,100     

150 304,700 336,500     

151 305,000 336,900     

152 305,300 337,300     

153 305,700 337,600     

154 305,900      

155 306,100      

156 306,400      

157 306,700      

158 307,000      

159 307,300      

160 307,600      

161 308,000      

162 308,300      

163 308,600      

164 308,900      
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165 309,300      

166 309,600      

167 309,900      

168 310,200      

169 310,600      

定 年 前

再 任 用

短 時 間

勤 務 職

員 

 基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

円 円 円 円 円 円 

235,100 255,400 262,600 272,800 289,100 326,200 

備考 この表は、保健師その他の職員で規則で定めるものに適用する。 

 

[改正後 別記] 

別表第2(第8条関係) 

医療職給料表(1) 

職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 

定年前再任

用短時間勤

務職員以外

の職員 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

 円 円 円 円 

1 264,700 346,600 406,900 474,700 

2 267,200 349,600 409,600 477,000 

3 269,600 352,400 412,100 479,200 

4 272,000 355,300 414,700 481,500 

5 274,100 357,800 417,100 483,700 

6 277,600 360,800 419,100 485,800 

7 281,100 363,800 420,900 488,000 

8 284,500 366,600 422,800 490,000 

9 288,100 368,700 424,600 491,900 

10 291,600 371,200 427,300 494,000 

11 295,200 373,900 429,800 496,100 

12 298,700 376,400 432,200 498,200 

13 302,200 379,100 434,400 500,300 

14 306,100 382,500 436,900 502,200 

15 310,000 385,500 438,900 504,300 

16 313,600 388,800 441,000 506,400 

17 317,200 391,800 443,000 508,300 

18 320,700 394,400 445,200 510,300 

19 324,200 396,800 447,400 512,300 

20 327,700 399,300 449,500 514,100 

21 331,300 401,900 450,900 515,900 

22 335,000 403,900 453,300 517,700 

23 338,400 405,500 455,600 519,500 

24 341,700 407,100 457,800 521,300 

25 345,000 408,800 459,800 522,900 

26 347,500 411,000 462,100 524,700 
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27 350,000 413,100 464,300 526,500 

28 352,300 415,100 466,600 528,300 

29 354,400 417,200 468,700 529,900 

30 356,100 419,300 470,900 531,700 

31 357,800 420,900 473,200 533,500 

32 359,600 422,600 475,300 535,300 

33 361,500 424,500 477,100 536,900 

34 363,700 426,000 479,200 538,700 

35 365,800 427,800 481,300 540,400 

36 367,800 429,600 483,300 542,100 

37 369,700 431,500 485,400 543,700 

38 371,900 433,500 487,100 545,300 

39 374,000 435,300 488,900 546,700 

40 376,000 437,200 490,700 548,300 

41 378,000 439,000 492,300 549,800 

42 378,700 440,700 494,100 551,200 

43 379,300 442,400 495,900 552,600 

44 380,000 444,200 497,500 553,900 

45 380,900 446,000 498,900 555,100 

46 382,200 447,800 500,600 556,100 

47 383,500 449,500 502,400 557,100 

48 384,800 451,200 504,100 558,100 

49 385,600 452,800 505,600 559,100 

50 386,400 454,500 506,900 560,000 

51 387,200 456,200 508,200 560,900 

52 387,700 457,900 509,500 561,800 

53 388,500 459,800 510,500 562,600 

54 389,300 461,000 511,800 563,500 

55 390,000 462,200 513,100 564,400 

56 390,700 463,400 514,400 565,300 

57 391,400 464,400 515,400 566,200 

58 392,300 465,400 516,200 567,100 

59 393,000 466,300 517,000 568,000 

60 393,600 467,100 517,800 568,700 

61 394,100 467,900 518,700 569,600 

62 394,600 468,600 519,500 570,500 

63 395,000 469,300 520,400 571,400 

64 395,400 469,900 521,200 572,300 

65 395,700 470,600 522,100 573,200 

66   471,300 523,000   

67   471,900 523,700   

68   472,500 524,600   

69   472,800 525,500   

70   473,400 526,300   
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71   474,100 527,200   

72   474,800 528,100   

73   475,200 528,900   

74   475,800 529,800   

75   476,500 530,700   

76   477,200 531,400   

77   477,600 532,200   

78   478,200 533,100   

79   478,800 534,000   

80   479,300 534,900   

81   479,900 535,700   

82   480,400 536,600   

83   480,900 537,500   

84   481,400 538,400   

85   481,800 539,200   

86   482,400 540,100   

87   482,800 541,000   

88   483,300 541,900   

89   483,800 542,700   

90   484,400     

91   485,000     

92   485,400     

93   485,900     

94   486,500     

95   487,100     

96   487,600     

97   488,100     

定年前再任

用短時間勤

務職員 

 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円 円 円 円 

297,300 339,700 394,300 467,400 

備考 この表は、医師その他規則で定める職員に適用する。 

 

医療職給料表(2) 

職員の区分 職務の

級 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 

定年前再任

用短時間勤

務職員以外

の職員 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

 円 円 円 円 円 円 

1 167,200 202,800 236,100 258,800 287,400 330,400 

2 168,600 204,400 237,400 259,900 289,200 332,400 

3 170,000 205,900 238,700 261,100 291,200 334,300 

4 171,400 207,300 239,900 262,200 293,100 336,200 

5 172,700 208,800 241,100 263,400 294,900 338,000 

6 174,500 210,000 242,300 264,600 296,900 340,000 
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7 176,200 211,200 243,400 265,700 298,700 342,000 

8 177,800 212,400 244,500 266,700 300,600 344,000 

9 179,400 213,800 245,400 267,800 302,400 345,800 

10 181,100 215,300 246,500 268,500 304,000 347,900 

11 182,700 216,800 247,800 269,200 305,500 349,900 

12 184,600 218,300 248,900 270,000 307,100 351,900 

13 186,000 219,700 250,200 271,000 308,800 353,400 

14 187,800 221,200 251,400 272,000 310,700 355,400 

15 189,800 222,700 252,600 273,000 312,700 357,300 

16 191,600 224,200 253,800 274,100 314,500 359,300 

17 193,500 225,500 254,600 275,300 316,300 361,100 

18 194,700 226,800 255,800 276,800 318,200 363,100 

19 196,200 228,200 256,900 278,400 320,100 365,100 

20 197,600 229,500 258,000 280,000 321,900 367,000 

21 198,800 230,600 259,200 281,500 323,700 368,700 

22 200,300 231,700 260,000 283,100 325,600 370,700 

23 201,700 232,800 260,800 284,700 327,400 372,700 

24 203,000 233,900 261,600 286,300 329,300 374,700 

25 204,600 235,000 262,500 287,900 331,000 376,100 

26 205,600 236,200 263,500 289,400 332,900 377,900 

27 206,700 237,400 264,500 290,900 334,800 379,700 

28 207,800 238,500 265,500 292,500 336,600 381,400 

29 209,000 239,500 266,700 293,800 337,900 383,100 

30 210,100 240,800 268,200 295,300 339,700 384,600 

31 211,200 242,200 269,700 296,800 341,400 386,100 

32 212,300 243,400 271,000 298,300 343,200 387,600 

33 213,700 244,400 272,200 299,800 344,900 388,900 

34 215,000 245,700 273,800 301,400 346,700 390,200 

35 216,300 246,600 275,300 303,000 348,500 391,500 

36 217,500 247,800 276,800 304,600 350,300 392,600 

37 218,500 249,000 278,100 305,900 351,900 393,700 

38 219,500 250,100 279,500 307,500 353,600 394,800 

39 220,500 251,100 280,800 309,000 355,200 395,900 

40 221,500 252,100 282,100 310,500 356,800 397,000 

41 222,400 253,000 283,200 312,100 358,000 397,800 

42 223,200 253,800 284,600 313,700 359,100 398,600 

43 224,000 254,600 286,000 315,300 360,300 399,400 

44 224,900 255,400 287,300 316,800 361,500 400,200 

45 225,800 256,200 288,600 317,700 362,500 400,600 

46 226,700 257,400 290,200 319,100 363,300 401,200 

47 227,600 258,600 291,700 320,600 364,300 401,700 

48 228,500 259,700 293,100 322,200 365,400 402,100 

49 229,200 261,000 294,300 323,600 366,400 402,500 

50 230,100 262,300 295,800 324,900 367,400 402,800 
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51 231,000 263,400 297,100 326,100 368,400 403,100 

52 231,800 264,400 298,600 327,300 369,300 403,400 

53 232,100 265,400 299,900 328,300 370,100 403,700 

54 232,900 266,500 301,300 329,300 370,900 404,000 

55 233,500 267,600 302,700 330,300 371,800 404,300 

56 234,200 268,700 304,000 331,200 372,600 404,600 

57 234,800 269,400 305,000 331,700 373,100 404,900 

58 235,400 270,500 306,200 332,600 373,900 405,200 

59 235,900 271,600 307,400 333,400 374,700 405,500 

60 236,400 272,500 308,800 334,300 375,500 405,900 

61 237,000 273,300 310,100 335,000 375,900 406,100 

62 237,500 274,300 311,300 335,300 376,600 406,400 

63 238,000 275,200 312,500 335,800 377,300 406,700 

64 238,600 276,100 313,700 336,400 377,900 407,000 

65 239,100 276,900 315,000 337,000 378,300 407,200 

66 239,600 277,900 315,800 337,700 378,900   

67 240,200 278,800 316,500 338,400 379,600   

68 240,700 279,700 317,200 339,000 380,200   

69 241,200 280,600 317,800 339,700 380,600   

70 241,700 281,600 318,500 340,200 381,100   

71 242,100 282,700 319,200 340,800 381,600   

72 242,600 283,700 319,800 341,400 382,100   

73 243,100 284,300 320,400 341,700 382,700   

74 243,600 284,800 320,600 342,300 383,200   

75 244,100 285,300 321,100 342,800 383,800   

76 244,600 286,100 321,600 343,300 384,400   

77 244,900 286,900 322,200 343,800 384,900   

78 245,200 287,500 322,700 344,300 385,400   

79 245,500 288,100 323,200 344,800 385,900   

80 245,700 288,600 323,600 345,200 386,400   

81 245,900 289,100 324,200 345,500 386,700   

82 246,200 289,600 324,700 345,800 387,200   

83 246,500 290,000 325,100 346,200 387,600   

84 246,700 290,300 325,600 346,500 388,000   

85 246,900 290,500 326,100 347,000 388,400   

86   290,700 326,500 347,300     

87   290,900 326,700 347,600     

88   291,100 327,000 347,900     

89   291,500 327,400 348,300     

90   291,700 327,800 348,600     

91   291,900 328,200 349,000     

92   292,100 328,600 349,300     

93   292,500 328,900 349,700     

94   292,700 329,100 350,000     
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95   292,900 329,500 350,300     

96   293,200 329,800 350,600     

97   293,500 330,000 350,900     

98   293,700 330,300 351,300     

99   293,900 330,600 351,700     

100   294,200 330,900 352,100     

101   294,500 331,100 352,600     

102   294,700 331,400 353,000     

103   294,900 331,800 353,400     

104   295,200 332,000 353,800     

105   295,500 332,200 354,300     

106     332,400       

107     332,800       

108     333,000       

109     333,200       

110     333,600       

111     334,000       

112     334,400       

113     334,600       

定年前再任

用短時間勤

務職員 

 基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

円 円 円 円 円 円 

189,700 216,300 244,500 257,900 283,100 323,900 

備考 この表は、栄養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。 

 

医療職給料表(3) 

職員の区分 職務の

級 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 

定年前再任

用短時間勤

務職員以外

の職員 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

 円 円 円 円 円 円 

1 183,500 211,000 253,600 272,400 293,800 332,800 

2 184,900 212,900 255,000 273,300 295,300 334,800 

3 186,400 214,900 256,500 274,100 296,900 336,800 

4 187,800 216,800 257,900 274,900 298,500 338,800 

5 189,300 218,800 259,100 275,400 299,800 340,800 

6 190,800 220,600 259,900 276,300 301,500 342,900 

7 192,300 222,400 260,700 277,000 303,100 344,900 

8 193,800 224,100 261,400 277,900 304,700 346,900 

9 195,000 225,800 262,100 278,800 306,300 348,400 

10 196,700 227,200 262,800 279,400 307,700 350,400 

11 198,300 228,500 263,600 280,300 308,900 352,300 

12 199,800 229,400 264,300 281,200 310,200 354,300 

13 201,200 230,800 265,100 282,100 311,400 356,200 
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14 203,200 231,800 266,000 283,000 313,000 358,200 

15 205,300 232,800 266,800 283,900 314,600 360,200 

16 207,300 233,700 267,700 284,800 316,200 362,200 

17 209,300 234,800 268,200 285,800 317,700 364,100 

18 211,300 236,200 269,000 286,800 319,200 366,100 

19 213,400 237,600 269,800 287,800 320,700 368,200 

20 215,400 238,700 270,600 288,900 322,100 370,200 

21 217,300 239,800 271,300 290,200 323,500 371,900 

22 219,000 241,400 272,000 291,600 324,900 374,000 

23 220,700 243,100 272,700 292,800 326,400 376,100 

24 222,400 244,500 273,500 294,000 327,800 378,100 

25 223,700 245,700 274,300 295,100 329,200 380,000 

26 225,000 247,000 275,000 296,500 330,600 381,600 

27 226,100 248,400 275,800 297,900 332,000 383,400 

28 227,100 249,700 276,600 299,300 333,400 385,200 

29 228,200 251,100 277,600 300,300 334,500 386,900 

30 229,000 252,100 278,700 301,600 336,000 388,600 

31 229,800 252,900 280,100 302,900 337,400 390,500 

32 230,500 253,600 281,300 304,100 338,900 392,200 

33 231,600 254,400 282,500 305,300 340,400 393,900 

34 232,800 255,300 283,800 306,700 341,900 395,600 

35 233,900 256,200 284,900 308,100 343,400 397,400 

36 234,900 256,900 286,100 309,500 344,900 399,100 

37 235,900 257,600 287,500 310,800 346,500 400,700 

38 237,200 258,500 288,600 312,100 348,100 402,400 

39 238,500 259,400 289,700 313,500 349,600 404,200 

40 239,700 260,300 290,700 314,900 351,100 406,000 

41 240,500 260,700 291,700 316,400 352,300 407,500 

42 241,500 261,500 292,900 317,800 353,800 409,000 

43 242,500 262,300 294,100 319,200 355,300 410,500 

44 243,500 263,000 295,300 320,500 356,700 411,800 

45 244,500 263,700 296,400 321,300 358,100 412,900 

46 245,500 264,400 297,700 322,700 359,100 414,000 

47 246,400 265,100 299,000 324,100 360,500 415,100 

48 247,200 265,800 300,200 325,600 361,800 416,300 

49 248,000 266,500 301,300 326,700 363,100 417,600 

50 248,900 267,300 302,500 328,000 364,500 418,700 

51 249,800 268,000 303,700 329,300 365,800 419,900 

52 250,600 268,900 305,000 330,600 367,100 421,000 

53 251,200 269,800 306,400 331,900 368,600 422,200 

54 252,100 270,900 307,700 333,200 369,800 423,200 

55 253,000 272,000 309,000 334,500 370,900 424,300 

56 253,800 273,200 310,200 335,800 372,100 425,400 

57 254,500 274,400 311,000 336,700 373,200 426,500 
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58 255,400 275,800 312,200 338,000 374,100 427,000 

59 256,000 277,100 313,400 339,200 375,100 427,600 

60 256,800 278,400 314,800 340,500 376,000 428,000 

61 257,500 279,600 315,900 341,500 376,600 428,600 

62 258,200 280,800 317,200 342,400 377,400 429,100 

63 258,900 281,900 318,400 343,500 378,200 429,500 

64 259,600 283,000 319,600 344,700 379,000 430,000 

65 260,200 284,000 320,800 345,800 379,700 430,500 

66 260,900 285,200 322,100 347,000 380,400 430,900 

67 261,500 286,400 323,300 348,200 381,200 431,200 

68 262,100 287,400 324,500 349,200 381,900 431,500 

69 262,700 288,400 325,200 350,200 382,500 431,900 

70 263,300 289,800 326,300 351,200 383,100   

71 264,100 291,100 327,400 352,300 383,800   

72 264,900 292,300 328,300 353,400 384,400   

73 266,100 293,300 329,400 354,200 385,100   

74 267,200 294,600 330,100 355,300 385,600   

75 268,200 295,800 331,200 356,400 386,200   

76 269,200 297,000 332,300 357,400 386,700   

77 270,100 298,300 333,400 358,100 387,100   

78 271,000 299,500 334,600 358,900 387,700   

79 271,900 300,700 335,700 359,700 388,200   

80 272,800 301,900 336,800 360,400 388,500   

81 273,600 302,400 337,900 361,000 388,800   

82 274,500 303,600 339,000 361,500 389,300   

83 275,400 304,700 340,000 362,100 389,700   

84 276,000 305,800 341,100 362,600 390,000   

85 276,700 306,900 342,000 363,200 390,300   

86 277,400 308,100 343,000 363,700 390,800   

87 278,100 309,300 343,900 364,300 391,300   

88 278,800 310,400 344,900 364,800 391,700   

89 279,600 311,500 345,800 365,200 392,000   

90 280,400 312,700 346,600 365,600 392,400   

91 281,200 313,900 347,400 366,200 392,900   

92 282,000 315,000 348,200 366,700 393,300   

93 282,800 315,800 348,800 367,000 393,700   

94 283,800 316,500 349,400 367,500     

95 284,700 317,200 350,100 367,900     

96 285,600 317,800 350,700 368,200     

97 286,200 318,300 351,100 368,800     

98 286,800 318,600 351,500 369,300     

99 287,400 319,200 352,000 369,800     

100 288,300 319,800 352,400 370,300     

101 289,100 320,200 352,900 370,900     
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102 289,900 320,800 353,300 371,400     

103 290,700 321,400 353,800 371,900     

104 291,500 321,900 354,200 372,300     

105 292,100 322,300 354,500 372,900     

106 292,600 322,800 355,000 373,400     

107 293,100 323,300 355,400 373,900     

108 293,500 323,800 355,700 374,400     

109 293,700 324,200 356,200 375,000     

110 294,000 324,600 356,700 375,400     

111 294,200 324,900 357,200 375,900     

112 294,500 325,200 357,700 376,400     

113 294,800 325,500 358,200 377,000     

114 295,000 325,900 358,700       

115 295,300 326,300 359,200       

116 295,500 326,600 359,600       

117 295,800 326,800 360,000       

118 296,100 327,100 360,400       

119 296,400 327,500 360,900       

120 296,700 327,700 361,400       

121 297,000 327,900 361,800       

122 297,400 328,200 362,300       

123 297,700 328,500 362,800       

124 298,100 328,800 363,300       

125 298,300 329,000 363,600       

126 298,500 329,300         

127 298,800 329,700         

128 299,200 329,900         

129 299,400 330,100         

130 299,700 330,300         

131 300,100 330,700         

132 300,500 330,900         

133 300,700 331,200         

134 301,000 331,600         

135 301,400 332,000         

136 301,700 332,400         

137 301,900 332,700         

138 302,200 333,100         

139 302,600 333,500         

140 302,900 333,900         

141 303,100 334,200         

142 303,500 334,600         

143 303,900 334,900         

144 304,200 335,300         

145 304,400 335,600         
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146 304,600 336,000         

147 304,900 336,400         

148 305,300 336,800         

149 305,500 337,100         

150 305,700 337,500         

151 306,000 337,900         

152 306,300 338,300         

153 306,700 338,600         

154 306,900           

155 307,100           

156 307,400           

157 307,700           

158 308,000           

159 308,300           

160 308,600           

161 309,000           

162 309,300           

163 309,600           

164 309,900           

165 310,300           

166 310,600           

167 310,900           

168 311,200           

169 311,600           

定年前再任

用短時間勤

務職員 

 基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

円 円 円 円 円 円 

236,100 256,400 263,600 273,800 290,100 327,300 

備考 この表は、保健師その他の職員で規則で定めるものに適用する。 

 

第2条 那覇市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

(期末手当) (期末手当) 

第26条 [略] 第26条 [略] 

2 [略] 2 [略] 

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する

前項の規定の適用については、同項中「1

00分の122.5」とあるのは「100分の70」

と、「100分の102.5」とあるのは「100

分の60」とする。 

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する

前項の規定の適用については、同項中「1

00分の122.5」とあるのは「100分の68.7

5」と、「100分の102.5」とあるのは「1

00分の58.75」とする。 

4～6 [略]  4～6 [略] 
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(勤勉手当) (勤勉手当) 

第26条の4 [略] 第26条の4 [略] 

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任

命権者が規則で定める基準に従って定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合

において、任命権者が支給する勤勉手当

の額の、その者に所属する次の各号に掲

げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ

当該各号に定める額を超えてはならな

い。 

2 [略] 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短

時間勤務職員以外の職員 当該職員の

勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ

その基準日現在(退職し、又は死亡した

職員にあっては、退職し、又は死亡し

た日現在。次項及び付則第13項第4号に

おいて同じ。)において受けるべき扶養

手当の月額及びこれに対する地域手当

の月額の合計額を加算した額に100分

の107.5(管理職員にあっては、100分の

127.5)を乗じて得た額の総額 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短

時間勤務職員以外の職員 当該職員の

勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ

その基準日現在(退職し、又は死亡した

職員にあっては、退職し、又は死亡し

た日現在。次項及び付則第13項第4号に

おいて同じ。)において受けるべき扶養

手当の月額及びこれに対する地域手当

の月額の合計額を加算した額に100分

の102.5(管理職員にあっては、100分の

122.5)を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短

時間勤務職員 当該定年前再任用短時

間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分

の50(管理職員にあっては、100分の60)

を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短

時間勤務職員 当該定年前再任用短時

間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分

の48.75(管理職員にあっては、100分の

58.75)を乗じて得た額の総額 

3～5 [略] 3～5 [略] 

備考 前条の表備考1の規定は、この表による改正について準用する。 

(那覇市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正) 

第3条 那覇市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成19年那覇市条例第3号)の一

部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

(給与に関する特例) (給与に関する特例) 

第5条 任期付職員には、次の給料表を適用

する。 

第5条 [略] 

[表 別記] [表 別記] 

2～3 [略] 2～3 [略] 

備考 第1条の表備考2の規定は、この表による改正について準用する。 
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[改正前 別記] 

[第5条第1項の表] 

職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 

給料月額(円) 156,500 208,200 242,400 276,000 301,800 

 

[改正後 別記] 

[第5条第1項の表] 

職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 

給料月額(円) 168,500 216,800 248,600 281,000 305,800 

 

付 則 

(施行期日等) 

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行

する。 

2 第1条の規定による改正後の那覇市職員の給与に関する条例(以下この項及び第4項にお

いて「第1条改正後給与条例」という。)第14条、別表第1及び別表第2の規定並びに第3

条の規定による改正後の那覇市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(第4項におい

て「改正後任期付職員条例」という。)の規定は令和5年4月1日から、第1条改正後給与条

例第26条第3項及び第26条の4第2項の規定は令和5年11月30日から適用する。 

(異動者の号給の調整) 

3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員の同日における号給については、

その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要

と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができ

る。 

(給与の内払) 

4 第1条改正後給与条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1

条の規定による改正前の那覇市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前

の那覇市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、

それぞれ第1条改正後給与条例又は改正後任期付職員条例の規定による給与の内払とみ

なす。 
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議案１１４号 

 

 

 

那覇市手数料条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 

 那覇市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。 

 

 

 

  令和５年 11 月 28 日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚 

 

 

 

（提案理由） 

戸籍法(昭和 22年法律第 224 号)の一部改正に伴い新たに生じる戸籍証明書の

広域交付等の事務に係る手数料を定め、及び手数料の名称を改め、併せて字句を

整理するため、この案を提出する。 
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那覇市手数料条例の一部を改正する条例 

 

那覇市手数料条例(平成24年那覇市条例第71号)の一部を次のように改正する。 

 

改正前 改正後 

[別表第1 別記] [別表第1 別記] 

備考 

1 改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)に対応する改正前の

欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)がない場合には、当該改正後部

分を加える。 

2 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改

める。 

3 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

 

付 則 

この条例は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げ

る規定の施行の日から施行する。 

 

[改正前 別記] 

別表第1(第2条関係) 

民生及び税務に関するもの 

1 [略] 

2 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この項において「法」という。)に基づく事務 

号 事務 手数料の名称 手数料の額 

(1) 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで

若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若

しくは抄本の交付又は法第120条第1項若しく

は第126条の規定に基づく磁気ディスクをもっ

て調製された戸籍に記録されている事項の全

部若しくは一部を証明した書面の交付 

戸籍謄本(抄本)

又は戸籍の記録

事項証明書交付

手数料 

[略] 

(2) [略] 

(3) 法第12条の2において準用する法第10条第1項

若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定

若しくは法第126条の規定に基づく除かれた戸

籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第

1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディ

スクをもって調製された除かれた戸籍に記録

されている事項の全部若しくは一部を証明し

た書面の交付 

除籍謄本(抄本)

又は除籍の記録

事項証明書交付

手数料 

[略] 

(4) [略] 

(5) 法第48条第1項(法第117条において準用する場

合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請

届出(申請)の受

理又は届書その

[略] 
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 の受理の証明書の交付又は法第48条第2項(法

第117条において準用する場合を含む。)若しく

は第126条の規定に基づく届書その他市長の受

理した書類に記載した事項の証明書の交付 

他書類の記載事

項証明手数料 

(6) 法第48条第2項(法第117条において準用する場

合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の

受理した書類を閲覧に供する事務 

届書等閲覧手数

料 

書類1件につき3

50円 

3～8 [略] 

 

[改正後 別記] 

別表第1(第2条関係) 

民生及び税務に関するもの 

1 [略] 

2 [略] 

号 事務 手数料の名称 手数料の額 

(1) 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで

若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若

しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120

条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸

籍証明書の交付 

戸籍謄本(抄本)

又は戸籍証明書

交付手数料 

[略] 

(2) [略] 

(3) 法第12条の2において準用する法第10条第1項

若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定

若しくは法第126条の規定に基づく除かれた戸

籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第

1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定

に基づく除籍証明書の交付 

除籍謄本(抄本)

又は除籍証明書

交付手数料 

[略] 

(4) [略] 

(5) 法第48条第1項(法第117条において準用する場

合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請

の受理の証明書の交付、法第48条第2項(法第11

7条において準用する場合を含む。)若しくは第

126条の規定に基づく届書その他市長の受理し

た書類に記載した事項の証明書の交付又は法

第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の

内容の証明書の交付 

届出(申請)の受

理、届書その他書

類の記載事項又

は届書等情報内

容証明手数料 

[略] 

(6) 法第48条第2項(法第117条において準用する場

合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の

受理した書類又は法第120条の6第1項の規定に

基づく届書等情報の内容を表示したものを閲

覧に供する事務 

届書等又は届書

等情報内容閲覧

手数料 

1件につき350円 

3～8 [略] 
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議案第１１５号 

 

 

 

那覇市公設市場条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 

那覇市公設市場条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。 

 

 

 

令和５年 11 月 28 日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

 那覇市宇栄原公設市場を廃止するため、この案を提出する。 
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那覇市公設市場条例の一部を改正する条例 

 

那覇市公設市場条例(1963年那覇市条例第13号)の一部を次のように改正する。 

 

改正前 改正後 

(設置) (設置) 

第2条 本市内に市場を設置し、その名称及

び位置は、次の表のとおりとする。 

第2条 [略] 

名称 位置 

那覇市宇栄原公設

市場 

那覇市宇栄原4丁目

17番9号 

那覇市第一牧志公

設市場 

[略] 

 

名称 位置 

那覇市第一牧志公

設市場 

[略] 

 

(施設の構成) (施設の構成) 

第2条の2 市場は、次に掲げる施設(那覇市

宇栄原公設市場にあっては、第1号に掲げ

る施設)をもって構成する。 

第2条の2 市場は、次に掲げる施設をもっ

て構成する。 

(1)～(6) [略] (1)～(6) [略] 

備考 

1 表の改正規定において、改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)

及び改正部分に係るけい線に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後

部分」という。)及び改正後部分に係るけい線がない場合には、当該改正部分及び当該

改正部分に係るけい線を削る。 

2 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

 

付 則 

この条例は、令和6年4月1日から施行する。 
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議案第１１６号 

 

 

 

那覇市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関 

する基準等を定める条例制定について 

 

 

 

那覇市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例を別紙のように制定する。 

 

 

 

令和５年 11 月 28 日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法

律第 123 号)第 30 条第１項第２号イ、第 36 条第３項第１号(同法第 37 条第２項

及び第 41 条第４項において準用する場合を含む。)、第 41 条の２第１項各号並

びに第 43 条第１項及び第２項の規定に基づき、基準該当障害福祉サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準、指定障害福祉サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準等を定めるため、この案を提出する。 
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那覇市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例 

 

那覇市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例(平成24年那覇市条例第41号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号イ、第36条第3

項第1号(法第37条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)、第41条

の2第1項各号並びに第43条第1項及び第2項の規定に基づき、基準該当障害福祉サ

ービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準、指定障害福祉サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この条例において使用する用語は、この条例に定めるもののほか、法及び主

務省令(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚

生労働省令第171号。次条において「基準省令」という。)その他の法第30条第2項、

第41条の2第2項及び第43条第3項の規定に基づく主務省令をいう。次条において

同じ。)において使用する用語の例による。 

(人員、設備及び運営に関する基準) 

第3条 指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準は、この条例に定めるもののほか、主務省令に定める基準

の例による。この場合において、基準省令第39条第3項、第4項及び第5項中「指導

又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければ

ならない」とあるのは「、指導を受けた場合は当該指導に従って必要な改善を行

わなければならず、助言を受けた場合は当該助言に従って必要な改善を行うよう

努めるものとする」と、基準省令第50条第7項中「児童福祉法に基づく指定障害児

入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六

号。第五十二条第三項において「指定入所施設基準」という。)第五十二条」とあ

るのは「沖縄県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定
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める条例(平成二十五年沖縄県条例第二十八号)第五十三条」と、基準省令第52条

第3項中「指定入所施設基準第五十三条」とあるのは「沖縄県指定障害児入所施設

等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第五十四条」とする。 

(消防関係法令への適合等) 

第4条 指定障害福祉サービスの事業(指定居宅介護の事業、重度訪問介護、同行援

護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業、指定重度障害者等包括支援

の事業、指定就労定着支援の事業並びに指定自立生活援助の事業を除く。次項に

おいて同じ。)の施設は、消防関係法令に適合しているものでなければならない。 

2 指定障害福祉サービスの事業の用に供する建物は、次の各号のいずれかに該当

するものでなければならない。 

(1) 昭和56年6月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規

定による確認済証の交付を受けた建物であって、同法第7条第5項の規定による

検査済証の交付を受けたもの 

(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第22条第2項

の認定を受けている建物 

(体制の構築等) 

第5条 指定障害福祉サービス事業者(指定居宅介護事業者、重度訪問介護、同行援

護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者、指定重度障害者等

包括支援事業者、指定就労定着支援事業者並びに指定自立生活援助事業者を除く。

次項において同じ。)又は基準該当就労継続支援B型事業者は、常に地域社会との

連携が図られ、非常災害時において地域住民の協力が得られる体制の構築に努め

なければならない。 

2 指定障害福祉サービス事業者及び基準該当就労継続支援B型事業者は、非常用食

料等の備蓄に努めなければならない。 

(法第36条第3項第1号の条例で定める者等) 

第6条 法第36条第3項第1号(法第37条第2項及び第41条第4項において準用する場合

を含む。)の条例で定める者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第34条の21第1項に規定す

る者の例による。 

(暴力団の排除) 
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第7条 指定障害福祉サービス事業者及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う

者(次項及び第3項において単に「事業者」という。)は、暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団(第3項におい

て「暴力団」という。)又は同条第6号の暴力団員(次項及び第3項において「暴力

団員」という。)であってはならない。 

2 事業者の役員及び従業者は、暴力団員であってはならない。 

3 事業者は、その運営について、暴力団又は暴力団員の支配を受けてはならない。 

 

付 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(指定障害福祉サービスの事業の建物に関する経過措置) 

2 第4条第2項の規定は、この条例の施行の日前に受けた法第29条第1項の規定によ

る障害福祉サービス事業を行う者の指定に係るサービス事業所の建物について

は、当分の間、適用しない。 
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議案第１１７号 

 

 

 

那覇市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等 

を定める条例制定について 

 

 

 

那覇市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例を別紙のように制定する。 

 

 

 

令和５年 11 月 28 日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法

律第 123 号)第 38 条第３項(同法第 39条第２項及び第 41条第４項において準用

する場合を含む。)において準用する同法第 36 条第３項第１号並びに同法第 44

条第１項及び第２項の規定に基づき、指定障害者支援施設の人員、設備及び運

営に関する基準等を定めるため、この案を提出する。 
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那覇市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例 

 

那覇市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

(平成24年那覇市条例第42号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第38条第3項(法第39条第2項及び第

41条第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第3項第1号

並びに法第44条第1項及び第2項の規定に基づき、指定障害者支援施設の人員、設

備及び運営に関する基準等を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この条例において使用する用語は、この条例に定めるもののほか、法及び主

務省令(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省

令第172号。次条において「基準省令」という。)その他の法第44条第3項の規定

に基づく主務省令をいう。次条において同じ。)において使用する用語の例によ

る。 

(人員、設備及び運営に関する基準) 

第3条 指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準は、この条例に定め

るもののほか、主務省令に定める基準の例による。この場合において、基準省令

第52条第3項、第4項及び第5項中「指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助

言に従って必要な改善を行わなければならない」とあるのは、「、指導を受けた

場合は当該指導に従って必要な改善を行わなければならず、助言を受けた場合は

当該助言に従って必要な改善を行うよう努めるものとする」とする。 

(消防関係法令への適合等) 

第4条 指定障害者支援施設の施設は、消防関係法令に適合しているものでなければ

ならない。 

2 指定障害者支援施設の建物は、次の各号のいずれかに該当するものでなければな

らない。 
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(1) 昭和56年6月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規

定による確認済証の交付を受けた建物であって、同法第7条第5項の規定による

検査済証の交付を受けたもの 

(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第22条第2項

の認定を受けている建物 

(体制の構築等) 

第5条 指定障害者支援施設の設置者は、常に地域社会との連携が図られ、非常災害

時において地域住民の協力が得られる体制の構築に努めなければならない。 

2 指定障害者支援施設の設置者は、非常用食料等の備蓄に努めなければならない。 

(法第38条第3項において準用する法第36条第3項第1号の条例で定める者等) 

第6条 法第38条第3項(法第39条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含

む。)において準用する法第36条第3項第1号の条例で定める者は、障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令

第19号)第34条の24の2第1項に規定する者の例による。 

(暴力団の排除) 

第7条 指定障害者支援施設の設置者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団(第3項において「暴力団」とい

う。)であってはならない。 

2 指定障害者支援施設の設置者の役員及び従業者は、暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律第2条第6号の暴力団員(次項において「暴力団員」という。)

であってはならない。 

3 指定障害者支援施設の設置者は、その運営について、暴力団又は暴力団員の支配

を受けてはならない。 

 

付 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(指定障害者支援施設の建物に関する経過措置) 

2 第4条第2項の規定は、この条例の施行の日前にされた法第29条第1項の規定によ

る障害者支援施設の指定に係る建物については、当分の間、適用しない。 
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議案第１１８号 

 

 

 

那覇市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準等を定 

める条例制定について 

 

 

 

那覇市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例を

別紙のように制定する。 

 

 

 

令和５年 11 月 28 日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法

律第 123 号)第 80 条第１項の規定に基づき、障害福祉サービス事業の設備及び

運営に関する基準等を定めるため、この案を提出する。 
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那覇市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例 

 

那覇市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24

年那覇市条例第43号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

(平成17年法律第123号。次条において「法」という。)第80条第1項の規定に基づ

き、障害福祉サービス事業(同項に規定する障害福祉サービス事業をいう。以下

同じ。)の設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この条例において使用する用語は、この条例に定めるもののほか、法及び主

務省令(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第

174号。次条において「基準省令」という。)その他の法第80条第2項の規定に基

づく主務省令(障害福祉サービス事業に係るものに限る。)をいう。次条において

同じ。)において使用する用語の例による。 

(設備及び運営に関する基準) 

第3条 障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準は、この条例に定めるも

ののほか、主務省令に定める基準の例による。この場合において、基準省令第30

条第3項中「指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善

を行わなければならない」とあるのは、「、指導を受けた場合は当該指導に従っ

て必要な改善を行わなければならず、助言を受けた場合は当該助言に従って必要

な改善を行うよう努めるものとする」とする。 

(消防関係法令への適合等) 

第4条 障害福祉サービス事業の施設は、消防関係法令に適合しているものでなけれ

ばならない。 

2 障害福祉サービス事業の用に供する建物は、次の各号のいずれかに該当するもの

でなければならない。 

(1) 昭和56年6月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規

定による確認済証の交付を受けた建物であって、同法第7条第5項の規定による
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検査済証の交付を受けたもの 

(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第22条第2項

の認定を受けている建物 

(体制の構築等) 

第5条 障害福祉サービス事業者は、常に地域社会との連携が図られ、非常災害時に

おいて地域住民の協力が得られる体制の構築に努めなければならない。 

2 障害福祉サービス事業者は、非常用食料等の備蓄に努めなければならない。 

(暴力団の排除) 

第6条 障害福祉サービス事業者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団(第3項において「暴力団」という。)

又は同条第6号の暴力団員(次項及び第3項において「暴力団員」という。)であっ

てはならない。 

2 障害福祉サービス事業者の役員及び従業者は、暴力団員であってはならない。 

3 障害福祉サービス事業者は、その運営について、暴力団又は暴力団員の支配を受

けてはならない。 

 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１１９号 

 

 

 

那覇市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準等を定める条 

例制定について 

 

 

 

那覇市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例を別紙の

ように制定する。 

 

 

 

令和５年 11 月 28 日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法

律第 123 号)第 84 条第１項の規定に基づき、障害者支援施設の設備及び運営に

関する基準等を定めるため、この案を提出する。 
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那覇市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例 

 

那覇市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年那覇

市条例第44号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

(平成17年法律第123号。次条において「法」という。)第84条第1項の規定に基づ

き、障害者支援施設の設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この条例において使用する用語は、この条例に定めるもののほか、法及び主

務省令(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号。次

条において「基準省令」という。)その他の法第84条第2項の規定に基づく主務省

令をいう。次条において同じ。)において使用する用語の例による。 

(設備及び運営に関する基準) 

第3条 障害者支援施設の設備及び運営に関する基準は、この条例に定めるもののほ

か、主務省令に定める基準の例による。この場合において、基準省令第41条第3

項中「指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行

わなければならない」とあるのは、「、指導を受けた場合は当該指導に従って必

要な改善を行わなければならず、助言を受けた場合は当該助言に従って必要な改

善を行うよう努めるものとする」とする。 

(消防関係法令への適合等) 

第4条 障害者支援施設の施設は、消防関係法令に適合しているものでなければなら

ない。 

2 障害者支援施設の建物は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならな

い。 

(1) 昭和56年6月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規

定による確認済証の交付を受けた建物であって、同法第7条第5項の規定による

検査済証の交付を受けたもの 

(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第22条第2項
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の認定を受けている建物 

(体制の構築等) 

第5条 障害者支援施設の設置者は、常に地域社会との連携が図られ、非常災害時に

おいて地域住民の協力が得られる体制の構築に努めなければならない。 

2 障害者支援施設の設置者は、非常用食料等の備蓄に努めなければならない。 

(暴力団の排除) 

第6条 障害者支援施設の設置者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団(第3項において「暴力団」という。)

又は同条第6号の暴力団員(次項及び第3項において「暴力団員」という。)であっ

てはならない。 

2 障害者支援施設の設置者の役員及び従業者は、暴力団員であってはならない。 

3 障害者支援施設の設置者は、その運営について、暴力団又は暴力団員の支配を受

けてはならない。 

 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１２０号 

 

 

 

那覇市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等 

を定める条例制定について 

 

 

 

那覇市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例を別紙のように制定する。 

 

 

 

令和５年 11 月 28 日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 21 条の５の４第１項第２号、第 21 条

の５の 15 第３項第１号(同法第 21 条の５の 16 第４項及び第 21 条の５の 20 第

２項において準用する場合を含む。)、第 21 条の５の 17 第１項各号並びに第 21

条の５の19第１項及び第２項の規定に基づき、基準該当通所支援の事業の人員、

設備及び運営に関する基準、指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定めるため、この案を提出する。 
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那覇市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例 

 

那覇市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

(平成31年那覇市条例第3号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21

条の5の4第1項第2号、第21条の5の15第3項第1号(法第21条の5の16第4項及び第21

条の5の20第2項において準用する場合を含む。)、第21条の5の17第1項各号並びに

第21条の5の19第1項及び第2項の規定に基づき、基準該当通所支援の事業の人員、

設備及び運営に関する基準、指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この条例において使用する用語は、この条例に定めるもののほか、法及び厚

生労働省令等(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営

に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。次条において「基準省令」という。)

その他の法第21条の5の4第2項、第21条の5の17第2項及び第21条の5の19第3項の

規定に基づく厚生労働省令及び内閣府令をいう。次条において同じ。)において使

用する用語の例による。 

(人員、設備及び運営に関する基準) 

第3条 指定通所支援及び基準該当通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する

基準は、この条例に定めるもののほか、厚生労働省令等に定める基準の例による。

この場合において、基準省令第50条第3項中「指導又は助言を受けた場合は、当該

指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない」とあるのは、「、指

導を受けた場合は当該指導に従って必要な改善を行わなければならず、助言を受

けた場合は当該助言に従って必要な改善を行うよう努めるものとする」とする。 

(消防関係法令への適合等) 

第4条 指定通所支援(指定居宅訪問型児童発達支援及び指定保育所等訪問支援を除

く。次項において同じ。)の事業の施設は、消防関係法令に適合しているものでな

ければならない。 
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2 指定通所支援の事業の用に供する建物は、次の各号のいずれかに該当するもの

でなければならない。 

(1) 昭和56年6月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規

定による確認済証の交付を受けた建物であって、同法第7条第5項の規定による

検査済証の交付を受けたもの 

(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第22条第2項

の認定を受けている建物 

(体制の構築等) 

第5条 指定障害児通所支援事業者(指定居宅訪問型児童発達支援事業者及び指定保

育所等訪問支援事業者を除く。次項において同じ。)は、常に地域社会との連携が

図られ、非常災害時において地域住民の協力が得られる体制の構築に努めなけれ

ばならない。 

2 指定障害児通所支援事業者は、非常用食料等の備蓄に努めなければならない。 

(法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者等) 

第6条 法第21条の5の15第3項第1号(法第21条の5の16第4項及び第21条の5の20第2

項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、児童福祉法施行規則(昭

和23年厚生省令第11号)第18条の34第1項に規定する者の例による。 

(暴力団の排除) 

第7条 指定障害児通所支援事業者、基準該当児童発達支援事業者及び基準該当放

課後等デイサービス事業者(次項及び第3項において単に「事業者」という。)は、

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2

号の暴力団(第3項において「暴力団」という。)又は同条第6号の暴力団員(次項及

び第3項において「暴力団員」という。)であってはならない。 

2 事業者の役員及び従業者は、暴力団員であってはならない。 

3 事業者は、その運営について、暴力団又は暴力団員の支配を受けてはならない。 

 

付 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(指定通所支援の事業の建物に関する経過措置) 
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2 第4条第2項の規定は、この条例の施行の日前に受けた法第21条の5の3第1項の規

定による障害児通所支援事業を行う者の指定に係る障害児通所支援事業所の建

物については、当分の間、適用しない。 
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議案第１２１号 

 

 

 

那覇市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定め 

る条例制定について 

 

 

 

那覇市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例を別

紙のように制定する。 

 

 

 

令和５年 11 月 28 日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法

律第 123 号)第 80 条第１項の規定に基づき、地域活動支援センターの設備及び

運営に関する基準を定めるため、この案を提出する。 
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那覇市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

那覇市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24

年那覇市条例第45号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律(平成17年法律第123号。次条において「法」という。)第80条第1項の規定に基

づき、地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この条例において使用する用語は、この条例に定めるもののほか、法及び主

務省令(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第

175号。次条において「基準省令」という。)その他の法第80条第2項の規定に基づ

く主務省令(地域活動支援センターに係るものに限る。)をいう。次条において同

じ。)において使用する用語の例による。 

(設備及び運営に関する基準) 

第3条 地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準は、この条例に定める

もののほか、主務省令に定める基準の例による。この場合において、基準省令第

17条第3項中「指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改

善を行わなければならない」とあるのは、「、指導を受けた場合は当該指導に従

って必要な改善を行わなければならず、助言を受けた場合は当該助言に従って必

要な改善を行うよう努めるものとする」とする。 

(体制の構築等) 

第4条 地域活動支援センターは、常に地域社会との連携が図られ、非常災害時にお

いて地域住民の協力が得られる体制の構築に努めなければならない。 

2 地域活動支援センターは、非常用食料等の備蓄に努めなければならない。 

 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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 議案第１２２号 

 

 

 

那覇市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準等を定める条例 

制定について 

 

 

 

那覇市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準等を定める条例を別紙の

ように制定する。 

 

 

 

令和５年 11 月 28 日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 17 条第１項の規定に基づき、養護老

人ホームの設備及び運営に関する基準等を定めるため、この案を提出する。 
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那覇市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準等を定める条例 

 

那覇市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年那覇

市条例第47号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。次条において「法」という。)

第17条第1項の規定に基づき、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準等を定

めるものとする。 

(定義) 

第2条 この条例において使用する用語は、この条例に定めるもののほか、法及び厚

生労働省令(養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19

号。次条において「基準省令」という。)その他の法第17条第2項の規定に基づく

厚生労働省令(養護老人ホームに係るものに限る。)をいう。次条において同じ。)

において使用する用語の例による。 

(設備及び運営に関する基準) 

第3条 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準は、この条例に定めるもののほ

か、厚生労働省令に定める基準の例による。この場合において、基準省令第9条第

2項中「二年間」とあるのは、「五年間」とする。 

(消防関係法令への適合等) 

第4条 養護老人ホームの施設は、消防関係法令に適合しているものでなければなら

ない。 

2 養護老人ホームの建物は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならな

い。 

(1) 昭和56年6月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定

による確認済証の交付を受けた建物であって、同法第7条第5項の規定による検

査済証の交付を受けたもの 

(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第22条第2項の

認定を受けている建物 

(体制の構築等) 

第5条 養護老人ホームは、常に地域社会との連携が図られ、非常災害時において地
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域住民の協力が得られる体制の構築に努めなければならない。 

2 養護老人ホームは、非常用食料等の備蓄に努めなければならない。 

(暴力団の排除) 

第6条 養護老人ホームを設置する者(次項及び第3項において「養護老人ホーム設置

者」という。)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律

第77号)第2条第2号の暴力団(第3項において「暴力団」という。)であってはなら

ない。 

2 養護老人ホーム設置者の役員及び従業者は、暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律第2条第6号の暴力団員(次項において「暴力団員」という。)であっ

てはならない。 

3 養護老人ホーム設置者は、その運営について、暴力団又は暴力団員の支配を受け

てはならない。 

 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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 議案第１２３号 

 

 

 

那覇市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等 

を定める条例制定について 

 

 

 

那覇市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条

例を別紙のように制定する。 

 

 

 

令和５年 11 月 28 日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

介護保険法(平成９年法律第 123 号)第 47 条第１項第１号、第 79 条第２項第

１号並びに第 81 条第１項及び第２項の規定に基づき、基準該当居宅介護支援の

事業の人員及び運営に関する基準、指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に

関する基準等を定めるため、この案を提出する。 
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那覇市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める

条例 

 

那覇市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平

成26年那覇市条例第50号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47

条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、

基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準、指定居宅介護支援の

事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この条例において使用する用語は、この条例に定めるもののほか、法及び厚

生労働省令(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年

厚生省令第38号。次条において「基準省令」という。)その他の法第47条第2項及

び第81条第3項の規定に基づく厚生労働省令をいう。次条において同じ。)におい

て使用する用語の例による。 

(人員及び運営に関する基準) 

第3条 指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関す

る基準は、この条例に定めるもののほか、厚生労働省令に定める基準の例による。 

この場合において、基準省令第1条の2第4項中「市町村」とあるのは「関係する

地方公共団体」と、基準省令第29条第2項中「二年間」とあるのは「五年間」と

する。 

(法第79条第2項第1号の条例で定める者) 

第4条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚

生省令第36号)第132条の3の2に規定する者の例による。 

(暴力団の排除) 

第5条 指定居宅介護支援事業者及び基準該当居宅介護支援の事業を行う者(次項及

び第3項において単に「事業者」という。)は、暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団(第3項において「暴力

団」という。)であってはならない。 
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2 事業者の役員及び従業者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第

2条第6号の暴力団員(次項において「暴力団員」という。)であってはならない。 

3 事業者は、その運営について、暴力団又は暴力団員の支配を受けてはならない。 

 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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 議案第１２４号 

 

 

 

那覇市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護 

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する 

基準等を定める条例制定について 

 

 

 

 那覇市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例を別

紙のように制定する。 

 

 

 

令和５年 11 月 28 日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

介護保険法(平成９年法律第 123 号)第 59 条第１項第１号、第 115 条の 22 第

２項第１号並びに第 115 条の 24 第１項及び第２項の規定に基づき、基準該当介

護予防支援及び指定介護予防支援の事業の人員及び運営に関する基準、基準該

当介護予防支援及び指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準等を定めるため、この案を提出する。 
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那覇市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条

例 

 

那覇市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年那

覇市条例第49号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条

第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に

基づき、基準該当介護予防支援及び指定介護予防支援の事業の人員及び運営に関

する基準、基準該当介護予防支援及び指定介護予防支援に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この条例において使用する用語は、この条例に定めるもののほか、法及び厚

生労働省令(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働

省令第37号。次条において「基準省令」という。)その他の法第59条第2項及び第

115条の24第3項の規定に基づく厚生労働省令をいう。次条において同じ。)におい

て使用する用語の例による。 

(人員及び運営に関する基準並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準) 

第3条 指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援の事業の人員及び運営に関す

る基準並びに指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準は、この条例に定めるもののほか、厚生労

働省令に定める基準の例による。この場合において、基準省令第1条の2第4項中

「市町村」とあるのは「関係する地方公共団体」と、基準省令第28条第2項中「二

年間」とあるのは「五年間」とする。 

(法第115条の22第2項第1号の条例で定める者) 

第4条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成
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11年厚生省令第36号)第140条の34の2に規定する者の例による。 

(暴力団の排除) 

第5条 指定介護予防支援事業者及び基準該当介護予防支援の事業を行う者(次項及

び第3項において「指定介護予防支援事業者等」という。)は、暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団(第3項

において「暴力団」という。)であってはならない。 

2 指定介護予防支援事業者等の役員及び従業者は、暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律第2条第6号の暴力団員(次項において「暴力団員」という。)

であってはならない。 

3 指定介護予防支援事業者等は、その運営について、暴力団又は暴力団員の支配を

受けてはならない。 

 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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 議案第１２５号 

 

 

 

那覇市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する 

基準等を定める条例制定について 

 

 

 

 那覇市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例を別紙のように制定する。 

 

 

 

令和５年 11 月 28 日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

 介護保険法(平成９年法律第 123 号)第 42 条第１項第２号、第 70 条第２項第

１号(同法第 70 条の２第４項において準用する場合を含む。)、第 72 条の２第

１項各号並びに第 74 条第１項及び第２項の規定に基づき、基準該当居宅サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関する基準、指定居宅サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準等を定めるため、この案を提出する。 
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那覇市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例 

 

那覇市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例(平成24年那覇市条例第50号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条

第1項第2号、第70条第2項第1号(法第70条の2第4項において準用する場合を含

む。)、第72条の2第1項各号並びに第74条第1項及び第2項の規定に基づき、基準該

当居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準、指定居宅サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この条例において使用する用語は、この条例に定めるもののほか、法及び厚

生労働省令(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成

11年厚生省令第37号。次条において「基準省令」という。)その他の法第42条第2

項、第72条の2第2項及び第74条第3項の規定に基づく厚生労働省令をいう。次条に

おいて同じ。)において使用する用語の例による。 

(人員、設備及び運営に関する基準) 

第3条 指定居宅サービス及び基準該当居宅サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準は、この条例に定めるもののほか、厚生労働省令に定める基準の例

による。この場合において、基準省令第39条第2項、第53条の3第2項、第73条の2

第2項、第82条の2第2項、第90条の2第2項、第104条の4第2項、第118条の2第2項、

第139条の2第2項、第154条の2第2項、第191条の3第2項、第192条の11第2項、第204

条の2第2項及び第215条第2項中「二年間」とあるのは、「五年間」とする。 

(法第70条第2項第1号の条例で定める者等) 

第4条 法第70条第2項第1号(法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の

条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第126条の4の

2に規定する者の例による。 

(暴力団の排除) 

第5条 指定居宅サービス事業者及び基準該当居宅サービスの事業を行う者(次項及
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び第3項において単に「事業者」という。)は、暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団(第3項において「暴力

団」という。)又は同条第6号の暴力団員(次項及び第3項において「暴力団員」と

いう。)であってはならない。 

2 事業者の役員及び従業者は、暴力団員であってはならない。 

3 事業者は、その運営について、暴力団又は暴力団員の支配を受けてはならない。 

 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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 議案第１２６号 

 

 

 

那覇市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び 

に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援 

の方法に関する基準等を定める条例制定について 

 

 

 

 那覇市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予

防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定

める条例を別紙のように制定する。 

 

 

 

令和５年 11月 28日提出 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

介護保険法(平成９年法律第 123号)第 54条第１項第２号、第 115条の２第２

項第１号、第 115 条の２の２第１項各号並びに第 115 条の４第１項及び第２項

の規定に基づき、基準該当介護予防サービス及び指定介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準、基準該当介護予防サービス及び指定介護予

防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

るため、この案を提出する。 
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那覇市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例 

 

那覇市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

(平成24年那覇市条例第52号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第54条

第1項第2号、第115条の2第2項第1号、第115条の2の2第1項各号並びに第115条の4

第1項及び第2項の規定に基づき、基準該当介護予防サービス及び指定介護予防サ

ービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準、基準該当介護予防サービス及

び指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この条例において使用する用語は、この条例に定めるもののほか、法及び厚

生労働省令(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介

護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平

成18年厚生労働省令第35号。次条において「基準省令」という。)その他の法第54

条第2項、第115条の2の2第2項及び第115条の4第3項の規定に基づく厚生労働省令

をいう。次条において同じ。)において使用する用語の例による。 

(人員、設備及び運営に関する基準並びに介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準) 

第3条 指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準並びに指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、この条例に定め

るもののほか、厚生労働省令に定める基準の例による。この場合において、基準

省令第54条第2項、第73条第2項、第83条第2項、第92条第2項、第122条第2項、第

141条第2項、第194条第2項、第244条第2項、第261条第2項、第275条第2項及び第

288条第2項中「二年間」とあるのは、「五年間」とする。 
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(法第115条の2第2項第1号の条例で定める者) 

第4条 法第115条の2第2項第1号の条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11

年厚生省令第36号)第140条の17の2に規定する者の例による。 

(暴力団の排除) 

第5条 指定介護予防サービス事業者及び基準該当介護予防サービスの事業を行う

者(次項及び第3項において「指定介護予防サービス事業者等」という。)は、暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の

暴力団(第3項において「暴力団」という。)又は同条第6号の暴力団員(次項及び第

3項において「暴力団員」という。)であってはならない。 

2 指定介護予防サービス事業者等の役員及び従業者は、暴力団員であってはなら

ない。 

3 指定介護予防サービス事業者等は、その運営について、暴力団又は暴力団員の支

配を受けてはならない。 

 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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 議案第１２７号 

 

 

 

那覇市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関 

する基準等を定める条例制定について 

 

 

 

 那覇市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例を別紙のように制定する。 

 

 

 

令和５年 11 月 28 日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

介護保険法(平成９年法律第 123 号)第 78 条の２第１項及び第４項第１号、第

78 条の２の２第１項各号並びに第 78 条の４第１項及び第２項の規定に基づき、

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

ため、この案を提出する。 
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那覇市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例 

 

那覇市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例(平成24年那覇市条例第51号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条

の2第1項及び第4項第1号、第78条の2の2第1項各号並びに第78条の4第1項及び第2

項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この条例において使用する用語は、この条例に定めるもののほか、法及び厚

生労働省令(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

(平成18年厚生労働省令第34号。次条において「基準省令」という。)その他の法

第78条の2の2第2項及び第78条の4第3項の規定に基づく厚生労働省令をいう。次

条において同じ。)において使用する用語の例による。 

(人員、設備及び運営に関する基準) 

第3条 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、この

条例に定めるもののほか、厚生労働省令に定める基準の例による。この場合にお

いて、基準省令第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項、第40条の15第2項、

第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項及び第

181条第2項中「二年間」とあるのは「五年間」と、基準省令第67条第1項、第93条

第2項及び第175条第1項中「浴室」とあるのは「浴室、地域交流室」と、基準省令

第112条第3項中「浴室、」とあるのは「浴室、地域交流室、」とする。 

(法第78条の2第1項の条例で定める数) 

第4条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。 

(法第78条の2第4項第1号の条例で定める者) 

第5条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11

年厚生省令第36号)第131条の10の2に規定する者の例による。 

(暴力団の排除) 
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第6条 指定地域密着型サービス事業者は、暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団(第3項において「暴力団」と

いう。)又は同条第6号の暴力団員(次項及び第3項において「暴力団員」という。)

であってはならない。 

2 指定地域密着型サービス事業者の役員及び従業者は、暴力団員であってはなら

ない。 

3 指定地域密着型サービス事業者は、その運営について、暴力団又は暴力団員の支

配を受けてはならない。 

 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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 議案第１２８号 

 

 

 

那覇市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び 

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた 

めの効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例制定につい 

て 

 

 

 

 那覇市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準等を定める条例を別紙のように制定する。 

 

 

 

令和５年 11 月 28 日提出 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

 介護保険法(平成９年法律第 123 号)第 115 条の 12 第２項第１号、第 115 条の

12 の２第１項各号並びに第 115 条の 14 第１項及び第２項の規定に基づき、指定

地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準、指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準等を定めるため、この案を提出する。 
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那覇市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準等を定める条例 

 

那覇市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年那覇市条例

第53号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115

条の12第2項第1号、第115条の12の2第1項各号並びに第115条の14第1項及び第2項

の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この条例において使用する用語は、この条例に定めるもののほか、法及び厚

生労働省令(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。次条において「基準省令」とい

う。)その他の法第115条の12の2第2項及び第115条の14第3項の規定に基づく厚生

労働省令をいう。次条において同じ。)において使用する用語の例による。 

(人員、設備及び運営に関する基準並びに介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準) 

第3条 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準は、この条例に定めるもののほか、厚生労働省令に定める

基準の例による。この場合において、基準省令第40条第2項、第63条第2項及び第

84条第2項中「二年間」とあるのは「五年間」と、基準省令第48条第1項及び第73

条第2項中「浴室」とあるのは「浴室、地域交流室」とする。 

(法第115条の12第2項第1号の条例で定める者) 

第4条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成
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11年厚生省令第36号)第140条の27の2に規定する者の例による。 

(暴力団の排除) 

第5条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団(第3項において

「暴力団」という。)であってはならない。 

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者の役員及び従業者は、暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号の暴力団員(次項において「暴力団

員」という。)であってはならない。 

3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、その運営について、暴力団又は暴力

団員の支配を受けてはならない。 

 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１２９号 

 

 

 

那覇市指定介護サービス事業者の指定に関する基準を定める条例 

を廃止する条例制定について 

 

 

 

那覇市指定介護サービス事業者の指定に関する基準を定める条例を廃止する

条例を別紙のように制定する。 

 

 

 

令和５年 11 月 28 日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

那覇市指定介護サービス事業者の指定に関する基準を定める条例を廃止する

ため、この案を提出する。 
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那覇市指定介護サービス事業者の指定に関する基準を定める条例を廃止す

る条例 

 

那覇市指定介護サービス事業者の指定に関する基準を定める条例(平成24年那覇

市条例第49号)は、廃止する。 

 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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 議案第１３０号 

 

 

 

那覇市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する 

基準等を定める条例等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

制定について 

 

 

 

那覇市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を別紙のように制定する。 

 

 

 

令和５年 11 月 28 日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

那覇市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例(平成 24 年那覇市条例第 50 号)等の改正に伴い当然必要な、これらの条

例の題名及び条項を引用する規定並びにこれらの条例と同一の用語を使用する

規定の整理をするため、この案を提出する。 
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那覇市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

(那覇市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正) 

第1条 那覇市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年那覇市

条例第46号)の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

(職員配置の基準) (職員配置の基準) 

第12条 軽費老人ホームに置くべき職員及

びその員数は、次のとおりとする。ただ

し、入所定員が40人以下又は他の社会福

祉施設等の栄養士との連携を図ることに

より効果的な運営を期待することができ

る軽費老人ホーム(入所者に提供するサ

ービスに支障がない場合に限る。)にあっ

ては第4号の栄養士を、調理業務の全部を

委託する軽費老人ホームにあっては第6

号の調理員を置かないことができる。 

第12条 [略] 

(1)～(2) [略] (1)～(2) [略] 

(3) 介護職員 (3) [略] 

ア 一般入所者(入所者であって、指定

特定施設入居者生活介護(那覇市指

定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条

例(平成24年那覇市条例第50号)第21

7条第1項に規定する指定特定施設入

居者生活介護をいう。以下同じ。)、

指定介護予防特定施設入居者生活介

護(那覇市指定介護予防サービス等

の事業の人員、設備及び運営並びに

指定介護予防サービス等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例(平成24年

那覇市条例第52号)第203条第1項に

規定する指定介護予防特定施設入居

者生活介護をいう。以下同じ。)又は

指定地域密着型特定施設入居者生活

介護(那覇市指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例(平成24年那

ア 一般入所者(入所者であって、指定

特定施設入居者生活介護(指定居宅

サービス等の事業の人員、設備及び

運営に関する基準(平成11年厚生省

令第37号)第174条第1項に規定する

指定特定施設入居者生活介護をい

う。以下同じ。)、指定介護予防特定

施設入居者生活介護(指定介護予防

サービス等の事業の人員、設備及び

運営並びに指定介護予防サービス等

に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準(平成18年厚

生労働省令第35号)第230条第1項に

規定する指定介護予防特定施設入居

者生活介護をいう。以下同じ。)又は

指定地域密着型特定施設入居者生活

介護(指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基

準(平成18年厚生労働省令第34号)第

109条第1項に規定する指定地域密着
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覇市条例第51号)第130条第1項に規

定する指定地域密着型特定施設入居

者生活介護をいう。以下同じ。)の提

供を受けていない者をいう。以下同

じ。)の数が30人以下の軽費老人ホー

ムにあっては、常勤換算方法で、1

人以上 

型特定施設入居者生活介護をいう。

以下同じ。)の提供を受けていない者

をいう。以下同じ。)の数が30人以下

の軽費老人ホームにあっては、常勤

換算方法で、1人以上 

イ～ウ [略] イ～ウ [略] 

(4)～(6) [略] (4)～(6) [略] 

2～13 [略] 2～13 [略] 

備考 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後

の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

(那覇市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正) 

第2条 那覇市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年那

覇市条例第48号)の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

(職員の配置の基準) (職員の配置の基準) 

第46条 [略] 第46条 [略] 

2～10 [略] 2～10 [略] 

11 地域密着型特別養護老人ホームに那覇

市指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例

(平成24年那覇市条例第50号。以下「指定

居宅サービス等基準条例」という。)第1

48条第1項に規定する指定短期入所生活

介護事業所又は那覇市指定介護予防サー

ビス等の事業の人員、設備及び運営並び

に指定介護予防サービス等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例(平成24年那覇市条例

第52号。以下「指定介護予防サービス等

基準条例」という。)第130条第1項に規定

する指定介護予防短期入所生活介護事業

所(以下「指定短期入所生活介護事業所

等」という。)が併設される場合において

は、当該指定短期入所生活介護事業所等

の医師については、当該地域密着型特別

養護老人ホームの医師により当該指定短

11 地域密着型特別養護老人ホームに指定

居宅サービス等の事業の人員、設備及び

運営に関する基準(平成11年厚生省令第3

7号。以下「指定居宅サービス等基準」と

いう。)第121条第1項に規定する指定短期

入所生活介護事業所又は指定介護予防サ

ービス等の事業の人員、設備及び運営並

びに指定介護予防サービス等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準(平成18年厚生労働省令第35号)第

129条第1項に規定する指定介護予防短期

入所生活介護事業所(以下「指定短期入所

生活介護事業所等」という。)が併設され

る場合においては、当該指定短期入所生

活介護事業所等の医師については、当該

地域密着型特別養護老人ホームの医師に

より当該指定短期入所生活介護事業所等

の利用者の健康管理が適切に行われると

認められるときは、これを置かないこと
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期入所生活介護事業所等の利用者の健康

管理が適切に行われると認められるとき

は、これを置かないことができる。 

ができる。 

12 地域密着型特別養護老人ホームに指定

居宅サービス等基準条例第100条第1項に

規定する指定通所介護事業所、指定短期

入所生活介護事業所等又は那覇市指定地

域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例(平成2

4年那覇市条例第51号。以下「指定地域密

着型サービス基準条例」という。)第60

条の3第1項に規定する指定地域密着型通

所介護事業所若しくは指定地域密着型サ

ービス基準条例第62条第1項に規定する

併設型指定認知症対応型通所介護の事業

を行う事業所若しくは那覇市指定地域密

着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条

例(平成24年那覇市条例第53号。以下「指

定地域密着型介護予防サービス基準条

例」という。)第6条第1項に規定する併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護の

事業を行う事業所が併設される場合にお

いては、当該併設される事業所の生活相

談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理

員その他の従業者については、当該地域

密着型特別養護老人ホームの生活相談

員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、

事務員その他の職員により当該事業所の

利用者の処遇が適切に行われると認めら

れるときは、これを置かないことができ

る。 

12 地域密着型特別養護老人ホームに指定

居宅サービス等基準第93条第1項に規定

する指定通所介護事業所、指定短期入所

生活介護事業所等又は指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準(平成18年厚生労働省令第34号。

以下「指定地域密着型サービス基準」と

いう。)第20条第1項に規定する指定地域

密着型通所介護事業所若しくは指定地域

密着型サービス基準第42条第1項に規定

する併設型指定認知症対応型通所介護の

事業を行う事業所若しくは指定地域密着

型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準(平成18年厚

生労働省令第36号。以下「指定地域密着

型介護予防サービス基準」という。)第5

条第1項に規定する併設型指定介護予防

認知症対応型通所介護の事業を行う事業

所が併設される場合においては、当該併

設される事業所の生活相談員、栄養士、

機能訓練指導員又は調理員その他の従業

者については、当該地域密着型特別養護

老人ホームの生活相談員、栄養士、機能

訓練指導員又は調理員、事務員その他の

職員により当該事業所の利用者の処遇が

適切に行われると認められるときは、こ

れを置かないことができる。 

13 [略] 13 [略] 

14 地域密着型特別養護老人ホームに指定

地域密着型サービス基準条例第83条第1

項に規定する指定小規模多機能型居宅介

護事業所、指定地域密着型サービス基準

条例第192条第1項の指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所又は指定地域密着型

14 地域密着型特別養護老人ホームに指定

地域密着型サービス基準第63条第1項に

規定する指定小規模多機能型居宅介護事

業所、指定地域密着型サービス基準第17

1条第1項に規定する指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所又は指定地域密着型
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介護予防サービス基準条例第45条第1項

の居宅介護予防事業所(以下これらを「居

宅介護予防事業所等」という。)が併設さ

れる場合においては、当該地域密着型特

別養護老人ホームが前各項に定める職員

の配置の基準を満たす職員を置くほか、

当該居宅介護予防事業所等に指定地域密

着型サービス基準条例第83条若しくは第

192条又は指定地域密着型介護予防サー

ビス基準条例第45条に定める人員に関す

る基準を満たす従業者が置かれていると

きは、当該地域密着型特別養護老人ホー

ムの職員は、当該居宅介護予防事業所等

の職務に従事することができる。 

介護予防サービス基準第44条第1項に規

定する指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所(以下これらを「指定小規模多

機能型居宅介護事業所等」という。)が併

設される場合においては、当該地域密着

型特別養護老人ホームが前各項に定める

職員の配置の基準を満たす職員を置くほ

か、当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所等に指定地域密着型サービス基準第

63条若しくは第171条又は指定地域密着

型介護予防サービス基準第44条に定める

人員に関する基準を満たす従業者が置か

れているときは、当該地域密着型特別養

護老人ホームの職員は、当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所等の職務に従事

することができる。 

15 [略] 15 [略] 

備考 前条の表備考の規定は、この表による改正について準用する。 

(那覇市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正) 

第3条 那覇市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平

成24年那覇市条例第54号)の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

(従業者の員数) (従業者の員数) 

第4条 [略] 第4条 [略] 

2～9 [略] 2～9 [略] 

10 第1項第1号の医師及び同項第6号の介

護支援専門員の数は、サテライト型居住

施設(那覇市指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例(平成24年那覇市条例第51

号)第152条第4項のサテライト型居住施

設をいう。以下同じ。)の本体施設(同項

の本体施設をいう。)である指定介護老人

福祉施設であって、当該サテライト型居

住施設に医師又は介護支援専門員を置か

ない場合にあっては、指定介護老人福祉

施設の入所者の数及び当該サテライト型

居住施設の入所者の数の合計数を基礎と

して算出しなければならない。 

10 第1項第1号の医師及び同項第6号の介

護支援専門員の数は、サテライト型居住

施設(指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準(平成1

8年厚生労働省令第34号)第131条第4項の

サテライト型居住施設をいう。以下同

じ。)の本体施設(同項の本体施設をい

う。)である指定介護老人福祉施設であっ

て、当該サテライト型居住施設に医師又

は介護支援専門員を置かない場合にあっ

ては、指定介護老人福祉施設の入所者の

数及び当該サテライト型居住施設の入所

者の数の合計数を基礎として算出しなけ

ればならない。 
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備考 第1条の表備考の規定は、この表による改正について準用する。 

(那覇市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の

一部改正) 

第4条 那覇市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条

例(平成24年那覇市条例第55号)の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

(管理者による管理) (管理者による管理) 

第26条 介護老人保健施設の管理者は、専

ら当該介護老人保健施設の職務に従事す

る常勤の者でなければならない。ただし、

当該介護老人保健施設の管理上支障のな

い場合は、同一敷地内にある他の事業所、

施設等の職務に従事することができるも

のとし、管理者が本体施設(介護老人保健

施設に限る。以下この条において同じ。)

に従事する場合であって、当該本体施設

の管理上支障のない場合は、サテライト

型小規模介護老人保健施設、サテライト

型特定施設(那覇市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例(平成24年那覇市条

例第51号)第131条第4項のサテライト型

特定施設をいう。)の職務に従事すること

ができるものとする。 

第26条 介護老人保健施設の管理者は、専

ら当該介護老人保健施設の職務に従事す

る常勤の者でなければならない。ただし、

当該介護老人保健施設の管理上支障のな

い場合は、同一敷地内にある他の事業所、

施設等の職務に従事することができるも

のとし、管理者が本体施設(介護老人保健

施設に限る。以下この条において同じ。)

に従事する場合であって、当該本体施設

の管理上支障のない場合は、サテライト

型小規模介護老人保健施設、サテライト

型特定施設(指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準

(平成18年厚生労働省令第34号)第110条

第4項のサテライト型特定施設をいう。)

の職務に従事することができるものとす

る。 

備考 第1条の表備考の規定は、この表による改正について準用する。 

(那覇市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部改

正) 

第5条 那覇市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平

成30年那覇市条例第3号)の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

(管理者による管理) (管理者による管理) 

第27条 介護医療院の管理者は、専ら当該

介護医療院の職務に従事する常勤の者で

なければならない。ただし、当該介護医

療院の管理上支障のない場合は、同一敷

地内にある他の事業所若しくは施設等又

はサテライト型特定施設(那覇市指定地

域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例(平成2

第27条 介護医療院の管理者は、専ら当該

介護医療院の職務に従事する常勤の者で

なければならない。ただし、当該介護医

療院の管理上支障のない場合は、同一敷

地内にある他の事業所若しくは施設等又

はサテライト型特定施設(指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準(平成18年厚生労働省令第3

- 100 -



4年那覇市条例第51号)第131条第4項に規

定するサテライト型特定施設をいう。)

若しくはサテライト型居住施設(同条例

第152条第4項に規定するサテライト型居

住施設をいう。)の職務に従事することが

できるものとする。 

4号)第110条第4項に規定するサテライト

型特定施設をいう。)若しくはサテライト

型居住施設(同令第131条第4項に規定す

るサテライト型居住施設をいう。)の職務

に従事することができるものとする。 

備考 第1条の表備考の規定は、この表による改正について準用する。 

 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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 議案第１３１号 

 

 

 

那覇市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例制定に 

ついて 

 

 

 

 那覇市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制

定する。 

 

 

 

令和５年 11 月 28 日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

 那覇市保健所運営協議会について、担任する事務に保健医療に関することを

加え、名称を那覇市保健医療審議会に改めるため、この案を提出する。 
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那覇市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 

 

那覇市附属機関の設置に関する条例(昭和52年那覇市条例第2号)の一部を次のように改

正する。 

 

改正前 改正後 

[別表 別記] [別表 別記] 

備考 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後

の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

[改正前 別記] 

別表(第2条関係) 

附属機関の属

する執行機関 

附属機関の名称 担任する事務 

市長 [略] 

那覇市保健所運営協議会 本市における地域保健及び保健所の運営に関

すること。 

[略] 

[略] 

 

[改正後 別記] 

別表(第2条関係) 

附属機関の属

する執行機関 

附属機関の名称 担任する事務 

市長 [略] 

那覇市保健医療審議会 保健医療に関すること(那覇市感染症診査協

議会、那覇市予防接種健康被害調査委員会、

那覇市保健センター建設委員会、那覇市母子

保健推進協議会又は那覇市小児慢性特定疾病

審査会が担任する事務を除く。)及び保健所の

運営に関すること。 

[略] 

[略] 
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議案第１３５号 

 

 

財産の取得について 

（真空冷却機） 

 

 

 次のとおり真空冷却機を購入する。 

 

 

令和５年 11 月 28 日提出 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 １ 品名、規格及び数量  真空冷却機  １台 

               

      ２ 購 入 の 目 的  首里学校給食センターの真空冷却機について、既存

機器の老朽化に伴い、新たに真空冷却機を取得する

ことで、児童生徒への安全安心でバランスの取れた

給食提供を図る。 

 

３ 購 入 の 方 法  制限付一般競争入札 

 

 

(提案理由) 

学校給食センター設備整備事業で購入する真空冷却機について、議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により議会

の議決を必要とするため、この案を提出する。 
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議案第１３６号 
 
 

那覇市障がい者福祉センターの指定管理者の指定について 

 

 

次のとおり指定管理者を指定する。 

 

 

令和５年 11 月 28 日提出 

 

那覇市長 知念 覚 

 

 

１ 管理を行わせる公の施設 

  名 称  那覇市障がい者福祉センター 

  所在地  那覇市古島２丁目 14 番地４ 

 

２ 指定管理者となる団体 

  名 称  一般社団法人 那覇市身体障害者福祉協会 

  所在地  那覇市古島２丁目 14 番地４ 

  代表者  会長 高嶺 豊 

 

３ 指定期間 

  令和６年４月１日から令和 11 年３月 31 日 まで 

 

 

（提案理由） 

 那覇市障がい者福祉センターの管理を行わせる指定管理者の指定について、

地方自治法第 244 条の２第６項の規定により、議会の議決を必要とするため、

この案を提出する。 
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議案第１３７号 

 

 

 

地方独立行政法人那覇市立病院第５期中期目標（案）について 

 

 

 

地方独立行政法人那覇市立病院第５期中期目標（案）を別紙のように定める。 

 

 

 

令和５年 11 月 28 日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

 地方独立行政法人法第 25 条第３項の規定に基づき、議会の議決を経て第５期

中期目標を定めるため、この案を提出する。 
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（案） 

地方独立行政法人那覇市立病院 第５期中期目標 

 

 

前文 

那覇市立病院（以下「市立病院」という。）は昭和 55年 5月に開院し、平成 20

年４月の非公務員型地方独立行政法人への移行後も、その公的使命を達成すべ

く、本市及び地域の中核を担う急性期病院として、救急医療や小児・周産期医療

等の質の高い医療を提供するとともに、地域がん診療連携拠点病院として地域

全体のがん医療水準の向上に努め、また、地域医療支援病院として地域の医療機

関等との機能分担や連携を推進し、さらには臨床研修指定病院として医師の育

成に貢献してきた公立病院である。 

 

１ 運営面について 

第４期中期目標期間初年度から新型コロナウイルス感染症（以下「コロナ」

という。）のパンデミック対応に努めた。市立病院の許可病床はすべて一般床

であるが、新型コロナウイルス感染症重点医療機関として、即応病床を確保し、

疑似症を含むコロナ入院患者を受け入れた。また、小児向け行政検査やコロナ

ワクチン接種で協力体制を構築した。 

令和 6 年度末の竣工を目指す新病院棟建設工事においては、発注方法の工

夫等により費用縮減に努めたほか、コロナ禍の経験を踏まえ、感染症対応を強

化する設計変更を行った。 

一方、コロナ対応へのシフトや院内クラスターによる職員休業等により、外

来診療は縮小、新規入院の受入停止を余儀なくされ、さらには救急診療の全面

停止を経験することとなった。コロナ流行に伴う県内救急医療のひっ迫を受け、

令和４年度に沖縄県より発令された「沖縄県医療非常事態宣言」は市民生活の

維持にとって、救急医療提供体制が確保されること、ひいては地域医療が充実

していることがいかに重要であるのか、多くの市民、県民が実感されたと思慮

する。 

第５期中期目標初年度である令和６年度は、現在の市立病院急病センターの

前身である那覇市救急診療所が開設されてから 50 年の節目を迎える年となっ

ている。本市が市立病院に求める最大の公的使命は救急医療の確保にあるが、

今回のコロナ禍のような新興感染症への対応を含め、小児・周産期医療の維持

や高度医療のさらなる充実と、市立病院に対する市民の期待は大きい。 
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少子高齢化等による人手不足や医師の働き方改革への対応、令和５年９月に

新たに指定を受けた「紹介受診重点医療機関」に求められる「医療資源の重点

的活用」、公立病院経営強化ガイドラインが求める公立病院の役割見直し対応

と、様々な課題が市立病院を取り巻いているのも事実であるが、次の 50 年を

見据え、新興感染症流行時にも強い救急医療提供体制の確保をはじめ、本市の

地域医療を守っていくためには地域医療機関同士のさらなる連携や機能分化

を推進していく必要がある。 

地方独立行政法人としての自主性や機動性を発揮し、市立病院がその主導的

役割を果たすことを期待する。 

 

２ 経営面について 

コロナ禍による診療制限や看護師不足等による病床稼働率の低下により医

業収支は急速に悪化し、令和４年度の医業収支比率は 93.3％と、コロナ禍前

の令和元年度まで３年連続で 100％超を達成していた状況から一変し、10％近

く低下した。 

今後も、医師の働き方改革対応に伴う人件費増、さらにはエネルギーや物価

高騰等によるランニングコストの増大等、原則として独立採算が求められる公

営企業型地方独立行政法人にとって大変厳しい経営を強いられることが予想

される。 

加えて、第５期中期目標期間の最終年度となる令和９年度からの４年間には、

新病院開院に伴う医療機器整備のために借り入れた病院事業債の元利償還が

集中する。元利償還金は国の繰出基準に則り、２分の１額は本市が負担するが、

残り２分の１額は市立病院自身の経営努力により捻出しなければならない。そ

の費用負担に耐え、かつ、運転資金を確保していくためには医業収支の改善が

急務であり、病床稼働率の回復や診療単価のさらなる向上を目指し、具体的な

数値目標を設定する等、経営改善に全力で取り組み、安定的な経営を回復し、

新病院開院後も市立病院としての公的使命を引き続き果たしていくことを求

める。 
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中期目標の期間 

  令和６年４月１日から令和 10年３月 31日までの４年間とする。 

 

中期目標 

第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 

１ 市立病院としての役割の発揮 

(1) 救急医療提供体制の維持・充実 

地域医療に貢献するため、365 日 24 時間救急医療提供体制の維持・充実

に努めること。 

① 二次救急 

入院治療を必要とする患者の救急搬送受入に支障を来さぬよう、また、

より高次の救急医療を提供できるよう、診療体制の維持・充実に努めるこ

と。 

② 初期（一次）救急 

地域医療機関と連携し、運営方法の工夫等を検討することにより、引き

続き本市域の初期救急医療提供体制の維持に努めること。なお、コロナ禍

での救急医療ひっ迫を踏まえ、また、医師の働き方改革に対応し、医師の

負担軽減に資するよう、緊急性の低い軽症患者が自己都合で救急外来を受

診する、いわゆるコンビニ受診の抑制等、救急医療の適正受診に向けた取

組みを推進すること。 

 

(2) 小児・周産期医療の確保 

市民が安心して子どもを産み、育てられるよう、地域医療機関との連携に

基づき、充実した小児・周産期医療を引き続き確保すること。 

 

(3) 災害や新興感染症等の健康危機への対応 

① 平時からの備えと発災後の対応 

大規模な災害や事故の発生に備え、必要な人材の育成に努め、物的資源

を整備するとともに、不測の事態への備えとして、患者移送等について、

他医療機関との連携、ネットワークづくりに取り組むこと。また、発災後

においては、入院患者の安全確保及び被災患者の診療に努めること。 

新病院について、地域災害拠点病院の指定を受けることを念頭に、計画

的に物的資源の整備を進め、外国人被災患者についても考慮すること。 

② 医療支援への取組み 

大規模災害時や緊急時において、災害派遣医療チーム（DMAT）を派遣す
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る等、医療救護活動の支援に努めること。 

③ 保健所等との連携 

 那覇市保健所及び沖縄県等と連携し、既存の感染症への対応はもとより、

新興感染症流行時における感染症即応病床の確保等、感染症対応に協力す

ること。 

④ 感染症対応時における救急医療提供体制の確保 

コロナ禍における県内救急医療のひっ迫、院内感染の拡大や職員休業等

による市立病院急病センター全面停止の経験を踏まえ、感染症対応時にお

いても救急医療提供体制を堅持できるよう、新病院の急病センターの運用

方法等について、関係機関（那覇市医師会、市内救急告示病院等）との連

携可能性について検討すること。 

 

(4) 本市の施策との連携 

① 保健・福祉行政との連携 

疾病や介護の予防、健康づくりを推進するため、本市や関係機関と連携・

協力して疾病予防対策等に協力すること。 

② 地域包括ケアシステムの推進 

入院患者が円滑に在宅医療へ移行できるための退院支援の強化を行う

等、本市地域包括ケアシステムの推進に協力すること。 

 

(5) 市民への情報の提供・発信 

市民に対し、病院の診療機能・運営状況についての情報提供・発信に努め

るとともに、医療に関する知識の普及啓発を推進すること。特に、病院ホー

ムページ等における情報発信にあたっては、情報弱者への配慮について留意

するとともに、多言語対応を推進すること。 

 

(6) 外国人対応の充実 

本市は沖縄の空と海の玄関口を擁し、また、多くの宿泊施設が集積してい

ることから、外国人受診者の受入体制の充実に努めること。 

 

 

２ 診療機能の充実 

(1) 高度医療の充実 

① 専門性を持った医療人の確保及び育成 

質の高い医療を提供し、地方独立行政法人としての公的使命を果たせる

よう、医師、看護師等の医療スタッフの確保及び育成に努めること。 
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② 医療機器等の計画的な更新・整備 

市立病院に求められる医療を持続的に提供できるよう、必要な医療機器

及び施設設備について、費用対効果、地域医療機関との連携、医療需要及

び医療技術の進展等から総合的に判断し、計画的に更新・整備すること。 

特に、医療機器について、新病院開院に合わせて集中的に実施すること

から、後年度費用負担の平準化に留意すること。 

 

(2) がん医療の充実 

地域がん診療連携拠点病院として、外科的手術、放射線治療や化学療法等

を組み合わせた集学的治療、血液がんに対する治療、緩和ケアの充実など、

幅広いがん治療の提供体制を確保し、がん診療の地域連携協力体制を構築す

るとともに、がん患者及びその家族に対する相談支援やがん患者の社会復帰

支援、情報提供等を行う等、がん医療の充実に努めること。 

 

(3) 地域医療機関との機能分化、連携推進・強化 

沖縄県地域医療構想を踏まえ、地域医療機関との機能分化を図ること。ま

た、地域医療支援病院として、市民が急性期医療や高度医療を必要とすると

きに切れ目のない医療を提供できるよう、前方連携・後方連携の推進・強化

に努めること。 

 

(4) 医療スタッフ以外の人材の確保及び育成 

医療相談員（MSW）や医師事務作業補助員、事務職、看護補助員等の医療

スタッフ以外の人材について、医療スタッフの負担軽減を図るだけでなく、

専門性を高め、病院経営の強化に貢献できるよう、また、高齢者の急性期医

療需要増加を見据え、患者の心理的・社会的問題の解決や調整援助をより円

滑に行えるよう、必要な人材の確保及び育成に努めること。 

 

(5) 安全安心で質の高い医療の提供 

① 患者中心の医療 

常に患者の視点に立ち、患者の権利を尊重し、患者自らが受ける医療の

内容に納得し、治療法を選択できるよう説明を行うとともに、相談・支援

体制、セカンド・オピニオンについても、円滑な対応に努めること。 

② 医療安全対策の徹底 

医療安全の確保を図るため、院内の感染症対策及び医療事故防止対策を

徹底すること。 
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③ 医療の標準化と最適な医療の提供 

効率的かつ効果的な医療を提供できるよう、クリニカルパスを有効に活

用すること。 

 

３ 患者サービスの向上 

(1) 快適性及び利便性の向上 

患者や来院者により快適な環境を提供するため、施設環境の改善に努める

こと。 

また、利便性の向上を図るため、患者満足度調査等のモニタリングを通し、

改善に努めること。 

 

(2) 職員の接遇向上 

患者や来院者に選ばれる病院、患者や来院者が満足する病院であり続ける

ため、職員の接遇向上に努めること。 

 

 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

 

１ PDCA 等のマネジメントサイクルの確実な実践 

地方独立行政法人制度の特長を活かし、自律性、機動性、柔軟性及び効率性

の高い病院運営を行えるよう、業務運営体制を構築するため、職員の意識改革

を推進し、継続的な業務改善への取組みを通し、PDCA 等のマネジメントサイ

クルの確実な実践に努めること。 

 

２ 院内連携の推進 

(1)多職種連携の推進 

専門性を活かし、診療科間や医療部門と事務部門間の連携体制を強化し、

組織力の向上に努めること。 

 

(2) チーム医療の推進 

医療環境の変化に対応し、疾病や患者の状態に応じた医療を提供するため、

質の高いチーム医療を推進すること。 

 

３ 働きやすい職場環境づくり 

安全衛生管理を徹底するとともに、職員のワークライフバランスに配慮した

働きやすい職場環境づくりに努めること。 
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４ 健全な業務運営 

研修の実施等により、内部統制やコーポレートガバナンス、コンプライアン

スに対する役員及び職員の意識を向上させ、健全な業務運営に努めること。 

 

 

第３ 財務内容の改善に関する事項 

 

１ 経営機能の強化 

診療報酬の改定や患者の動向を見極め、迅速に情報の収集及び分析をしたう

えで、的確な対応を行うこと。 

 

２ 収益的収支の向上 

病床稼働率の向上や適正な診療収入の確保に努め、収益確保を図ること。 

 

３ 弾力的な予算執行と費用節減 

弾力的な予算執行により、効率的・効果的な事業運営に努めるとともに、費

用の節減等を図ること。 

 

４ 経営の効率化 

経常収支比率及び医業収支比率について数値目標を設定し、経営の効率化を

図ること。 

 

５ 病院事業運営費負担金に関する事項 

救急医療、小児・周産期医療等、病院事業運営費負担金の対象となる経費に

係る収支状況等を分析し、その詳細を本市に情報提供すること。 

 

 

第４ その他業務運営に関する重要事項 

 

１ 市立病院建替に関する事項 

事業主体として、引き続き新病院建設及び附帯施設整備に取り組むこと。ま

た、総事業費の縮減に向けて留意すること。 

なお、診療を継続しながらの建設となることから、患者の療養環境の確保に

努めるとともに、新病院への移転及び診療開始の対応に留意すること。 
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２ デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進 

電子カルテや医事会計システム等を含めた総合情報システムをはじめ情報

通信技術（ICT）の活用など、デジタル化への積極的な対応により、効率的か

つ効果的な病院運営に努めること。 

 

３ 公立病院経営強化ガイドラインへの対応 

「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイド

ライン（令和４年３月 29 日付総財準第 72号総務省自治財政局長通知）（以下、

「ガイドライン」という。））」により策定が求められている「経営強化プラン」

で定めるべき事項について、市立病院の実情を踏まえつつ、市立病院が策定す

る第５期中期計画において、その対応に努めること。 

ただし、中期目標は地方独立行政法人法第 25 条に基づく指示である一方、

ガイドラインは地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項に

基づく技術的助言通知にすぎないことから、中期目標による指示事項が優先さ

れるものであることに留意すること。 

 

４ 地域との協働 

 市立病院の知見を市民へ還元し、地域との協働の推進に努めること。 
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議案第１３８号 

 

 

那覇市大名児童館の指定管理者の指定について 

 

 

次のとおり指定管理者を指定する。 

 

令和５年 11 月 28 日提出 

 

那覇市長 知念 覚 

 

 

１ 管理を行わせる公の施設 

  名 称  那覇市大名児童館 

  所在地  那覇市首里大名町２丁目 75 番地 

 

２ 指定管理者となる団体 

  名 称 社会福祉法人 若杉福祉会 

  所在地 那覇市首里大名町１丁目 64 番地５ 

  代表者 理事長 屋宜 勝子 

 

３ 指定期間   

令和６年４月１日から令和 11 年３月 31 日まで 

 

 

（提案理由） 

 那覇市大名児童館の管理を行わせる指定管理者の指定について、地方自治法

第 244 条の２第６項の規定により、議会の議決を必要とするため、この案を提

出する。 
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議案第１３９号 

 

 

 

公有水面埋立承認願書に関する意見について 

 

 

 

那覇港管理組合管理者から、令和５年 10 月 25 日付け那覇港管理組合諮問第

２号により内閣府沖縄総合事務局が実施する那覇港（新港ふ頭地区）の公有水

面埋立についての諮問に対し、環境に配慮するよう意見を付したうえで異存の

ない旨那覇港管理組合管理者に答申したいので、公有水面埋立法第３条第４項

の規定により議会の議決を求める。 

 

 

 

令和５年 11 月 28 日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

 

（提案理由） 

 那覇港管理組合管理者から公有水面埋立承認願書に関する意見を求められて

いるので、この案を提出する。 
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議案第１４０号 

那覇市新都心公園等指定管理者の指定について 

次のとおり指定管理者を指定する。 

令和５年 11月 28日提出 

那覇市長 知念 覚

１．管理を行わせる公の施設 

名  称 所 在 地 

新都心公園 おもろまち三丁目２番１ 

天久ちゅらまち公園 天久二丁目３２番１ 

黄金森公園 おもろまち二丁目７番１ 

安謝東公園 安謝一丁目５５３番１ 

安謝東原公園 安謝一丁目１６番１ 

天久プリン山公園 天久一丁目２４番１ 

天久緑風公園 天久二丁目２４番１ 

上之屋フレンドパーク 上之屋一丁目１４番１ 

黄金森小公園 おもろまち二丁目８番１ 

タカマサイ公園 上之屋一丁目６番１ 

銘苅かりゆし公園 銘苅一丁目５番１ 

銘苅てんとうむし公園 銘苅三丁目３番１ 

安岡ガジュマル公園 銘苅三丁目５番１ 

安里緑地 おもろまち一丁目６番６ 
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２．指定管理者となる団体 

名 称：沖縄文化スポーツイノベーション株式会社 

所在地：那覇市泉崎１－12－15－４Ｆ 

代表者：代表取締役 宮里好一  

３．指定期間 

令和６年４月１日から令和 11年３月 31日まで 

（提案理由） 

 那覇市新都心公園他 13公園の管理運営を行わせる指定管理者の指定について、

地方自治法第 244 条の２第６項の規定に基づき議会の議決を必要とするため、

この案を提出する。 
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議案第１４１号 

 

 

那覇市立森の家みんみんの指定管理者の指定について 

 

 

 次のとおり指定管理者を指定する。 

 

 

令和５年 11 月 28 日提出 

 

那覇市長 知念 覚    

 

 

１ 管理を行わせる公の施設 

   名 称：那覇市立森の家みんみん 

   所在地：那覇市首里儀保町４丁目 79 番地８ 

 

２ 指定管理者となる団体 

団体名：沖縄自然環境ファンクラブ 

所在地：那覇市首里儀保町４丁目 79－33 奥井アパート 101 

代表者：藤井 晴彦 

 

３ 指定期間 令和６年４月１日から令和 11 年３月 31 日まで 

 

 

（提案理由） 

那覇市立森の家みんみんの管理運営を行わせる指定管理者の指定について、地

方自治法第 244 条の２第６項の規定により議会の議決を必要とするため、この

案を提出する。 
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議案１４２号 

 

 

那覇市営奥武山体育施設の指定管理者の指定について 

 

 

 次のとおり指定管理者を指定する。 

 

令和５年 11 月 28 日提出 

 

那覇市長 知念 覚    

 

１ 管理を行わせる公の施設（那覇市営奥武山体育施設） 

名 称 所在地 

那覇市営奥武山野球場 那覇市奥武山町 42 番地の１ 

那覇市営奥武山屋内運動場 那覇市奥武山町 50 番地の１地先 

那覇市営奥武山トレーニング室 那覇市奥武山町 42 番地の１地先 

   

２ 指定管理者となる団体 

団体名：特定非営利活動法人 那覇市体育協会 

所在地：那覇市字識名 1227 番地 

代表者：会長 平良 悟 

 

３ 指定期間 令和６年４月１日から令和 11 年３月 31 日まで 

 

（提案理由） 

那覇市営奥武山体育施設の管理運営を行わせる指定管理者の指定について、地

方自治法第 244 条の２第６項の規定により議会の議決を必要とするため、この

案を提出する。 
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報告第３８号        

 

 

 

専決処分の報告について 

（携帯電話落下による損傷事故） 

 

 

 

 地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和５年 11 月 28 日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    
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専 決 処 分 書 

 

 

 地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき平成 12 年３月 24 日議会の議決に

より指定された、損害賠償額の決定及び和解について、次のとおり専決処分す

る。 

 

 

 

令和５年 10 月 26 日 

 

 

 

                     那覇市長 知念 覚 

 

 

１ 事  件  名  携帯電話落下による損傷事故 

 

２ 賠償の相手方 

及び賠償額 

  相  手  方  那覇市字国場在住 

  賠  償  額  39,928 円 
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報告第３９号 

 

 

 

専決処分の報告について 

（工事請負金額の変更） 

 

 

 

地方自治法第180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和５年 11 月 28 日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    

- 131 -



専 決 処 分 書 

 

 地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき平成 12 年３月 24 日議会の議決に

より指定された、請負金額の 100 分の５以内でその金額が 1,000 万円を超えな

い範囲の工事請負金額の変更について、次のとおり専決処分する。 

 

令和５年 10 月 25 日 

 

那覇市長 知念 覚 

 

１ 議決事件名  工事請負契約について（大名市営住宅第４期建替工事（Ｂ

棟・建築）） 

（令和５年３月 17 日同意） 

工 事 名  大名市営住宅第４期建替工事（Ｂ棟・建築） 

契約の相手方 

受注者 野原建設・正吉建設・ＩＭＩＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ共同企

業体 

代表者 住所 沖縄県那覇市長田２丁目 10 番 32 号 

         商号 株式会社 野原建設 

         氏名 代表取締役 上地 修 

構成員 住所 沖縄県那覇市字仲井真 365‐２ 

         商号 株式会社 正吉建設 

         氏名 代表取締役 赤嶺 勲 

構成員 住所 沖縄県那覇市上之屋一丁目 10 番 10 号 

         商号 株式会社 ＩＭＩ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 

         氏名 代表取締役 池原 紀夫 

 

２ 変更する事項 契約金額 

既 決 金 額 894,740,000 円 

変更する金額 903,865,600 円 
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報告第４０号 

 

 

 

専決処分の報告について 

（車両事故） 

 

 

 

 地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したの

で、同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

  令和５年 11 月 28 日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    
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専 決 処 分 書 

 

地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき平成 12 年３月 24 日議会の議決に

より指定された、１件 200 万円以下の損害賠償について、次のとおり専決処分

する。 

 

令和５年 10 月 10 日 

那覇市長 知念 覚   

 

 

１ 事  件  名   車両事故 

 

２ 賠償の相手方 

  及び賠償額 

  相  手  方   那覇市大道在住 

賠 償 額   197,203 円 
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報告第４１号 

 

 

 

専決処分の報告について 

(工事請負金額の変更) 

 

 

 

地方自治法第180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

令和５年 11 月 28 日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    
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専 決 処 分 書 

 

地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき平成 12 年３月 24 日議会の議決に

より指定された、契約金額の 100 分の５以内でその額が 1,000 万円を超えない

範囲の契約金額の変更について、次のとおり専決処分する。 

 

令和５年 10 月 26 日 

那覇市長 知念 覚 

 

１   議 決 事 件 名  工事請負契約について（識名小学校校舎等改築工事（建

築））（令和３年９月 29 日同意） 

 

工 事 名 識名小学校校舎等改築工事（建築） 

 

契約の相手方  

受注者 高橋土建・辰雄建設・ホーム 21 共同企業体 

代表者 沖縄県那覇市前島 3 丁目 13 番 11 号 

         株式会社 高橋土建 

         代表取締役 玉城 俊夫 

構成員 沖縄県那覇市宮城 1 丁目 16 番 19 1 階 

         有限会社 辰雄建設 

         代表取締役 安里 繭子 

構成員 沖縄県那覇市字真地 210 番地 1 

         株式会社 ホーム 21 

         代表取締役 玉城 和広 

 

 

２  変更する事項  契約金額 

 既 決 金 額  1,387,713,800  円 

 変更する金額  1,397,200,200  円 
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報告第４２号 

 

 

 

地方独立行政法人那覇市立病院の令和４事業年度業務実績に対す 

る評価結果及び第４期中期目標期間終了時に見込まれる業務実績 

に対する評価結果の報告について 

 

 

 

地方独立行政法人法第 28 条第１項第２号の規定により、地方独立行政法人那

覇市立病院の令和４事業年度業務実績に対する評価及び第４期中期目標期間終

了時に見込まれる業務実績に対する評価を行ったことから、その結果について、

同条第５項の規定により別紙のとおり報告する。 

 

 

 

令和５年 11 月 28 日提出 

 

 

 

那覇市長 知念 覚    
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期

3
年
目
）
 

中
期
目
標
期
間
 

令
和

2
年
度
～
令
和

5
年
度
 

２
．
評
価
の
実
施
者
に
関
す
る
事
項
 

那
覇
市
長
 

知
念
 
覚
 

法
人
所
管
部
局
 

健
康
部
 

担
当
課
 

保
健
所
保
健
総
務
課
 

３
．
評
価
の
実
施
に
関
す
る
事
項
 

業
務
実
績
評
価
に
先
だ
っ
て
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第

28
条
及
び
第

30
条
、
並
び
に
地
方
独
立
行
政
法
人
那
覇
市
立
病
院
評
価
委
員
会
条
例
第

2
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
独
立
行
政
法
人
那
覇
市
立
病
院
評
価
委
員
会
か
ら
の
意

見
聴
取
を
行
っ
た
。
 

評
価
委
員
会
の
開
催
状
況
は
次
の
と
お
り
。
 

 第
１
回
 
令
和
５
年
９
月

25
日
 
対
面
審
議
 

第
２
回
 
令
和
５
年
９
月

26
日
 
書
面
審
議
 

第
３
回
 
令
和
５
年

10
月

12
日
 
対
面
審
議
 

第
４
回
 
令
和
５
年

10
月

13
日
 
対
面
審
議
 

 

４
．
そ
の
他
評
価
に
関
す
る
重
要
事
項
 

コ
ロ
ナ
禍
が
始
ま
っ
た
令
和
元
年
度
の
業
務
実
績
評
価
以
降
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
以
下
、
「
コ
ロ
ナ
」
と
い
う
。
）
の
影
響
に
よ
り
目
標
未
達
成
に
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
評
価
項
目
は
評
価
対
象
外
と
し
て
取
り
扱
っ
て

お
り
、
令
和
４
年
度
の
業
務
実
績
評
価
に
つ
い
て
も
同
様
の
対
応
を
行
っ
た
。
な
お
、
令
和
５
年
５
月
に
コ
ロ
ナ
の
感
染
症
法
上
の
位
置
づ
け
は
２
類
相
当
か
ら
５
類
へ
移
行
し
た
が
、
病
院
運
営
に
与
え
る
影
響
が
完
全
に
無
く
な
っ
た
わ

け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
令
和
５
年
度
の
業
務
実
績
評
価
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 様
式
１
－
１
－
２
 
年
度
評
価
 
総
合
評
定
 

１
．
全
体
の
評
定
 

評
定
 

全
体
と
し
て
、
年
度
計
画
を
達
成
し
、
中
期
計
画
の
達
成
に
向
け
て
計
画
通
り
進
ん
で
い
る
と
評
価
す
る
。
 

 
コ
ロ
ナ
対
応
で
は
、
感
染
力
が
従
前
株
よ
り
さ
ら
に
強
ま
っ
た
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
が
猛
威
を
振
る
い
、
全
県
的
に
救
急
医
療
が
ひ
っ
迫
し
、
「
沖
縄
県
医
療
非
常
事
態
宣
言
」
が
発
令
さ
れ
た
（
期

間
：
令
和
４
年
７
月

21
日
～
同
年
９
月

29
日
）
。
市
立
病
院
に
お
い
て
も
院
内
ク
ラ
ス
タ
ー
発
生
等
に
伴
う
休
業
者
が
相
次
ぎ
、
一
般
診
療
は
大
き
く
制
限
さ
れ
る
な
ど
、
大
変
厳
し
い
病
院
運

営
を
強
い
ら
れ
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
重
点
医
療
機
関
と
し
て
、
最
大

58
床
（
令
和
３
年
度
は
最
大

63
床
）
の
コ
ロ
ナ
即
応
病
床
を
確
保
し
、
市
民
・
県
民
の
命
を
守
る
た
め
、

献
身
的
に
尽
力
し
た
こ
と
を
多
い
に
評
価
す
る
。
コ
ロ
ナ
収
束
が
見
え
な
い
中
に
あ
っ
て
、
救
急
医
療
に
お
い
て
、
地
域
か
ら
の
紹
介
患
者
を
断
ら
な
い
た
め
の
工
夫
を
実
践
し
、
ま
た
、
小
児
周

産
期
医
療
を
維
持
し
た
こ
と
等
、
市
立
病
院
に
期
待
さ
れ
る
役
割
を
発
揮
し
、
目
標
の
達
成
・
未
達
成
を
問
わ
ず
、
多
く
の
関
連
指
標
に
お
い
て
前
年
度
よ
り
改
善
が
見
ら
れ
た
こ
と
を
評
価
し
た

い
。
ま
た
、
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
と
し
て
の
重
要
な
役
割
で
あ
る
市
民
向
け
が
ん
講
演
会
を
再
開
し
た
こ
と
、
令
和
６
年
度
か
ら
の
医
師
の
働
き
方
改
革
施
行
に
向
け
、
医
師
の
働
き
方
委
員

会
を
設
置
し
、
医
師
労
働
時
間
短
縮
計
画
を
策
定
し
た
こ
と
を
評
価
し
た
い
。
 

 
新
病
院
棟
の
建
設
工
事
に
つ
い
て
、
何
よ
り
も
安
全
を
第
一
に
、
そ
し
て
、
患
者
療
養
環
境
の
確
保
に
最
大
限
努
め
て
い
た
だ
き
た
い
。
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経
営
面
に
お
い
て
は
、
人
件
費
を
始
め
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
物
価
高
騰
に
よ
る
費
用
上
昇
が
続
き
、
ま
た
、
コ
ロ
ナ
対
応
や
看
護
師
不
足
に
よ
り
病
床
を
有
効
に
稼
働
さ
せ
ら
れ
な
い
等
、
経
営
環

境
は
厳
し
い
状
況
が
続
い
た
。
そ
れ
で
も
コ
ロ
ナ
関
連
補
助
金
を
有
効
活
用
し
、
経
常
黒
字
の

6
期
連
続
で
の
達
成
が
期
待
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
過
年
度
の
補
助
金
の
自
主
返
還
に
よ
り
伴

う
臨
時
損
失
の
計
上
に
よ
り
赤
字
決
算
と
な
っ
た
こ
と
は
残
念
で
あ
る
。
た
だ
し
、
当
該
自
主
返
還
に
つ
い
て
、
全
国
で
同
様
の
事
例
が
生
じ
て
お
り
、
す
べ
て
市
立
病
院
の
責
め
に
帰
す
べ
き
問

題
と
は
考
え
て
い
な
い
。
引
き
続
き
医
業
収
支
比
率
の
改
善
に
向
け
た
経
営
努
力
を
求
め
る
。
 

評
定
に
至
っ
た
理
由
 

地
方
独
立
行
政
法
人
那
覇
市
立
病
院
年
度
評
価
実
施
要
領
の
評
価
方
法
に
基
づ
き
、
大
項
目
の
「
第
１
 
市
民
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
事
項
」
は

15
項

目
（
全

21
項
目
中
、
６
項
目
が
「
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
る
未
達
成
の
た
め
評
価
対
象
外
（
以
下
同
じ
。
）
」
と
し
た
。
）
す
べ
て
が
評
価
Ⅲ
以
上
で
あ
っ
た
た
め
「
Ａ
評
価
」
、
「
第
２
 
業
務

運
営
の
改
善
及
び
効
率
化
に
関
す
る
事
項
」
は

4
項
目
す
べ
て
が
評
価
Ⅲ
以
上
で
あ
っ
た
た
め
「
Ａ
評
価
」
、
「
第
３
 
財
務
内
容
の
改
善
に
関
す
る
事
項
」
は
、
5
項
目
す
べ
て
が
評
価
Ⅲ
で
あ

っ
た
た
め
、
「
Ａ
評
価
」
、
「
第
４
 
そ
の
他
業
務
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
」
は
、
3
項
目
す
べ
て
が
評
価
Ⅲ
以
上
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
「
Ａ
評
価
」
と
し
た
。
 

以
上
の
結
果
を
踏
ま
え
、
全
体
と
し
て
の
評
定
は
上
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

２
．
法
人
全
体
に
対
す
る
評
価
 

法
人
全
体
の
評
価
 

第
４
期
中
期
計
画
の
３
年
目
と
な
る
令
和
４
年
度
は
、
前
年
度
同
様
、
年
度
を
通
し
て
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
大
き
く
受
け
た
。
令
和
４
年
度
年
度
計
画
の
目
標
値
設
定
に
つ
い
て
前
年
度
並
み
を
維

持
し
つ
つ
数
値
を
示
し
た
。
一
部
目
標
値
に
つ
い
て
、
「
前
年
度
並
み
を
維
持
」
と
し
コ
ロ
ナ
情
勢
を
鑑
み
て
柔
軟
に
対
応
で
き
る
よ
う
目
標
値
と
し
て
掲
げ
た
。
令
和
４
年
度
も
コ
ロ
ナ
の
影
響

に
よ
り
各
項
目
に
お
い
て
前
年
度
と
比
較
し
て
増
減
は
あ
る
も
の
の
厳
し
い
状
況
に
あ
っ
た
。
 

以
下
、
今
年
度
実
績
を
簡
潔
に
総
括
す
る
。
 

「
市
立
病
院
と
し
て
の
役
割
の
発
揮
」
に
つ
い
て
、
令
和
４
年
９
月
よ
り
１
名
の
救
急
医
が
新
た
に
入
職
し
、
救
急
医
２
名
体
制
と
な
っ
た
。
市
民
ニ
ー
ズ
の
高
い
救
急
医
療
に
お
い
て
体
制
の

維
持
・
充
実
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
救
急
医
療
は
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
受
入
れ
が
一
部
制
限
さ
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
36
5
日

24
時
間
体
制
で
救
急
患
者
の
受
け
入
れ
体
制
を
維
持
で

き
た
。
令
和
２
年

12
月
よ
り
ス
タ
ー
ト
し
た
、
夜
間
に
入
院
が
必
要
な
コ
ロ
ナ
患
者
の
受
け
入
れ
に
係
る
南
部
６
病
院
夜
間
輪
番
制
に
も
対
応
し
た
。
救
急
患
者
数
は
年
間
受
診
総
数

24
,2
81

人

で
、
前
年
度
と
比
較
し
て
、
11
,5
12

人
の
増
加
と
な
っ
た
。
入
院
治
療
の
必
要
の
な
い
患
者
や
軽
症
者
の
受
診
(不

急
の
救
急
受
診
)に

つ
い
て
は
、
救
急
医
療
の
適
正
利
用
に
つ
い
て
の
啓
発
が
進

展
し
た
こ
と
も
あ
り
減
少
し
て
い
る
。
前
年
度
と
比
較
し
、
受
診
者
数
が
増
加
し
た
の
が
小
児
科
で
あ
っ
た
。
時
間
内
、
時
間
外
、
休
日
、
深
夜
す
べ
て
の
時
間
帯
で
約
２
倍
へ
増
加
。
入
院
す
る
ケ

ー
ス
も
増
加
し
た
。
次
い
で
、
内
科
の
受
診
者
も
増
加
し
た
。
時
間
内
に
近
隣
医
療
機
関
か
ら
救
急
受
診
依
頼
を
受
け
た
場
合
、
急
病
セ
ン
タ
ー
の
総
合
初
診
で
対
応
し
た
。
開
業
医
か
ら
不
明
熱

等
の
受
診
依
頼
や
、
当
日
受
診
の
依
頼
も
多
く
、
受
診
者
数
の
増
加
へ
つ
な
が
っ
た
。
 

救
急
車
受
入
数
は

4,
58
9
台
と
前
年
度
と
比
し
て

11
9
台
増
加
、
時
間
内
で
の
受
入
要
請
が
増
加
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
開
業
医
か
ら
の
発
熱
者
の
受
入
要
請
や
病
床
満
床
に
伴
う
近
隣
医

療
機
関
か
ら
の
コ
ロ
ナ
患
者
や
一
般
救
急
患
者
の
受
入
要
請
も
増
加
し
た
。
令
和
４
年
度
の
感
染
拡
大
時
に
は
最
大

58
床
の
コ
ロ
ナ
即
応
病
床
を
確
保
し
、
IC
D、

IC
N
を
中
心
に
発
熱
外
来
、
救
急

外
来
、
コ
ロ
ナ
病
棟
で
連
携
を
図
り
患
者
受
け
入
れ
に
対
応
し
た
。
沖
縄
県
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
本
部
と
連
携
を
図
り
即
応
病
床
延
べ

8,
30
5
床
を
確
保
（
令
和
３
年
度
延
べ

11
,4
01

床
）
、
令

和
４
年
度
コ
ロ
ナ
患
者
延
べ
入
院
数

5,
15
4
名
(令

和
３
年
度

6,
25
0
名
)、

実
患
者
数

59
0
名
（
令
和
３
年
度

72
1
名
）
を
受
け
入
れ
た
。
小
児
医
療
の
充
実
と
し
て
、
当
院
小
児
科
医
師
、
琉
球

大
学
病
院
及
び
地
域
の
小
児
科
医
の
応
援
を
う
け
、
36
5
日

24
時
間
体
制
で
小
児
科
医
が
常
駐
す
る
救
急
医
療
を
継
続
し
た
。
同
じ
く
地
域
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
地
域
医
療
機
関

と
連
携
し
小
児
・
周
産
期
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
で
地
域
医
療
に
貢
献
し
た
。
 

疾
病
予
防
対
策
の
関
連
に
つ
い
て
、
那
覇
市
を
は
じ
め
、
各
市
町
村
、
全
国
健
康
保
険
協
会
、
市
町
村
共
済
組
合
等
と
連
携
し
健
診
事
業
を
継
続
し
た
。
指
標
に
つ
い
て
、
前
年
度
と
比
較
し
、
ほ

と
ん
ど
の
指
標
で
増
加
し
た
。
「
高
度
医
療
の
充
実
」
と
し
て
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け
、
不
急
の
入
院
・
検
査
手
術
の
延
期
等
に
よ
り
、
一
般
医
療
の
一
部
制
限
が
生
じ
た
た
め
各
項
目
は
目
標
値

に
未
達
で
は
あ
っ
た
が
、
前
年
度
並
の
件
数
で
あ
っ
た
。
 

「
高
度
医
療
機
器
の
計
画
的
な
更
新
・
整
備
」
に
つ
い
て
は
、
医
療
を
持
続
的
に
提
供
で
き
る
よ
う
、
主
な
更
新
機
器
と
し
て
、
鏡
視
下
手
術
装
置
、
脳
神
経
外
科
用
内
視
鏡
シ
ス
テ
ム
等
の
手
術

関
連
機
器
を
更
新
し
た
。
ま
た
、
次
年
度
更
新
予
定
の
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
及
び
各
部
門
シ
ス
テ
ム
の
選
定
作
業
に
着
手
し
た
。
 

「
地
域
医
療
機
関
と
の
連
携
推
進
・
強
化
」
に
つ
い
て
、
コ
ロ
ナ
禍
で
延
期
し
て
い
た
地
域
医
療
連
携
交
流
会
を
約
３
年
ぶ
り
に
開
催
し
た
。
会
場
参
加
と

We
b
参
加
を
併
用
し
、
会
場

12
5
人
、

We
b1
00

人
の
参
加
で
あ
っ
た
。
地
域
医
療
連
携
の
関
連
指
標
の
紹
介
率
は

70
.2
％
、
逆
紹
介
率
は

82
.2
％
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
令
和
４
年
４
月
に
地
域
の
医
師
と
の
連
携
強
化
、
医
師
会
と
の
医
療
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政
策
の
密
な
情
報
共
有
、
当
院
の
経
営
改
善
を
目
的
に
那
覇
市
立
病
院
開
院
以
来
あ
っ
た
那
覇
市
立
病
院
地
区
医
師
会
を
解
散
し
、
那
覇
市
医
師
会
へ
編
入
し
た
。
当
病
院
長
に
お
い
て
は
、
那
覇

市
医
師
会
理
事
と
し
て
そ
の
任
に
あ
た
っ
て
い
る
。
令
和
５
年
３
月
末
時
点
で

64
名
が
那
覇
市
医
師
会
員
で
あ
る
。
 

「
患
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
」
と
し
て
、
令
和
４
年
４
月
よ
り
新
た
な
放
射
線
治
療
装
置
で
治
療
を
開
始
（
稼
動
）
し
た
。
患
者
の
治
療
負
担
軽
減
（
正
常
臓
器
へ
の
負
担
減
や
治
療
時
間
の
大
幅
な

短
縮
）
を
行
っ
た
。
 

「
業
務
運
営
の
改
善
及
び
効
率
化
」
に
関
し
て
、
今
年
度
は
各
診
療
科
の
長
に
対
し
て
所
属
職
員
の
時
間
外
勤
務
を
把
握
す
る
よ
う
働
き
か
け
を
行
っ
た
。
こ
れ
ま
で
、
診
療
部
長
が
医
師
全
員

の
時
間
外
命
令
簿
の
決
裁
を
行
っ
て
い
た
が
、
各
診
療
科
の
長
に
そ
の
役
割
を
委
任
し
所
属
職
員
の
時
間
外
勤
務
を
把
握
す
る
た
め
の
仕
組
み
を
構
築
し
た
。
そ
の
他
、
安
全
確
保
に
向
け
た
情
報

収
集
と
検
討
を
行
う
取
組
み
や
、
コ
ロ
ナ
対
策
に
つ
い
て
も
見
直
し
、
改
善
を
継
続
し
た
。
 

職
員
の
時
間
外
勤
務
短
縮
へ
の
取
組
に
つ
い
て
、
令
和
６
年
４
月
か
ら
始
ま
る
「
医
師
の
働
き
方
改
革
」
に
対
応
し
、
ま
た
医
師
が
働
き
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り
を
す
る
事
を
目
的
に
、
医
師

の
働
き
方
委
員
会
を
設
置
し
、
令
和
４
年
度
に
２
回
開
催
し
た
。
委
員
会
は
、
病
院
長
を
委
員
長
と
し
各
診
療
科
の
所
属
長
や
、
医
師
以
外
の
所
属
長
を
委
員
と
し
て
任
命
し
、
医
師
の
労
働
時
間

管
理
の
適
正
化
に
向
け
た
取
組
み
や
、
医
師
の
時
間
外
労
働
を
短
縮
す
る
た
め
の
タ
ス
ク
・
シ
フ
テ
ィ
ン
グ
や
、
長
時
間
労
働
医
師
の
面
接
指
導
の
実
施
体
制
を
構
築
に
つ
い
て
議
論
を
お
こ
な
い

医
師
の
時
短
計
画
を
策
定
し
た
。
策
定
し
た
医
師
の
時
短
計
画
を
も
と
に
、
PD
CA

サ
イ
ク
ル
を
回
し
計
画
を
確
実
に
進
め
て
い
き
た
い
。
 

「
財
務
内
容
の
改
善
」
に
関
し
て
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
医
業
収
益
の
確
保
は
非
常
に
厳
し
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。
費
用
の
支
出
は
例
年
と
変
わ
ら
ず
発
生
す
る
中
、
予
算
執
行
に
お
い
て

は
会
計
実
施
規
程
等
に
基
づ
き
適
正
か
つ
効
率
的
・
効
果
的
な
事
業
運
営
を
行
い
、
コ
ロ
ナ
補
助
金
等
を
有
効
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
自
己
財
源
確
保
に
努
め
た
。
 

「
そ
の
他
の
業
務
運
営
」
市
立
病
院
建
替
に
つ
い
て
、
令
和
４
年
３
月

30
日
の
工
事
契
約
後
、
同
年
５
月

26
日
に
起
工
式
を
行
い
、
以
後
、
旧
事
務
局
の
一
部
解
体
、
平
面
駐
車
場
を
解
体
し
、

そ
の
後
、
山
留
・
掘
削
工
事
に
着
手
し
、
完
了
し
た
箇
所
か
ら
地
下
基
礎
部
分
の
工
事
を
行
っ
て
い
る
。

 

外
国
人
対
応
に
つ
い
て
は
、
今
年
度
も
引
き
続
き
コ
ロ
ナ
禍
で
あ
っ
た
が
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
外
国
人
受
診
者
は
徐
々
に
増
え
、
在
留
外
国
人
の
受
診
は
さ
ら
に
増
加
し
た
。
ま
た
、
厚
生
労
働
省

「
外
国
人
受
入
医
療
機
関
リ
ス
ト
」
へ
の
登
録
や
外
国
人
向
け
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
英
・
中
）
を
作
成
し
、
外
国
人
患
者
が
当
院
の
情
報
を
事
前
に
得
ら
れ
る
環
境
作
り
に
取
り
組
ん
だ
。
 

最
後
に
、
令
和
４
年
度
の
決
算
状
況
は
、
医
業
収
益

13
,8
45
,4
15
,3
83

円
で
前
年
度
比

3.
8％

（
約
５
億
円
）
の
増
収
と
な
っ
た
。
依
然
と
し
て
コ
ロ
ナ
の
余
波
は
残
っ
て
い
る
が
、
看
護
師
等

の
人
員
不
足
に
よ
る
休
床
が
大
き

く
影
響
し
医
業
収
支
は

1,
00
0,
15
0,
60
8
円
の
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
た
。
一
方
、
補
助
金
等
収
益
及
び
営

業
外
収
益
を
合
わ
せ
た
経
常
収
支

に
お
い
て
は

55
5,
91
1,
29
8
円
の
黒
字
と
な
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
総
収
益
は

15
,8
66
,9
75
,0
26

円
（
前
年
比

7.
2％

減
）
、
総
費
用

16
,3
38
,9
18
,2
89

円
（
前
年
比

8.
8％

増
）
 、

当
期
純
損
失

47
1,
94
3,
26
3

円
と
な
っ
た
。
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
入
院
病
床
確
保
支
援
事
業
補
助
金
」
に
お
い
て
、
会
計
検
査
院
の
指
摘
に
伴
う
厚
生
労
働
省
か
ら
の
自
主
点
検
指
示
及
び
沖
縄
県
の
監
査
に
よ
り

1,
02
9,
11
1,
00
0
円
の
自
主
返
還
が
生
じ
た
事
に
よ
る
。
 

全
体
の
評
定
を
行
う
上
で
特
に
考

慮
す
べ
き
事
項
 

－
 

 

３
．
評
価
委
員
会
の
全
体
的
な
意
見
 

今
後
も
、
市
民
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
、
業
務
運
営
の
改
善
及
び
効
率
化
、
財
務
内
容
の
改
善
に
引
き
続
き
取
組
み
、
那
覇
市
立
病
院
と
し
て
の
使
命
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
を
期
待
す
る
。
 

中
期
計
画
第
１
か
ら
第
４
の
各
事
項
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

 第
１
 
市
民
に
対
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
事
項
 

令
和
４
年
度
の
救
急
車
受
入
数
は
前
年
度
よ
り
増
加
し
た
も
の
の
、
前
年
度
同
様
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
診
療
制
限
が
あ
り
、
救
急
搬
送
受
入
要
請
件
数
の
大
幅
な
増
加
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
救
急
車
受
入

率
は
低
下
し
た
。
し
か
し
、
救
急
患
者
数
・
入
院
患
者
数
が
大
幅
に
増
加
し
た
こ
と
や
新
た
に
救
急
医
１
名
を
採
用
し
た
こ
と
に
よ
り
、
平
日
日
中
の
救
急
医
療
体
制
の
維
持
・
充
実
が
図
ら
れ
た
こ
と
を
評
価
す
る
。
 

ま
た
、
小
児
・
周
産
期
医
療
の
確
保
に
関
し
、
地
域
医
療
機
関
と
適
切
に
連
携
し
た
結
果
、
小
児
救
急
患
者
数
は
前
年
度
に
比
べ
て
大
幅
に
増
加
し
、
地
域
医
療
機
関
と
の
連
携
推
進
・
強
化
に
お
い
て
は
、
紹
介
率
・
逆
紹
介
率
は
低
下

し
た
も
の
の
高
率
を
維
持
し
て
お
り
、
開
放
病
床
利
用
率
は
向
上
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
適
用
患
者
数
の
実
績
が
増
加
し
た
こ
と
及
び
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
の
有
効
活
用
に
よ
り
眼
科
や
形
成
外
科
の
業
務
負
担
軽
減
に

つ
な
げ
る
等
、
最
適
な
医
療
の
提
供
に
努
め
て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
。
 

そ
し
て
、
前
年
度
に
引
き
続
き
、
コ
ロ
ナ
対
応
に
お
け
る
小
児
科
医
の
確
保
や
受
診
枠
の
調
整
な
ど
で
の
保
健
所
と
の
連
携
、
那
覇
市
医
師
会
と
の
情
報
共
有
・
拡
大
防
止
策
の
検
討
に
よ
り
、
地
域
全
体
の
感
染
防
止
対
策
の
強
化
へ

寄
与
し
た
こ
と
を
高
く
評
価
す
る
。
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第
２
 
業
務
運
営
の
改
善
及
び
効
率
化
に
関
す
る
事
項
 

新
た
に
「
職
員
や
り
が
い
度
調
査
」
を
実
施
し
、
ま
た
、
「
医
師
の
働
き
方
改
革
」
に
向
け
て
委
員
会
設
置
・
開
催
し
、
働
き
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り
に
努
め
た
こ
と
を
評
価
す
る
。
 

 第
３
 
財
務
内
容
の
改
善
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措
置
 

過
年
度
の
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
入
院
病
床
確
保
支
援
事
業
補
助
金
」
の
自
主
返
還
が
生
じ
、
当
期
純
損
失
を
計
上
し
た
こ
と
は
残
念
で
あ
っ
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
「
経
常
収
支
比
率
」
10
0％

超
を
確
保
し
た
こ
と
を
評
価
す
る
。 

 第
４
 
そ
の
他
業
務
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
 

昨
今
の
建
築
価
額
の
高
騰
で
予
算
が
増
加
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
新
病
院
建
設
を
着
実
に
推
進
で
き
る
よ
う
、
那
覇
市
と
調
整
し
て
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
。
 

４
．
項
目
別
評
価
に
お
け
る
主
要
な
課
題
、
改
善
事
項
な
ど
 

項
目
別
評
定
で
指
摘
し
た
課
題
、

改
善
事
項
 

 
－
 

 

そ
の
他
改
善
事
項
 

 

－
 

那
覇
市
長
に
よ
る
改
善
命
令
を
検

討
す
べ
き
事
項
 

－
 

 

５
．
そ
の
他
事
項
 

監
事
等
か
ら
の
意
見
 

 

－
 

 

そ
の
他
特
記
事
項
 

 

－
 

 

 様
式
１
－
１
－
３
 
年
度
評
価
 
項
目
別
評
定
総
括
表
 

中
期
計
画
（
中
期
目
標
）
 

年
度
評
価
 

項
目
別
調
書

No
. 

備
 
考
 

令
和
２
年
度
 

令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

令
和
５
年
度
 

 
 

 
第
１
 
市
民
に
対
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
目
標
を
 

達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措
置
 

Ａ
 

Ａ
 

Ａ
 

 
１
－
１
、
１
－
２
、
１
－
３
 

  

 
 

 
第
２
 
業
務
運
営
の
改
善
及
び
効
率
化
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措
置
 

Ａ
 

Ａ
 

Ａ
 

 
２
－
１
 

  

 
 

 
第
３
 
財
務
内
容
の
改
善
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措
置
 

Ａ
 

Ａ
 

Ａ
 

 
３
－
１
 

  

 
 

 
第
４
 
そ
の
他
業
務
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
 

Ａ
 

Ａ
 

Ａ
 

 
４
－
１
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第
５
 
予
算
（
人
件
費
の
見
積
り
を
含
む
）
、
収
支
計
画
及
び
資
金
計
画
 

－
 

－
 

－
 

－
 

 
 

 
※
評
価
対
象
外
 

 
第
６
 
短
期
借
入
金
の
限
度
額
 

－
 

－
 

－
 

－
 

 
 

 
※
評
価
対
象
外
 

 
第
７
 
重
要
な
財
産
を
譲
渡
し
、
又
は
担
保
に
供
す
る
計
画
 

－
 

－
 

－
 

－
 

 
 

 
※
評
価
対
象
外
 

 
第
８
 
剰
余
金
の
使
途
 

－
 

－
 

－
 

－
 

 
 

 
※
評
価
対
象
外
 

 
第
９
 
料
金
に
関
す
る
事
項
 

－
 

－
 

－
 

－
 

 
 

 
※
評
価
対
象
外
 

 
第
１
０
 
那
覇
市
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
規
則
(平

成
20

年
那
覇
市
規
則
第

4
号
) 

第
7
条
で
定
め
る
事
項
 

－
 

－
 

－
 

－
 

 
 

 
※
評
価
対
象
外
 

 
第
１
１
 
那
覇
市
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
規
則
第

8
条
で
定
め
る
事
項
 

－
 

－
 

－
 

－
 

 
 

 
※
評
価
対
象
外
 

＊
重
要
度
を
「
高
」
と
設
定
し
て
い
る
項
目
に
つ
い
て
は
、
各
評
語
の
横
に
「
○
」
を
付
す
。
 

難
易
度
を
「
高
」
と
設
定
し
て
い
る
項
目
に
つ
い
て
は
、
各
評
語
に
下
線
を
引
く
。
 

 様
式
１
－
１
－
４
－
１
 
年
度
評
価
 
項
目
別
評
定
調
書
（
市
民
に
対
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措
置
）
 

１
．
当
項
目
に
関
す
る
情
報
 

１
－
１
 

市
立
病
院
と
し
て
の
役
割
の
発
揮
 

業
務
に
関
連
す
る
政
策
・
施
策
 

（
１
）
救
急
医
療
体
制
の
維
持
・
充
実
 

（
２
）
充
実
し
た
小
児
・
周
産
期
医
療
の
確
保
 

（
３
）
災
害
時
対
応
及
び
緊
急
時
に
お
け
る
医
療
支
援
 

（
４
）
保
健
所
と
の
連
携
 

（
５
）
市
の
施
策
と
の
連
携
 

当
該
事
業
実
施
に
係
る
根
拠

（
個
別
法
条
文
な
ど
）
 

－
 

当
該
項
目
の
重
要
度
、
難
易
度
 

ウ
エ
イ
ト
付
け
は
各
項
に
記
載
 

関
連
す
る
政
策
評
価
・
行
政
事

業
レ
ビ
ュ
ー
 

－
 

２
．
主
要
な
経
年
デ
ー
タ
 

 
①
主
要
な
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
（
ア
ウ
ト
カ
ム
）
情
報
 

 
②
主
要
な
イ
ン
プ
ッ
ト
情
報
 

 
指
標
 

達
成

目
標
 

(参
考
)中

期
計
画
 

令
和
元
年
度
実
績
 
令
和
２
年
度
 
令
和
３
年
度
 
令
和
４
年
度
 
令
和
５
年
度
 

指
標
 

令
和
２
年
度
 

令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

令
和
５
年
度
 

救
急
医
療

体
制
の
充

実
・
強
化
 

急
病
ｾﾝ
ﾀｰ
受
診
患
者
数
 

 
38
,5
97

人
 

15
,7
25

人
 

12
,7
69

人
 

24
,2
81

人
 

 
 

 
 

 
 

う
ち
入
院
患
者
数
 

 
4,
71
9
人
 

3,
53
5
人
 

3,
75
8
人
 

4,
57
3
人
 

 
 

 
 

 
 

う
ち
救
急
車
受
入
数
 

 
4,
77
3
台
 

4,
14
5
台
 

4,
47
0
台
 

4,
58
9
台
 

 
 

 
 

 
 

救
急
車
の
受
入
率
 

 
93
.2
％
 

94
.0
％
 

90
.0
％
 

83
.0
％
 

 
 

 
 

 
 

小
児
外
来
患
者
 

 
34
,5
45

人
 

17
,4
42

人
 

19
,6
60

人
 

23
,4
44

人
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小
児
・
周

産
期
医
療

の
充
実
 

小
児
入
院
患
者
 

 
16
,6
38

人
 

13
,0
05

人
 

11
,9
27

人
 

11
,8
51

人
 

 
 

 
 

 
 

小
児
救
急
患
者
 

 
17
,9
66

人
 

5,
30
5
人
 

5,
87
6
人
 

9,
30
1
人
 

 
 

 
 

 
 

う
ち
入
院
患
者
 

 
1,
17
3
人
 

60
3
人
 

61
3
人
 

92
5
人
 

 
 

 
 

 
 

NI
CU

入
院
患
者
数
 

 
2,
48
6
人
 

2,
20
2
人
 

2,
22
0
人
 

2,
01
0
人
 

 
 

 
 

 
 

分
娩
件
数
 

 
37
9
件
 

34
3
件
 

26
7
件
 

25
2
件
 

 
 

 
 

 
 

う
ち
帝
王
切
開
数
 

 
17
3
件
 

14
4
件
 

11
9
件
 

11
9
件
 

 
 

 
 

 
 

ﾊｲ
ﾘｽ
ｸ妊

娠
患
者
数
 

 
94

人
 

77
人
 

92
人
 

97
人
 

 
 

 
 

 
 

ﾊｲ
ﾘｽ
ｸ分

娩
患
者
数
 

 
82

人
 

75
人
 

68
人
 

84
人
 

 
 

 
 

 
 

災
害
医
療
及

び
感

染
症
医

療
そ

の
他
の

緊
急

時
に
お

け
る

医
療
支

援
・
協
力
 

災
害
訓
練
回
数
 

 
７
件
 

０
件
 

０
件
 

０
件
 

 
 

 
 

 
 

災
害
訓
練
参
加
者
数
 

 
35

人
 

０
人
 

０
人
 

０
人
 

 
 

 
 

 
 

災
害
研
修
会
回
数
 

 
７
回
 

０
回
 

３
回
 

５
回
 

 
 

 
 

 
 

災
害
研
修
会
参
加
者
数
 

 
11

人
 

０
人
 

４
人
 

８
人
 

 
 

 
 

 
 

被
災
地
等
へ
の
派
遣
件
数
 

 
１
件
 

15
件
 

21
件
 

１
件
 

 
 

 
 

 
 

疾
病

予
防

対
策

の
関

連
指
標
 

特
定
健
診
件
数
 

 
2,
56
8
件
 

1,
49
6
件
 

1,
71
6
件
 

1,
70
7
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

特
定
保
健
指
導
件
数
 

 
49
2
件
 

46
3
件
 

48
9
件
 

58
5
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

が
ん
検
診
件
数
 

 
42
4
件
 

22
0
件
 

26
7
件
 

36
4
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

人
間
ド
ッ
ク
件
数
 

 
4,
70
8
件
 

3,
55
5
件
 

3,
73
5
件
 

4,
41
0
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

健
康
診
断
件
数
 

 
3,
72
2
件
 

3,
74
3
件
 

4,
05
9
件
 

4,
57
1
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

在
宅

医
療

の
関

連
指

標
 

退
院
調
整
実
施
件
数
 

 
11
,1
22

件
 

8,
65
8
件
 

7,
35
8
件
 

8,
07
9
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

訪
問
看
護
指
示
書
件
数
 

 
20
6
件
 

24
3
件
 

26
0
件
 

30
0
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

介
護
保
険
主
治
医
意
見
書
件
数
 

 
54
1
件
 

41
4
件
 

40
2
件
 

47
4
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

在
宅
療
養
支
援
診
療
所
へ
の
紹
介
件
数
 
 

1,
33
7
件
 

76
0
件
 

1,
18
6
件
 

87
4
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

市
民

へ
の

情
報

提
供

の
関

連
指

標
 

広
報
誌
へ
の
医
療
情
報
掲
載
数
 

 
０
回
 

３
回
 

１
回
 

０
回
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

ﾎｰ
ﾑﾍ
ﾟｰ
ｼﾞ
へ
の
掲
載
数
 

 
２
回
 

２
回
 

２
回
 

２
回
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

新
聞
へ
の
医
療
関
連
広
告
数
 

 
８
回
 

０
回
 

２
回
 

２
回
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

医
学
雑
誌
配
布
 

 
１
回
 

０
回
 

１
回
 

１
回
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

講
演
会
開
催
数
 

 
27

回
 

０
回
 

０
回
 

０
回
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

３
．
各
事
業
年
度
の
業
務
に
係
る
目
標
、
計
画
、
業
務
実
績
、
年
度
評
価
に
係
る
自
己
評
価
 

 

中
期
計
画
 

年
度
計
画
 

主
な
評
価
指
標
 

法
人
の
業
務
実
績
・
自
己
評
価
 

評
価
委
員
会
 

意
見
 

市
長
に
よ
る
評

価
 

業
務
実
績
 

自
己

評
価
 

中
期
目
標
 

第
1 

市
民
に
対
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
事
項
 

 
第

1 
市
民
に
対
し
て
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
そ

第
1 

同
左
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
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の
他

の
業

務
の

質
の

向
上
に
関
す
る
事
項
 

1 
市
立
病
院
と
し
て
の
役
割
の
発
揮
 

(1
)救

急
医
療
体
制
の
維
持
・
充
実
 

地
域
医
療
に
貢
献
す
る
た
め
、
36
5
日

24
時
間
救
急
医
療
体
制
の
維
持
・
充
実
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
救
急
搬
送
の
受
け
入
れ
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る
よ
う
、
消
防
や
医
師
会
等
の
関
係
機
関
と
連
携
を
図
る
こ
と
。
 

(1
) 

1 
市
立
病
院
と
し
て
の

役
割
の
発
揮
 

(1
)救

急
医
療
体
制
の
維

持
・
充
実
 

地
域

医
療

に
貢

献
す

る
た
め
、
引
き
続
き

36
5

日
24

時
間
救
急
医
療
体

制
を
維
持
す
る
。
 

ま
た
、
救
急
搬
送
の
受
入

れ
を

円
滑

に
行

え
る

よ

う
、
消
防
や
医
師
会
等
の

関
係
機
関
と
連
携
し
、
救

急
医

療
体

制
の

充
実

を

図
る
。
 

な
お
、
新
病
院
建
設
工
事

期
間
中
に
お
い
て
は
、
救

急
搬

送
の

受
入

れ
に

影

響
が
出
な
い
よ
う
、
動
線

計
画

等
に

十
分

配
慮

す

る
。
 

1 
同
左
 

 (1
) 

同
左
 

ア
 
消
防
や
医
師
会
等

の
関
係
機
関
と
連
携

し
、
救
急
医
療
に
貢

献
す
る
。
 

イ
 
引
き
続
き

36
5
日

24
時

間
救

急
医

療

体
制
を
維
持
す
る
。
 

  救
急
医
療
体
制
の

維
持
・
充
実
 

 

  

令
和
４
年
９
月
か
ら
新
た
に
救
急
医
が
１
名
入
職
し
、
救
急
医
は
２
名
体
制
と
な
っ
た
。

平
日
日
中
の
救
急
医
療
体
制
の
維
持
・
充
実
に
貢
献
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
平
日
の
救
急
医

療
を
各
診
療
科
で
担
っ
て
い
た
が
、
そ
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
た
。
し
か
し
、
依
然
と
し
て
内

科
・
外
科
・
整
形
外
科
医
師
不
足
に
よ
り
、
平
日
夜
間
の
救
急
患
者
受
入
制
限
を
暫
し
行
う

こ
と
も
あ
っ
た
。
 

令
和
４
年
４
月
よ
り
、
「
地
域
か
ら
の
紹
介
患
者
を
断
ら
な
い
」
こ
と
を
目
的
に
、
平
日
の

９
時
～
16

時
の
間
、
急
病
セ
ン
タ
ー
に
総
合
初
診
外
来
を
開
設
し
た
。
当
日
の
緊
急
外
来
予

約
患
者
と
、
予
約
外
患
者
（
初
診
）
を
受
け
入
れ
た
。
令
和
３
年
度
救
急
受
診
患
者
総
数
の
入

院
率

24
.7
8％

と
比
較
し
て
も
治
療
・
入
院
が
必
要
な
患
者
を
よ
り
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で

き
た
。
※
参
考
 
令
和
４
年
４
月
～
令
和
５
年
２
月

28
日
 

総
合
初
診
受
診
患
者
数
：
1,
02
9
人
、
入
院
患
者
数
：
41
7
人
、
入
院
率
：
41
％
、
紹
介
率

54
％
（
※
総
合
初
診
受
診
患
者
数
は
急
病
セ
ン
タ
ー
受
診
患
者
数
に
含
ま
れ
る
）
 

し
か
し
な
が
ら
「
紹
介
患
者
を
断
ら
な
い
」
た
め
に
は
課
題
は
多
く
、
外
来
の
一
部
機
能

が
、
救
急
外
来
に
移
動
し
た
こ
と
で
診
察
室
の
不
足
、
看
護
師
の
マ
ン
パ
ワ
ー
確
保
、
総
合

初
診
を
担
当
す
る
医
師
の
確
保
、
外
来
と
の
連
携
強
化
、
構
造
上
の
問
題
な
ど
ハ
ー
ド
面
で

も
、
ソ
フ
ト
面
で
も
多
く
の
課
題
を
解
決
し
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
。
 

救
急
搬
送
の
受
入
に
つ
い
て
は
令
和
４
年
：
4,
58
9
台
（
令
和
３
年
：
3,
75
8
台
）
で
あ
っ

た
。
救
急
搬
送
受
入
要
請
件
数
が
令
和
４
年
：
5,
54
1
件
（
令
和
３
年
：
4,
94
9
件
）
と
大
幅

に
増
加
し
た
こ
と
が
一
因
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
救
急
車
受
入
率
は
、
令
和
４
年
度
：
83
.0
％

で
、
前
年
度
と
比
較
し
低
下
し
た
が
、
こ
れ
も
救
急
搬
送
数
の
増
加
が
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。 

※
参
考
：
救
急
出
場
件
数
（
年
中
）
 
那
覇
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
 

 
令
和
３
年

18
,8
75

件
、
令
和
４
年

22
,6
59

件
 

ま
た
、
一
般
病
棟
で
コ
ロ
ナ
感
染
発
生
に
伴
う
入
院
受
入
制
限
や
、
コ
ロ
ナ
病
床
満
床
に

よ
り
、
発
熱
患
者
の
受
入
が
困
難
と
な
っ
た
こ
と
も
要
因
の
１
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
 

昨
年
度
ま
で
急
病
セ
ン
タ
ー
で
、
コ
ロ
ナ
患
者
を
同
時
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
、
構
造
上

難
し
か
っ
た
が
、
令
和
５
年
２
月
か
ら
受
入
の
た
め
の
改
修
工
事
を
行
い
、
コ
ロ
ナ
患
者
の

同
時
受
入
が
可
能
と
な
っ
た
。
 

  

  

ｳｴ
ｲﾄ
 

２
 

評
価
 

Ⅲ
 

   
救
急
医
２
名
体
制

と
な
り
、
救
急
医
療

体
制
の
維
持
・
充
実

が
図
ら
れ
、
救
急
患

者
数
・
入
院
患
者
数

が
大
幅
に
増
加
し
、

公
立
病
院
と
し
て
の

役
割
を
果
た
し
て
い

る
こ
と
を
評
価
す

る
。
看
護
師
等
の
人

数
不
足
は
、
全
県
の

問
題
で
あ
る
の
で
、

沖
縄
県
全
体
に
対
し

て
も
発
信
し
て
い
た

だ
き
た
い
。
 

  評
価
：
Ⅲ
 

 
救
急
医
の
増

員
実
現
に
よ
り

各
診
療
科
医
師

の
負
担
軽
減
に

つ
な
が
っ
た
こ

と
、
ま
た
「
地

域
か
ら
の
紹
介

患
者
を
断
ら
な

い
」
新
た
な
取

組
み
の
実
践
に

つ
い
て
評
価
す

る
。
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（
救
急
医
療
の
関
連
指
標
）
 

指
標
名
 

令
和
３
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
目
標
 

救
急
患
者
数
 

12
,7
69

人
 

24
,2
81

人
 

18
,4
00

人
 

う
ち
入
院
患
者
数
 

3,
75
8
人
 

4,
57
3
人
 

3,
80
0
人
 

う
ち
救
急
車
受
入
数
 

4,
47
0
台
 

4,
58
9
台
 

4,
50
0
台
 

救
急
車
の
受
入
率
 

90
.0
％
 

83
.0
％
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

 

(2
)充

実
し
た
小
児
・
周
産
期
医
療
の
確
保
 

市
民
が
安
心
し
て
子
ど
も
を
産
み
、
育
て
ら
れ
る
よ
う
、
地
域
医
療
機
関
と
の
連
携
に
基
づ
き
、
充
実
し
た
小
児
・
周
産
期
医
療
を
引
き
続
き
確
保
す
る
こ
と
。
 

(2
) 

(2
)充

実
し
た
小
児
・
周

産
期
医
療
の
確
保
 

周
産

期
医

療
体

制
整

備
指

針
に

お
け

る
周

産

期
医
療
、
い
わ
ゆ
る
ハ
イ

リ
ス
ク
妊
産
婦
の
妊
娠
・

分
娩
管
理
、
新
生
児
の
集

中
治
療
管
理
等
、
入
院
が

必
要
な
患
者
に
対
し
、
総

合
周

産
期

母
子

医
療

セ

ン
タ

ー
で

あ
る

沖
縄

県

立
南
部
医
療
セ
ン
タ
ー
・

こ
ど
も
医
療
セ
ン
タ
ー
、

地
域

周
産

期
母

子
医

療

セ
ン

タ
ー

で
あ

る
琉

球

大
学

医
学

部
附

属
病

院

や
沖

縄
赤

十
字

病
院

と

連
携

を
し

て
医

療
を

提

供
し
て
い
く
。
ま
た
、
当

院
小
児
科
医
の
ほ
か
、
小

児
科

開
業

医
及

び
琉

球

大
学

小
児

科
の

応
援

を

受
け

36
5
日

24
時
間
小

児
科
医
が
常
駐
し
、
医
療

を
提

供
で

き
る

体
制

を

確
保
す
る
と
と
も
に
、
小

児
科

専
門

医
研

修
支

援

施
設

と
し

て
小

児
科

医

の
育
成
に
努
め
る
。
 

(2
)同

左
 

地
域

周
産

期
母

子
医

療
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、

総
合

周
産

期
母

子
医

療
セ

ン
タ

ー
で

あ
る

沖
縄

県
立

南
部

医
療

セ
ン
タ
ー
・
こ
ど
も
医

療
セ
ン
タ
ー
、
地
域
周

産
期

母
子

医
療

セ
ン

タ
ー

で
あ

る
琉

球
大

学
医

学
部

附
属

病
院

や
沖

縄
赤

十
字

病
院

と
連

携
を

し
て

医
療

を
提
供
し
て
い
く
。
 
 
 
 
 
 

ま
た
、
他
機
関
と
の

連
携
に
基
づ
き
小
児
・

周
産

期
医

療
を

担
う

と
と
も
に
、
安
心
し
て

子
ど
も
を
産
み
、
か
つ

育
て

ら
れ

る
よ

う
医

療
の
提
供
に
努
め
る
。
 

産
婦
人
科
医
、
小

児
科
医
の
確
保
及

び
母
体
搬
送
の
受

入
体
制
の
維
持
 

当
院
小
児
科
医
を
主
体
に
、
琉
球
大
学
病
院
小
児
科
及
び
近
隣
小
児
科
開
業
医
の
応
援
を

う
け
、
36
5
日

24
時
間
体
制
で
救
急
患
者
を
受
け
入
れ
、
小
児
救
急
医
療
の
提
供
体
制
を
維

持
し
た
。
 

地
域
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
地
域
医
療
機
関
と
連
携
し
小
児
・
周
産
期
医

療
を
担
い
、
安
心
し
て
子
ど
も
を
産
み
、
か
つ
育
て
ら
れ
る
医
療
提
供
を
継
続
し
た
。
 

分
娩
件
数
は
減
少
し
た
も
の
の
、
帝
王
切
開
数
、
ハ
イ
リ
ス
ク
妊
娠
患
者
数
は
対
前
年
度

並
を
維
持
と
な
っ
た
。
ハ
イ
リ
ス
ク
分
娩
患
者
数
は
増
加
し
た
。
 

（
小
児
・
周
産
期
医
療
の
関
連
指
標
）
 

指
標
名
 

令
和
３
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
目
標
 

小
児
外
来
患
者
数
 

19
,6
60

人
 

23
,4
44

人
 

21
,0
00

人
 

小
児
入
院
患
者
数
 

11
,9
27

人
 

11
,8
51

人
 

13
,8
00

人
 

小
児
救
急
患
者
数
 

5,
87
6
人
 

9,
30
1
人
 

6,
40
0
人
 

う
ち
入
院
患
者
数
 

61
3
人
 

92
5
人
 

64
0
人
 

NI
CU

入
院
患
者
数
 

2.
22
0
人
 

2,
01
0
人
 

4,
02
0
人
 

分
娩
件
数
 

26
7
件
 

25
2
件
 

37
0
人
 

う
ち
帝
王
切
開
数
 

11
9
件
 

11
9
件
 

17
0
人
 

ハ
イ
リ
ス
ク
妊
娠
患
者
数
 

92
人
 

97
人
 

前
年
度
並
み
を
維
持

 

ハ
イ
リ
ス
ク
分
娩
患
者
数
 

68
人
 

84
人
 

前
年
度
並
み
を
維
持

 
 

ｳｴ
ｲﾄ
 

２
 

評
価
 

Ⅲ
 

 
小
児
救
急
患
者
数

は
大
幅
に
増
加
し
て

お
り
、
地
域
医
療
機

関
と
適
切
に
連
携

し
、
市
立
病
院
に
求

め
ら
れ
て
い
る
小

児
・
周
産
期
医
療
を

提
供
し
て
い
る
こ
と

を
評
価
す
る
。
 

小
児
の
救
急
の
み
な

ら
ず
、
ハ
イ
リ
ス
ク

妊
娠
や

NI
CU

の
受
入

な
ど
、
琉
球
大
学
病

院
や
沖
縄
県
立
病
院

（
南
部
医
療
セ
ン
タ

ー
・
こ
ど
も
医
療
セ

ン
タ
ー
及
び
中
部
病

院
）
と
の
連
携
も
で

き
て
い
た
。
今
後
も

他
の
医
療
機
関
と
連

携
し
な
が
ら
小
児
・

周
産
期
医
療
の
維
持

に
努
め
て
い
た
だ
き

た
い
。
 

評
価
：
Ⅲ
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1
0
 

(3
)災

害
時
対
応
及
び
緊
急
時
に
お
け
る
医
療
支
援
 

①
平
時
か
ら
の
備
え
と
発
災
後
対
応
 

災
害
時
に
お
け
る
病
院
機
能
の
損
失
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
し
、
機
能
の
立
ち
上
げ
や
早
急
な
回
復
を
目
指
せ
る
よ
う
、
平
時
よ
り
備
え
て
お
く
こ
と
。
ま
た
、
発
災
後
に
お
い
て
は
、
入
院
患
者
の
安
全
確
保
及
び
被
災
者
の
診
 

療
に
努
め
る
こ
と
。
 

(3
) 

(3
)災

害
時
対
応
及
び
緊

急
時

に
お

け
る

医
療

支

援
 

①
災

害
時

に
お

け
る

病

院
機
能
の
維
持
・
復
旧
の

た
め
、
那
覇
市
立
病
院
事

業
継
続
計
画
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）

に
基
づ
き
、
院
内
で
の
訓

練
実

施
や

研
修

会
を

実

施
す
る
ほ
か
、
那
覇
市
や

沖
縄

県
が

実
施

す
る

災

害
訓
練
に
参
加
し
、
平
時

か
ら

災
害

に
備

え
る

よ

う
努
め
る
。
 

ま
た
、
発
災
時
に
お
い
て

は
、
入
院
患
者
の
安
全
確

保
を
図
る
と
と
も
に
、
発

災
後

は
被

災
者

の
診

療

に
あ
た
る
よ
う
努
め
る
。
 

(3
) 
同
左
 

  

①
 

同
左
 

災
害

時
に

お
け

る

病
院
機
能
の
維
持
・
復

旧
の
た
め
、
那
覇
市
立

病
院

事
業

継
続

計
画

(
以
下
、
BC
P)
に
基
づ

き
、
院
内
で
の
訓
練
実

施
や

研
修

会
を

実
施

す
る
。
 

施
設
の
災
害
対
策
 

病
院
施
設
の
被

災
に
的
確
に
対
応

す
る
た
め
、
災
害

対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル

を
検
証
す
る
。
ま

た
防
災
・
防
火
訓

練
を
定
期
的
に
実

施
す
る
。
 

コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
、
BC
P
に
基
づ
い
た
訓
練
・
研
修
等
に
つ
い
て
は
実
施
で
き
な
か
っ

た
が
、
事
業
（
医
療
）
の
継
続
の
一
環
と
し
て
、
新
病
院
に
お
け
る
医
療
継
続
の
た
め
の
設
備

等
に
つ
い
て
、
確
認
・
調
整
を
行
い
継
続
中
で
あ
る
。
 

ｳｴ
ｲﾄ
 

２
 

評
価
 

Ⅱ
 

コ
ロ
ナ
禍
の
中
、

訓
練
・
研
修
等
が
実

施
出
来
な
か
っ
た
の

は
や
む
を
得
な
か
っ

た
と
理
解
す
る
が
、

防
災
・
防
火
訓
練
は

重
要
で
あ
り
、
何
ら

か
の
形
で
実
施
す
る

工
夫
を
し
て
い
た
だ

き
た
い
。
 

評
価
：
－
 

※
評
価
対
象
外

（
コ
ロ
ナ
の
影

響
に
よ
る
未
達

成
）
 

②
他
医
療
機
関
と
の
連
携
 

 
 
 
不
測
の
事
態
へ
の
備
え
と
し
て
、
患
者
移
送
等
に
つ
い
て
、
他
医
療
機
関
と
の
連
携
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
に
取
り
組
む
こ
と
。
 

(4
) 

②
現

病
院

施
設

は
耐

震

性
に

課
題

を
抱

え
て

い

る
こ
と
か
ら
、
不
測
の
事

態
へ

の
備

え
と

し
て

、

BC
P
に
基
づ
き
、
患
者
移

送
先

の
調

整
や

搬
送

手

段
の
確
保
等
に
つ
い
て
、

他
医
療
機
関
と
の
連
携
、

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

づ
く

り

に
努
め
る
。
 

②
那

覇
市

や
沖

縄
県

が
実

施
す

る
災

害
訓

練
に
参
加
し
、
平
時
か

ら
災
害
に
備
え
、
不
測

の
事

態
へ

の
備

え
と

し
て
、B
CP

に
基
づ
き
、

患
者

移
送

先
の

調
整

や
搬

送
手

段
の

確
保

等
に
つ
い
て
、
他
医
療

機
関
と
の
連
携
、
ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

づ
く

り
に

努
め
る
。
 

 
那
覇
市
や
沖
縄
県
が
実
施
す
る
訓
練
は
中
止
と
な
っ
た
。
各
業
種
、
各
医
療
機
関
等
と
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
確
認
・
見
直
し
を
お
こ
な
い
な
が
ら
訓
練
実
施
を
お
こ
な
う
。
 

 （
災
害
医
療
の
関
連
指
標
）
 

  

指
標
名
 

令
和
３
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
目
標
 

災
害
訓
練
回
数
 

０
件
 

０
件
 

 
 
 
 
 
７
件
 

災
害
訓
練
参
加
者
数
 

０
人
 

０
人
 

35
人
 

ｳｴ
ｲﾄ
 

２
 

評
価
 

Ⅱ
 

 
災
害
等
に
備
え
、

他
医
療
機
関
と
の
連

携
や
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
づ
く
り
は
継
続
的

に
進
め
ら
れ
た
い
。
 

評
価
：
－
 

※
評
価
対
象
外

（
コ
ロ
ナ
の
影

響
に
よ
る
未
達

成
）
 

- 149 -



1
1
 

③
医
療
支
援
へ
の
取
組
み
 

 
 
 
大
規
模
災
害
時
や
緊
急
時
に
お
い
て
、
DM
AT
（
災
害
派
遣
医
療
チ
ー
ム
）
を
派
遣
す
る
等
、
医
療
救
護
活
動
の
支
援
に
努
め
る
こ
と
。
 

(5
) 

③
大

規
模

災
害

時
や

緊

急
時
に
お
い
て
、
Ｄ
Ｍ
Ａ

Ｔ
（
災
害
派
遣
医
療
チ
ー

ム
）
を
派
遣
す
る
等
、
医

療
救

護
活

動
の

支
援

に

努
め
る
こ
と
。
 

③
他

の
自

治
体

に
お

け
る

大
規

模
災

害
時

や
緊
急
時
に
お
い
て
、

市
立
病
院

DM
AT（

災
害

派
遣
医
療
チ
ー
ム
）
を

派
遣

し
医

療
支

援
を

実
施
す
る
。
 

ま
た
、
DM
AT

を
定
期

的
に
訓
練
研
修
に
参

加
さ
せ
る
な
ど
、
医

療
救
護
支
援
活
動
の

向
上
に
努
め
る
 

 
DM
AT

活
動
は
、
コ
ロ
ナ
対
策
を
行
い
、
昨
年
ま
で
中
止
に
な
っ
て
い
た
訓
練
が
再
開
し
、

当
院

DM
AT

チ
ー
ム
も
県
内
外
の
訓
練
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
参
加
し
た
訓
練
で
は
、

新
し
く
当
院

DM
AT

チ
ー
ム
に
加
わ
っ
た
メ
ン
バ
ー
（
医
師
１
名
、
看
護
師
１
名
）
と
活
動
す

る
こ
と
が
で
き
、
災
害
派
遣
時
に
お
け
る
複
数
チ
ー
ム
の
運
用
や
当
院
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー

が
タ
ス
ク
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
で
災
害
訓
練
の
運
営
方
法
等
に
つ
い
て
も
訓
練
を
通
し
て

経
験
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
実
働
訓
練
だ
け
で
な
く
技
能
維
持
研
修
へ
も
積
極
的
に

メ
ン
バ
ー
を
派
遣
す
る
よ
う
に
取
り
組
ん
だ
。
 

コ
ロ
ナ
に
関
連
す
る
派
遣
と
し
て
は
、
沖
縄
県
コ
ロ
ナ
対
策
本
部
よ
り
ク
ラ
ス
タ
ー
施
設

へ
の
支
援
協
力
依
頼
は
あ
っ
た
が
、
院
内
対
応
を
中
心
に
活
動
し
て
い
た
た
め
、
昨
年
ほ
ど

対
応
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
 

感
染
拡
大
時
に
は
、
院
内
の
感
染
対
策
（
感
染
状
況
の
把
握
、
濃
厚
接
触
者
・
体
調
不
良
者

へ
の

PC
R
検
査
実
施
、
追
跡
調
査
な
ど
）
を
院
内
感
染
対
策
チ
ー
ム
（
IC
T）

及
び
院
内
コ
ロ

ナ
対
策
本
部
の
指
示
の
も
と
行
っ
た
。
 

（
災
害
医
療
の
関
連
指
標
）
 

※
被
災
地
等
へ
の
派
遣
件
数
に
は
沖
縄
県
コ
ロ
ナ
対
策
本
部
要
請
派
遣
回
数
を
含
む
。
 

 

指
標
名
 

令
和
３
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
目
標
 

災
害
研
修
会
回
数
 

３
回
 

５
回
 

７
回
 

災
害
研
修
会
参
加
者
数
 

４
人
 

26
人
 

11
人
 

被
災
地
等
へ
の
派
遣
件
数
 

21
件
 

１
件
 

－
 

ｳｴ
ｲﾄ
 

２
 

評
価
 

Ⅲ
 

 
DM
AT

実
働
訓
練
や

技
能
維
持
研
修
へ
の

積
極
的
な
派
遣
に
よ

り
災
害
研
修
会
参
加

者
数
が
増
加
し
た
こ

と
を
評
価
す
る
。
ま

た
、
沖
縄
県
コ
ロ
ナ

対
策
本
部
の
派
遣
要

請
に
よ
る
ク
ラ
ス
タ

ー
施
設
等
へ
の
派
遣

に
対
応
し
た
こ
と
を

評
価
す
る
。
今
後
も

DM
AT

活
動
を
継
続

し
、
院
内
感
染
対
策

に
も
取
り
組
む
ほ

か
、
チ
ー
ム
の
メ
ン

バ
ー
を
増
や
す
努
力

を
続
け
て
い
た
だ
き

た
い
。
 

評
価
：
Ⅲ
 

(4
)保

健
所
と
の
連
携
 

那
覇
市
保
健
所
と
連
携
し
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
感
染
症
対
策
に
協
力
す
る
こ
と
。
 

(6
) 

(4
) 
保
健
所
と
の
連
携
 

 
那

覇
市

保
健

所
と

連

携
し
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ

等
の

感
染

症
対

策

に
協
力
す
る
。
 

(4
) 

同
左
 

 
コ
ロ
ナ
に
よ
る
医
療
逼
迫
を
回
避
す
べ
く
、
那
覇
市
保
健
所
や
医
師
会
と
の
連
携
を
図
っ

た
。
情
報
共
有
や
拡
大
防
止
策
の
検
討
を
と
お
し
て
、
地
域
全
体
の
感
染
防
止
対
策
を
強
化

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
 

ま
た
、
コ
ロ
ナ
患
者
受
入
の
要
請
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
、
複
数
の
病
棟
を
使
用
で
き
る
様

に
整
備
す
る
な
ど
機
動
的
に
対
応
し
た
。
発
熱
患
者
対
応
や
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
関
し
て
も
、

組
織
横
断
的
に
協
力
体
制
を
と
っ
て
運
営
で
き
た
。
 

保
健
所
依
頼
の
受
診
を
ス
ム
ー
ズ
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
、
小
児
科
医
の
確
保
及
び
受

診
枠
の
調
整
を
図
っ
た
。
 

ｳｴ
ｲﾄ
 

２
 

評
価
 

Ⅴ
 

 
小
児
科
医
の
確
保

や
受
診
枠
の
調
整
な

ど
保
健
所
と
の
連
携

や
、
那
覇
市
医
師
会

と
の
情
報
共
有
・
拡

大
防
止
策
の
検
討
に

よ
り
、
地
域
全
体
の

感
染
防
止
対
策
の
強

化
に
寄
与
し
て
い
る

こ
と
を
高
く
評
価
す

る
。
 

評
価
：
Ⅴ
 

 
コ
ロ
ナ
対
応

に
あ
た
り
市
立

病
院
と
し
て
の

役
割
を
発
揮
し

た
こ
と
を
多
い

に
評
価
す
る
。
 

(5
)市

の
施
策
と
の
連
携
 

①
保
健
・
福
祉
行
政
と
の
連
携
 

疾
病
や
介
護
の
予
防
、
健
康
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、
市
や
関
係
機
関
と
連
携
・
協
力
し
て
疾
病
予
防
対
策
等
に
協
力
す
る
こ
と
。
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1
2
 

(7
) 

(5
)市

の
施
策
と
の
連
携
 

①
保
健
・
福
祉
行
政
と

の
連
携
 

疾
病
や
介
護
の
予
防
、

健
康

づ
く

り
を

推
進

す

る
た

め
、

慢
性

腎
臓

病

（
Ｃ
Ｋ
Ｄ
)に

対
す
る
フ

ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
、
Ｃ
Ｋ
Ｄ

の
啓
発
活
動
、
Ｃ
Ｋ
Ｄ
サ

ポ
ー

ト
外

来
の

推
進

や

患
者

教
育

の
た

め
の

教

育
入
院
、
特
定
健
診
の
休

日
実
施
等
、
那
覇
市
や
関

係
機

関
と

連
携

し
疾

病

予
防

対
策

等
に

協
力

す

る
。
 

(5
)市

の
施
策
と
の
連
携
 

①
 
同
左
 

 
 CK
D
サ
ポ
ー
ト
外
来
と
連
携
し
、
患
者
家
族
に
対
し
、
今
後
必
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
社
会

資
源
や
制
度
等
に
つ
い
て
聞
き
取
り
を
行
い
、
早
め
に
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
で
、
心
理
的
不

安
の
軽
減
に
努
め
、
治
療
に
専
念
出
来
る
よ
う
サ
ポ
ー
ト
し
た
。
 

慢
性
腎
不
全
で
外
来
通
院
中
の
患
者
で
、
検
査
デ
ー
タ
や
症
状
が
悪
化
し

QO
L
低
下
が
あ

る
患
者
に
透
析
室
看
護
師
が
患
者
相
談
や
指
導
を
引
き
続
き
行
っ
た
。
医
師
・
糖
尿
病
認
定
看

護
師
・
栄
養
士
・
薬
剤
師
が
関
わ
り
外
来
で
の
指
導
を
継
続
し
た
。
 

健
診
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
疾
病
予
防
対
策
関
連
に
つ
い
て
、
那
覇
市
を
は
じ
め
、
各
市
町

村
、
全
国
健
康
保
険
協
会
、
市
町
村
共
済
組
合
等
と
連
携
し
健
診
事
業
を
継
続
し
た
。
指
標
に

つ
い
て
、
前
年
度
と
比
較
し
、
ほ
と
ん
ど
の
指
標
で
増
加
し
た
。
 

10
月
よ
り
乳
腺
エ
コ
ー
予
約
枠
を

10
枠
か
ら

12
枠
へ
増
枠
し
た
。
 

那
覇
市
と
連
携
し
た
特
定
健
診
（
ま
ち
か
ど
健
診
）
に
つ
い
て
、
特
定
健
診
の
休
日
２
日
間

(２
月

19
日
、
３
月

19
日
)に

54
件
（
令
和
３
年
度

52
件
）
実
施
し
た
。
 

（
疾
病
予
防
対
策
の
関
連
指
標
）
 

指
標
名
 

令
和
３
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
目
標
 

特
定
健
診
件
数
 

1,
71
6
件
 

1,
70
7
件
 

2,
60
0
件
 

特
定
保
健
指
導
件
数
 

48
9
件
 

58
5
件
 

50
0
件
 

が
ん
検
診
件
数
 

26
7
件
 

36
4
件
 

50
0
件
 

人
間
ド
ッ
ク
件
数
 

3,
73
5
件
 

4,
41
0
件
 

4,
70
0
件
 

健
康
診
断
件
数
 

4,
05
9
件
 

4,
57
1
件
 

3,
70
0
件
 

 

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅲ
 

  
CK
D
サ
ポ
ー
ト
外

来
の
連
携
継
続
へ
の

努
力
を
良
と
す
る
。

ま
た
、
那
覇
市
や
各

市
町
村
及
び
医
療
保

険
者
と
連
携
し
た
取

組
み
に
よ
り
健
診
数

が
増
加
し
て
い
る
こ

と
を
評
価
す
る
。
 

 評
価
：
Ⅲ
 

②
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
推
進
 

入
院
患
者
が
円
滑
に
在
宅
医
療
へ
移
行
で
き
る
た
め
の
退
院
支
援
の
強
化
を
行
う
等
、
本
市
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
協
力
す
る
こ
と
。
 

(8
) 

②
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス

テ
ム
の
推
進
 

在
宅

療
養

支
援

診
療

所
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
、
介
護
施
設
、
ケ
ア

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
、
社
会
福

祉
士
等
と
連
携
し
、
入
院

患
者

が
ス

ム
ー

ズ
に

在

宅
医

療
へ

移
行

で
き

る

よ
う
退
院
支
援
の
強
化
、

適
切

な
情

報
提

供
や

急

変
時

の
受

入
体

制
を

整

備
す
る
。
 

②
在

宅
療

養
支

援
診

療
所
、
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ

ョ
ン

、
介

護
施

設
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ

ー
、
社
会
福
祉
士
等
を

支
援
し
、
入
院
患
者
が

ス
ム

ー
ズ

に
在

宅
医

療
へ

移
行

で
き

る
よ

う
退
院
支
援
の
強
化
、

適
切
な
情
報
提
供
、
急

変
時

の
受

け
入

れ
体

制
を
強
化
す
る
。
 

入
退
院
支
援
セ
ン

タ
ー
、
地
域
医
療

連
携
室
、
総
合
相

談
セ
ン
タ
ー
を
一

元
化
し
、
入
退
院

患
者

情
報

の
把

握
、
退
院
支
援
へ

早
期
着
手
、
円
滑

な
ベ
ッ
ド
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
を
合
理
的

に
行
う
。
 

患
者
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
は
、
地
域
医
療
連
携
室
・
入
退
院
支
援
室
・
が
ん
診
療
連
携
室
・

が
ん
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
・
医
療
福
祉
相
談
室
、
そ
し
て
今
年
度
新
た
に
国
際
医
療
支
援
室
が

新
設
さ
れ
、
６
部
署
を
統
合
し
一
元
化
さ
れ
運
営
し
て
い
る
。
地
域
完
結
型
医
療
へ
の
つ
な
ぎ

と
し
て
の
当
院
の
あ
る
べ
き
姿
に
、
当
部
署
の
関
り
が
深
く
な
っ
て
お
り
、
入
退
院
支
援
調
整

を
強
化
す
る
こ
と
で
効
率
的
な
病
床
管
理
の
推
進
を
目
標
に
運
営
し
て
い
る
。
令
和
４
年
度

の
平
均
在
院
日
数
は

11
.2

日
（
0.
52

日
短
縮
）
、
在
宅
復
帰
率

95
.3
％
（
0.
6％

増
加
）
と

前
年
度
よ
り
改
善
し
た
。
波
及
効
果
と
し
て
各
病
棟
・
部
署
の
退
院
前
後
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
や

自
宅
訪
問
が
増
加
し
、
多
職
種
連
携
で
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
退
院
前
後
カ
ン
フ
ァ
レ
ン

ス
は
リ
モ
ー
ト
を
活
用
し
、
病
棟
側
も
積
極
的
に
参
加
で
き
る
環
境
を
整
え
、
在
宅
側
と
の
共

有
の
場
を
設
定
し
た
。
師
長
研
修
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
退
院
支
援
研
修
と
訪
問
看
護
実
習
を

導
入
し
た
。
 

患
者
家
族
の
意
思
決
定
を
尊
重
し
た
入
退
院
支
援
プ
ロ
セ
ス
を
提
供
で
き
る
院
内
体
制
の

確
立
に
支
援
し
て
い
く
事
が
当
部
署
の
使
命
で
あ
る
。
今
後
も
、
院
内
外
の
シ
ー
ム
レ
ス
な
多

職
種
連
携
で
、
安
心
し
て
住
み
慣
れ
た
地
域
へ
帰
る
事
が
出
来
る
よ
う
に
尽
力
し
て
い
き
た

い
。
 

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅲ
 

 
患
者
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
の
設
置
に
よ

り
入
退
院
支
援
調
整

が
効
率
的
に
運
営
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
評

価
す
る
。
退
院
前
後

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の

リ
モ
ー
ト
活
用
や
退

院
支
援
研
修
等
は
今

後
も
継
続
し
て
い
た

だ
き
た
い
。
 

評
価
：
Ⅲ
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1
3
 

昨
年
に
比
べ
、
退
院
調
整
件
数
は

72
1
件
増
加
し
た
。
要
因
と
し
て
コ
ロ
ナ
の
影
響
等
も

継
続
す
る
中
、
病
院
運
営
と
し
て
の
患
者
受
け
入
れ
制
限
は
昨
年
に
比
べ
減
少
し
た
。
 

コ
ロ
ナ
関
連
で
の
退
院
調
整
制
限
（
施
設
転
院
等
）
は
病
棟
単
位
に
よ
る
限
定
的
な
方
法
で

実
施
し
、
自
宅
退
院
調
整
等
に
は
大
き
な
影
響
は
無
か
っ
た
。
 

 

（
在
宅
医
療
の
関
連
指
標
）
 

指
標
名
 

令
和
３
年
度

実
績
 

令
和
４
年
度

実
績
 

令
和
４
年
度
目
標
 

退
院
調
整
実
施
件
数
 

7,
35
8
件
 

8,
07
9
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

訪
問
看
護
指
示
書
件
数
 

26
0
件
 

30
0
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

介
護
保
険
主
治
医
意
見
書
件
数
 

40
2
件
 

47
4
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

在
宅
療
養
支
援
診
療
所
へ
の
紹
介
件
数
 

1,
18
6
件
 

87
4
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

 

（
6）

市
民
へ
の
情
報
の
提
供
・
発
信
 

 
 
市
民
に
対
し
、
病
院
の
診
療
機
能
・
運
営
状
況
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
・
発
信
に
努
め
る
と
と
も
に
、
医
療
に
関
す
る
知
識
の
普
及
啓
発
を
推
進
す
る
こ
と
。
 

(9
) 

(6
)市

民
に
対
し
、
市
立

病
院
の
診
療
機
能
・
運
営

状
況

に
つ

い
て

の
情

報

提
供
・
発
信
に
努
め
る
と

と
も
に
、
医
療
に
関
す
る

正
し

い
知

識
の

普
及

啓

発
を
推
進
す
る
。
情
報
発

信
の
手
段
と
し
て
、
当
院

の
院
外
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

広
報
誌
等
を
活
用
し
、
診

療
実

績
や

医
療

情
報

を

提
供
す
る
。
 

(6
)
市
民
に
対
し
、
病

院
の
診
療
機
能
・
運
営

状
況

に
つ

い
て

の
情

報
提
供
・
発
信
に
努
め

る
と
と
も
に
、
医
療
に

関
す

る
知

識
の

普
及

啓
発
を
推
進
す
る
。
情

報
発

信
の

手
段

と
し

て
、
当
院
の
院
外
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
、
広
報
誌
等

を
活

用
し

診
療

実
績

や
医

療
情

報
の

掲
載

を
強
化
す
る
。
 

院
外
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
 新
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
は
、
病
院
の

情
報
を
広
く
発
信

し
、
よ
り
良
い
医

療
に
繋
げ
て
い
く

こ
と
に
努
め
る
。

ま
た
、
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
ー
対
策
強
化

も
行
う
。
 

     病
院
情
報
の
公
表
 

     

令
和
４
年
１
月
よ
り
院
外
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
以
下
、
HP
。
）
に
シ
ス
テ
ム
不
具
合
が
起
こ
り
、

令
和
４
年
３
月
よ
り
仮

HP
を
公
開
し
て
い
た
。
HP

制
作
・
保
守
サ
ポ
ー
ト
が
可
能
で
あ
る
委

託
会
社
と
新
た
に
契
約
を
締
結
し
、
段
階
を
踏
み
つ
つ
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

HP
を
公
開
し
た
。
 

（
第
１
回
目
：
令
和
４
年
９
月
、
第
２
回
目
：
令
和
４
年

11
月
、
第
３
回
目
：
令
和
５
年
２

月
）
 

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

HP
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
受
診
案
内
や
各
診
療
科
の
特
色
や
診
療
実
績
な

ど
コ
ン
テ
ン
ツ
の
見
直
し
や
修
正
を
行
い
、
市
民
に
分
か
り
や
す
い
内
容
と
な
る
よ
う
努
め

た
。
ま
た
、
各
セ
ン
タ
ー
の
紹
介
や
放
射
線
治
療
ペ
ー
ジ
な
ど

17
ペ
ー
ジ
を
新
規
で
作
成
し
、

よ
り
多
く
の
情
報
を
発
信
し
た
。
内
容
だ
け
で
は
な
く
ペ
ー
ジ
構
成
も
見
直
し
、
HP

利
用
者

が
求
め
る
情
報
を
得
や
す
い
作
り
に
し
た
。
 

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

HP
公
開
後
は
、
診
療
に
関
わ
る
情
報
（
休
診
・
代
診
情
報
や
診
療
制
限
等
）

や
、
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
と
し
て
の
市
民
向
け
サ
ロ
ン
に
関
す
る
案
内
な
ど
、
リ
ア

ル
タ
イ
ム
で
情
報
を
発
信
し
た
。
 

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
面
に
関
し
て
は
、
問
題
の
あ
っ
た
問
合
せ
フ
ォ
ー
ム
の
箇
所
を
外
部
サ

ー
ビ
ス
の
利
用
で
悪
用
が
で
き
な
い
よ
う
に
し
た
。
ま
た
、
障
害
時
の
復
旧
に
時
間
が
か
か
っ

た
た
め
、
HP

公
開
の
仕
組
み
を
変
更
す
る
事
で
改
善
し
た
。
 

 厚
生
労
働
省
が
推
奨
し
て
い
る
「
病
院
情
報
の
公
表
」
は
、
診
療
情
報
の
提
供
や
活
用
等
、

診
療
の
透
明
化
や
改
善
の
努
力
を
評
価
す
る
趣
旨
で
平
成

29
年
度
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
。
厚

生
労
働
省
の
指
定
す
る
項
目
に
つ
い
て
、
当
院
の
診
療
に
関
す
る
情
報
を
公
開
す
る
こ
と
に

よ
り
、
患
者
や
地
域
住
民
が
当
院
の
診
療
内
容
や
特
長
等
の
情
報
を
自
主
的
に
得
ら
れ
る
よ

う
、
HP

に
て
情
報
を
提
供
し
て
い
る
。
「
病
院
情
報
の
公
表
」
は
毎
年

10
月
に
更
新
を
行
う

こ
と
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
継
続
し
て
掲
載
を
行
っ
た
。
 

ｳｴ
ｲﾄ
 

1 

評
価
 

Ⅳ
 

 
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し

た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は

見
や
す
く
な
っ
て
お

り
、
市
民
へ
の
情
報

提
供
が
適
切
に
実
施

さ
れ
て
い
る
。
今
後

は
人
間
ド
ッ
ク
の
混

雑
状
況
の
提
供
な
ど

病
院
側
の
事
務
負
担

軽
減
と
利
用
者
の
利

便
性
の
向
上
を
図
っ

て
い
た
だ
き
た
い
。

ま
た
、
広
報
誌
は
発

行
継
続
が
望
ま
し
い

た
め
発
行
方
法
を
検

討
し
て
い
た
だ
き
た

い
。
 

評
価
：
Ⅳ
 

 
HP

再
開
に

向
け
た
努
力
を

評
価
す
る
が
、

同
様
の
事
態
を

招
く
こ
と
が
無

い
よ
う
、
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
ー
対

策
に
万
全
を
期

さ
れ
た
い
。
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1
4
 

広
報
誌
発
行
 

広
報
誌
発
行
に
つ
い
て
は
、
今
年
度
は
１
冊
も
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
連
携

ク
リ
ニ
ッ
ク
及
び
患
者
へ
最
新
の
医
療
機
器
導
入
や
新
た
な
診
療
科
の
情
報
等
発
信
を
し

た
。
 

様
式
１
－
１
－
４
－
２
 
年
度
評
価
 
項
目
別
評
定
調
書
（
市
民
に
対
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措
置
）
 

１
．
当
項
目
に
関
す
る
情
報
 

１
－
２
 

診
療
機
能
の
充
実
 

業
務
に
関
連
す
る
政
策
・
施
策
 

（
１
）
高
度
医
療
の
充
実
 

 
 
①
専
門
性
を
持
っ
た
医
療
人
の
確
保
 

②
医
療
機
器
の
計
画
的
な
更
新
・
整
備
 

（
２
）
が
ん
医
療
の
充
実
 

 
 
①
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
と
し
て
の
機
能
の
充
実
 

（
３
）
地
域
医
療
機
関
と
の
連
携
推
進
・
強
化
 

 
 
①
地
域
医
療
機
関
と
の
連
携
推
進
・
強
化
 

（
４
）
人
材
の
確
保
及
び
育
成
 

 
 
①
医
療
水
準
の
維
持
・
向
上
の
た
め
の
専
門
性
向
上
お
よ
び
人
材
確
保
と
育
成
 

（
５
）
安
全
安
心
で
質
の
高
い
医
療
の
提
供
 

 
 
①
患
者
中
心
の
医
療
 

②
医
療
安
全
対
策
の
徹
底
 

③
医
療
の
標
準
化
と
最
適
な
医
療
の
提
供
 

④
法
令
の
遵
守
及
び
行
動
規
範
に
沿
っ
た
業
務
運
営
 

当
該
事
業
実
施
に
係
る
根
拠

（
個
別
法
条
文
な
ど
）
 

－
 

当
該
項
目
の
重
要
度
、
難
易
度
 

ウ
エ
イ
ト
付
け
は
各
項
に
記
載
 

 

関
連
す
る
政
策
評
価
・
行
政
事

業
レ
ビ
ュ
ー
 

－
 

２
．

 主
要
な
経
年
デ
ー
タ
 

 
①
主
要
な
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
（
ア
ウ
ト
カ
ム
）
情
報
 

 
②
主
要
な
イ
ン
プ
ッ
ト
情
報
 

 
指
標
 

達
成

目
標
 

(参
考
)中

期
計
画
 

令
和
元
年
度
実
績
 

令
和
２
年
度
 
令
和
３
年
度
 
令
和
４
年
度
 
令
和
５
年
度
 

指
標
 

令
和
２
年
度
 

令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

令
和
５
年
度
 

手
術
ナ
ビ

ゲ
ー
シ
ョ

ン
シ
ス
テ

ム
実
施
件

数
 

耳
鼻
咽
喉
科
 

 
４
件
 

６
件
 

３
件
 

７
件
 

 
 

 
－
 

－
 

－
 

－
 

脳
神
経
外
科
 

 
11

件
 

３
件
 

８
件
 

10
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

整
形
外
科
 

 
25

件
 

25
件
 

12
件
 

19
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

眼
科
 

 
－
 

－
 

－
 

１
件
 

 

レ
ー
ザ
ー
破
砕
装
置
を
用
い
た
施
設

実
績
件
数
 

 
37

件
 

25
件
 

22
件
 

42
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

高
度
医
療

の
関
連
指

標
 

CT
件
数
 

 
17
,8
12

件
 

15
,6
14

件
 

14
,8
37

件
 

15
,3
28

件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

MR
I
件
数
 

 
7,
50
3
件
 

6,
36
3
件
 

6,
40
9
件
 

6,
74
6
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

RI
件
数
 

 
80
4
件
 

68
7
件
 

82
8
件
 

80
4
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

心
臓
ｶﾃ
ｰﾃ
ﾙ検

査
件
数
 

 
45
2
件
 

31
1
件
 

25
8
件
 

24
8
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
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1
5
 

経
皮
的
冠
動
脈
形
成

術
（
PC
I）

件
数
 

 
20
2
件
 

12
0
件
 

10
1
件
 

92
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

ｱﾌ
ﾞﾚ
ｰｼ
ｮﾝ
治
療
件
数
 

 
15
8
件
 

12
6
件
 

10
7
件
 

11
5
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

脳
血
管
造
影
件
数
 

 
27
4
件
 

15
3
件
 

11
3
件
 

11
5
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

血
管
内
治
療
件
数
 

 
10
9
件
 

91
件
 

62
件
 

61
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

血
栓
溶
解
療
法
（
t-

PA
）
治
療
件
数
 

 
５
件
 

３
件
 

８
件
 

４
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

手
術
件
数
(手

術
室
) 

 
3,
56
1
件
 

3,
07
8
件
 

2,
83
9
件
 

3,
32
4
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

う
ち
全
身
麻
酔
手
術
件
数
 

 
2,
10
2
件
 

1,
89
0
件
 

1,
61
1
件
 

2,
13
4
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

う
ち
腹
腔
鏡
下
・
胸

腔
鏡
下
手
術
件
数
 

(※
1
ﾎﾟ
ﾘﾍ
ﾟｸ
は
除
く
) 

 
60
1
件
 

50
8
件
 

42
9
件
 

52
3
件
 

 

 

－
 

－
 

－
 

－
 

内
視
鏡
に
よ
る
手
術
件

数
(E
SD
＊
2E
SD
：
内
視
鏡

的
粘
膜
下
層
剥
離
術
) 

 
75

件
 

86
件
 

93
件
 

10
6
件
 

 

 

－
 

－
 

－
 

－
 

が
ん
診
療

連
携
パ
ス

実
績
 

胃
が
ん
 

 
０
件
 

３
件
 

２
件
 

６
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

大
腸
が
ん
 

 
３
件
 

11
件
 

14
件
 

22
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

乳
が
ん
 

 
39

件
 

42
件
 

75
件
 

60
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

肺
が
ん
 

 
０
件
 

０
件
 

０
件
 

０
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

肝
が
ん
 

 
０
件
 

０
件
 

０
件
 

０
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

前
立
腺
が
ん
 

 
０
件
 

０
件
 

０
件
 

０
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

合
 
計
 

 
42

件
 

56
件
 

91
件
 

88
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

が
ん
医
療

の
関
連
指

標
が
ん
医

療
の
関
連

指
標
 

全
が
ん
退
院
患
者
数
 

 
1,
62
2
人
 

1,
61
2
人
 

1,
37
1
人
 

1,
50
0
人
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

う
ち
５
大
が
ん
退
院

患
者
数
 

 
73
1
人
 

73
6
人
 

63
3
人
 

64
6
人
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

が
ん
患
者
外
来
化
学
療

法
患
者
数
 

 
2,
66
4
人
 

2,
94
4
人
 

2,
90
6
人
 

3,
24
7
人
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

が
ん
放
射
線
治
療
実

患
者
数
 

 
29
6
人
 

26
6
人
 

22
3
人
 

27
6
人
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

が
ん
患
者
相
談
件
数
 

 
1,
47
9
人
 

1,
67
0
人
 

1,
32
2
人
 

1,
21
4
人
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

全
国
が
ん
登
録
件
数
 

 
95
2
件
 

1,
06
0
件
 

1,
03
8
件
 

88
3
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

が
ん
診
療
連
携
パ
ス

適
用
数
 

 
41

件
 

56
件
 

91
件
 

88
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

が
ん
研
修
会
等
開
催
数

（
医
療
者
）
 

 
４
回
 

（
10
3
人
）
 

４
回
 

（
85

人
）
 

７
回
 

（
32
2
人
）
 

８
回
 

（
15
8
人
）
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

が
ん
講
演
会
等
開
催

数
（
市
民
対
象
）
 

 
12

回
 

（
19
4
人
）
 

０
回
 

（
０
人
）
 

０
回
 

（
０
人
）
 

６
回
 

（
83

人
）
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
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1
6
 

地
域
医
療

連
携
の
関

連
指
標
 

紹
介
率
 

65
％
 

77
.0
％
 

78
.4
％
 

80
.6
％
 

70
.2
％
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

逆
紹
介
率
 

40
％
 

84
.6
％
 

99
.7
％
 

93
.6
％
 

82
.2
％
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

地
域
連
携
パ
ス
適
用
数

（
大
腿
骨
頸
部
骨
折
）
 

 
パ
ス
発
行
件
数
 

12
7
件

 

パ
ス
発
行
件
数
 

12
6
件

 

パ
ス
発
行
件
数
 

15
4
件

 

パ
ス
発
行
件
数
 

14
6
件

 
 

 
－
 

－
 

－
 

 

地
域
連
携
パ
ス
適
用
数

（
脳
卒
中
）
 

 
パ
ス
発
行
件
数
 

41
0
件

 

パ
ス
発
行
件
数
 

35
1
件

 

パ
ス
発
行
件
数
 

14
2
件

 

パ
ス
発
行
件
数
 

10
5
件

 
 

 
－
 

－
 

－
 

 

開
放
病
床
利

用
率
(5

床
) 

在
院
患
者
数
 

 
2,
55
5
人
 

2,
37
0
人
 

2,
36
7
人
 

2,
62
3
人
 

 
 

－
 

－
 

－
 

 

開
放
病
床
利
用
率
 

 
14
0.
0％

 
12
9.
8％

 
12
9.
7％

 
14
3.
7％

 
 

 
－
 

－
 

－
 

 

専
門
性
及

び
医
療
技

術
の
向
上

の
関
連
指

標
 

初
期
研
修
医
数
 

 
20

人
 

13
人
 

15
人
 

16
人
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

専
攻
医
（
後
期
研
修

医
）
数
 

 
11

人
 

16
人
 

15
人
 

22
人
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

派
遣
研
修
人
数
（
県

内
）
 

 
初
：
７
人
 

後
：
０
人
 

初
：
13

人
 

後
：
０
人
 

初
：
13

人
 

後
：
５
人
 

初
：
30

人
 

 専
：
４
人
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

派
遣
研
修
人
数
（
県

外
）
 

 
初
：
５
人
 

後
：
０
人
 

初
：
１
人
 

後
：
０
人
 

初
：
０
人
 

後
：
０
人
 

初
：
２
人
 

専
：
０
人
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

学
会
発
表
数
（
医
師
）
 

 
77

件
 

40
件
 

45
件
 

50
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

学
会
発
表
数
（
看
護
師
）
 

 
20

件
 

６
件
 

４
件
 

13
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

学
会
発
表
数
（
そ
の

他
ﾒﾃ
ﾞｨ
ｶﾙ
ｽﾀ
ｯﾌ
）
 

 
29

件
 

13
件
 

22
件
 

44
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

論
文
発
表
数
(全

体
) 

 
51

件
 

37
件
 

33
件
 

16
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

専
門
資
格
取
得
者
数

（
新
規
）
 

 
３
人
 

１
人
 

19
人
 

31
人
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

事
務
ス
タ

ッ
フ
の
専

門
性
の
向

上
の
関
連

指
標
 

病
院
経
営
研
修
等
へ

の
受
講
回
数
(合

計
) 

 
84

回
 

18
回
 

17
回
 

10
回
 

 
 

 
 

 
 

事
務
職
員
勉
強
会
等
 

 
３
回
 

６
回
 

11
回
 

０
回
 

 
 

 
 

 
 

外
部
講
師
に
よ
る
講

演
指
導
等
 

 
５
回
 

１
回
 

０
回
 

２
回
 

 
 

 
 

 
 

オ
ン
ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー
 

 
２
回
 

27
回
 

29
回
 

28
回
 

 
 

 
 

 
 

専
門
資
格
取
得
者
数

(新
規
) 

 
９
人
 

１
人
 

４
人
 

３
人
 

 
 

 
 

 
 

医
療
安

全
・
院
内

感
染
対
策

の
関
連
指

標
 

医
療
安
全
対
策
委
員

会
等
開
催
数
 

 
12

回
 

12
回
 

12
回
 

12
回
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

医
療
安
全
研
修
等
実

施
回
数
 

 
10

回
 

５
回
 

２
回
 

２
回
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

ｲﾝ
ｼﾃ
ﾞﾝ
ﾄﾚ
ﾎﾟ
ｰﾄ
報
告

件
数
 

 
1,
59
2
件
 

1,
60
2
件
 

1,
45
8
件
 

1,
49
6
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
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1
7
 

ｱｸ
ｼﾃ
ﾞﾝ
ﾄﾚ
ﾎﾟ
ｰﾄ
報
告

件
数
 

 
40

件
 

24
件
 

22
件
 

43
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

院
内
感
染
対
策
委
員
会

等
開
催
数
 

 
12

回
 

４
回
 

４
回
 

10
回
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

感
染
管
理
ﾁｰ
ﾑﾗ
ｳﾝ
ﾄﾞ
回

数
 

 
48

回
 

32
回
 

30
回
 

24
回
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

院
内
感
染
対
策
研
修
会

等
開
催
数
 

 
26

回
 

（
89
9
人
）
 

９
回
 

(5
00

人
) 

８
回
 

(2
,8
47

人
) 

10
回
 

(1
,1
64

人
) 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

患
者
中
心

の
医
療
の

実
践
の
関

連
指
標
 

ｾｶ
ﾝﾄ
ﾞｵ
ﾋﾟ
ﾆｵ
ﾝ件

数

(院
外
か
ら
当
院
へ
) 

 
21

件
 

13
件
 

７
件
 

11
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

ｾｶ
ﾝﾄ
ﾞｵ
ﾋﾟ
ﾆｵ
ﾝ件

数

(当
院
か
ら
院
外
へ
) 

 
29

件
 

39
件
 

19
件
 

30
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

医
療
の
標

準
化
と
最

適
な
医
療

の
提
供
の

関
連
指
標
 

ｸ
ﾘ
ﾆ
ｶ
ﾙ
ﾊ
ﾟ
ｽ
適

用
患

者

数
 

 
5,
23
5
人
 

5,
35
4
人
 

5,
74
5
人
 

6,
05
7
人
 

 

 

－
 

－
 

－
 

－
 

ｸﾘ
ﾆｶ
ﾙﾊ
ﾟｽ
種
類
数
 

 
21
7(
累
計
) 

29
4(
累
計
) 

32
6(
累
計
) 

31
2(
累
計
) 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
の
関

連
指
標
 

研
修
会
開
催
数
 

 
０
回
 

０
回
 

０
回
 

０
回
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

参
加
者
数
 

 
０
人
 

０
人
 

０
人
 

０
人
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

３
．
各
事
業
年
度
の
業
務
に
係
る
目
標
、
計
画
、
業
務
実
績
、
年
度
評
価
に
係
る
自
己
評
価
 

 

中
期
計
画
 

年
度
計
画
 

主
な
評
価
指
標
 

法
人
の
業
務
実
績
・
自
己
評
価
 

評
価
委
員
会
 

意
見
 

市
長
に
よ
る
評
価
 

業
務
実
績
 

自
己

評
価
 

2 
診
療
機
能
の
充
実
 

(1
)高

度
医
療
の
充
実
 

①
専
門
性
を
持
っ
た
医
療
人
の
確
保
 

高
度
医
療
の
充
実
を
図
る
た
め
、
専
門
性
を
持
っ
た
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。
 

(1
0)
 

2
 

診
療

機
能

の
充

実
 

(1
)高

度
医
療
の
充
実
 

 

①
専

門
性

を
持

っ
た

医
療
人
の
確
保
 

高
度

医
療

の
充

実

を
図
る
た
め
、医

師
を

は
じ
め
、専

門
性
を
持

2 
同
左
 

(1
) 

同
左
 

   ①
 
同
左
 

    高
度

医
療

機
器

を
用

い
た

使
用

件
数
 

    今
年
度
も
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け
、
不
急
の
入
院
や
検
査
、
手
術
の
延
期
等
、
一
般
医
療
に
一

部
制
限
が
生
じ
た
こ
と
も
あ
り
、
高
度
医
療
の
関
連
指
標
項
目
(M
RI

除
く
)で

目
標
に
未
達
で
あ

っ
た
。
前
年
度
と
の
件
数
比
較
で
は
、
前
年
度
並
み
の
件
数
で
あ
っ
た
。
 

（
高
度
医
療
の
関
連
指
標
）
 

指
標
名
 

令
和
３
年
度
実
績
 
令
和
４
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
目
標
 

    ｳｴ
ｲﾄ
 

２
 

評
価
 

Ⅲ
 

     
今
後
と
も
専
門
性

を
持
っ
た
医
療
人
の

継
続
確
保
に
努
力
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

ま
た
、
専
門
性
を
持

    評
価
：
Ⅲ
 

 
コ
ロ
ナ
対
応
と

一
般
医
療
の
両
立

は
道
半
ば
で
あ
る

も
の
の
、
高
度
医
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1
8
 

っ
た

医
療

ス
タ

ッ
フ

の
確
保
に
努
め
る
。
 

CT
件
数
 

14
,8
37

件
 

15
,3
28

件
 

17
,4
00

件
 

MR
I
件
数
 

6,
40
9
件
 

6,
74
6
件
 

6,
70
0
件
 

RI
件
数
 

82
8
件
 

80
4
件
 

85
0
件
 

心
臓
カ
テ
ー
テ
ル
検
査
件
数
 

25
8
件
 

24
8
件
 

45
0
件
 

経
皮
的
冠
動
脈
形
成
術
（
PC
I）

件
数
 

10
1
件
 

92
件
 

20
0
件
 

ア
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
治
療
件
数
 

10
7
件
 

11
5
件
 

15
0
件
 

脳
血
管
造
影
件
数
 

11
3
件
 

11
5
件
 

25
0
件
 

血
管
内
治
療
件
数
 

62
件
 

61
件
 

12
0
件
 

血
栓
溶
解
療
法
（
t-
PA
）
治
療
件
数
 

８
件
 

４
件
 

５
件
 

手
術
件
数
（
手
術
室
）
 

2,
83
9
件
 

3,
32
4
件
 

3,
50
0
件
 

う
ち
全
身
麻
酔
手
術
件
数
 

1,
61
1
件
 

2,
13
4
件
 

2,
00
0
件
 

う
ち
腹
腔
鏡
下
・
胸
腔
鏡
下
手
術
 

42
9
件
 

52
3
件
 

57
0
件
 

内
視
鏡
に
よ
る
手
術
件
数
（
*E
SD
）
 

93
件
 

10
6
件
 

90
件
 

*E
SD
：
内
視
鏡
的
粘
膜
下
層
剥
離
術
 

っ
た
医
療
人
の
確
保

状
況
に
つ
い
て
分
か

り
や
す
い
指
標
の
設

定
を
検
討
さ
れ
た

い
。
 

療
関
連
指
標
の
向

上
を
評
価
す
る
。

さ
ら
な
る
改
善
、

充
実
を
期
待
す

る
。
 

①
 

医
療
機
器
等
の
計
画
的
な
更
新
・
整
備
 

市
立
病
院
に
求
め
ら
れ
る
医
療
を
持
続
的
に
提
供
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
医
療
機
器
等
を
計
画
的
に
更
新
・
整
備
す
る
こ
と
。
 

(1
1)
 

②
医
療
機
器
等
の
計

画
的
な
更
新
・
整
備
 

医
療

機
器

の
整

備
・
更
新
に
つ
い
て

は
、
費
用
対
効
果
、
地

域
の
医
療
機
関
と
の

連
携
、
が
ん
治
療
に

対
す
る
放
射
線
療
法

等
、
医
療
需
要
及
び

医
療
技
術
の
進
展
等

か
ら
総
合
的
に
判
断

し
、
市
立
病
院
に
求

め
ら
れ
る
役
割
を
持

続
的
に
提
供
で
き
る

よ
う
、
計
画
的
に
更

新
・
整
備
す
る
。
 

②
 
同
左
 

主
な
更
新
機
器
 

  補
助

金
に

よ
る

整
備
機
器
等
 

 運
営

費
交

付
金

に
よ

る
整

備
機

器
等
 

血
管

造
影

Ｘ
線

診
断
装
置
更
新
 

  Ｍ
Ｒ
Ｉ
更
新
 

  電
子

カ
ル

テ
シ

ス
テ

ム
及

び
各

部
門

シ
ス

テ
ム

機
器
選
定
 

鏡
視
下
手
術
装
置
、
電
子
カ
ル
テ
デ
ー
タ
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
装
置
、
脳
神
経
外
科
用
内
視
鏡
シ
ス

テ
ム
等
 
 
計

20
1
件
 

 ク
リ
ー
ン
パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン
、
人
工
呼
吸
器
等
 
 
計
６
件
 

  簡
易
隔
離
ユ
ニ
ッ
ト
 
 
計
１
件
 

  

血
管
造
影
Ｘ
線
診
断
装
置
の
更
新
に
つ
い
て
、
新
病
院
オ
ー
プ
ン
に
合
わ
せ
更
新
す
る
方
が
、

更
新
に
伴
う
診
療
停
止
が
な
い
た
め
収
益
減
が
無
く
、
ま
た
、
移
設
費
用
が
不
要
で
費
用
も
抑
え

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
今
年
度
の
更
新
を
見
送
っ
た
。
 

 

MR
I
機
器
を
選
定
し
契
約
締
結
し
た
が
、
納
品
前
に
部
品
の
一
部
に
不
具
合
が
見
つ
か
っ
た
た

め
、
翌
年
度
へ
納
期
変
更
と
な
っ
た
。
 

 

次
年
度
更
新
予
定
の
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
及
び
各
部
門
シ
ス
テ
ム
の
選
定
作
業
に
着
手
し

た
。
複
数
ベ
ン
ダ
ー
に
よ
る
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
。
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
、

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
仕
様
作
成
、
病
院
建
替
に
伴
う
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
の
移
設
計
画
に
時
間
を

要
し
た
た
め
業
者
選
定
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
令
和
５
年
７
月
に
業
者
決
定
す
る
。
 

 

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅲ
 

 
引
き
続
き
新
病
院

へ
の
設
備
投
資
と
バ

ラ
ン
ス
を
と
り
な
が

ら
、
医
療
機
器
等
の

計
画
的
更
新
・
整
備

に
努
め
ら
れ
た
い
。
 

評
価
：
Ⅲ
  

- 157 -



1
9
 

(2
)が

ん
医
療
の
充
実
 

専
門
的
な
が
ん
医
療
の
提
供
、
が
ん
医
療
の
地
域
連
携
協
力
体
制
の
構
築
、
が
ん
患
者
や
そ
の
家
族
に
対
す
る
相
談
支
援
、
情
報
提
供
等
を
行
う
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
と
し
て
、
が
ん
医
療
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。
 

(1
2)
 

(2
)が

ん
医
療
の
充
実
 

専
門
的
な
が
ん
医

療
の
提
供
、
が
ん
診

療
の
地
域
連
携
協
力

体
制
の
構
築
、
が
ん

患
者
や
そ
の
家
族
に

対
す
る
相
談
支
援
、

情
報
提
供
等
を
行
う

地
域
が
ん
診
療
連
携

拠
点
病
院
と
し
て
、

が
ん
医
療
の
充
実
に

努
め
る
。
 

ま
た
、
が
ん
診
療
連

携
パ
ス
の
利
用
を
促

進
、
が
ん
診
療
に
従

事
す
る
医
師
等
に
対

す
る
研
修
会
開
催
、

全
国
が
ん
登
録
の
推

進
、
が
ん
患
者
の
就

労
支
援
の
啓
発
、
が

ん
フ
ォ
ー
ラ
ム
等
の

講
演
会
を
継
続
し
て

開
催
す
る
。
 

(2
) 

同
左
 

                                   

が
ん
医
療
の
関
連
指
標
に
つ
い
て
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け
た
項
目
も
あ
っ
た
が
前
年
度
並

を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
外
来
化
学
療
法
患
者
数
は

3,
24
7
人
で
前
年
度
と
比
較
し
て

34
1

人
増
加
し
、
放
射
線
治
療
の
実
患
者
数
は

27
6
人
で
前
年
度
と
比
較
し
て

53
人
増
加
し
た
。
 

が
ん
患
者
外
来
化
学
療
法
患
者
数
の
増
加
に
つ
い
て
、
入
院
治
療
か
ら
外
来
治
療
へ
移
行
し

て
お
り
、
注
射
薬
と
の
併
用
や
内
服
の
み
で
の
化
学
療
法
が
増
え
て
い
る
。
 

地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
の
役
割
と
し
て
、
が
ん
診
療
連
携
パ
ス
の
利
用
促
進
を
は
か

る
事
は
重
要
で
あ
る
が
、
５
大
が
ん
と
前
立
腺
が
ん
の
が
ん
診
療
連
携
パ
ス
の
適
応
件
数
は
、
88

件
で
前
年
度
と
比
較
し
て
若
干
減
少
し
た
。
 

地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
の
指
定
更
新
を
令
和
５
年
３
月
ま
で
に
終
え
、
４
年
間
（
令
和

５
年
４
月
～
令
和
９
年
３
月
末
）
の
指
定
を
受
け
た
。
 

 

(が
ん
医
療
の
関
連
指
標
) 

 （
が
ん
診
療
連
携
パ
ス
実
績
）
 

 

指
標
名
 

 令
和
３
年
度
実
績
 
令
和
４
年
度
実
績
 

令
和

4
年
度
目
標
 

全
が
ん
退
院
患
者
数
 

1,
37
1
人
 

1,
50
0
人
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

う
ち
５
大
が
ん
退
院
患
者
数
 

63
3
人
 

64
6
人
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

が
ん
患
者
外
来
化
学
療
法
患
者
数
 

2,
90
6
人
 

3,
24
7
人
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

が
ん
放
射
線
治
療
実
患
者
数
 

22
3
人
 

27
6
人
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

が
ん
患
者
相
談
件
数
 

1,
32
2
件
 

1,
21
4
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

全
国
が
ん
登
録
件
数
 

1,
03
8
件
 

88
3
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

が
ん
地
域
連
携
パ
ス
適
用
件
数
 

91
件
 

88
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

が
ん
研
修
会
等
開
催
数
(医

療
者
) 

７
回
(3
22

人
) 

８
回
(1
58

人
) 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

が
ん
講
演
会
等
開
催
数
(市

民
対
象
) 

０
回
(０

人
) 

６
回
(8
3
人
）
 

12
回
（
20
0
人
）
 

 
令
和
元
年
度
 

令
和
２
年
度
 

令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

胃
が
ん
 

０
件
 

３
件
 

２
件
 

６
件
 

大
腸
が
ん
 

３
件
 

11
件
 

14
件
 

22
件
 

乳
が
ん
 

39
件
 

42
件
 

75
件
 

60
件
 

肺
が
ん
 

０
件
 

０
件
 

０
件
 

０
件
 

肝
が
ん
 

０
件
 

０
件
 

０
件
 

０
件
 

前
立
腺
が
ん
 

０
件
 

０
件
 

０
件
 

０
件
 

合
 
計
 

42
件
 

56
件
 

91
件
 

88
件
 

ｳｴ
ｲﾄ
 

２
 

評
価
 

Ⅲ
 

 
コ
ロ
ナ
の
影
響
の

中
で
、
「
地
域
が
ん

診
療
連
携
拠
点
病

院
」
の
更
新
を
終
え

た
こ
と
を
評
価
す

る
。
今
後
も
継
続
し

て
実
績
を
あ
げ
て
い

た
だ
き
た
い
。
ま

た
、
が
ん
患
者
と
関

わ
ら
な
い
医
療
職
も

含
め
た
緩
和
ケ
ア
研

修
の
実
施
を
検
討
い

た
だ
き
た
い
。
 

評
価
：
Ⅲ
 

 
コ
ロ
ナ
禍
前
に

は
ま
だ
及
ば
な
い

も
の
の
、
地
域
が

ん
診
療
連
携
拠
点

病
院
の
大
切
な
役

割
で
あ
る
、
市
民

対
象
の
が
ん
講
演

会
等
の
再
開
に
こ

ぎ
着
け
た
こ
と
を

評
価
す
る
。
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2
0
 

医
療
者
向
け
研

修
会
 

    市
民
・
患
者
向

け
研
修
会
 

主
な
研
修
内
容
は
、
①
薬
剤
師
教
育
ｾﾐ
ﾅｰ
②
が
ん
医
療
に
従
事
す
る
医
師
等
向
け
緩
和
ケ
ア

研
修
会
③
放
射
線
療
法
と
そ
の
副
作
用
に
つ
い
て
④
合
同
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
⑤
化
学
療
法
と
そ

の
副
作
用
⑥
早
期
診
断
研
修
会
⑦
が
ん
相
談
員
実
務
者
研
修
会
、
⑧
が
ん
診
療
に
携
わ
る
医
師
、

研
修
医
、
県
内
の
ホ
ス
ピ
ス
、
緩
和
ケ
ア
病
棟
の
が
ん
専
門
看
護
師
・
社
会
福
祉
士
を
中
心
に
緩

和
ケ
ア
研
修
会
を
開
催
し
た
。
 

 市
民
や
患
者
向
け
の
研
修
会
等
は
、
コ
ロ
ナ
の
状
況
も
鑑
み
、
感
染
対
策
も
講
じ
な
が
ら
開
催

し
た
。
社
会
生
活
が
通
常
の
状
態
に
戻
っ
た
訳
で
も
な
い
こ
と
か
ら
回
数
を
制
限
し
な
が
ら
開

催
し
た
。
 

①
 

が
ん
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
が
ん
と
就
労
」
 
１
回
開
催
（
市
民
・
事
業
所
対
象
）
 

②
 

患
者
サ
ロ
ン
 
５
回
開
催
（
が
ん
患
者
・
家
族
対
象
）
 

診
療
情
報
管
理
室
で
は
、
例
年
通
り
が
ん
登
録
の
専
従
職
員
を
中
心
に
登
録
内
容
の
ダ
ブ
ル
チ

ェ
ッ
ク
を
行
い
入
院
及
び
外
来
症
例
の
登
録
を
行
っ
た
。
全
国
が
ん
登
録
へ
の
報
告
も
実
施
し
た
。

今
年
度
の
新
規
が
ん
登
録
件
数
は

88
3
件
で
あ
り
、
前
年
度
よ
り

15
5
件
と
減
少
し
た
。
が
ん
登

録
実
務
に
関
わ
る
知
識
・
技
術
の
向
上
を
目
的
に
、
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
主
催
の
院
内
が
ん
登

録
実
務
中
級
認
定
者
研
修
（
e-
le
ar
ni
ng

形
式
）
に
お
い
て
は
職
員
４
名
が
受
講
し
た
。
 

(3
)地

域
医
療
機
関
と
の
連
携
推
進
・
強
化
 

 
 
 地

域
で
完
結
す
る
切
れ
目
の
な
い
医
療
を
提
供
す
る
た
め
、
地
域
医
療
支
援
病
院
と
し
て
、
地
域
の
医
療
機
関
と
の
更
な
る
連
携
の
推
進
・
強
化
を
図
る
こ
と
。
 

(1
3)
 

(3
)
地

域
医

療
機

関

と
の
連
携
推
進
・
強

化
 

 

地
域
で
完
結
す
る

切
れ
目
の
な
い
医
療

を
提
供
す
る
た
め
、

地
域
医
療
支
援
病
院

と
し
て
、
地
域
の
医

療
機
関
と
の
更
な
る

連
携
の
推
進
・
強
化

を
図
り
、
紹
介
率
及

び
逆
紹
介
率
の
向
上

に
努
め
る
。
 

(3
) 
 
同
左
 

 
地
域
医
療
支
援
病
院
運
営
委
員
会
を
開
催
し
た
。
第
一
回
(令

和
４
年
４
月
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大

に
て
対
面
形
式
で
の
開
催
は
見
送
り
資
料
配
付
と
し
た
)、
第
二
回
(令

和
４
年
８
月

18
日
開
催
)

を
対
面
形
式
で
開
催
、
第
三
回
(令

和
５
年
３
月

23
日
開
催
)を

対
面
形
式
で
開
催
し
た
。
 

今
年
度
は
、
コ
ロ
ナ
流
行
等
で
開
催
を
見
送
っ
て
い
た
地
域
医
療
連
携
交
流
会
を
約
３
年
ぶ

り
に
開
催
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
開
催
す
る
に
あ
た
り
、
会
場
開
催
を
主
体
に
、
We
b
で
の
参
加
も

可
能
な
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
形
式
で
行
っ
た
。
連
携
医
療
機
関
よ
り
会
場

12
5
名
、
We
b1
00

名
の
参

加
が
あ
っ
た
。
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
対
応
に
難
渋
さ
れ
た
事
例
の
発
表
等
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

を
通
じ
意
見
交
換
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
 

各
診
療
科
と
の
取
組
み
と
し
て
、
地
域
の
医
療
機
関
か
ら
の
紹
介
患
者
を
よ
り
受
け
入
れ
る

た
め
に
も
、
逆
紹
介
の
推
進
を
図
っ
た
。
紹
介
率

70
.2
％
、
逆
紹
介
率

82
.2
％
で
あ
っ
た
。
７

月
か
ら
８
月
に
掛
け
て
院
内
ク
ラ
ス
タ
ー
発
生
に
伴
い
紹
介
受
け
入
れ
制
限
を
行
う
期
間
が
あ

り
、
紹
介
率
、
逆
紹
介
率
と
も
に
前
年
度
を
下
回
る
結
果
と
な
っ
た
。
 

登
録
医
が
利
用
で
き
る
開
放
病
床
５
床
を
確
保
し
、
当
院
医
師
と
共
同
で
治
療
で
き
る
体
制

を
整
備
し
て
い
る
。
開
放
病
床
利
用
率
は

14
3.
7％

で
あ
っ
た
。
 

大
腿
骨
頚
部
骨
折
パ
ス
、
脳
卒
中
パ
ス
の
適
用
数
は
前
年
度
を
下
回
る
結
果
で
あ
っ
た
。
パ
ス

適
用
数
は
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
入
院
制
限
や
手
術
受
入
制
限
を
行
っ
た
た
め
、
減
少
し
た
。
栄

養
科
に
お
い
て
も
、
加
算
に
か
か
わ
ら
ず
、
疾
患
の
合
併
症
や
重
症
化
リ
ス
ク
軽
減
を
目
的
と
し

て
、
転
院
先
や
在
宅
医
療
な
ど
の
療
養
先
に
入
院
中
や
退
院
時
の
栄
養
に
関
す
る
情
報
提
供
書

を
提
供
し
て
い
る
。
 

ｳｴ
ｲﾄ
 

２
 

評
価
 

Ⅱ
 

 
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、

「
地
域
医
療
支
援
病

院
運
営
委
員
会
」

「
地
域
医
療
連
携
交

流
会
」
を
開
催
し
、

連
携
医
療
機
関
と
の

意
見
交
換
等
が
図
ら

れ
た
事
を
評
価
す

る
。
ま
た
、
紹
介

率
・
逆
紹
介
率
は
低

下
し
た
が
高
率
を
維

持
、
開
放
病
床
利
用

率
は
向
上
し
て
い
る

こ
と
は
評
価
で
き

る
。
地
域
連
携
パ
ス

に
つ
い
て
、
平
時
に

戻
っ
た
後
、
パ
ス
数

や
適
用
患
者
数
の
増

加
を
図
ら
れ
た
い
。
 

評
価
：
－
 

※
評
価
対
象
外

（
コ
ロ
ナ
の
影
響

に
よ
る
未
達
成
）
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2
1
 

ま
た
、
令
和
４
年
４
月
に
地
域
の
医
師
と
の
連
携
強
化
、
医
師
会
と
の
医
療
政
策
の
密
な
情
報

共
有
、
当
院
の
経
営
改
善
を
目
的
に
那
覇
市
立
病
院
開
院
以
来
あ
っ
た
那
覇
市
立
病
院
地
区
医

師
会
を
解
散
し
、
那
覇
市
医
師
会
へ
編
入
し
た
。
当
病
院
長
に
お
い
て
は
、
那
覇
市
医
師
会
理
事

と
し
て
そ
の
任
に
あ
た
っ
て
い
る
。
令
和
５
年
３
月
末
時
点
で

64
名
が
那
覇
市
医
師
会
員
で
あ

る
。
 

（
地
域
医
療
連
携
の
関
連
指
標
）
 

指
標
名
 

令
和
３
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
目
標
 

紹
介
率
※
 

80
.6
％
 

70
.2
％
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

逆
紹
介
率
※
 

93
.6
％
 

82
.2
％
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

開
放
病
床
利
用
率
 

12
9.
7％

 
14
3.
7％

 
前
年
度
並
み
を
維
持
 

地
域
連
携
パ
ス
適
用
数
 

（
大
腿
骨
頸
部
骨
折
）
 

パ
ス
発
行
件
数
 

 
 
15
4件

 

パ
ス
発
行
件
数
 

 
 
14
6件

 
前
年
度
並
み
を
維
持
 

地
域
連
携
パ
ス
適
用
数
 

（
脳
卒
中
）
 

パ
ス
発
行
件
数
 

 
 
14
2件

 

パ
ス
発
行
件
数
 

 
 
10
5件

 
前
年
度
並
み
を
維
持
 

（
参
考
）
厚
労
省
の
紹
介
率
及
び
逆
紹
介
率
基
準
は
、
紹
介
率
60
％
以
上
か
つ
逆
紹
介
率
40
％
以
上
 

(4
)人

材
の
確
保
及
び
育
成
 

 提
供
す
る
医
療
水
準
の
維
持
・
向
上
や
病
院
経
営
の
専
門
性
を
高
め
る
た
め
、
必
要
な
人
材
の
確
保
及
び
育
成
に
努
め
る
こ
と
。
 

(1
4)
 

（
4）

人
材
の
確
保

及
び
育
成
 

提
供
す
る
医
療
水

準
の
維
持
・
向
上
や

病
院
経
営
の
専
門
性

を
高
め
る
た
め
、
必

要
な
人
材
の
確
保
及

び
育
成
に
努
め
る
。

救
急
医
等
の
人
材
確

保
の
手
段
と
し
て
、

琉
球

大
学

と
の

連

携
、
沖
縄
県
医
師
会
・

那
覇
市
医
師
会
と
の

連
携
、
リ
ク
ル
ー
ト

機
関

の
活

用
を

図

る
。
 

(4
) 
 
同
左
 

医
師
の
確
保
 

      臨
床
研
修
医
 

             

救
急
医
が
１
名
新
た
に
入
職
し
、
救
急
医
２
名
体
制
と
な
っ
た
。
市
民
ニ
ー
ズ
の
高
い
救
急
医

療
に
お
い
て
体
制
の
維
持
・
充
実
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
 

ま
た
、
形
成
外
科
医
が
１
名
入
職
し
た
。
専
門
領
域
で
も
あ
る
腫
瘍
切
除
後
の
再
建
(皮

膚
悪

性
腫
瘍
切
除
後
の
再
建
、
乳
房
再
建
な
ど
)に

つ
い
て
対
応
可
能
と
な
っ
た
。
機
能
の
み
な
ら
ず

形
態
的
に
も
よ
り
正
常
に
、
よ
り
美
し
く
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
活
の
質
（
Qu
al
it
y 
of
 L
if
e）
 

の
向
上
に
貢
献
し
て
い
る
。
 

 

臨
床
研
修
医
確
保
に
向
け
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
制
限
を
設
け
て
い
た
病
院
見
学
の
受
け

入
れ
を
再
開
し
た
。
採
用
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
、
全
国
の
医
学
生
に
対
し
て
情
報
発
信
を
行
っ

た
。
県
内
外
か
ら
合
計

50
名
の
病
院
見
学
を
受
け
入
れ
た
。
学
生
教
育
及
び
研
修
医
教
育
の
質

向
上
の
た
め
、
参
加
者
へ
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
当
院
に
対
す
る
評
価
・
評
判
に
つ
い
て
情
報
収

集
、
分
析
を
行
っ
た
。
当
院
主
催
の

We
b
説
明
会
を
合
計
３
回
実
施
、
県
外
の
採
用
イ
ベ
ン
ト
へ

合
計
４
回
出
展
、
企
業
主
催
の

We
b
説
明
会
へ
参
加
し
県
内
外
の
学
生
へ
情
報
発
信
を
行
っ
た
。 

令
和
４
年
度
採
用
対
象
の
病
院
見
学
者
数
及
び
実
習
者
数
が
少
な
か
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
募

集
定
員
数
（
10

名
）
を
満
た
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
ま
た
、
初
期
臨
床
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
一
環
で
、
院
外
で
研
修
を
行
っ
た
者
が
多
数
い
た
た
め
、
県
内
・
外
派
遣
件
数
が
増
加
し
た
。 

＜
研
修
医
在
籍
数
及
び
派
遣
人
数
＞
 

 
令
和
３
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
実
績
 

初
期
研
修
医
 

15
人
 

16
人
 

う
ち
県
外
派
遣
 

う
ち
県
内
派
遣
 

う
ち
県
外
派
遣
 

う
ち
県
内
派
遣
 

０
人
 

13
人
 

２
人
 

30
人
 

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅳ
 

 
医
師
、
看
護
師
、

そ
の
他
の
学
会
発
表

数
が
増
加
し
て
い
る

こ
と
及
び
各
部
門
に

お
け
る
認
定
・
資
格

取
得
を
積
極
的
に
推

進
し
て
い
る
こ
と
を

評
価
す
る
。
臨
床
研

修
医
確
保
に
努
力
が

見
ら
れ
る
が
、
定
員

が
満
た
さ
れ
な
か
っ

た
要
因
を
検
討
す
る

と
と
も
に
、
引
き
続

き
、
情
報
発
信
等
を

通
じ
て
人
材
の
確
保

に
努
め
て
い
た
だ
き

た
い
。
 

評
価
：
Ⅳ
 

 
救
急
医
の
増
員

及
び
形
成
外
科
医

入
職
と
、
人
材
確

保
の
取
組
み
を
評

価
す
る
。
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2
2
 

     学
会
発
表
数
 

        専
門
看
護
師
 

       認
定
看
護
師
等
 

               

専
攻
医
 

＊
後
期
研
修
医
よ

り
名
称
変
更

 

15
人
 

22
人
 

う
ち
県
外
派
遣
 
う
ち
県
内
派
遣
 

う
ち
県
外
派
遣
 

う
ち
県
内
派
遣
 

０
人
 

５
人
 

０
人
 

４
人
 

 

今
年
度
は

We
b
開
催
の
学
会
等
も
あ
り
前
年
度
と
比
較
し
て
学
会
関
連
実
績
が
増
加
し
た
。

オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
で
の
学
会
発
表
が
半
数
を
占
め
た
。
 

＜
学
会
関
連
実
績
＞
 

指
標
名
 

令
和
３
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
実
績
 

学
会
発
表
数
（
医
師
）
 

45
件
 

50
件
 

学
会
発
表
数
（
看
護
師
）
 

４
件
 

13
件
 

学
会
発
表
数
（
そ
の
他
メ
ﾃﾞ
ｨｶ
ﾙｽ
ﾀｯ
ﾌ）

 
22

件
 

44
件
 

論
文
発
表
数
（
全
体
）
 

33
件
 

16
件
 

 

が
ん
専
門
看
護
師
を
１
名
採
用
し
、
総
合
治
療
セ
ン
タ
ー
へ
配
置
し
た
。
が
ん
拠
点
病
院
と
し

て
の
役
割
を
発
揮
し
患
者
さ
ん
・
ご
家
族
へ
の
指
導
・
支
援
を
行
い
、
患
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に

努
め
た
。
 

（
専
門
看
護
師
・
認
定
看
護
師
の
在
籍
数
）
 

専
門
看
護
分
野
 

令
和
３
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
実
績
 

が
ん
看
護
 

２
名
 

３
名
 

合
 
計
 

２
名
 

３
名
 

 

感
染
管
理
認
定
看
護
師
教
育
課
程
の
研
修
会
へ
１
名
を
参
加
さ
せ
、
院
内
・
院
外
の
職
員
へ
指

導
・
教
育
を
担
っ
て
も
ら
っ
た
。
令
和
５
年

10
月
に
認
定
試
験
が
あ
り
、
合
格
し
た
後
に
は
更

な
る
活
動
が
期
待
で
き
る
。
新
た
に
救
急
領
域
特
定
看
護
師
１
名
が
誕
生
し
た
。
医
師
の
働
き
方

改
革
の
推
進
に
伴
い
、
今
後
、
医
師
の
業
務
負
担
軽
減
に
繋
が
る
よ
う
活
躍
に
期
待
し
た
い
。
 

 

認
定
看
護
分
野
 

令
和
３
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
実
績
 

集
中
ケ
ア
 

３
名
 

３
名
 

感
染
管
理
 

３
名
 

２
名
 

慢
性
心
不
全
看
護
 

１
名
 

１
名
 

皮
膚
・
排
泄
ケ
ア
 

２
名
 

２
名
 

小
児
救
急
看
護
 

０
名
 

０
名
 

が
ん
化
学
療
法
 

０
名
 

０
名
 

が
ん
放
射
線
療
法
看
護
 

１
名
 

１
名
 

摂
食
・
嚥
下
障
害
看
護
 

１
名
 

１
名
 

脳
卒
中
ﾘﾊ
ﾋﾞ
ﾘﾃ
ｰｼ
ｮﾝ
看
護
 

１
名
 

１
名
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2
3
 

         医
療
技
術
職
等
 

   薬
剤
師
 

    診
療

放
射

線
技

師
 

    臨
床

工
学

技
士

（
CE
）
 

   監
理
栄
養
士
 

    理
学
療
法
士
 

作
業
療
法
士
 

言
語
聴
覚
士
 

糖
尿
病
看
護
 

１
名
 

１
名
 

慢
性
呼
吸
器
疾
患
看
護
 

１
名
 

１
名
 

新
生
児
集
中
ケ
ア
 

１
名
 

１
名
 

緩
和
ケ
ア
認
定
看
護
師
 

３
名
 

３
名
 

認
知
症
看
護
認
定
看
護
師
 

２
名
 

２
名
 

特
定
・
認
定
看
護
師
 

０
名
 

１
名
 

合
 
計
 

20
名
 

20
名
 

 

各
部
門
で
専
門
性
に
応
じ
た
研
修
等
を
実
施
し
、
認
定
及
び
専
門
の
資
格
取
得
を
支
援
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
各
部
門
の
資
格
取
得
者
数
、
研
修
実
績
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
 

※
研
修
参
加
人
数
は
累
計
 

 

薬
剤
部
 

令
和
３
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
実
績
 

資
格
取
得
 

医
療
情
報
技
師
１
名
 

抗
菌
化
学
療
法
認
定
薬
剤
師
１
名
 

小
児
薬
物
療
法
認
定
薬
剤
師
１
名
 

研
修
：
参
加
 

１
件
(ｵ
ﾝﾗ
ｲﾝ
１
件
) 
67

名
 

１
件
(ｵ
ﾝﾗ
ｲﾝ
１
件
) 
67

名
 

  

CE
室
 

令
和
３
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
実
績
 

資
格
取
得
 

呼
吸
療
法
認
定
士
：
１
名
 

IT
E
心
血
管
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ

ン
技
師
１
名
 

研
修
：
参
加
 

１
件
(ｵ
ﾝﾗ
ｲﾝ
１
件
) 
１
名
 

２
件
(す

べ
て
ｵﾝ
ﾗｲ
ﾝ)
 ２

名
 

 

栄
養
室
 

令
和
３
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
実
績
 

資
格
取
得
 

日
本
糖
尿
病
療
養
指
導
士
：
１
名
 

日
本
栄
養
士
会
災
害
支
援
チ
ー

ム
ス
タ
ッ
フ
２
名
 

研
修
：
参
加
 

12
0
件
(ｵ
ﾝﾗ
ｲﾝ

11
4
件
) 
33
8
名
 

12
1
件
(ｵ
ﾝﾗ
ｲﾝ

10
8
件
) 
19
7
名
 

 リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
室
 

令
和
３
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
実
績
 

資
格
取
得
 

呼
吸
療
法
認
定
士
５
名
 

臨
床
実
習
指
導
者
２
名
、
公

認
心
理
師
１
名
、
が
ん
リ
ハ

放
射
線
室
 

令
和
３
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
実
績
 

資
格
取
得
 

－
 

日
本

X
線

CT
専
門
技
師
１
名
、

第
１
種
放
射
線
取
扱
主
任
者
１

名
、
医
療
安
全
管
理
者
１
名
 

研
修
：
参
加
 

74
件
(ｵ
ﾝﾗ
ｲﾝ

69
件
) 
15
9
名
 

50
件
(ｵ
ﾝﾗ
ｲﾝ

49
件
) 
13
2
名
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2
4
 

      臨
床
検
査
技
師
 

      事
務
職
 

認
定
理
学
療
法
士
（
内
部
障

害
・
循
環
）
：
２
名
 

作
業
療
法
臨
床
実
習
指
導
：

２
名
 

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
研
修
（
認

定
療
法
士
）
４
名
、
脳
卒
中

認
定
作
業
療
法
士
１
名
 

研
修
：
参
加
 

14
件
(ｵ
ﾝﾗ
ｲﾝ

14
件
) 
28

名
 

23
件
(ｵ
ﾝﾗ
ｲﾝ

23
件
) 
85

名
 

  

令
和
４
年
度
に
、
病
院
事
務
局
で
は
病
院
未
経
験
の
５
名
を
採
用
し
た
た
め
新
人
事
務
職
員

向
け
の
教
育
に
注
力
し
た
。
ま
ず
、
病
院
の
事
務
職
員
と
し
て
必
要
な
医
療
や
経
営
に
関
す
る

知
識
や
、
経
営
課
題
を
解
決
す
る
能
力
を
身
に
つ
け
て
も
ら
う
た
め
、
医
療
経
営
士
３
級
の
取

得
を
義
務
付
け
た
。
令
和
４
年
度
中
に
２
名
が
資
格
を
取
得
す
る
事
が
で
き
た
。
継
続
し
て
取

得
継
続
を
支
援
し
た
い
。
ま
た
、
新
人
教
育
の
一
環
と
し
て
、
学
会
発
表
を
奨
励
し
、
全
国
自

治
体
病
院
学
会
で
新
人
事
務
職
員
、
医
師
事
務
補
助
者
合
わ
せ
て
４
名
が
発
表
す
る
機
会
を
得

た
。
こ
れ
ら
に
加
え
、
新
人
事
務
職
を
対
象
と
し
た
毎
月
勉
強
会
を
開
催
す
る
等
、
新
人
教
育

に
重
点
を
置
い
て
取
り
組
ん
だ
。
 

（
事
務
ス
タ
ッ
フ
の
専
門
性
の
向
上
の
関
連
指
標
）
 

指
標
名
 

令
和
３
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
実
績
 

病
院
経
営
研
修
等
へ
の
受
講
回
数
 

17
回
 

10
回
 

オ
ン
ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー
に
よ
る
受
講
回
数
 

29
回
 

31
回
 

外
部
講
師
に
よ
る
講
演
指
導
等
 

０
回
 

２
回
 

事
務
職
員
勉
強
会
等
 

11
回
 

０
回
 

専
門
資
格
取
得
者
数
(新

規
) 

４
人
 

５
人
 

学
会
発
表
（
参
加
人
数
）
 

２
件
（
２
名
）
 

７
件
（
７
名
）
 

◎
診
療
情
報
管
理
士
 
１
名
合
格
 
◎
医
療
経
営
士
３
級
 
２
名
合
格
 

◎
医
師
事
務
作
業
補
助
技
能
認
定
 
２
名
合
格
 

      

検
査
室
 

令
和
３
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
実
績
 

資
格
取
得
 

感
染
制
御
認
定
臨
床
微
生

物
検
査
技
師
：
１
名
 

超
音
波
検
査
技
師
（
循
環
器
・
消
化
器

領
域
）
各
１
名
、
イ
ン
フ
ェ
ク
シ
ョ
ン

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
ク
タ
ー
（
IC
D）

１
名
 

合
計
３
名
 

研
修
：
参
加
 

34
件
：
87

名
 

37
件
：
10
7
名
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2
5
 

(5
)安

全
安
心
で
質
の
高
い
医
療
の
提
供
 

①
患
者
中
心
の
医
療
 

常
に
患
者
の
視
点
に
立
ち
、
患
者
の
権
利
を
尊
重
し
、
患
者
中
心
の
医
療
提
供
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
に
つ
い
て
も
、
円
滑
な
対
応
に
努
め
る
こ
と
。
 

(1
5)
  

(5
) 

安
全
安
心
で
質

の
高
い
医
療
の
提
供
 

①
患
者
中
心
の
医
療
 

基
本
理
念
で
あ
る

「
和
と
奉
仕
」
に
基

づ
き
、
常
に
患
者
の

視
点
に
立
ち
、
患
者

の
権
利
を
尊
重
し
、

患
者
中
心
の
医
療
提

供
に
努
め
る
。
 

ま
た
、
セ
カ
ン
ド
オ

ピ
ニ
オ
ン
に
つ
い
て

も
、
引
き
続
き
円
滑

な
対
応
に
努
め
る
。
 

(5
) 
 
同
左
 

 ①
 
同
左
 

 
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
る
受
診
制
限
も
あ
っ
た
が
、
実
績
は
前
年
度
を
上
回
る
こ
と
が
で
き
た
。

当
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
と
は
何
か
、
対
象
者
・
対
象
疾
患
の
説

明
、
予
約
受
付
方
法
、
問
い
合
わ
せ
先
、
相
談
料
金
等
の
情
報
提
供
に
注
力
し
た
。
 

 （
患
者
中
心
の
医
療
の
実
践
の
関
連
指
標
）
 

指
標
名
 

令
和
３
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
目
標
 

セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
件
数
 

（
院
外
か
ら
当
院
へ
）
 

７
件
 

11
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
件
数
 

（
当
院
か
ら
院
外
へ
）
 

19
件
 

30
件
 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

 

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅳ
 

 
コ
ロ
ナ
の
影
響
に

よ
る
受
診
制
限
が
あ

っ
た
が
、
前
年
度
に

指
摘
さ
れ
た
「
セ
カ

ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
」

の
増
加
を
良
と
す

る
。
ま
た
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
セ
カ
ン
ド

オ
ピ
ニ
オ
ン
の
詳
し

い
紹
介
が
あ
る
こ
と

を
評
価
す
る
。
 

評
価
：
Ⅳ
 

②
 

医
療
安
全
対
策
の
徹
底
 

医
療
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
院
内
の
感
染
症
対
策
及
び
医
療
事
故
防
止
対
策
を
徹
底
す
る
こ
と
。
 

(1
6)
 

②
医
療
安
全
対
策
委

員
会
、
院
内
感
染
対

策
委
員
会
を
定
期
的

に
開
催
し
、
イ
ン
シ

デ
ン
ト
・
ア
ク
シ
デ

ン
ト
報
告
や
分
析
、

対
策
に
つ
い
て
周
知

徹
底
す
る
 

②
 
同
左
 

医
療
安
全
対
策
 

                  

前
年
度
同
様
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
入
院
患
者
数
に
大
幅
増
加
等
は
な
く
、
イ
ン
シ
デ
ン
ト

報
告
数
は

1,
49
6
件
で
前
年
度
と
ほ
ぼ
同
水
準
だ
っ
た
。
前
年
度
同
様
一
般
的
に
求
め
ら
れ
る

報
告
数
よ
り
少
な
い
状
況
は
続
い
て
い
る
。
ア
ク
シ
デ
ン
ト
レ
ベ
ル
（
3b

以
上
）
の
報
告
数
が

43
件
と
前
年
度
の

22
件
を
大
き
く
上
回
っ
た
が
、
１
つ
の
事
象
に
多
職
種
か
ら
の
報
告
事
例
が

複
数
あ
っ
た
。
そ
の
報
告
件
数
は
、
１
つ
の
事
象
に
２
職
種
の
報
告
が
４
件
、
１
つ
の
事
象
に
３

職
種
の
報
告
が
２
件
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
０
レ
ベ
ル
の
報
告
は
、
12
8
件
だ
っ
た
。
 

イ
ン
シ
デ
ン
ト
報
告
数
に
つ
い
て
は
、
コ
ロ
ナ
に
よ
る
院
内
で
の
ク
ラ
ス
タ
ー
発
生
に
よ
り

委
員
会
が
数
回
参
集
で
き
ず
、
リ
ン
ク
ナ
ー
ス
、
リ
ン
ク
ス
タ
ッ
フ
へ
の
指
導
が
上
手
く
い
か
ず

イ
ン
シ
デ
ン
ト
報
告
が
少
な
状
況
が
続
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ア
ク
シ
デ
ン
ト
レ
ベ
ル
（
3b

以
上
）

の
報
告
が
増
え
た
理
由
と
し
て
、
医
師
の
報
告
が
８
件
か
ら

18
件
と
増
加
し
た
こ
と
も
要
因
の

ひ
と
つ
と
考
え
る
。
そ
の
内
容
は
処
置
や
治
療
上
の
合
併
症
に
あ
た
る
事
象
が
殆
ど
で
あ
り
医

療
ミ
ス
で
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
で
は
な
い
と
思
わ
れ
、
医
師
の
イ
ン
シ
デ
ン
ト
報
告
に
対
す
る
意

識
の
向
上
が
あ
っ
た
た
め
だ
と
考
え
る
。（

医
師
の
イ
ン
シ
デ
ン
ト
報
告
数
 
令
和
４
年
：
42

件
 

令
和
３
年
：
28

件
）
 

目
標
と
し
て
「
 T
ea
mS
TE
PP
S
の
推
進
（
１
. 
IS
BA
R（

エ
ス
バ
ー
）
活
用
で
の
伝
達
、
２
. 
チ

ェ
ッ
ク
バ
ッ
ク
の
履
行
、
３
. 
ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク
方
法
の
確
立
と
定
着
）
」
を
２
年
連
続
で
揚
げ

概
ね
定
着
し
た
と
思
わ
れ
た
が
、
数
値
目
標
と
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
の
み
の
評
価
に
と
ど
ま
っ
た
。

医
師
の
イ
ン
シ
デ
ン
ト
報
告
は
徐
々
に
増
加
し
て
い
る
が
０
レ
ベ
ル
の
報
告
は
減
少
し
て
い

た
。
 

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅲ
 

 
イ
ン
シ
デ
ン
ト
の

０
レ
ベ
ル
報
告
数
の

増
加
と
、
院
内
感
染

対
策
研
修
会
開
催
数

が
増
加
し
た
こ
と
を

評
価
す
る
。
引
き
続

き
Te
am
ST
EP
PS

を

推
進
し
報
告
件
数
の

増
加
を
図
ら
れ
た

い
。
 

評
価
：
Ⅲ
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2
6
 

          院
内
感
染
対
策
 

（
医
療
安
全
・
院
内
感
染
対
策
の
関
連
指
標
）
 

指
標
名
 

令
和
３
年
度
 

実
績
 

令
和
４
年
度
 

実
績
 

令
和
４
年
度
 

目
標
 

医
療
安
全
対
策
委
員
会
等
開
催
数
 

12
回
 

12
回
 

前
年
度
並
み

を
維
持
す
る
 

医
療
安
全
研
修
等
実
施
回
数
 

２
回
 

２
回
 

10
回
 

イ
ン
シ
デ
ン
ト
レ
ポ
ー
ト
報
告
件
数
 

1,
45
8
件
 

1,
49
6
件
 

1,
60
0
件
 

ア
ク
シ
デ
ン
ト
レ
ポ
ー
ト
報
告
件
数
 

22
件
 

43
件
 

50
件
 

 

従
来
か
ら
感
染
対
策
へ
の
取
組
や
問
題
点
を
共
有
・
協
議
す
る
場
と
し
て
連
携
施
設
合
同
会

議
を
開
催
し
て
い
る
が
、
本
年
度
か
ら
は
那
覇
市
保
健
所
及
び
那
覇
市
医
師
会
に
加
入
し
て
頂

く
事
で
、
課
題
の
提
示
・
助
言
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
夏
か
ら
冬
に
か
け
て
は
、

院
内
ク
ラ
ス
タ
ー
の
対
応
に
追
わ
れ
た
。
ス
タ
ッ
フ
の
コ
ロ
ナ
罹
患
・
濃
厚
接
触
に
よ
る
離
脱
が

続
く
な
か
、
関
連
ス
タ
ッ
フ
・
患
者
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
や
検
査
体
制
の
整
備
、
現
場
の
感
染
対

策
指
導
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
医
療
体
制
の
維
持
に
貢
献
で
き
た
。
 

ま
た
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
や
機
器
の
導
入
・
更
新
に
関
す
る
提
言
や
各
部
署
か
ら
の
相
談
に
も
随
時

対
応
し
、
組
織
の
効
率
的
運
用
の
た
め
の
助
言
も
実
施
し
た
。
 

（
導
入
器
材
例
：
ベ
ッ
ド
パ
ン
ウ
ォ
ッ
シ
ャ
ー
、
フ
ィ
ッ
ト
テ
ス
ト
キ
ッ
ト
、
CO
2
モ
ニ
タ
ー
、

陰
部
洗
浄
用
ワ
イ
プ
シ
ー
ト
等
）
 

コ
ロ
ナ
感
染
の
押
さ
え
込
み
に
多
大
な
労
力
を
割
か
れ
る
状
況
に
お
い
て
も
、
IC
T
ラ
ウ
ン
ド

を
実
施
し
た
。
現
場
の
指
導
監
督
・
助
言
を
と
お
し
て
感
染
対
策
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
と
同
時
に
、

ス
タ
ッ
フ
の
不
安
・
悩
み
を
吸
い
上
げ
る
こ
と
で
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
維
持
及
び
具
体
的
な
ア

ド
バ
イ
ス
に
繋
げ
る
こ
と
が
で
き
た
 

院
内
感
染
対
策
研
修
会
に
つ
い
て
は
、
集
合
型
の
研
修
会
開
催
が
難
し
い
な
か
、
We
b
研
修
を

一
部
取
り
入
れ
る
こ
と
で
感
染
対
策
に
関
す
る
教
育
の
質
を
維
持
で
き
た
。
実
践
を
伴
う
研
修

内
容
の
場
合
に
は
、
規
模
を
小
さ
く
し
て
対
応
す
る
な
ど
適
宜
対
応
し
た
。
 

院
内
感
染
は
医
療
提
供
体
制
へ
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
法
人
の
意
思
決
定
を
迅
速
に

行
う
必
要
が
あ
る
。
理
事
長
・
理
事
及
び
関
連
部
署
を
召
集
す
る
会
議
を
随
時
開
催
で
き
る
体
制

を
維
持
し
、
会
議
内
容
を
各
部
署
へ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
こ
と
で
、
組
織
と
し
て
の
対
応
力
向

上
を
実
現
し
た
。
 

（
医
療
安
全
・
院
内
感
染
対
策
の
関
連
指
標
）
 

指
標
名
 

令
和
３
年
度

実
績
 

令
和
４
年
度

実
績
 

令
和
４
年
度
目
標
 

院
内
感
染
対
策
委
員
会
等
開
催
数
 

４
回
 

10
回
 

12
回
 

感
染
管
理
チ
ー
ム
ラ
ウ
ン
ド
回
数
 

30
回
 

24
回
 

50
回
 

院
内
感
染
対
策
研
修
会
等
開
催
数
 

８
回
 

(2
,8
47
)人

 

10
回
 

(1
,1
64
)人

 
25

回
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2
7
 

①
 

医
療
の
標
準
化
と
最
適
な
医
療
の
提
供
 

効
果
的
な
医
療
を
提
供
で
き
る
よ
う
、
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
を
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
。
 

(1
7)
 

③
効
果
的
な
医
療
を

提
供
で
き
る
よ
う
、

ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
の

有
効
活
用
に
努
め

る
。
 

③
 
同
左
 

 
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
適
用
患
者
数
は
、
前
年
度
と
比
較
し
て

31
2
件
の
増
加
と
な
り
、
院
内
に
お

け
る
パ
ス
適
用
を
活
発
に
進
め
て
い
る
結
果
と
な
っ
た
。
 

新
た
に
眼
科
で
白
内
障
パ
ス
を
作
成
し
、
入
院
前
よ
り
患
者
・
家
族
へ
説
明
を
す
る
こ
と
で
安

心
し
て
退
院
ま
で
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
眼
科
医
が
１
名
体
制
と
い
う
こ
と
も
あ

り
、
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
を
導
入
し
た
こ
と
で
、
眼
科
医
の
業
務
負
担
軽
減
に
繋
が
っ
た
。
ま
た
、

形
成
外
科
医
の
就
任
も
あ
り
、
形
成
外
科
に
お
い
て
も
パ
ス
導
入
を
行
っ
た
。
形
成
外
科
に
お
い

て
も
医
師
の
負
担
軽
減
に
も
繋
が
っ
た
。
 

コ
ロ
ナ
感
染
症
パ
ス
に
つ
い
て
は
バ
ー
ジ
ョ
ン

32
ま
で
改
善
を
重
ね
た
こ
と
で
、
多
く
の
ス

タ
ッ
フ
が
ス
ム
ー
ズ
に
関
与
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 

ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
は
、
診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
を
参
考
に
適
宜
見
直
し
を
行
っ
た
結
果
、
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
適
し
て
い
な
い
パ
ス
種
類
の
削
減
と
な
り
、前

年
度
比
で

14
件
の
減
少
と
な
っ
た
。 

（
医
療
の
標
準
化
と
最
適
な
医
療
の
提
供
の
関
連
指
標
）
 

指
標
名
 

令
和
３
年
度

実
績
 

令
和
４
年
度

実
績
 

令
和
４
年
度
目
標
 

ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
適
用
患
者
数
 

5,
74
5
人
 

6,
05
7
人
 

5,
70
0
人
 

ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
種
類
数
 

32
6(
累
計
) 

31
2(
累
計
) 

前
年
度
並
み
を
維
持
 

 

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅳ
 

 
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス

適
用
患
者
数
の
実
績

が
増
加
し
た
こ
と
を

評
価
す
る
。
ま
た
、

ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
を

必
要
に
応
じ
て
作

成
、
見
直
し
を
実
施

し
て
い
る
ほ
か
、
ク

リ
ニ
カ
ル
パ
ス
の
有

効
活
用
で
眼
科
や
形

成
外
科
の
業
務
負
担

軽
減
に
つ
な
げ
て
い

る
こ
と
を
評
価
す

る
。
今
後
も
パ
ス
数

や
適
用
患
者
数
を
増

や
す
取
組
み
を
行
っ

て
い
た
だ
き
た
い
。
 

評
価
：
Ⅳ
 

②
 

法
令
の
遵
守
及
び
行
動
規
範
に
沿
っ
た
業
務
運
営
 

 
 
 
医
療
法
や
個
人
情
報
保
護
、
情
報
公
開
等
の
法
令
を
遵
守
し
、
ま
た
、
行
動
規
範
に
沿
っ
て
適
正
な
業
務
運
営
を
行
う
こ
と
。
 

(1
8)
  

④
法
令
の
遵
守
及
び

行
動
規
範
に
沿
っ
た

業
務
運
営
 

④
医
療
法
や
個
人
情

報
保
護
、
情
報
公
開

等
に
関
す
る
院
内
研

修
会
を
実
施
し
、
法

令
を
遵
守
し
、
行
動

規
範
に
沿
っ
て
適
正

な
業
務
運
営
を
行

う
。
 

 
対
面
型
研
修
会
の
開
催
を
検
討
し
て
い
た
が
、
コ
ロ
ナ
流
行
期
、
ク
ラ
ス
タ
ー
発
生
時
期
と

重
な
り
実
施
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
 

（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
関
連
指
標
）
 

指
標
名
 

令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

令
和
４
年
度
目
標
 

研
修
会
開
催
数
 

０
回
 

０
回
 

２
回
 

参
加
者
数
 

０
人
 

０
人
 

1,
00
0
人
 

 

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅱ
 

 
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で

の
業
務
運
営
の
困
難

さ
は
理
解
で
き
る

が
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
や
職
業
倫
理
は

継
続
的
な
課
題
で
あ

り
、
ど
ん
な
と
き
で

も
、
啓
発
努
力
は
続

け
て
い
た
だ
き
た

い
。
ま
た
、
コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン
ス
研
修
は

必
要
不
可
欠
で
あ

り
、
We
b
研
修
の
シ

ス
テ
ム
の
安
定
的
な

運
用
を
実
現
し
て
い

た
だ
き
た
い
。
 

評
価
：
－
 

※
評
価
対
象
外

（
コ
ロ
ナ
の
影
響

に
よ
る
未
達
成
）
 

４
．
そ
の
他
参
考
情
報
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2
8
 

 

 様
式
１
－
１
－
４
－
３
 
年
度
評
価
 
項
目
別
評
定
調
書
（
市
民
に
対
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措
置
）
 

１
．
当
項
目
に
関
す
る
情
報
 

１
－
３
 

患
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
 

業
務
に
関
連
す
る
政
策
・
施
策
 

（
１
）
快
適
性
及
び
利
便
性
の
向
上
 

 
 
 
患
者
や
来
院
者
に
よ
り
快
適
な
環
境
を
提
供
す
る
た
め
、
施
設
の
改
修
・
補
修
を
実
施
す
る
と
と
も

に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
確
保
に
配
慮
し
た
院
内
環
境
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
。
 

 
 
 
利
便
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
患
者
満
足
度
調
査
等
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
通
し
、
改
善
に
努
め
る
こ

と
。
 

（
２
）
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
協
働
の
推
進
 

 
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
交
流
や
意
見
交
換
を
通
し
て
、
協
働
を
推
進
す
る
こ
と
。
 

（
３
）
職
員
の
接
遇
向
上
 

 
 
 
患
者
や
来
院
者
に
選
ば
れ
る
病
院
、
患
者
や
来
院
者
が
満
足
す
る
病
院
で
あ
り
続
け
る
た
め
、
職
員

の
接
遇
向
上
に
努
め
る
こ
と
。
 

当
該
事
業
実
施
に
係
る
根
拠

（
個
別
法
条
文
な
ど
）
 

－
 

当
該
項
目
の
重
要
度
、
難
易
度
 

ウ
エ
イ
ト
付
け
は
各
項
に
記
載
 

関
連
す
る
政
策
評
価
・
行
政
事

業
レ
ビ
ュ
ー
 

－
 

 

２
．
主
要
な
経
年
デ
ー
タ
 

 
①
主
要
な
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
（
ア
ウ
ト
カ
ム
）
情
報
 

 
②
主
要
な
イ
ン
プ
ッ
ト
情
報
 

 

指
標
 

達
成

目
標
 

（
参
考
）
 

中
期
計
画
令
和

元
年
度
実
績
 

令
和
２

年
度
 

令
和
３

年
度
 

令
和
４

年
度
 

令
和
５

年
度
 

指
標
 

令
和
２
年
度
 

令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

令
和
５
年
度
 

患
者
サ
ー
ビ

ス
の
向
上
の

関
連
指
標
 

入
院
患
者
満
足
度
調
査

（
満
足
＋
や
や
満
足
）
％
 

 
97
.3
％
 

未
実
施
 

未
実
施
 

94
.5
％
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

外
来
患
者
満
足
度
調
査

（
満
足
＋
や
や
満
足
）
％
 

 
96
.2
％
 

未
実
施
 

未
実
施
 

96
.5
％
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

外
来
診
療
待
時
間
調
査

（
満
足
＋
や
や
満
足
）
％
 

 
59
.7
％
 

未
実
施
 

未
実
施
 

61
.2
％
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

施
設
設
備
に
対
す
る
苦
情

件
数
 

 
12

件
 

６
件
 

５
件
 

27
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
登
録
人
数
 

 
11

名
 

11
名
 

11
名
 

11
名
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
時
間
 

 
52
7.
6
時
間
 

活
動
な
し
 
活
動
な
し
 
活
動
な
し
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

職
員
の
接
遇
に
対
す
る
苦

情
件
数
 

 
19

件
 

６
件
 

13
件
 

16
件
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

３
．
各
事
業
年
度
の
業
務
に
係
る
目
標
、
計
画
、
業
務
実
績
、
年
度
評
価
に
係
る
自
己
評
価
 

 
中
期
計
画
 

年
度
計
画
 

主
な
評
価
指
標
 

法
人
の
業
務
実
績
・
自
己
評
価
 

評
価
委
員
会
 

市
長
に
よ
る
評
価
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2
9
 

業
務
実
績
 

自
己

評
価
 

意
見
 

３
 
患
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
 

(1
)快

適
性
及
び
利
便
性
の
向
上
 

 
 
 
患
者
や
来
院
者
に
よ
り
快
適
な
環
境
を
提
供
す
る
た
め
、
施
設
の
改
修
・
補
修
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
確
保
に
配
慮
し
た
院
内
環
境
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
利
便
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
患
者
満
足

度
調
査
等
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
通
し
、
改
善
に
努
め
る
こ
と
。
 

(1
9)
 

３
 
患
者
サ
ー
ビ
ス

の
向
上
 

(1
) 
快
適
性
及
び
利

便
性
の
向
上
 

患
者

や
来

院
者

に

快
適
な
環
境
を
提
供

す
る
た
め
、
必
要
に

応
じ
施
設
の
改
修
・

補
修
を
実
施
す
る
と

と
も
に
、
引
き
続
き

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
確

保
に
配
慮
し
た
院
内

環
境
の
整
備
に
努
め

る
。
 

ま
た

、
利

便
性

の

向
上
を
図
る
た
め
、

外
来
及
び
入
院
患
者

満
足
度
調
査
等
の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
を

行

い
、
改
善
に
努
め
る
。 

３
 
同
左
 

 (1
) 
 
同
左
 

 

放
射

線
治

療
装

置

に
よ
る
治
療
拡
充
 

  急
病

セ
ン

タ
ー

処

置
室
改
修
工
事
 

 形
成

外
科

新
設

に

伴
う

設
備

改
修

工

事
 

 ２
階

西
・

北
病

棟

セ
ン

ト
ラ

ル
モ

ニ

タ
電
波
改
善
工
事
 

 ２
階

西
病

棟
医

療

ガ
ス
設
備
設
置
 

 第
一
血
管
造
影
室
空

調
設
備
の
取
替
工
事
 

 手
術

室
空

調
設

備

改
修
工
事
 

  透
析
室
空
調
設
備
工

事
 

 防
犯
カ
メ
ラ
増
設
工

事
 

 

令
和
４
年
４
月
に
放
射
線
治
療
装
置
が
新
た
に
稼
動
し
た
。
患
者
の
治
療
負
担
軽
減
（
正

常
臓
器
へ
の
負
担
減
や
治
療
時
間
の
大
幅
な
短
縮
）
を
行
っ
た
。
 

  

地
下
１
階
 急

病
セ
ン
タ
ー
の
処
置
室
の
感
染
対
策
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
確
保
を
行
う
為
、
改

修
工
事
を
行
い
職
員
や
受
診
者
へ
院
内
環
境
整
備
を
行
っ
た
。
 

 

形
成
外
科
新
設
に
伴
い
設
備
（
洗
面
台
取
替
等
）
の
改
修
工
事
を
実
施
し
た
。
 

   

２
階
西
・
北
病
棟
に
セ
ン
ト
ラ
ル
モ
ニ
タ
の
電
波
を
安
定
的
に
使
用
す
る
た
め
改
善
工
事

を
実
施
し
た
。
 

  

２
階
西
病
棟
の
未
設
置
病
室
へ
医
療
ガ
ス
設
備
（
酸
素
・
吸
引
）
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ

り
、
医
療
ガ
ス
が
必
要
な
患
者
さ
ん
を
入
室
出
来
る
よ
う
対
応
し
た
。
 

 １
階
第
一
血
管
造
影
室
の
空
調
設
備
を
更
新
し
、
血
管
造
影
室
の
空
調
環
境
改
善
を
図
っ

た
。
 

 

２
階
手
術
（
１
、
２
、
６
、
７
ル
ー
ム
他
）
室
等
の
空
調
設
備
が
経
年
に
よ
り
能
力
が
低

下
し
て
い
た
為
、
既
設
設
備
を
改
修
す
る
こ
と
に
よ
り
手
術
室
等
の
空
調
環
境
改
善
を
図
っ

た
。
 

 

北
館
１
階
透
析
室
の
空
調
設
備
が
経
年
劣
化
に
伴
う
能
力
低
下
し
て
い
た
た
め
、
新
規
空

調
設
備
を
設
置
し
、
利
用
さ
れ
る
患
者
へ
空
調
環
境
改
善
を
図
っ
た
。
 

 既
存
院
内
の
防
犯
カ
メ
ラ
が
経
年
に
よ
る
故
障
や
監
視
不
足
を
改
善
す
る
為
、
新
規
防
犯

カ
メ
ラ
を
増
設
し
た
。
 

 

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅳ
 

 
放
射
線
治
療
装
置

が
稼
働
し
、
患
者
の

治
療
負
担
軽
減
が
図

れ
る
様
に
な
っ
た
こ

と
を
良
と
す
る
。
ま

た
、
「
患
者
満
足
度

調
査
」
が
実
施
出
来

た
事
を
評
価
す
る
。

な
お
、
ト
イ
レ
ア
メ

ニ
テ
ィ
や
待
ち
時
間

対
策
は
継
続
改
善
が

必
要
な
テ
ー
マ
で
あ

る
の
で
、
満
足
度
の

数
値
に
か
か
わ
ら
ず

努
力
を
継
続
し
て
い

た
だ
き
た
い
。
 

評
価
：
Ⅳ
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3
0
 

１
階

正
面

玄
関

前

車
止

め
ポ

ー
ル

設

置
工
事
 

 患
者
満
足
度
調
査
 

病
院
建
替
に
伴
い
、
病
院
正
面
入
口
の
通
行
方
法
や
運
用
が
変
更
に
な
り
、
駐
輪
場
及
び

立
体
駐
車
場
か
ら
院
内
へ
の
通
路
と
車
道
の
境
界
が
無
く
危
険
な
状
態
で
あ
る
こ
と
か
ら
病

院
利
用
者
の
安
全
対
策
と
し
て
車
止
め
ポ
ー
ル
設
置
し
た
。
 

 コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け
て
、
前
年
度
ま
で
満
足
度
調
査
は
見
送
っ
て
い
た
が
、
今
年
度
は

比
較
的
コ
ロ
ナ
の
影
響
の
少
な
い
期
間
（
令
和
５
年
２
月
）
に
満
足
度
調
査
を
実
施
し
た
。

院
内
の
ア
メ
ニ
テ
ィ
（
特
に
ト
イ
レ
）
や
待
ち
時
間
に
対
す
る
意
見
が
多
か
っ
た
。
 

 
(参

考
)令

和
元
年
度
 

令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

入
院
 

97
.3
％
満
足
 

未
実
施
 

94
.5
％
満
足
 

外
来
 

96
.2
％
満
足
 

未
実
施
 

96
.5
％
満
足
 

待
ち
時
間
 

59
.7
％
満
足
 

未
実
施
 

61
.2
％
満
足
 

 

(2
)ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
協
働
の
推
進
 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
交
流
や
意
見
交
換
を
通
し
て
、
協
働
を
推
進
す
る
こ
と
。
 

(2
0)
 

(2
)ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア

と
の
協
働
の
推
進
 

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

サ

ポ
ー
ト
委
員
会
に
よ

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
の
円
滑
な
推
進
を

図
り
、
交
流
や
意
見

交
換
を
通
し
た
協
働

を
推
進
す
る
。
 

(2
) 
 
同
左
 

 
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
参
加
制
限
、
活
動
制
限
を
引
き
続
き
継
続
し

た
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
、
従
来
行
っ
て
い
た
３
階
庭
園
の
緑
化
活
動
は
造
園
担
当
者
が
引
き

続
き
継
続
し
て
い
る
。
 

院
内
へ
の
入
出
館
に
制
限
を
設
け
て
お
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
つ
い
て
も
制
限
を
継

続
し
た
。
 

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅱ
 

 
評
価
：
－
 

※
評
価
対
象
外

（
コ
ロ
ナ
の
影
響

に
よ
る
未
達
成
）
 

(3
)職

員
の
接
遇
向
上
 

患
者
や
来
院
者
に
選
ば
れ
る
病
院
、
患
者
や
来
院
者
が
満
足
す
る
病
院
で
あ
り
続
け
る
た
め
、
職
員
の
接
遇
向
上
に
努
め
る
こ
と
。
 

(2
1)
 
 (
3)
職
員
の
接
遇
向
上
 

患
者

や
来

院
者

に
選

ば
れ
る
病
院
、
患
者
や

来
院

者
が

満
足

す
る

病
院

で
あ

り
続

け
る

た
め
、
院
内
接
遇
研
修

等
を

通
し

て
職

員
の

接
遇
向
上
に
努
め
る
。
 

(3
) 
 
同
左
 

 
全
職
員
向
け
の
研
修
は
実
施
で
き
な
か
っ
た
が
、
新
規
採
用
職
員
対
象
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
環
と
し
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
研
修
を
外
部
講
師
に
依
頼
し
実

施
し
た
。
 

こ
の
研
修
で
は
新
規
採
用
職
員
一
人
ひ
と
り
が
、
病
院
の
顔
と
し
て
の
重
要
性
を
意
識
し
、

ま
た
社
会
人
と
し
て
の
マ
ナ
ー
の
基
本
を
身
に
つ
け
る
機
会
と
な
っ
た
。
 

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅱ
 

患
者
は
精
神
的
に

デ
リ
ケ
ー
ト
に
な
っ

て
お
り
、
医
療
従
事

者
と
し
て
配
慮
で
き

る
よ
う
、
マ
ナ
ー
研

修
は
重
要
で
あ
る
。
 

評
価
：
－
 

※
評
価
対
象
外

（
コ
ロ
ナ
の
影
響

に
よ
る
未
達
成
）
 

４
．
そ
の
他
参
考
情
報
 

－
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3
1
 

様
式
１
－
１
－
４
－
４
 
年
度
評
価
 
項
目
別
評
定
調
書
（
業
務
運
営
の
改
善
及
び
効
率
化
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措
置
）
 

１
．
当
項
目
に
関
す
る
情
報
 

２
－
１
 

業
務
運
営
の
改
善
及
び
効
率
化
に
関
す
る
事
項
 

業
務
に
関
連
す
る
政
策
・
施
策
 

（
１
）
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
確
実
な
実
践
 

（
２
）
院
内
連
携
の
推
進
 

 
 
 
①
チ
ー
ム
医
療
の
推
進
 

 
 
 
②
多
職
種
連
携
の
推
進
 

（
３
）
働
き
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り
 

当
該
事
業
実
施
に
係
る
根
拠

（
個
別
法
条
文
な
ど
）
 

－
 

当
該
項
目
の
重
要
度
、
難
易
度
 

ウ
エ
イ
ト
付
け
は
各
項
に
記
載
 

関
連
す
る
政
策
評
価
・
行
政
事

業
レ
ビ
ュ
ー
 

－
 

２
．
主
要
な
経
年
デ
ー
タ
 

①
主
要
な
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
（
ア
ウ
ト
カ
ム
）
情
報
 

 
②
主
要
な
イ
ン
プ
ッ
ト
情
報
 

指
標
 

達
成

目
標
 

（
参
考
）
 

中
期
計
画
令
和

元
年
度
実
績
 

令
和
２
年

度
 

令
和
３
年

度
 

令
和
４
年

度
 

令
和
５
年

度
 

 
指
標
 

令
和
２
年
度
 

令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

令
和
５
年
度
 

後
発
医
薬
品
使
用
率
 

 
89
.3
％
 

93
.7
％
 

83
.2
％
 

89
.8
％
 

 
 

 
－
 

－
 

－
 

－
 

３
．
各
事
業
年
度
の
業
務
に
係
る
目
標
、
計
画
、
業
務
実
績
、
年
度
評
価
に
係
る
自
己
評
価
 

 

中
期
計
画
 

年
度
計
画
 

主
な
評
価
指
標
 

法
人
の
業
務
実
績
・
自
己
評
価
 

評
価
委
員
会
 

意
見
 

市
長
に
よ
る
評
価
 

業
務
実
績
 

自
己

評
価
 

中
期
目
標
 

第
２
 
業
務
運
営
の
改
善
及
び
効
率
化
に
関
す
る
事
項
 

１
 
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
確
実
な
実
践
 

地
方
独
立
行
政
法
人
制
度
の
特
長
を
活
か
し
、
自
立
性
、
機
動
性
、
柔
軟
性
及
び
効
率
性
の
高
い
病
院
運
営
を
行
え
る
よ
う
、
業
務
運
営
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。
ま
た
、
職
員
の
意
識
改
革
を
推
進
し
、
継
続
的
な
業
務
改
善
へ
の

取
組
み
を
通
し
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
確
実
な
実
践
に
努
め
る
こ
と
。
 

(2
2)
 

１
．
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク

ル
の
確
実
な
実
践
 

地
方

独
立

行
政

法

人
制

度
の

特
長

を
活

か
し
、
自
律
性
、
機
動

性
、
柔
軟
性
及
び
効
率

性
の

高
い

病
院

運
営

を
行
え
る
よ
う
、
業
務

運
営

体
制

を
整

備
す

る
。
 

公
益

財
団

法
人

日
本

医
療

機
能

評
価

機
構

１
 
同
左
 

災
害
時
対
応
へ
の
取

組
み
 

  が
ん
情
報
の
提
供
 

    在
宅
医
療
・
介
護
連

携
 

 

DM
AT

チ
ー
ム
の
院
外
訓
練
へ
の
参
加
だ
け
で
な
く
、
院
内
訓
練
も
継
続
的
に
行
え

る
よ
う
に
他
機
関
主
催
の
訓
練
及
び
研
修
へ
タ
ス
ク
と
し
て
職
員
を
派
遣
（
５
回
）

し
、
訓
練
の
運
営
方
法
を
経
験
で
き
る
よ
う
取
り
組
ん
だ
。
 

 

正
確
で
適
切
な
情
報
が
提
供
出
来
る
よ
う
、
患
者
図
書
コ
ー
ナ
ー
の
資
料
整
理
と

環
境
の
整
備
を
行
っ
た
。
ま
た
、
が
ん
診
療
連
携
室
と
連
携
し
、
国
が
ん
情
報
サ
ー
ビ

ス
等
か
ら
提
供
さ
れ
る
最
新
情
報
を
確
認
し
、
情
報
の
管
理
を
行
っ
た
。
 

患
者
家
族
へ
配
布
す
る
資
料
の
内
容
や
配
布
場
所
に
つ
い
て
も
見
直
し
を
行
っ
た
。
 

 

地
域
と
の
連
携
を
強
化
し
、
在
宅
療
養
の
環
境
整
備
が
円
滑
に
進
む
よ
う
、
那
覇
市

医
師
会
の
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
推
進
事
業
へ
の
参
画
や
ち
ゃ
ー
が
ん
じ
ゅ
う
課
認

定
グ
ル
ー
プ
と
定
期
的
に
話
し
合
い
を
行
っ
た
。
 

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅳ
 

 
「
DM
AT

チ
ー
ム
」
の

院
外
訓
練
参
加
を
良
と

し
、
次
年
度
の
院
内
訓

練
の
開
催
を
期
待
す

る
。
逆
紹
介
の
強
化
へ

向
け
て
、
後
方
連
携
策

と
し
て
転
院
後
対
応
策

の
種
々
の
工
夫
・
活
用

を
図
っ
て
い
る
事
を
評

価
す
る
。
「
病
棟
配
置

薬
」
の
見
直
し
の
取
組

み
開
始
も
評
価
す
る
。

評
価
：
Ⅳ
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3
2
 

に
よ

る
病

院
機

能
評

価
で

指
摘

の
あ

っ
た

項
目

の
改

善
へ

の
取

組
み

や
Ｔ

Ｑ
Ｍ

活
動

を
通
し
、
改
善
活
動
を

継
続
す
る
。
 

ま
た
、
職
員
の
意
識
改

革
を
推
進
し
、
継
続
的

な
業

務
改

善
へ

の
取

組
を
通
し
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ

サ
イ

ク
ル

の
確

実
な

実
践
に
努
め
る
。
 

 安
全
確
保
に
向
け
た

情
報
収
集
と
検
討
の

取
組
み
 

       前
方
連
携
と
後
方
連

携
の
取
組
み
 

          病
棟
配
置
薬
の
見
直

し
の
取
組
み
 

    医
師
の
働
き
方
改
革

対
応
 

   新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
対
策
 

 

イ
ン
シ
デ
ン
ト
報
告
数
を
増
や
す
取
組
み
と
し
て
、
０
レ
ベ
ル
（
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
：

イ
ン
シ
デ
ン
ト
を
起
こ
す
前
に
気
が
付
き
エ
ラ
ー
は
起
こ
し
て
い
な
い
状
況
）
を
増

や
す
よ
う
委
員
会
で
働
き
か
け
た
。
０
レ
ベ
ル
報
告
数
は
令
和
３
年
度

20
4
件
、
令
和

４
年
度

12
8
件
と
減
少
傾
向
に
あ
る
。
０
レ
ベ
ル
の
報
告
件
数
が
増
え
る
よ
う
に
部

署
へ
働
き
か
け
て
い
く
。
 

医
師
か
ら
の
報
告
数
は

42
件
/年

(令
和
３
年
：
28

件
)で

前
年
度
か
ら
増
加
し
て

い
る
。
医
師
の
報
告
書
が
増
え
て
い
く
よ
う
委
員
会
よ
り
通
達
を
し
た
。
ま
た
、
全
体

の
報
告
数
も
入
院
患
者
数
の
増
加
も
あ
り
、
令
和
４
年
度

1,
49
6
件
（
令
和
３
年
度

1,
45
8
件
）
で
前
年
度
よ
り

38
件
増
加
し
た
。
 

 新
規
入
院
患
者
数
を
増
や
す
前
方
連
携
の
取
組
み
と
し
て
、
近
隣
の
医
療
機
関
や

施
設
か
ら
ス
ム
ー
ズ
に
受
診
で
き
る
よ
う
、
連
携
枠
を
増
や
し
た
。
ま
た
、
逆
紹
介
推

進
を
強
化
し
地
域
の
医
療
機
関
へ
つ
な
ぐ
取
組
み
を
継
続
し
た
。
後
方
連
携
と
し
て
、

転
院
後
対
応
が
円
滑
に
な
る
よ
う
情
報
シ
ー
ト
（
AD
L、

家
族
構
成
等
）
の
活
用
や
入

院
中
よ
り
早
期
に
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
開
催
し
た
。
 

そ
の
他
、
他
の
医
療
機
関
や
施
設
か
ら
当
日
の
受
診
依
頼
が
あ
る
場
合
、
転
院
情
報

シ
ー
ト
を
活
用
し
た
。
 

ま
た
、
前
方
・
後
方
連
携
の
強
化
及
び
看
護
の
質
を
担
保
す
る
目
的
で
、
認
定
看
護

師
や
専
門
看
護
師
を
後
方
連
携
病
院
・
施
設
へ
派
遣
し
、
出
前
講
座
を
開
催
し
た
。
出

前
講
座
を
行
う
こ
と
で
、
安
心
し
て
患
者
さ
ん
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
の

声
も
あ
り
、
シ
ー
ム
レ
ス
な
医
療
・
看
護
の
提
供
が
で
き
た
。
 

 

平
成

30
年
の
病
院
機
能
評
価
で
各
病
棟
に
配
置
薬
が
多
く
、
医
療
安
全
面
か
ら
改

善
す
る
よ
う
指
摘
を
受
け
て
い
た
こ
と
か
ら
、
病
棟
配
置
薬
の
見
直
し
に
取
り
組
ん

だ
。
当
院
精
神
科
医
協
力
の
下
、
「
不
眠
時
指
示
」
「
不
穏
時
指
示
」
に
対
し
て
こ
れ

ま
で
６
種
類
以
上
配
置
し
て
い
た
薬
剤
を
３
種
類
に
絞
り
込
ん
だ
。
医
局
へ
報
告
、
院

内
パ
ス
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
と
も
情
報
を
共
有
し
て
、
パ
ス
の
変
更
を
実
施
し
た
。
 

 

各
診
療
科
の
長
に
対
し
て
所
属
職
員
の
時
間
外
勤
務
を
把
握
す
る
よ
う
働
き
か
け

を
行
っ
た
。
こ
れ
ま
で
、
診
療
部
長
が
医
師
全
員
の
時
間
外
命
令
簿
の
決
裁
を
行
っ
て

い
た
が
、
各
診
療
科
の
長
に
そ
の
役
割
を
委
任
し
、
所
属
職
員
の
時
間
外
勤
務
を
把
握

す
る
た
め
の
仕
組
み
を
構
築
し
た
。
 

 新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
重
点
医
療
機
関
と
し
て
、
沖
縄
県
コ
ロ
ナ
対
策
本

部
や
保
健
所
と
連
携
し
て
様
々
な
取
組
み
を
行
い
、
感
染
防
止
対
策
室
を
中
心
に
修

正
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
各
職
種
が
協
働
し
て
下
記
の
こ
と
を
実
施
し
た
。
 

「
医
師
の
働
き
方
改

革
」
へ
の
取
組
み
が
良

い
結
果
を
生
む
事
を
期

待
す
る
。
 

そ
れ
ぞ
れ
の
部
署
が
、

確
実
に

PD
CA

を
進
め

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
進
捗

状
況
を
病
院
全
体
で
共

有
し
て
い
た
だ
き
た

い
。
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3
3
 

①
 入

院
患
者
受
入
：
県
の
方
針
に
従
い
病
床
数
を
増
減
す
る
た
め
に
職
員
配
置
や
業

務
の
調
整
等
を
適
宜
実
施
し
た
。
 

②
 外

来
ト
リ
ア
ー
ジ
ブ
ー
ス
の
強
化
：
職
員
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
立
哨
 

③
 発

熱
外
来
 

④
 P
CR

検
査
：
機
器
３
種
類
導
入
す
る
こ
と
で
、
緊
急
入
院
・
予
定
入
院
患
者
さ
ん
の

検
査
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
た
。
合
わ
せ
て
感
染
対
策
の
強
化
に
つ
な
が
っ
た
。
 

⑤
 保

健
所
よ
り
検
査
依
頼
の
あ
っ
た
検
体
採
取
及
び
搬
送
 

⑥
 市

民
へ
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
 

⑦
 ワ

ク
チ
ン
接
種
会
場
へ
の
職
員
の
派
遣
（
本
島
・
離
島
）
 

⑧
 療

養
者
ホ
テ
ル
へ
の
医
師
派
遣
 

⑨
 職

員
の
感
染
対
策
に
関
す
る
研
修
会
の
開
催
 

⑩
 コ

ロ
ナ
病
棟
に
お
い
て
、
重
症
患
者
の
面
会
を
実
現
で
き
る
よ
う
対
策
を
講
じ
た
。 

⑪
 タ

ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
活
用
し
た
面
会
や
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
実
施
 

⑫
 コ

ロ
ナ
病
棟
に
お
い
て
、
重
症
患
者
の
体
位
変
換
チ
ー
ム
(医

療
職
)を

結
成
し
、

人
工
呼
吸
器
装
着
等
の
患
者
に
対
し
て
体
位
変
換
を
行
っ
た
。
 

⑬
 コ

ロ
ナ
病
棟
入
院
患
者
の
買
い
物
支
援
を
事
務
職
員
で
行
っ
た
。
 

２
 
院
内
連
携
の
推
進
 

(1
)チ

ー
ム
医
療
の
推
進
 

 
医
療
環
境
の
変
化
に
対
応
し
、
疾
病
や
患
者
の
状
態
に
応
じ
た
医
療
を
提
供
す
る
た
め
、
質
の
高
い
チ
ー
ム
医
療
を
推
進
す
る
こ
と
。
 

(2
3)
 

 

(1
)チ

ー
ム
医
療
の
推

進
 医
療
環
境
の
変
化
に

対
応
し
、
疾
病
や
患
者

の
状
態
に
応
じ
た
医
療

を
提
供
す
る
た
め
、
質

の
高
い
チ
ー
ム
医
療
を

推
進
す
る
。
医
師
、
看
護

師
、
薬
剤
師
、
理
学
療
法

士
、
検
査
技
師
、
栄
養

士
、
歯
科
衛
生
士
等
に

よ
り
医
療
安
全
対
策
、

感
染
防
止
対
策
、
呼
吸

ケ
ア
、
緩
和
ケ
ア
等
の

チ
ー
ム
に
よ
る
診
療
報

酬
に
則
し
た
活
動
を
継

続
す
る
。
 

(1
) 

同
左
 

緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム
 

        呼
吸
ケ
ア
チ
ー
ム
 

      栄
養
サ
ポ
ー
ト
チ
ー

ム
 

患
者
さ
ん
の
身
体
症
状
や
精
神
的
・
霊
的
症
状
に
加
え
、
せ
ん
妄
な
ど
の
援
助
や
家

族
サ
ポ
ー
ト
か
ら
の
依
頼
増
加
に
伴
い
、
緩
和
ケ
ア
診
療
加
算
件
数
が
増
加
し
た
。
緩

和
ケ
ア
認
定
看
護
師
や
が
ん
専
門
看
護
師
の
増
加
に
伴
い
、
ス
ム
ー
ズ
な
対
応
や
サ
ポ

ー
ト
が
で
き
た
。
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
も
、
感
染
対
策
を
と
り
な
が
ら
十
分
な
体
制
を

取
る
こ
と
が
で
き
た
。
 

【
緩
和
ケ
ア
診
療
加
算
件
数
】
 

 
令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

緩
和
ケ
ア
診
療
加
算
件
数
 

89
4
件
 

1,
64
6
件
 

 

呼
吸
ケ
ア
チ
ー
ム
（
RS
T）

の
チ
ー
ム
回
診
数
は
減
っ
た
が
、
前
年
度
に
比
べ
、
介
入

件
数
は
２
件
増
加
し
た
。
集
中
ケ
ア
認
定
看
護
師
が
特
定
行
為
研
修
へ
参
加
し
、
令
和

５
年
３
月
末
日
に
特
定
行
為
研
修
終
了
し
た
。
 

【
呼
吸
ケ
ア
チ
ー
ム
加
算
件
数
】
 

 
令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

呼
吸
ケ
ア
チ
ー
ム
加
算
件
数
 

32
件
 

34
件
 

 栄
養
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
（
NS
T）

以
外
に
摂
食
嚥
下
機
能
回
復
加
算
、
骨
折
リ
エ
ゾ

ン
、
緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム
、
連
携
充
実
加
算
、
入
院
時
支
援
加
算
等
の
診
療
報
酬
に
関
わ

る
チ
ー
ム
医
療
に
も
参
画
し
て
い
る
。
 

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅲ
 

 
緩
和
ケ
ア
診
療
加
算

件
数
・
栄
養
サ
ポ
ー
ト

加
算
件
数
の
大
幅
増
加

を
評
価
す
る
。
 

 

評
価
：
Ⅲ
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3
4
 

【
栄
養
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
加
算
件
数
】
 

 
令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

栄
養
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
加
算
件
数
 

35
4
件
 

58
4
件
 

 

(2
)多

職
種
連
携
の
推
進
 

 
 
 
診
療
科
間
や
医
療
部
門
と
事
務
部
門
間
の
連
携
を
強
化
す
る
な
ど
、
多
職
種
連
携
を
推
進
し
組
織
力
の
向
上
に
努
め
る
。
 

(2
4)
 

(2
)多

職
種
連
携
の
推

進
 診

療
科

間
や

医
療

部
門

と
事

務
部

門
間

の
連

携
を

強
化

す
る

な
ど
、
多
職
種
連
携
を

推
進

し
組

織
力

の
向

上
に
努
め
る
。
 

(2
) 

同
左
 

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る

部
署
間
連
携
 

前
年
度
に
続
き
、
関
係
部
署
全
て
の
所
属
長
が
配
置
さ
れ
た
那
覇
市
立
病
院
コ
ロ

ナ
対
策
本
部
を
中
心
に
、
日
々
の
コ
ロ
ナ
情
勢
に
応
じ
た
対
策
会
議
を
開
い
た
。
 

電
子
カ
ル
テ
の
「
院
内
ポ
ー
タ
ル
メ
ニ
ュ
ー
」
を
活
用
し
、
各
部
署
か
ら
の
コ
ロ
ナ

関
連
情
報
を
全
職
員
が
閲
覧
可
能
と
な
っ
た
。
 

上
記
以
外
に
も
 

・
全
て
の
所
属
長
が
加
わ
っ
た

SN
S
を
利
用
し
て
タ
イ
ム
リ
ー
な
情
報
共
有
 

・
医
局
内
へ
「
コ
ロ
ナ
掲
示
板
」
の
設
置
 

・
DM
AT

が
常
駐
で
き
る
部
屋
の
設
置
 

・
県
コ
ロ
ナ
対
策
本
部
と
直
接
連
絡
が
取
れ
る
携
帯
電
話
の
活
用
 

・
コ
ロ
ナ
病
棟
入
院
患
者
の
買
い
物
支
援
を
事
務
局
職
員
で
対
応
 

・
コ
ロ
ナ
対
応
ワ
ー
キ
ン
グ
会
議
を
随
時
開
催
 

・
毎
朝
管
理
者
朝
礼
に
て
院
内
状
況
と
方
針
を
確
認
、
情
報
共
有
を
図
っ
た
 

病
院
全
体
で
の
情
報
共
有
、
連
携
を
図
っ
た
。
 

ｳｴ
ｲﾄ
 

1 

評
価
 

Ⅲ
 

 
「
那
覇
市
立
病
院
コ

ロ
ナ
対
策
本
部
」
を
中

心
に
コ
ロ
ナ
対
策
へ
の

工
夫
が
見
ら
れ
、
コ
ロ

ナ
情
勢
に
応
じ
た
活
動

を
行
っ
た
事
を
評
価
す

る
。
特
に
毎
日
の
「
管

理
者
朝
礼
」
に
て
院
内

状
況
と
方
針
確
認
、
情

報
共
有
に
よ
り
病
院
全

体
で
の
情
報
共
有
・
連

携
を
図
っ
て
い
る
事
を

評
価
す
る
。
今
後
は
、

コ
ロ
ナ
対
策
以
外
に
つ

い
て
も
、
多
職
種
連
携

を
図
ら
れ
た
い
。
 

評
価
：
Ⅲ
 

３
 
働
き
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り
 

安
全
衛
生
管
理
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
職
員
の
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
し
た
働
き
や
す
い
環
境
づ
く
り
に
努
め
る
こ
と
。
 

(2
5)
 

３
 
働
き
や
す
い
職

場
環
境
づ
く
り
 

安
全

衛
生

管
理

を

徹
底
す
る
と
と
も
に
、

ワ
ー

ク
ラ

イ
フ

バ
ラ

ン
ス

推
進

委
員

会
の

活
動

を
通

し
て

職
員

の
ワ

ー
ク

ラ
イ

フ
バ

ラ
ン

ス
に

配
慮

し
た

働
き

や
す

い
環

境
づ

く
り
に
努
め
る
。
 

３
 
同
左
 

職
員
や
り
が
い
度
調

査
の
実
施
 

       時
間
外
勤
務
短
縮
の

取
組
み
 

令
和
５
年
２
月
か
ら
３
月
に
か
け
て
、
仕
事
や
処
遇
、
組
織
や
人
間
関
係
、
教
育
、

ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
職
員
の
実
態
を
調
べ
る
た
め
に
「
職
員
や
り
が

い
度
調
査
」
を
全
職
員
向
け
に
実
施
し
た
（
分
析
等
は
次
年
度
実
施
予
定
）
。
 

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
院
内
感
染
を
防
ぐ
目
的
で
、
長
期
に
及
ぶ
様
々
な
制
限
（
出

張
や
私
事
旅
行
の
渡
航
制
限
、
食
事
会
や
イ
ベ
ン
ト
参
加
）
を
か
け
た
事
で
、
職
員
の

ス
ト
レ
ス
解
消
の
機
会
も
失
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
事
か
ら
、
当
該
調
査
の
項
目
に

「
コ
ロ
ナ
禍
で
平
時
と
比
較
し
て
、
特
に
ス
ト
レ
ス
に
感
じ
た
事
」
を
入
れ
、
コ
ロ
ナ

禍
で
の
職
員
の
ス
ト
レ
ス
要
因
に
つ
い
て
も
分
析
を
行
え
る
よ
う
に
設
定
し
た
。
 

 令
和
６
年
４
月
か
ら
始
ま
る
「
医
師
の
働
き
方
改
革
」
に
対
応
し
、
ま
た
医
師
が
働

き
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り
を
目
的
に
、
医
師
の
働
き
方
委
員
会
を
設
置
し
、
令
和
４

年
度
に
２
回
開
催
し
た
。
委
員
会
は
、
病
院
長
を
委
員
長
と
し
、
各
診
療
科
所
属
長
や
、

医
師
以
外
の
所
属
長
を
委
員
と
し
て
任
命
し
た
。
医
師
の
労
働
時
間
管
理
の
適
正
化

に
向
け
た
取
組
み
や
、
医
師
の
時
間
外
労
働
を
短
縮
す
る
た
め
の
タ
ス
ク
・
シ
フ
テ
ィ

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅲ
 

 
「
職
員
や
り
が
い
度

調
査
」
の
実
施
し
、
コ

ロ
ナ
禍
に
お
け
る
職
員

の
ス
ト
レ
ス
要
因
の
分

析
を
可
能
と
し
た
。
分

析
結
果
に
基
づ
き
、
具

体
的
な
働
き
や
す
い
職

場
環
境
づ
く
り
を
目
指

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

ま
た
、
「
医
師
の
働
き

方
改
革
」
に
向
け
て
委

員
会
を
設
置
・
開
催

し
、
取
組
み
を
進
め
た

こ
と
を
評
価
す
る
。
 

評
価
：
Ⅳ
 

地
域
の
医
療
提
供
体

制
を
確
保
す
る
上
で
暫

定
的
に
認
め
ら
れ
る

B

水
準
の
適
用
を
受
け
る

た
め
に
必
要
な
こ
と
と

は
い
え
、
医
師
労
働
時

間
短
縮
計
画
を
策
定
で

き
た
こ
と
を
評
価
す

る
。
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3
5
 

ン
グ
、
長
時
間
労
働
医
師
の
面
接
指
導
実
施
体
制
の
構
築
に
つ
い
て
議
論
を
行
い
、
医

師
の
時
短
計
画
を
策
定
し
た
。
 

 様
式
１
－
１
－
４
－
５
 
年
度
評
価
 
項
目
別
評
定
調
書
（
財
務
内
容
の
改
善
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措
置
）
 

１
．
当
項
目
に
関
す
る
情
報
 

３
－
１
 

財
務
内
容
の
改
善
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措
置
 

業
務
に
関
連
す
る
政
策
・
施
策
 

（
１
）
経
営
機
能
の
強
化
 

（
２
）
収
益
的
収
支
の
向
上
 

（
３
）
弾
力
的
な
予
算
執
行
と
費
用
節
減
 

（
４
）
経
営
の
効
率
化
 

（
５
）
病
院
事
業
運
営
費
負
担
金
に
関
す
る
事
項
 

当
該
事
業
実
施
に
係
る
根
拠

（
個
別
法
条
文
な
ど
）
 

－
 

当
該
項
目
の
重
要
度
、
難
易
度
 

ウ
エ
イ
ト
付
け
は
各
項
に
記
載
 

関
連
す
る
政
策
評
価
・
行
政
事

業
レ
ビ
ュ
ー
 

－
 

２
．
主
要
な
経
年
デ
ー
タ
 

 
①
主
要
な
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
（
ア
ウ
ト
カ
ム
）
情
報
 

 
②
主
要
な
イ
ン
プ
ッ
ト
情
報
 

 

指
標
 

達
成
目
標
 

（
参
考
）
 

中
期

計
画

令

和
元

年
度

実

績
 

令
和

２
年

度
 

令
和

３
年

度
 

令
和

４
年

度
 

令
和

５
年

度
 

指
標
 

令
和
２
年
度
 

令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

令
和
５
年
度
 

収
支
改
善
の

指
標
 

経
常
収
支
比
率
（
％
）
 

 
10
3.
7％

 
10
8.
4％

 
11
3.
7％

 
10
3.
6％

 
 

経
常
収
益
（
千
円
）
 

15
,4
49
,7
24
 

17
,0
64
,1
83
 

15
,8
35
,8
97
 

 

医
業
収
支
比
率
（
％
）
 

 
10
2.
8％

 
93
.4
％
 

91
.3
％
 

93
.3
％
 

 
経
常
費
用
（
千
円
）
 

14
,2
49
,7
00
 

15
,0
13
,2
18
 

15
,2
79
,9
86
 

 

収
入
確
保
の

指
標
 

病
床
稼
動
率
 

 
93
.7
％
 

79
.3
％
 

73
.7
％
 

72
.8
％
 

 
経
常
利
益
（
千
円
）
 

1,
20
0,
02
4 

2,
05
0,
96
5 

55
5,
91
1 

 

入
院
診
療
単
価
 

 
62
,3
97

円
 

69
,9
30

円
 

74
,4
66

円
 

76
,6
71

円
 

 
 

 
 

 
 

外
来
診
療
単
価
 

 
19
,4
77

円
 

24
,7
39

円
 

27
,1
45

円
 

26
,4
28

円
 

 
 

 
 

 
 

３
．
各
事
業
年
度
の
業
務
に
係
る
目
標
、
計
画
、
業
務
実
績
、
年
度
評
価
に
係
る
自
己
評
価
 

 

中
期
計
画
 

年
度
計
画
 

主
な
評
価
指
標
 

法
人
の
業
務
実
績
・
自
己
評
価
 

評
価
委
員
会
 

意
見
 

市
長
に
よ
る
評
価
 

業
務
実
績
 

自
己

評
価
 

中
期
目
標
 

第
３
 
財
務
内
容
の
改
善
に
関
す
る
事
項
 

 
第
３
 
財
務
内
容
の

改
善
に
関
す
る
目
標

を
達
成
す
る
た
め
と

る
べ
き
措
置
 

第
３
 
同
左
 

－
 

－
 

－
 

－
 

１
 
経
営
機
能
の
強
化
 

診
療
報
酬
の
改
定
や
患
者
の
動
向
を
見
極
め
、
迅
速
に
情
報
の
収
集
及
び
分
析
を
し
た
う
え
で
、
対
応
策
を
立
案
し
、
的
確
な
対
応
を
行
う
こ
と
。
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3
6
 

(2
6)
 
１
 
経
営
機
能
の
強
化
 

診
療

報
酬

の
改

定

や
患

者
の

動
向

を
見

極
め

、
迅

速
に

情
報

の
収

集
及

び
分

析
し

た
う

え
で

、
対

応
策

を
立

案
し

、
的

確
な

対
応
を
行
う
。
 

１
 
同
左
 

診
療
報
酬
の
請
求

漏
れ
や
減
点
の
防

止
の
取
組
み
 

         未
収
金
の
未
然
防

止
対
策
と
早
期
回

収
の
取
組
み
 

 オ
ン
ラ
イ
ン
資
格

確
認
シ
ス
テ
ム
の

活
用
 

    査
定
率
 

診
療
報
酬
改
定
へ
の
対
応
は
適
切
に
行
え
た
が
、
経
営
機
能
強
化
に
つ
い
て
は
前
年
度
と

同
様
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応
を
優
先
す
る
た
め
に
次
年
度
以
降
へ
持
ち

越
し
と
な
っ
た
。
 

前
年
度
同
様
に
毎
月
開
催
し
て
い
た
保
険
診
療
委
員
会
は
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け
開
催

出
来
な
か
っ
た
が
、
医
事
課
に
て
査
定
内
容
の
精
査
及
び
対
策
、
各
診
療
科
の
主
治
医
へ
医

事
課
算
定
担
当
者
よ
り
再
審
査
請
求
の
可
否
等
の
確
認
、
診
療
報
酬
に
対
す
る
医
師
へ
の
啓

発
も
個
別
に
行
っ
た
。
 

DP
C（

診
断
群
分
類
包
括
評
価
）
に
つ
い
て
は
、
医
師
と
診
療
情
報
管
理
士
が
連
携
し
て
診

療
内
容
に
沿
っ
た
適
正
な
請
求
を
行
う
よ
う
努
め
た
。
ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
に
関
す
る
診
療

報
酬
の
臨
時
的
取
り
扱
い
に
つ
い
て
最
新
情
報
を
収
集
し
て
請
求
漏
れ
の
な
い
よ
う
に
努
め

た
。
 

 

未
収
金
防
止
対
策
と
し
て
、
無
保
険
等
の
患
者
に
対
し
医
療
相
談
員
へ
早
期
介
入
の
依
頼

を
行
っ
た
。
ま
た
、
約
束
不
履
行
に
よ
り
発
生
し
た
未
収
金
を
入
院
費
補
償
サ
ー
ビ
ス
会
社

へ
請
求
を
行
い
、
未
収
金
の
早
期
回
収
に
努
め
た
。
 

 

窓
口
で
患
者
資
格
情
報
等
（
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
、
自
己
負
担
限
度
額
等
）
が
リ
ア

ル
タ
イ
ム
で
確
認
出
来
る
よ
う
に
な
り
、
期
限
切
れ
の
保
険
証
で
の
受
診
が
な
く
な
り
、
過

誤
請
求
の
処
理
や
患
者
へ
の
保
険
証
再
確
認
等
の
事
務
負
担
が
軽
減
さ
れ
た
。
ま
た
、
マ
イ

ナ
保
険
証
で
本
人
同
意
に
基
づ
い
て
特
定
健
診
情
報
や
薬
剤
情
報
が
閲
覧
で
き
る
よ
う
に

な
り
、
患
者
の
記
憶
頼
り
の
問
診
で
は
な
く
、
正
確
な
情
報
を
確
認
し
診
療
に
活
用
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
。
 

 

査
定
率
に
つ
い
て
目
標
は
達
成
で
き
な
か
っ
た
。
救
急
医
療
係
数
向
上
へ
の
取
組
み
で
救

急
医
療
管
理
加
算
の
算
定
件
数
が
増
加
し
た
こ
と
や
、
PC
R
検
査
等
の
コ
ロ
ナ
に
係
る
査
定

件
数
も
増
え
た
事
が
要
因
で
あ
っ
た
。
 

 （
参
考
）
査
定
率
全
国
平
均
（
令
和
２
年
３
月
）
 

   

厚
生
労
働
省
保
険
局
 
審
査
支
払
機
関
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
資
料
2 

「
支
払
基
金
と
国
保
連
の
原
審
査
状
況
」
よ
り
 

 
令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

令
和
４
年
度
目
標
 

査
定
率
 

0.
23
％
 

0.
24
％
 

0.
2％

以
下
 

支
払
基
金
 

0.
25
5％

 

国
保
連
 

0.
25
0％

 

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅲ
 

 
査
定
率
は
、
目
標

に
や
や
達
し
な
い
も

の
の
低
率
を
維
持
し

て
お
り
、
健
全
な
診

療
報
酬
請
求
を
実

施
、
継
続
し
て
い
る

こ
と
を
評
価
す
る
。

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確

認
シ
ス
テ
ム
の
活
用

を
さ
ら
に
向
上
さ

せ
、
医
療
現
場
の
み

な
ら
ず
管
理
部
門
の

業
務
フ
ロ
ー
の
改
善

に
つ
な
げ
て
い
た
だ

き
た
い
。
 

評
価
：
Ⅲ
 

２
 
収
益
的
収
支
の
向
上
 

病
床
稼
働
率
の
向
上
や
適
正
な
診
療
収
入
の
確
保
に
努
め
、
収
益
確
保
を
図
る
こ
と
。
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3
7
 

(2
7)
 

２
 
収
益
的
収
支
の

向
上
 

病
床

稼
働

率
の

維

持
・

向
上

や
適

正
な

診
療

収
入

の
確

保
に

努
め
る
。
 

２
 
同
左
 

病
床
稼
働
率
の
維

持
・
向
上
 

                  DP
C/
PD
PS

の
機

能
評
価
係
数
の
内

容
を
検
討
し
係
数

を
高
め
る
た
め
の

対
策
 

コ
ロ
ナ
専
用
病
棟
を
設
置
し
た
影
響
に
よ
り
、
一
般
病
棟
を
含
め
た
病
床
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

に
制
限
が
生
じ
た
。
県
内
の
コ
ロ
ナ
陽
性
者
発
生
状
況
に
よ
っ
て
常
に
厳
し
い
病
床
運
用
が

続
き
、
公
立
病
院
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
た
め
、
コ
ロ
ナ
患
者
受
入
を
積
極
的
に
行
っ
た
。

令
和
４
年
度
の
感
染
拡
大
時
に
は
最
大

58
床
の
コ
ロ
ナ
即
応
病
床
を
確
保
し
た
。
ま
た
休

日
・
夜
間
の
入
院
病
床
確
保
に
つ
い
て
は
、
急
病
セ
ン
タ
ー
と
各
病
棟
の
密
な
連
携
に
よ
り

入
院
患
者
を
で
き
る
だ
け
受
入
れ
た
。
 

患
者
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
入
退
院
権
限
を
一
元
化
し
た
効
果
が
継
続
さ
れ
、

病
床
稼
働
率
向
上
対
策
会
議
を
開
催
し
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
病
床
稼
働
率
の
現
状
と
対
策

に
つ
い
て
、
経
営
陣
を
は
じ
め
診
療
科
部
長
、
各
病
棟
師
長
、
コ
メ
デ
ィ
カ
ル
部
門
の
長
、
事

務
局
課
長
以
上
の
職
員
等
に
向
け
、
前
年
と
の
比
較
を
加
え
、
情
報
の
共
有
に
努
め
た
。
 

コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
に
よ
り
病
床
稼
働
率
が
令
和
４
年
度
実
績
は

72
.8
％
と
、
前
年
度
比

0.
9％

減
少
と
な
っ
た
。
 

（
収
入
確
保
の
指
標
）
 

指
標
名
 

令
和
３
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
目
標
 

病
床
稼
動
率
 

73
.7
％
 

72
.8
％
 

87
.0
％
 

入
院
診
療
単
価
 

74
,4
66

円
 

76
,6
71

円
 

75
,0
00

円
 

外
来
診
療
単
価
 

27
,1
45

円
 

26
,4
28

円
 

27
,0
00

円
 

【
参
考
】
 

平
均
在
院
日
数
 

11
.7
4
日
 

11
.2
2
日
 

－
 

 

救
急
医
療
管
理
加
算
の
算
定
要
件
見
直
し
を
適
時
行
っ
た
。
令
和
３
年
度
よ
り
救
急
医
療

管
理
加
算
の
算
定
ア
ッ
プ
に
努
め
医
師
指
示
の
運
用
の
見
直
し
等
を
行
っ
た
結
果
、
機
能
評

価
係
数
Ⅱ
項
目
の
救
急
医
療
指
数
が
前
年
度
よ
り
上
が
っ
た
。
 

令
和
２
年
度
実
績

0.
00
51
9 

→
 
令
和
３
年
度
実
績

0.
01
52
1 

→
 
令
和
４
年
度
実

績
 
0.
01
59
3 

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅲ
  

 
厳
し
い
コ
ロ
ナ
の

影
響
が
持
続
し
、
一

般
病
床
を
含
め
た
病

床
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の

制
限
の
た
め
に
、

「
病
床
稼
働
率
」
が

減
少
し
た
事
は
や
む

を
得
な
い
と
理
解
す

る
。
 

評
価
：
Ⅲ
 

３
 
弾
力
的
な
予
算
執
行
と
費
用
節
減
 

 
 
弾
力
的
な
予
算
執
行
に
よ
り
、
効
率
的
・
効
果
的
な
事
業
運
営
に
努
め
る
と
と
も
に
、
費
用
の
節
減
等
を
図
る
こ
と
。
 

(2
8)
 

３
 

弾
力

的
な

予
算

執
行
と
費
用
節
減
 

弾
力

的
な

予
算

執

行
に
よ
り
、
効
率
的
・

効
果

的
な

事
業

運
営

に
努

め
る

と
と

も

に
、

費
用

の
節

減
等

を
図
る
。
 

３
 
同
左
 

法
人
の
会
計
制
度

を
活
用
し
た
弾
力

的
な
予
算
執
行
を

行
い
効
率
的
・
効

果
的
な
事
業
運
営
 

  薬
品
、
診
療
材
料

等
の
購
入
価
格
の

低
減
及
び
適
正
な

コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
医
業
収
益
の
確
保
は
非
常
に
厳
し
い
状
況
が
続
い
た
。
費
用
の
支

出
は
例
年
と
変
わ
ら
ず
発
生
す
る
中
、
予
算
執
行
に
お
い
て
は
会
計
実
施
規
程
等
に
基
づ
き

適
正
か
つ
効
率
的
・
効
果
的
な
事
業
運
営
を
行
い
、
コ
ロ
ナ
補
助
金
等
を
有
効
活
用
す
る
こ

と
に
よ
り
自
己
財
源
確
保
に
努
め
た
。
 

【
コ
ロ
ナ
補
助
金
で
充
実
を
図
っ
た
機
器
類
】
 

・
ク
リ
ー
ン
パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン
 
 
・
人
工
呼
吸
器
 

 

医
薬
品
の
供
給
不
足
は
、
解
決
さ
れ
て
お
ら
ず
、
代
替
え
薬
等
の
対
応
に
多
忙
と
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
で
も
、
昨
年
度
の
後
発
医
薬
品
使
用
率
の
低
下
を
踏
ま
え
、
供
給
等
、
対
応
可
能

な
後
発
医
薬
品
に
つ
い
て
は
、
入
れ
替
え
を
進
め
、
昨
年
度

83
.2
％
か
ら
令
和
４
年
度

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅲ
 

 
後
発
医
薬
品
の
供

給
不
足
が
続
く
中
、

努
力
し
て
「
後
発
医

薬
品
使
用
率
」
を
目

標
値
以
上
に
達
成
出

来
た
事
は
評
価
す

る
。
 

ま
た
、
保
健
材
料
の

適
正
請
求
及
び
適
正

支
払
い
に
つ
い
て
取

組
み
、
”
漏
れ
な
く

評
価
：
Ⅲ
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3
8
 

在
庫
管
理
及
び
費

用
節
減
の
取
組
み
 

      適
正
な
後
発
医
薬

品
の
採
用
促
進
に

よ
る
患
者
の
負
担

軽
減
と
法
人
の
費

用
節
減
 

  適
正
な
在
庫
管
理
 

89
.8
％
ま
で
使
用
率
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
供
給
の
問
題
は
継
続
し
て
い
る

た
め
、
今
後
も
臨
機
応
変
に
対
応
す
る
。
 

保
険
材
料
の
適
正
請
求
及
び
適
正
支
払
に
つ
い
て
、
患
者
に
手
渡
さ
れ
る
診
療
明
細
書
に

記
載
さ
れ
る
保
険
材
料
、
特
に
診
療
材
料
の
医
事
算
定
と
診
療
材
料
の
使
用
状
況
照
合
の
徹

底
を
行
っ
た
。
過
誤
請
求
及
び
過
剰
請
求
、
算
定
漏
れ
防
止
を
目
的
と
し
て
医
事
課
・
各
臨

床
現
場
と
連
携
し
“
漏
れ
な
く
正
し
い
”
レ
セ
プ
ト
請
求
の
一
助
と
し
て
通
年
業
務
と
し
て

昨
年
度
と
同
様
に
継
続
し
て
取
り
組
ん
だ
。
 

 

目
標
値
の

85
％
以
上
を
達
成
で
き
た
が
、
主
に
後
発
医
薬
品
の
供
給
不
足
問
題
が
長
期
化

し
て
お
り
、
大
き
な
影
響
を
受
け
た
。
医
薬
品
が
供
給
さ
れ
ず
、
急
遽
、
代
替
え
医
薬
品
を
探

す
業
務
が
生
じ
先
発
医
薬
品
に
変
更
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
と
な
っ
た
。
 

（
経
費
節
減
の
指
標
）
後
発
医
薬
品
使
用
率
の
目
標
（
数
量
ベ
ー
ス
）
 

 

 

 適
正
な
在
庫
管
理
に
つ
い
て
、
毎
月

1
回
、
各
部
署
へ
診
療
材
料
の
払
い
出
し
実
績
・
長

期
在
庫
を
含
め
た
デ
ー
タ
を
提
供
し
、
現
場
の
適
正
定
数
把
握
の
サ
ポ
ー
ト
を
行
っ
た
。
 
 

指
標
名
 

令
和
３
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
実
績
 

後
発
医
薬
品
使
用
率
 

83
.2
％
 

89
.8
％
 

正
し
い
”
レ
セ
プ
ト

請
求
を
継
続
し
て
い

る
事
を
良
と
し
ま

す
。
 

４
 
経
営
の
効
率
化
 

 
 
経
営
収
支
比
率
と
医
業
収
支
比
率
に
つ
い
て
数
値
目
標
を
設
定
し
、
経
営
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
。
 

(2
9)
 

４
 
経
営
の
効
率
化
 

経
常

収
支

比
率

と

医
業

収
支

比
率

に
つ

い
て

数
値

目
標

を
設

定
し

、
経

営
の

効
率

化
を
図
る
。
 

４
 
同
左
 

 
令
和
４
年
度
目
標
は
経
常
収
支
・
医
業
収
支
と
も
に
赤
字
の
見
込
み
で
あ
っ
た
が
、
コ
ロ

ナ
病
床
確
保
に
対
す
る
入
院
病
床
確
保
支
援
事
業
等
の
補
助
金
収
益
に
よ
り
経
常
収
支
比
率

は
10
3.
6％

と
目
標
を
上
回
る
結
果
と
な
っ
た
。
 

医
業
収
支
は
、
外
来
及
び
健
診
患
者
数
が
復
調
傾
向
に
あ
り
収
益
の
増
加
に
繋
が
っ
た
が
、

原
材
料
費
高
騰
に
よ
る
購
入
価
格
の
上
昇
や
人
員
不
足
等
の
影
響
に
よ
る
委
託
費
の
上
昇
等

も
あ
り
医
業
費
用
の
増
加
も
大
き
く
、
前
年
度
よ
り
改
善
し
た
も
の
の
目
標
の

99
.2
％
に

5.
9
ポ
イ
ン
ト
届
か
な
か
っ
た
。
 

令
和
２
・
３
年
度
の
入
院
病
床
確
保
支
援
事
業
補
助
金
の
自
主
返
還（

1,
02
9,
11
1,
00
0
円
）

に
よ
る
臨
時
損
失
を
計
上
し
た
た
め
、
当
期
純
損
失

47
1,
94
3,
26
3
円
を
計
上
し
た
。
 

【
経
営
の
効
率
化
に
関
す
る
指
標
】
 

指
標
名
 

令
和
３
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
実
績
 

令
和
４
年
度
目
標
 

経
常
収
支
比
率
(％

) 
11
3.
7％

 
10
3.
6％

 
99
.4
％
 

医
業
収
支
比
率
(％

) 
91
.3
％
 

93
.3
％
 

99
.2
％
 

ｳｴ
ｲﾄ
 

２
 

評
価
 

Ⅲ
 

 
コ
ロ
ナ
の
影
響
に

よ
り
医
業
収
益
の
確

保
が
厳
し
い
中
、

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
入
院
病
床
確
保

支
援
事
業
補
助
金
」

の
自
主
返
還
に
よ
り

当
期
純
損
失
を
計
上

し
た
こ
と
は
残
念
で

あ
っ
た
が
、
「
経
常

収
支
比
率
」
10
3.
6％

の
確
保
を
評
価
す

る
。
 

評
価
：
Ⅲ
 

臨
時
損
失
を
計

上
す
る
に
至
っ
た

補
助
金
の
自
主
返

還
に
つ
い
て
、
全

国
で
同
様
の
事
例

が
生
じ
て
お
り
、

す
べ
て
市
立
病
院

の
責
め
に
帰
す
べ

き
問
題
と
は
考
え

て
い
な
い
。
引
き

続
き
医
業
収
支
比

率
の
改
善
に
向

け
、
努
め
ら
れ
た

い
。
 

５
 
病
院
事
業
運
営
費
負
担
金
に
関
す
る
事
項
 

 
 
救
急
医
療
、
小
児
・
周
産
期
医
療
等
、
病
院
事
業
運
営
費
負
担
金
の
対
象
と
な
る
経
費
に
係
る
収
支
状
況
等
を
分
析
し
、
そ
の
詳
細
を
本
市
に
情
報
提
供
す
る
こ
と
。
 

(3
0)
 

５
 
病
院
事
業
運
営
費

負
担
金
に
関
す
る
事
項
 

５
 
同
左
 

 
令
和
４
年
度
病
院
事
業
運
営
費
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
収
束
に
伴
い
外
来
収

益
等
の
改
善
も
見
ら
れ
る
一
方
、
人
員
不
足
に
よ
る
休
床
も
あ
り
入
院
収
益
は
伸
び
悩
ん
で

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

 
評
価
：
Ⅲ
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3
9
 

救
急
医
療
、
小
児
・

周
産

期
医

療
等

、
病

院
事

業
運

営
費

負
担

金
の

対
象

と
な

る
経

費
に

係
る

収
支

状
況

等
を

分
析

し
、

そ
の

詳
細

を
那

覇
市

に
情

報
提
供
す
る
。
 

い
る
。
ま
た
、
原
材
料
費
の
高
騰
及
び
人
員
不
足
等
の
影
響
を
受
け
増
加
し
た
経
費
も
あ
っ

た
。
 

な
お
、
救
急
医
療
、
小
児
・
周
産
期
医
療
等
の
収
支
状
況
等
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
コ
ロ
ナ

禍
に
お
け
る
関
連
業
務
を
優
先
し
行
っ
た
こ
と
、
平
時
の
収
支
状
況
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
分
析
自
体
は
行
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
情
報
提
供
に
つ
い
て
は
週
１
回
の
調
整
会
議
等
に

お
い
て
随
時
報
告
し
た
。
 

令
和
４
年
度
決
算
時
点
の
運
営
費
負
担
金
の
増
減
状
況
 

【
前
年
度
補
正
に
伴
う
調
整
に
よ
り
増
減
が
生
じ
た
経
費
】
 

・
救
急
医
療
に
要
す
る
経
費
（
減
少
）
 

【
前
年
度
決
算
額
と
比
較
し
増
減
が
生
じ
た
経
費
】
 

・
小
児
医
療
に
要
す
る
（
減
額
）
 

・
高
度
医
療
（
病
理
）
に
要
す
る
経
費
（
増
額
）
 

・
研
究
研
修
に
要
す
る
経
費
（
増
額
）
 

・
院
内
保
育
所
の
運
営
に
要
す
る
経
費
（
減
額
）
 

・
医
師
確
保
対
策
に
要
す
る
経
費
（
減
額
）
 

・
（
建
設
改
良
に
要
す
る
経
費
）
施
設
整
備
費
（
増
額
）
 

・
（
建
設
改
良
に
要
す
る
経
費
）
有
形
固
定
資
産
購
入
費
（
減
額
）
 

・
企
業
債
元
金
償
還
に
要
す
る
経
費
（
増
額
）
 

評
価
 

Ⅲ
 

４
．
そ
の
他
参
考
情
報
 

－
 

 

 様
式
１
－
１
－
４
－
６
 
年
度
評
価
 
項
目
別
評
定
調
書
（
そ
の
他
業
務
運
営
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措
置
）
 

１
．
当
項
目
に
関
す
る
情
報
 

４
 

そ
の
他
業
務
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
 

業
務
に
関
連
す
る
政
策
・
施
策
 

１
 
施
設
設
備
等
に
関
す
る
事
項
 

２
 
市
立
病
院
建
替
に
関
す
る
事
項
 

３
 
外
国
人
患
者
に
対
応
で
き
る
医
療
の
提
供
 

当
該
事
業
実
施
に
係
る
根
拠

（
個
別
法
条
文
な
ど
）
 

－
 

当
該
項
目
の
重
要
度
、
難
易
度
 

ウ
エ
イ
ト
付
け
は
各
項
に
記
載
 

関
連
す
る
政
策
評
価
・
行
政
事

業
レ
ビ
ュ
ー
 

－
 

２
．
主
要
な
経
年
デ
ー
タ
 

 
①
主
要
な
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
（
ア
ウ
ト
カ
ム
）
情
報
 

 
②
主
要
な
イ
ン
プ
ッ
ト
情
報
 

 
指
標
 

達
成
目

標
 

（
参
考
）
 

中
期
計
画

令
和
元
年

度
実
績
 

令
和
２
年
度
 

令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

令
和
５
年
度
 

指
標
 

令
和
２
年
度
 

令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

令
和
５
年
度
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4
0
 

 
－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

３
．
各
事
業
年
度
の
業
務
に
係
る
目
標
、
計
画
、
業
務
実
績
、
年
度
評
価
に
係
る
自
己
評
価
 

 

中
期
計
画
 

年
度
計
画
 

主
な
評
価
指
標
 

法
人
の
業
務
実
績
・
自
己
評
価
 

評
価
委
員
会
 

意
見
 

市
長
に
よ
る
評
価
 

業
務
実
績
 

自
己

評
価
 

中
期
目
標
 

第
４
 
そ
の
他
業
務
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
 

 
第
４
 
そ
の
他
業
務
運

営
に
関
す
る
重
要
事
項
 

 
 

 
 

 
 

1 
施
設
設
備
等
に
関
す
る
事
項
 

新
病
院
建
設
を
踏
ま
え
、
現
病
院
施
設
の
改
修
、
設
備
等
の
更
新
及
び
維
持
管
理
に
つ
い
て
は
、
医
療
資
源
等
を
的
確
に
把
握
し
た
上
で
、
効
率
的
な
整
備
計
画
を
策
定
し
実
施
す
る
こ
と
。
特
に
、
医
療
機
器
の
整
備
・
更
新
に
つ

い
て
は
、
費
用
対
効
果
、
地
域
の
医
療
機
関
と
の
連
携
、
医
療
需
要
及
び
医
療
技
術
の
進
展
等
か
ら
総
合
的
に
判
断
す
る
こ
と
。
 

(3
1)
 
１
 
施
設
設
備
に
関

す
る
事
項
 

新
病

院
建

設
を

踏

ま
え
、
現
病
院
施
設
の

改
修
、
設
備
等
の
更
新

及
び

維
持

管
理

に
つ

い
て
は
、
医
療
資
源
等

を
的

確
に

把
握

し
た

上
で
、
効
率
的
な
整
備

計
画

を
策

定
し

実
施

す
る
。
 

特
に
、
医
療
機
器
の

整
備
・
更
新
に
つ
い
て

は
、
新
病
院
へ
の
移
設

費
用

等
を

含
め

た
費

用
対
効
果
、
地
域
の
医

療
機
関
と
の
連
携
、
医

療
需

要
及

び
医

療
技

術
の

進
展

等
か

ら
総

合
的
に
判
断
す
る
。
 

 

１
 
同
左
 

 
 
下
記
の
と
お
り
、
改
修
及
び
修
繕
を
契
約
し
実
施
し
た
。
 

・
地
下
１
階
 急

病
セ
ン
タ
ー
の
処
置
室
改
修
工
事
 

・
形
成
外
科
新
設
に
伴
い
設
備
の
改
修
工
事
 

・
２
階
西
・
北
病
棟
に
セ
ン
ト
ラ
ル
モ
ニ
タ
に
使
用
す
る
た
め
の
改
善
工
事
 

・
２
階
西
病
棟
の
未
設
置
病
室
へ
医
療
ガ
ス
設
備
（
酸
素
・
吸
引
）
を
設
置
す
る
た
め
の
改

修
工
事
 

・
１
階
第
一
血
管
造
影
室
の
空
調
設
備
を
更
新
工
事
 

・
２
階
手
術
（
１
、
２
、
６
、
７
ル
ー
ム
他
）
室
等
の
空
調
設
備
改
修
工
事
 

・
北
館
１
階
透
析
室
の
新
規
空
調
設
備
を
設
置
工
事
 

・
防
犯
カ
メ
ラ
の
新
規
増
設
 

 

病
院
建
替
に
伴
い
、
病
院
正
面
入
口
の
通
行
方
法
や
運
用
が
変
更
に
な
り
、
駐
輪
場
及
び
立

体
駐
車
場
か
ら
院
内
へ
の
通
路
と
車
道
の
境
界
が
無
く
危
険
な
状
態
で
あ
る
こ
と
か
ら
病
院

利
用
者
の
安
全
対
策
と
し
て
車
止
め
ポ
ー
ル
設
置
し
た
 

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅲ
 

 
新
病
院
の
建
設
を

進
め
な
が
ら
、
現
病

院
施
設
の
改
修
、
設

備
等
の
更
新
及
び
維

持
管
理
を
継
続
し
て

い
る
こ
と
を
評
価
す

る
。
 

評
価
：
Ⅲ
 

２
 
市
立
病
院
建
替
に
関
す
る
事
項
 

事
業
主
体
と
し
て
、
引
き
続
き
新
病
院
建
設
に
取
り
組
む
こ
と
。
ま
た
、
総
事
業
費
の
縮
減
に
向
け
て
留
意
す
る
こ
と
。
な
お
、
診
療
を
継
続
し
な
が
ら
の
建
設
と
な
る
こ
と
か
ら
、
患
者
の
療
養
環
境
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。
 

(3
2)
 

２
 
事
業
主
体
と
し

て
、
総
事
業
費
の
縮

２
 
同
左
 

 
令
和
４
年
５
月

26
日
に
安
全
祈
願
祭
が
執
り
行
わ
れ
、
安
全
第
一
、
か
つ
、
診
療
に
極
力

影
響
を
与
え
な
い
こ
と
に
留
意
し
工
事
を
行
っ
て
い
る
。
工
事
内
容
等
に
関
し
、
院
内
出
入
り

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

 
新
病
院
建
設
工
事

に
あ
た
っ
て
は
、
安

評
価
：
Ⅲ
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4
1
 

減
に
留
意
し
、
引
き

続
き
新
病
院
建
設
に

取
り
組
む
。
 

ま
た
、
診
療
を
継
続

し
な

が
ら

の
建

設
と

な
る
こ
と
か
ら
、
患
者

の
療

養
環

境
の

確
保

に
努
め
る
。
 

   

口
付
近
に
掲
示
板
を
設
置
し
病
院
利
用
者
へ
の
お
知
ら
せ
や
完
成
イ
メ
ー
ジ
動
画
表
示
等
を

行
う
と
と
も
に
、
院
内
へ
の
事
前
連
絡
等
に
つ
い
て
徹
底
し
て
い
る
。
 

評
価
 

Ⅲ
 

全
第
一
、
か
つ
、
患

者
さ
ん
に
不
安
を
与

え
な
い
診
療
継
続
を

期
待
す
る
。
ま
た
、

昨
今
の
建
築
価
額
の

高
騰
で
予
算
が
増
加

す
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
た
め
、
予
算
管

理
と
資
金
繰
り
の
対

応
を
丁
寧
に
行
っ
て

い
た
だ
き
た
い
。
 

3 
外
国
人
患
者
に
対
応
で
き
る
医
療
の
提
供
 

 
 外

国
人
患
者
に
対
応
で
き
る
診
療
体
制
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
。
 

(3
3)
 ３

 
タ
ブ
レ
ッ
ト
通

訳
端
末
の
配
置
継

続
、
外
国
語
表
記
へ

の
対
応
、
医
療
者
と

患
者
を
つ
な
ぎ
、
医

療
資
源
を
有
効
活
用

で
き
る
よ
う
コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
ト
業
務
を
担

う
人
材
配
置
へ
取
り

組
む
。
 

３
 
同
左
 

 
今
年
度
も
引
き
続
き
コ
ロ
ナ
禍
で
あ
っ
た
が
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
外
国
人
受
診
者
は
徐
々
に

増
え
、
在
留
外
国
人
の
受
診
は
さ
ら
に
増
加
し
た
。
そ
の
中
で
も
小
児
科
や
産
婦
人
科
の
入

院
、
出
産
が
多
く
通
訳
タ
ブ
レ
ッ
ト
や
多
言
語
化
さ
れ
た
資
料
な
ど
を
利
用
し
対
応
し
た
。
現

場
で
の
対
応
が
難
し
い
問
題
や
外
部
と
の
交
渉
が
必
要
と
な
る
場
合
は
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

へ
繋
ぎ
解
決
を
図
っ
た
。
入
院
中
の
食
事
で
宗
教
上
制
限
が
あ
る
場
合
は
個
々
で
聞
き
取
り

を
し
、
当
院
で
対
応
可
能
な
範
囲
で
そ
の
方
に
合
っ
た
食
事
を
提
供
し
た
。
 

以
前
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る
院
内
表
示
の
多
言
語
化
は
随
時
作
成
し
て
お
り
、
説
明
・
同
意

書
な
ど
の
翻
訳
は
、
必
要
時
に
現
場
か
ら
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
へ
依
頼
で
き
る
体
制
を
取
っ

て
い
る
。
ま
た
、
厚
生
労
働
省
「
外
国
人
受
入
医
療
機
関
リ
ス
ト
」
へ
の
登
録
や
外
国
人
向
け

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
英
・
中
）
を
作
成
し
、
外
国
人
患
者
が
当
院
の
情
報
を
事
前
に
得
ら
れ
る
環

境
作
り
に
取
り
組
ん
だ
。
次
年
度
か
ら
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
業
務
の
拡
充
に
向
け
、
職
員
採
用

試
験
を
実
施
し
、
新
た
に
２
名
の
採
用
を
内
示
し
た
。
 

【
参
考
数
値
】
 

令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

外
国
人
受
診
者
数
（
入
院
・
外
来
の
合
算
）
 

73
9
人
 

93
0
人
 

 

ｳｴ
ｲﾄ
 

１
 

評
価
 

Ⅳ
 

 
外
国
人
患
者
に
対

応
で
き
る
外
国
人
患

者
対
応
の
医
療
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
充
実

等
に
継
続
し
て
取
組

み
、
前
年
に
引
き
続

き
、
受
診
者
数
が
大

幅
に
増
加
し
て
い
る

こ
と
を
評
価
す
る
。
 

評
価
：
Ⅳ
 

 
在
留
外
国
人
患
者

の
受
入
、
ま
た
、
コ

ロ
ナ
収
束
後
の
イ
ン

バ
ウ
ン
ド
受
入
再
開

に
向
け
た
積
極
的
な

人
材
採
用
の
取
組
み

を
評
価
す
る
。
 

 様
式
１
－
１
－
４
－
７
 
年
度
評
価
 
項
目
別
評
定
調
書
（
予
算
（
人
件
費
の
見
積
り
を
含
む
）
、
収
支
計
画
及
び
資
金
計
画
）
 

１
．
当
項
目
に
関
す
る
情
報
 

５
 

予
算
（
人
件
費
の
見
積
り
を
含
む
）
、
収
支
計
画
及
び
資
金
計
画
 

業
務
に
関
連
す
る
政
策
・
施
策
 

地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
市
か
ら
の
運
営
費
負
担
金
の
確
保
を
図
り
、
起
債
を
安
定
的
に

活
用
し
、
市
の
病
院
と
し
て
公
的
使
命
を
果
た
せ
る
経
営
基
盤
を
維
持
し
て
い
く
。
 

※
 
財
務
諸
表
及
び
決
算
報
告
書
を
参
照
 

当
該
事
業
実
施
に
係
る
根
拠

（
個
別
法
条
文
な
ど
）
 

－
 

当
該
項
目
の
重
要
度
、
難
易
度
 

－
 

関
連
す
る
政
策
評
価
・
行
政
事

業
レ
ビ
ュ
ー
 

－
 

- 180 -



4
2
 

２
．
主
要
な
経
年
デ
ー
タ
 

 
①
主
要
な
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
（
ア
ウ
ト
カ
ム
）
情
報
 

 
②
主
要
な
イ
ン
プ
ッ
ト
情
報
 

 
指
標
 

達
成
目
標
 

（
参
考
）
 

中
期
計
画
令
和

元
年
度
実
績
 

令
和
２
年
度
 

令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

令
和
５
年
度
 

指
標
 

令
和
２
年
度
 

令
和
３
年
度
 

令
和
４
年
度
 

令
和
５
年
度
 

 
－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

 様
式
１
－
１
－
４
－
８
 
年
度
評
価
 
項
目
別
評
定
調
書
（
短
期
借
入
金
の
限
度
額
）
 

１
．
当
項
目
に
関
す
る
情
報
 

６
 

短
期
借
入
金
の
限
度
額
 

業
務
に
関
連
す
る
政
策
・
施
策
 

１
 
限
度
額

1,
00
0
百
万
円
 

２
 
想
定
さ
れ
る
短
期
借
入
金
の
発
生
理
由
 

 
 (
1)
 
運
営
費
負
担
金
の
受
け
入
れ
遅
延
等
に
よ
る
資
金
不
足
の
対
応
 

 
 (
2)
 
予
定
外
の
退
職
者
の
発
生
に
伴
う
退
職
手
当
の
支
給
等
偶
発
的
な
支
出
へ
の
対
応
 

当
該
事
業
実
施
に
係
る
根
拠

（
個
別
法
条
文
な
ど
）
 

－
 

当
該
項
目
の
重
要
度
、
難
易
度
 

－
 

関
連
す
る
政
策
評
価
・
行
政
事

業
レ
ビ
ュ
ー
 

－
 

中
 
期
 
目
 
標
 

中
 
期
 
計
 
画
 

年
 
度
 
計
 
画
 

実
 
施
 
状
 
況
 

 
１
 
限
度
額
 
1,
00
0百

万
円
 

２
 
想
定
さ
れ
る
短
期
借
入
金
の
発
生
理
由
 

 
(1
)運

営
費
負
担
金
の
受
け
入
れ
遅
延
等
に

よ
る
資
金
不
足
の
対
応
 

 
(2
)予

定
外
の
退
職
者
の
発
生
に
伴
う
退
職

手
当
の
支
給
等
偶
発
的
な
出
費
へ
の
対
応
 

１
 
限
度
額
 
5,
00
0百

万
円
 

２
 
想
定
さ
れ
る
短
期
借
入
金
の
発
生
理
由
 

 
(1
)運

営
費
負
担
金
の
受
け
入
れ
遅
延
等
に

よ
る
資
金
不
足
の
対
応
 

 
(2
)予

定
外
の
退
職
者
の
発
生
に
伴
う
退
職

手
当
の
支
給
等
偶
発
的
な
支
出
へ
の
対
応
 

 
(3
)新

病
院
建
設
工
事
等
に
係
る
一
時
的
な

支
出
増
加
へ
の
対
応
 

令
和
４
年
度
は
、
年
度
計
画
で
想
定
さ
れ
た
短
期
借
入
金
を
要
す
る
資
金
不
足
の
状

況
は
発
生
せ
ず
、
事
業
資
金
は
医
療
機
器
購
入
及
び
新
病
院
建
設
に
使
用
し
た
長
期

借
入
金
等
を
除
き
自
己
資
金
で
賄
っ
た
。
 

   様
式
１
－
１
－
４
－
９
 
年
度
評
価
 
項
目
別
評
定
調
書
（
重
要
な
財
産
を
譲
渡
し
、
又
は
担
保
に
供
す
る
計
画
）
 

１
．
当
項
目
に
関
す
る
情
報
 

７
 

重
要
な
財
産
を
譲
渡
し
、
又
は
担
保
に
供
す
る
計
画
 

業
務
に
関
連
す
る
政
策
・
施
策
 

－
 

当
該
事
業
実
施
に
係
る
根
拠

（
個
別
法
条
文
な
ど
）
 

－
 

当
該
項
目
の
重
要
度
、
難
易
度
 

－
 

関
連
す
る
政
策
評
価
・
行
政
事

業
レ
ビ
ュ
ー
 

－
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3
 

中
 
期
 
目
 
標
 

中
 
期
 
計
 
画
 

年
 
度
 
計
 
画
 

実
 
施
 
状
 
況
 

 
な
し
 

な
し
 

該
当
な
し
 

 様
式
１
－
１
－
４
－
１
０
 
年
度
評
価
 
項
目
別
評
定
調
書
（
剰
余
金
の
使
途
）
 

１
．
当
項
目
に
関
す
る
情
報
 

８
 

剰
余
金
の
使
途
 

業
務
に
関
連
す
る
政
策
・
施
策
 

決
算
に
お
い
て
剰
余
を
生
じ
た
場
合
は
、
市
立
病
院
施
設
の
整
備
又
は
医
療
機
器
の
購
入
等
に
充
て
る
。
 

当
該
事
業
実
施
に
係
る
根
拠

（
個
別
法
条
文
な
ど
）
 

－
 

当
該
項
目
の
重
要
度
、
難
易
度
 

－
 

関
連
す
る
政
策
評
価
・
行
政
事

業
レ
ビ
ュ
ー
 

－
 

中
 
期
 
目
 
標
 

中
 
期
 
計
 
画
 

年
 
度
 
計
 
画
 

実
 
施
 
状
 
況
 

 
決
算
に
お
い
て
剰
余
を
生
じ
た
場
合
は
、
市

立
病
院
施
設
の
整
備
又
は
医
療
機
器
の
購
入

等
に
充
て
る
。
 

 
同
左
 

令
和
４
年
度
決
算
に
お
い
て
は
損
失
が
生
じ
た
た
め
、
病
院
施
設
の
整
備
、
医
療
機

器
の
購
入
等
に
充
て
る
た
め
の
積
み
立
て
は
行
っ
て
い
な
い
。
 

 様
式
１
－
１
－
４
－
１
１
 
年
度
評
価
 
項
目
別
評
定
調
書
（
料
金
に
関
す
る
事
項
）
 

１
．
当
項
目
に
関
す
る
情
報
 

９
 

料
金
に
関
す
る
事
項
 

業
務
に
関
連
す
る
政
策
・
施
策
 

1 
診
療
料
等
 

病
院
に
お
い
て
診
療
又
は
検
査
を
受
け
る
者
か
ら
診
療
料
を
、
病
院
の
施
設
を
利
用
す
る
者
か
ら
使
用
料

を
徴
収
す
る
。
 

(1
) 
診
療
料
の
額
は
、
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
(平

成
20

年
厚
生
労
働
省
告
示
第

59
号
)及

び
入
院
時
食

事
療
養
費
に
係
る
食
事
療
養
及
び
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
生
活
療
養
費
の
費
用
の
額
の
算
定
に
関

す
る
基
準
(平

成
18

年
厚
生
労
働
省
告
示
第

99
号
)及

び
後
期
高
齢
者
医
療
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額

及
び
生
活
療
養
標
準
負
担
額
(平

成
19

年
厚
生
労
働
省
告
示
第

39
5
号
)に

よ
り
算
定
し
た
額
と
す

る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
理
事
長
が
別
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

(2
) 
使
用
料
の
額
は
、
理
事
長
が
別
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

２
 文

書
料
 

病
院
に
お
い
て
診
断
書
、
証
明
書
等
の
交
付
を
受
け
る
者
か
ら
１
通
に
つ
き
、
理
事
長
が
別
に
定
め
る
額

の
文
書
料
を
徴
収
す
る
。
 

３
 
徴
収
猶
予
等
 

(1
)理

事
長
は
、
災
害
そ
の
他
特
別
の
理
由
に
よ
り
使
用
料
又
は
文
書
料
の
納
付
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る

者
に
対
し
て
は
、
徴
収
を
猶
予
し
、
又
は
分
割
し
て
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(2
)理

事
長
は
、
使
用
料
又
は
文
書
料
の
納
付
が
著
し
く
困
難
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を

減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

当
該
事
業
実
施
に
係
る
根
拠

（
個
別
法
条
文
な
ど
）
 

平
成

20
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

59
号
 

平
成

18
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

99
号
 

平
成

19
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

39
5
号
 

- 182 -



4
4
 

(3
)理

事
長
は
、
前
号
の
場
合
に
お
い
て
、
詐
欺
そ
の
他
不
正
行
為
に
よ
り
使
用
料
又
は
文
書
料
の
減
免

を
受
け
た
と
認
め
る
と
き
は
、
減
免
措
置
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

(4
)既

納
の
使
用
料
又
は
文
書
料
は
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
理
事
長
は
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

当
該
項
目
の
重
要
度
、
難
易
度
 

－
 

関
連
す
る
政
策
評
価
・
行
政
事

業
レ
ビ
ュ
ー
 

－
 

中
 
期
 
計
 
画
 

年
 
度
 
計
 
画
 

実
 
施
 
状
 
況
 

１
 
診
療
料
等
 

病
院
に
お
い
て
診
療
又
は
検
査
を
受
け
る
者
か
ら
診
療
料
を
、
病
院
の
施
設
を
利
用
す
る
者
か

ら
使
用
料
を
徴
収
す
る
。
 

(1
) 
診
療
料
の
額
は
、
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
(平

成
20

年
厚
生
労
働
省
告
示
第

59
号
)及

び
入
院
時

食
事
療
養
費
に
係
る
食
事
療
養
及
び
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
生
活
療
養
費
の
費
用
の
額
の
算

定
に
関
す
る
基
準
(平

成
18

年
厚
生
労
働
省
告
示
第

99
号
)及

び
後
期
高
齢
者
医
療
の
食
事
療
養
標

準
負
担
額
及
び
生
活
療
養
標
準
負
担
額
(平

成
19

年
厚
生
労
働
省
告
示
第

39
5
号
)に

よ
り
算
定
し

た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
理
事
長
が
別
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

(2
) 
使
用
料
の
額
は
、
理
事
長
が
別
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

 ２
 
文
書
料
 

病
院
に
お
い
て
診
断
書
、
証
明
書
等
の
交
付
を
受
け
る
者
か
ら
１
通
に
つ
き
、
理
事
長
が
別
に
定

め
る
額
の
文
書
料
を
徴
収
す
る
。
 

 ３
 
徴
収
猶
予
等
 

(1
)理

事
長
は
、
災
害
そ
の
他
特
別
の
理
由
に
よ
り
使
用
料
又
は
文
書
料
の
納
付
が
困
難
と
認
め
ら
れ

る
者
に
対
し
て
は
、
徴
収
を
猶
予
し
、
又
は
分
割
し
て
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(2
)理

事
長
は
、
使
用
料
又
は
文
書
料
の
納
付
が
著
し
く
困
難
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
は
、
こ
れ

を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(3
)理

事
長
は
、
前
号
の
場
合
に
お
い
て
、
詐
欺
そ
の
他
不
正
行
為
に
よ
り
使
用
料
又
は
文
書
料
の
減

免
を
受
け
た
と
認
め
る
と
き
は
、
減
免
措
置
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

(4
)既

納
の
使
用
料
又
は
文
書
料
は
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
理
事
長
は
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

１
 
 
同
左
 

  (1
) 

同
左
 

    (2
) 

同
左
 

 ２
 
同
左
 

   ３
 
同
左
 

(1
) 

同
左
 

 (2
) 

同
左
 

 (3
) 

同
左
 

 (4
) 

同
左
 

   

診
療
報
酬
点
数
表
を
基
に
、
診
療
報
酬
を
算
定
し
診
療
料
を
徴
収
し
た
。
 

    

使
用
料
等
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
那
覇
市
立
病
院
使
用

料
等
に
関
す
る
規
程
「
規
程
第

35
号
」
に
定
め
る
額
を
徴
収
し
た
。
 

診
断
書
、
証
明
書
、
そ
の
他
（
介
護
保
険
主
治
医
意
見
書
、
障
害
者
自
立
支
援

法
医
師
意
見
書
等
）
に
つ
い
て
、
地
方
独
立
行
政
法
人
那
覇
市
立
病
院
使
用
料
等

に
関
す
る
規
程
「
規
程
第

35
号
」
に
定
め
る
額
を
徴
収
し
た
。
 

 徴
収
猶
予
等
に
つ
い
て
、
地
方
独
立
行
政
法
人
那
覇
市
立
病
院
使
用
料
等
に

関
す
る
規
程
「
規
程
第

35
号
」
第

6
条
第

2
項
で
使
用
料
等
の
減
免
手
続
き
に

つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
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5
 

様
式
１
－
１
－
４
－
１
２
 
年
度
評
価
 
項
目
別
評
定
調
書
（
那
覇
市
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
施
行
に
関
す
る
規
則
(平

成
20

年
那
覇
市
規
則
第
４
号
)第

７
条
で
定
め
る
事
項
）
 

１
．
当
項
目
に
関
す
る
情
報
 

１
０
 

那
覇
市
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
施
行
に
関
す
る
規
則
(平

成
20

年
那
覇
市
規
則
第
４
号
)第

７
条
で
定
め
る
事
項
 

１
０
業
務
に
関
連
す
る
政
策
・

施
策
 

１
 
施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
計
画
 

２
 
積
立
金
の
処
分
に
関
す
る
計
画
 

前
期
中
期
目
標
期
間
繰
越
積
立
金
に
つ
い
て
は
、
市
立
病
院
施
設
の
整
備
又
は
医
療
機
器
の
購
入
等
に
充

て
る
。
 

当
該
事
業
実
施
に
係
る
根
拠

（
個
別
法
条
文
な
ど
）
 

－
 

当
該
項
目
の
重
要
度
、
難
易
度
 

－
 

関
連
す
る
政
策
評
価
・
行
政
事

業
レ
ビ
ュ
ー
 

－
 

中
 
期
 

目
 
標
 

中
 
期
 
計
 
画
 

年
 
度
 
計
 
画
 

実
 
施
 
状
 
況
 

  

①
施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
計
画
 

（
令
和
２
年
度
～
令
和
５
年
度
）
 

施
設
及
び
設
備
の

内
容
 

予
 
定
 
額
 

財
 
源
 

病
院
施
設
、
 

医
療
機
器
等
整
備
 

総
額

19
,1
22

百
万
円
 

那
覇
市
長
期

借
入
金
等
 

(注
1)
 
金
額
に
つ
い
て
は
見
込
み
で
あ
る
。
 

(注
2)
 
各
事
業
年
度
の
那
覇
市
長
期
借
入
金
等
の
具
体
的
な
内
容
に

つ
い
て
は
、
各
事
業
年
度
の
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
決
定

さ
れ
る
。
 

①
 

施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
計
画
 

（
令
和
４
年
度
）
 

施
設
及
び
設
備
の

内
容
 

予
 
定
 
額
 

財
 
源
 

病
院
施
設
 
 
 

医
療
機
器
等
整
備
 

総
額

4,
15
2
百
万
円
 

那
覇
市
長
期

借
入
金
等
 

   

  

施
設
及
び
設
備
の

内
容
 

決
 
定
 
額
 

財
 
源
 

病
院
施
設
 

医
療
機
器
等
整
備
 

総
額
約

1,
88
0
百
万
円
 

那
覇
市
長
期

借
入
金
等
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4
6
 

様
式
１
－
１
－
４
－
１
３
 
年
度
評
価
 
項
目
別
評
定
調
書
（
那
覇
市
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
施
行
に
関
す
る
規
則
(平

成
20

年
那
覇
市
規
則
第
４
号
)第

８
条
で
定
め
る
事
項
）
 

１
．
当
項
目
に
関
す
る
情
報
 

１
１
 

那
覇
市
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
施
行
に
関
す
る
規
則
(平

成
20

年
那
覇
市
規
則
第
４
号
)第

８
条
で
定
め
る
事
項
 

１
１
 
業
務
に
関
連
す
る
政

策
・
施
策
 

中
期
目
標
の
期
間
を
超
え
る
債
務
負
担
 

１
 
移
行
前
地
方
債
償
還
債
務
 
 
２
 
長
期
借
入
金
 
 
３
 
リ
ー
ス
債
 

当
該
事
業
実
施
に
係
る
根
拠

（
個
別
法
条
文
な
ど
）
 

－
 

当
該
項
目
の
重
要
度
、
難
易
度
 

－
 

関
連
す
る
政
策
評
価
・
行
政
事

業
レ
ビ
ュ
ー
 

－
 

中
 
期
 

目
 
標
 

中
 
期
 
計
 
画
 

年
 
度
 
計
 
画
 

実
 
施
 
状
 
況
 

 
１
 
移
行
前
地
方
債
償
還
債
務
 
(単

位
：
百
万
円
) 

 ２
 
長
期
借
入
金
 
(単

位
：
百
万
円
) 

 ３
 
リ
ー
ス
債
 
（
単
位
：
百
万
円
）
 

 

令 和 ２ 年 度 

令 和 ３ 年 度 

令 和 ４ 年 度 

令 和 ５ 年 度 

中 期 目 標 期

間 償 還 額 

次 期 以 降 償

還 額 

総 債 務 償 還

額 

０
 

０
 

０
 

０
 

０
 

０
 

０
 

年 度 項 目 

令 和 ２ 年 度 

令 和 ３ 年 度 

令 和 ４ 年 度 

令 和 ５ 年 度 

中 期 目 標 期

間 償 還 額 

次 期 以 降 償

還 額 

総 債 務 償 還

額 

長 期 借 入 金

償 還 金 

32
8 

38
9 

53
6 

58
8 

1,
84
1 

17
,4
79
 
19
,3
20
 

 

償 還 期 間 

中 期 目 標 期

間 事 業 費 

次 期 以 降 事

業 費 

総 事 業 費 

医 療 機

器 等 

令
和
２
年
度
～
 

令
和
５
年
度
 

０
 

０
 

０
 

１
 
同
左
 

       ２
 
長
期
借
入
金
 
(単

位
：
百
万
円
) 

 ３
 
同
左
 

年 度 項 目 

令 和 ２ 年 度 

令 和 ３ 年 度 

令 和 ４ 年 度 

令 和 ５ 年 度 

中 期 目 標 期

間 償 還 額 

次 期 以 降 償

還 額 

総 債 務 償 還

額 

長 期 借 入 金

償 還 金 

32
8 

21
5 

26
6 

39
0 

1,
19
9 

14
,0
70
 

15
,2
69
 

１
 
同
左
 

       ２
 
長
期
借
入
金
 
(単

位
：
百
万
円
) 

※
端
数
切
り
上
げ
の
た
め
合
計
額
は
一
致
し
ま
せ
ん
。
 

３
 
同
左
 

年 度 項 目 

令 和 ２ 年 度 

令 和 ３ 年 度 

令 和 ４ 年 度 

令 和 ５ 年 度 

中 期 目 標 期

間 償 還 額 

次 期 以 降 償

還 額 

総 債 務 償 還

額 

長 期 借 入 金

償 還 金 

32
8 

21
5 

26
6 

39
1 

1,
19
9 

4,
54
1 

5,
73
9 
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地
方

独
立

行
政

法
人

那
覇

市
立

病
院

 

 
 

第
４

期
中

期
目

標
期

間
の

業
務

実
績

に
関

す
る

見
込

評
価

結
果

及
び

期
間

終
了

時

の
業

務
継

続
等

の
検

討
結

果
 

 
  

 
   

第
４

期
（

令
和

２
年

4
月

1
日

～
令

和
６

年
3
月

3
1
日

）
 

     

令
和

５
年

1
0
月

 

 

那
 

覇
 

市
 

長
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1
 

１
．
市
長
に
よ
る
見
込
み
評
価
及
び
業
務
継
続
等
の
検
討
結
果
 

（
１
）
第
４
期
中
期
目
標
期
間
の
業
務
実
績
に
関
す
る
見
込
評
価
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第

28
条
第

1
項
第

2
号
関
係
）
 

全
体
と
し
て
、
中
期
目
標
・
中
期
計
画
を
順
調
に
達
成
す
る
見
込
み
で
あ
る
。
 

中
期
計
画
第
１
か
ら
第
４
の
各
事
項
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

大
項
目
 

事
業
年
度
 

市
長
評
価
結
果
 

見
込
評
価
の
理
由
 

R2
 

R3
 

R4
 

R5
 

第
１
 

市
民
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ

ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の

向
上
に
関
す
る
事
項
 

Ａ
 

Ａ
 
Ａ
 

- 

全
体
と
し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
以
下
、「

コ
ロ
ナ
」
と
い
う
。）

に
伴
う
診
療
・
接
触
制
限
、
病
院
運
営
の
困
難
さ
に
よ

り
コ
ロ
ナ
禍
前
指
標
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
、
市
立
病
院
と
し
て
の
役
割
の
発
揮
と
し
て
、
救
急
医
療
や
小
児
・
周
産
期
医
療
の
確
保
・

維
持
に
努
め
た
こ
と
を
評
価
す
る
。
診
療
機
能
の
充
実
と
し
て
、
救
急
医
不
在
の
解
消
や
新
た
に
形
成
外
科
専
門
医
等
を
採
用
し
た
こ
と
、

ま
た
、
令
和
４
年
度
の
専
攻
医
（
後
期
研
修
医
）
採
用
者
が

20
人
を
超
え
る
ま
で
回
復
し
た
こ
と
を
評
価
し
た
い
。
高
度
医
療
関
連
指
標

に
つ
い
て
、
令
和

2
年
度
に
大
き
く
落
ち
込
ん
だ
も
の
の
、
コ
ロ
ナ
医
療
と
一
般
医
療
の
両
立
を
目
指
し
、
年
度
を
追
う
に
つ
れ
、
回
復

基
調
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
。
ま
た
、
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
と
し
て
が
ん
医
療
の
提
供
に
努
め
、
地
域
医
療
連
携
拠

点
病
院
に
求
め
ら
れ
る
紹
介
率
、
逆
紹
介
率
は
達
成
目
標
を
上
回
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
医
療
の
標
準
化
と
最
適
化
を
目
指
す
指
標
で
あ
る

ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
の
適
用
件
数
は
コ
ロ
ナ
禍
前
を
上
回
っ
て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
。
 

何
よ
り
、
第

4
期
中
期
目
標
を
策
定
し
た
令
和
元
年

12
月
時
点
で
は
全
く
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
対
し
、
重
点
医
療

機
関
と
し
て
積
極
的
に
貢
献
し
た
こ
と
を
高
く
評
価
す
る
。
 

第
２
 

業
務
運
営
の
改
善
及
び
効

率
化
に
関
す
る
事
項
 

Ａ
 

Ａ
 
Ａ
 

- 

 
職
種
間
や
部
署
間
、
関
係
機
関
と
の
間
に
お
い
て
、
人
と
人
の
つ
な
が
り
、
連
携
が
必
要
と
さ
れ
る
事
項
で
あ
る
が
、
医
療
機
関
と
し

て
、
職
員
に
対
し
、
一
般
企
業
よ
り
も
強
い
接
触
制
限
を
強
い
ら
ざ
る
を
得
な
い
中
、
W
e
b
会
議
の
活
用
や
そ
の
た
め
に
必
要
な
病
院
施
設

改
修
、
体
制
整
備
等
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
確
実
な
実
践
及
び
働
き
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り
に
努
め
た
こ
と
を
評
価
す
る
。
 

第
３
 

財
務
内
容

の
改
善
に
関
す

る
事
項
 

Ａ
 

Ａ
 
Ａ
 

- 

 
従
来
株
か
ら
ア
ル
フ
ァ
株
へ
、
そ
し
て
、
デ
ル
タ
株
に
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
と
、
新
た
な
変
異
株
が
出
現
す
る
た
び
、
病
院
運
営
に
与
え
る

影
響
の
度
合
い
や
向
き
合
う
べ
き
課
題
が
変
遷
し
、
困
難
さ
は
あ
っ
た
も
の
の
、
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に
求
め
ら
れ
る
独
立

採
算
の
達
成
に
向
け
、
医
業
収
益
の
確
保
に
努
め
、
３
年
連
続
で
経
常
収
支
の

10
0％

超
を
達
成
し
た
こ
と
を
評
価
す
る
。
 

※
令
和
４
年
度
は
過
年
度
補
助
金
返
還
に
伴
う
臨
時
損
失
に
よ
り
決
算
は
純
損
失
を
計
上
し
た
が
、
単
年
度
経
常
収
支
は
黒
字
で
あ
る
。
 

第
４
 

そ
の
他
業
務
運
営
に
関
す

る
重
要
事
項
 

Ａ
 

Ａ
 
Ａ
 

- 
 
本
事
項
は
、
新
病
院
建
設
や
外
国
人
患
者
対
応
の
強
化
を
目
指
し
、
第
４
期
中
期
目
標
か
ら
新
た
に
評
価
対
象
と
な
っ
た
事
項
で
あ
る

が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
困
難
を
乗
り
越
え
、
計
画
を
着
実
に
達
成
し
て
い
る
と
評
価
す
る
。
 

 見
込
評
価
に
関
す
る
重
要
事
項

 

大
項
目
の
事
業
年
度
評
価
に
つ
い
て
、
コ
ロ
ナ
の
収
束
時
期
に
つ
い
て
見
通
し
が
立
た
な
い
た
め
、
中
期
目
標
及
び
中
期
計
画
を
変
更
す
る
の
で
は
な
く
、
各
事
業
年
度
評
価
に
お
い
て

コ
ロ
ナ
影
響
に
よ
り
目
標
未
達
成
に
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
小
評
価
を
評
価
対
象
か
ら
除
外
し
、
大
項
目
の
事
業
年
度
評
価
を
行
っ
て
い
る
。
 

 （
２
）
中
期
目
標
期
間
終
了
時
の
検
討
（
業
務
継
続
又
は
組
織
存
続
）
結
果
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第

30
条
第

1
項
関
係
）

 

引
き
続
き
地
方
独
立
行
政
法
人
と
し
て
存
続
さ
せ
る
と
と
も
に
、
病
院
事
業
を
継
続
さ
せ
る
。
 

地
方
独
立
行
政
法
人
は
、
公
共
上
の
見
地
か
ら
地
域
に
お
い
て
確
実
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
事
業
等
の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
が
直
接
実
施
す
る
必
要
は
な
い
が
、
民
間
に
委
ね

た
場
合
に
は
必
ず
し
も
実
施
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
地
方
公
共
団
体
が
認
め
た
事
業
等
を
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
行
わ
せ
る
こ
と
を
目
的
に
設
立
す
る
法
人
で
あ
る
。
 

地
方
独
立
行
政
法
人
那
覇
市
立
病
院
に
お
い
て
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
に
よ
る
診
療
実
績
の
減
少
、
医
業
収
支
比
率
の
悪
化
等
は
あ
っ
た
も
の
の
、
救
急
医
療
や
小
児
・
周
産
期
医
療
等

の
不
採
算
医
療
の
提
供
を
は
じ
め
、
が
ん
医
療
や
高
度
医
療
の
充
実
に
お
い
て
、
公
立
病
院
に
期
待
さ
れ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
 

- 189 -



2
 

２
．
評
価
委
員
会
に
よ
る
見
込
み
評
価
及
び
業
務
継
続
等
に
対
す
る
意
見
 

（
１
）
見
込
評
価
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第

28
条
第
１
項
第
４
号
関
係
）
 

全
体
と
し
て
、
中
期
目
標
・
中
期
計
画
を
順
調
に
達
成
す
る
見
込
み
で
あ
る
。
 

中
期
計
画
第
１
か
ら
第
４
の
各
事
項
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

大
項
目
 

評
価
委
員
会
意
見
 

第
１
 

市
民
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス

そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上

に
関
す
る
事
項
 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
、
診
療
制
限
を
行
い
な
が
ら
も
、
36
5
日

2
4
時
間
の
救
急
医
療
体
制
を
維
持
し
て
お
り
、
救
急
車
の
受
入
率
は

高
水
準
を
保
ち
、
公
立
病
院
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
評
価
す
る
。
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
時
に
は
最
大

6
3
床
の
即
応
病
床
の
確
保
（
令
和
３
年
度
）

し
、
発
熱
外
来
・
PC
R
セ
ン
タ
ー
の
設
置
、
小
児
救
急
患
者
へ
の
受
診
体
制
の
確
保
等
、
保
健
所
と
の
緊
密
な
連
携
を
行
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
医
療
支
援
の

取
組
み
と
し
て
、
県
コ
ロ
ナ
対
策
本
部
の
派
遣
要
請
に
対
応
し
、
活
動
を
行
っ
た
こ
と
を
高
く
評
価
す
る
。
 

第
２
 

業
務
運
営
の
改
善
及
び
効
率

化
に
関
す
る
事
項
 

コ
ロ
ナ
禍
の
早
い
段
階
よ
り
「
那
覇
市
立
病
院
コ
ロ
ナ
対
策
本
部
」
を
立
ち
上
げ
、
多
職
種
が
連
携
し
て
取
り
組
ん
だ
こ
と
、
ま
た
、
職
員
の
メ
ン
タ
ル

ケ
ア
対
策
と
し
て
、
コ
ロ
ナ
禍
で
も
行
え
る
オ
ン
ラ
イ
ン
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
の
導
入
や
「
職
員
や
り
が
い
度
調
査
」
の
実
施
、
令
和
６
年
度
か
ら
始
ま
る
医
師

の
働
き
方
改
革
に
向
け
て
委
員
会
設
置
等
、
働
き
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り
へ
努
め
た
こ
と
を
評
価
す
る
。
 

第
３
 

財
務
内
容
の
改
善
に
関
す
る

事
項
 

診
療
報
酬
の
請
求
は
、
全
国
平
均
よ
り
低
い
査
定
率
を
維
持
、
健
全
な
診
療
報
酬
請
求
を
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
に
よ
り
「
医
業
収
支
比
率
」
は
悪
化
し
て
い
る
も
の
の
、
補
助
金
等
収
益
を
活
用
す
る
こ
と
で
「
経
常
収
支
比
率
」
の

1
0
0％

超
を
継
続
し
た

こ
と
を
評
価
す
る
。
 

第
４
 

そ
の
他
業
務
運
営
に
関
す
る

重
要
事
項
 

 
物
価
高
騰
や
建
築
価
額
の
高
騰
に
よ
り
建
築
費
が
増
加
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
那
覇
市
と
調
整
し
な
が
ら
新
病
院
建
設
を
着
実
に
推
進
し
て
い
た

だ
き
た
い
。
 

 （
２
）
中
期
目
標
期
間
終
了
時
の
業
務
継
続
又
は
組
織
存
続
に
対
す
る
意
見
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第

30
条
第
２
項
関
係
）
 

 
コ
ロ
ナ
禍
の
大
変
厳
し
い
経
営
環
境
の
中
、
地
域
医
療
の
確
保
や
医
療
の
質
向
上
の
た
め
、
自
律
的
な
経
営
に
努
め
て
い
る
こ
と
を
評
価
し
、
今
後
も
地
方
独
立
行
政
法
人

と
し
て
存
続
し
、
公
立
病
院
と
し
て
業
務
継
続
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
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3
 

３
．
市
立
病
院
に
よ
る
自
己
評
価
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第

28
条
第
３
項
関
係
）
 

 全
体
と
し
て
、
中
期
目
標
・
中
期
計
画
を
順
調
に
達
成
す
る
見
込
み
で
あ
る
。
 

中
期
計
画
第
１
か
ら
第
４
の
各
事
項
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

大
項
目
 

自
己
評
価
の
理
由
 

第
１
 

市
民
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス

そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上

に
関
す
る
事
項
 

救
急
医
療
体
制
の
維
持
・
充
実
に
つ
い
て
、
救
急
医
が
２
名
体
制
と
な
り
、
救
急
医
療
体
制
の
維
持
・
充
実
を
図
っ
た
。
救
急
患
者
数
・
入
院
患
者
数
が

大
幅
に
増
加
（
救
急
患
者
数
令
和
３
年
度

12
,7
69

人
、
令
和
４
年
度

24
.2
81

人
。
入
院
患
者
数
令
和
３
年
度

3,
7
5
8
人
、
令
和
４
年
度

4
,
57
3
人
）
し
、

公
立
病
院
と
し
て
期
待
さ
れ
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
。
 

充
実
し
た
小
児
・
周
産
期
医
療
の
確
保
に
つ
い
て
、
当
院
小
児
科
医
師
を
主
体
に
、
琉
球
大
学
病
院
小
児
科
及
び
近
隣
の
小
児
科
開
業
医
の
応
援
も
受
け

つ
つ
、
36
5
日

24
時
間
体
制
で
救
急
患
者
を
受
け
入
れ
た
。
ま
た
、
地
域
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
と
し
て
地
域
医
療
機
関
と
適
切
に
連
携
し
、
小
児
・

周
産
期
医
療
を
担
い
、
安
心
し
て
子
ど
も
を
産
み
、
か
つ
育
て
ら
れ
る
医
療
提
供
を
継
続
し
た
。
 

診
療
機
能
の
充
実
に
つ
い
て
、
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
の
指
定
要
件
を
着
実
に
満
た
し
指
定
を
更
新
し
た
。
ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
で
開
催
を
見
送
っ

て
き
た
地
域
医
療
支
援
病
院
運
営
委
員
会
、
地
域
医
療
連
携
交
流
会
を

We
b
参
加
も
可
能
な
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
形
式
で
３
年
ぶ
り
に
開
催
し
、
連
携
医
療
機
関

と
の
意
見
交
換
等
を
図
っ
た
。
 

市
の
施
策
と
の
連
携
等
に
お
い
て
、
在
宅
医
療
へ
の
支
援
及
び
在
宅
医
療
と
の
連
携
を
継
続
し
た
。
 

災
害
時
対
応
及
び
緊
急
時
に
お
け
る
医
療
支
援
に
つ
い
て
、
通
常
の
災
害
で
は
な
い
が
、
コ
ロ
ナ
に
関
連
す
る

D
M
A
T
派
遣
実
績
と
し
て
、
沖
縄
県
コ
ロ
ナ

対
策
本
部
施
設
支
援
班
の
指
揮
の
も
と
活
動
し
、
医
療
支
援
へ
の
取
組
を
行
っ
た
。
 

那
覇
市
保
健
所
と
の
連
携
に
つ
い
て
、
コ
ロ
ナ
関
連
対
応
等
相
互
に
協
力
し
合
っ
た
。
コ
ロ
ナ
専
用
病
床
を
開
設
し
、
感
染
拡
大
時
に
は
即
応
病
床
を
確
保

し
た
。
ま
た
、
保
健
所
と
連
携
し
発
熱
外
来
・
PC
R
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
た
。
さ
ら
に
院
内
の
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
時
に
は
、
保
健
所
長
を
は
じ
め
感
染
症
専

門
医
や
保
健
師
等
と
協
議
を
も
ち
、
情
報
の
共
有
、
感
染
拡
大
防
止
策
の
検
討
、
現
場
視
察
を
依
頼
す
る
な
ど
、
助
言
を
も
ら
い
な
が
ら
、
感
染
防
止
対
策

強
化
を
図
っ
た
。
 

第
２
 

業
務
運
営
の
改
善
及
び
効
率

化
に
関
す
る
事
項
 

業
務
運
営
の
改
善
及
び
効
率
化
に
関
し
て
、
事
務
ス
タ
ッ
フ
の
専
門
性
の
向
上
、
人
材
育
成
の
強
化
（
看
護
部
門
で
救
急
領
域
特
定
看
護
師
１
名
、
事
務

部
門
で
診
療
情
報
管
理
士
１
名
合
格
、
医
療
経
営
士
３
級
２
名
合
格
、
医
師
事
務
作
業
補
助
技
能
認
定
２
名
合
格
）
に
よ
り
質
の
高
い
医
療
を
提
供
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
 

ま
た
、
働
き
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り
に
つ
い
て
、
令
和
６
年
４
月
か
ら
始
ま
る
「
医
師
の
働
き
方
改
革
」
に
対
応
す
る
た
め
医
師
の
働
き
方
委
員
会
を

設
置
し
、
時
間
外
勤
務
短
縮
計
画
を
策
定
し
た
。
 

第
３
 

財
務
内
容
の
改
善
に
関
す
る

事
項
 

診
療
報
酬
請
求
に
対
す
る
査
定
率
は
、
低
率
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
 

診
療
報
酬
改
定
や
患
者
動
向
な
ど
の
情
報
を
迅
速
に
収
集
・
分
析
し
、
必
要
に
応
じ
た
対
応
策
の
立
案
（
救
急
医
療
管
理
加
算
の
算
定
要
件
を
見
直
し
た

結
果
、
算
定
件
数
の
増
加
と
機
能
評
価
係
数
の
救
急
医
療
指
数
向
上
に
つ
な
が
っ
た
）、

的
確
な
対
応
を
行
っ
た
。
 

コ
ロ

ナ
の
影
響
が

続
く
中
、
経
常

収
支
比
率
及

び
医
業
収
支
比

率
で
は
前
年
度

に
引
き
続
き

高
い
数
値
を
出

し
た
。
令
和

４
年
度
は
「
経

常
収
支
比
率

」

10
3.
6％

・「
医
業
収
支
比
率
」

93
.3
％
を
確
保
し
た
。
ま
た
、「

後
発
医
薬
品
使
用
率
」
に
つ
い
て

8
9.
8％

（
目
標
値

8
5％

以
上
）
を
達
成
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
 

第
４
 

そ
の
他
業
務
運
営
に
関
す
る

重
要
事
項
 

新
病
院
の
建
設
を
進
め
な
が
ら
、
現
病
院
施
設
の
改
修
、
設
備
等
の
更
新
及
び
維
持
管
理
を
継
続
し
た
。
新
病
院
建
設
工
事
に
あ
た
っ
て
は
、
安
全
第
一
、

か
つ
、
診
療
に
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
留
意
し
工
事
を
行
っ
た
。
 

外
国
人
患
者
対
応
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
充
実
等
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
Ｊ
Ｍ
Ｉ
Ｐ
（
外
国
人
患
者
受
入
れ
医
療
機
関
認
証
制
度
）
取
得
を
目
指

し
、
業
務
を
担
う
人
材
配
置
に
向
け
採
用
を
行
っ
た
。
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（
参
考
）
地
方
独
立
行
政
法
人
那
覇
市
立
病
院
第
４
期
中
期
目
標
、
第
４
期
中
期
計
画
（
抜
粋
）、

主
な
業
務
実
績
及
び
評
価
実
施
状
況
等
 

※
【
】
内
は
対
象
と
な
る
事
業
年
度
 

中
期
目
標

 
中
期
計
画

 
主
な
業
務
実
績

 
事
業
年
度
評
価

 

第
１
 
市
民
に
対
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
事
項

 

１
 
市
立
病
院
と
し
て
の
役
割
の
発
揮

 

(
１

)
 
救
急
医
療
体
制
の
維
持
・
充
実

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
地
域
医
療
に
貢
献
す
る
た

め
、
3
6
5
日
2
4
時
間
救
急
医
療

体
制
の
維
持
・
充
実
を
図
る

こ
と
。

 

ま
た
、
救
急
搬
送
の
受
け

入
れ
を
円
滑
に
行
え
る
よ

う
、
消
防
や
医
師
会
等
の
関

係
機
関
と

連
携
を
図
る
こ

と
。

 

 

 
地
域
医
療
に
貢
献
す
る
た

め
、
引
き
続
き

3
6
5
日

2
4
時
間

救
急
医
療
体
制
を
維
持
す

る
。

 

ま
た
、
救
急
搬
送
の
受
入

れ
を
円
滑
に
行
え
る
よ
う
、

消
防
や
医
師
会
等
の
関
係

機

関
と
連
携
し
、
救
急
医
療
体

制
の
充
実
を
図
る
。

 

な
お
、
新
病
院
建
設
工
事

期
間
中
に
お
い
て
は
、
救
急

搬
送
の
受
入
れ
に
影
響
が
出

な
い
よ
う
、
動
線
計
画
等
に

十
分
配
慮
す
る
。

 

・
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
、
令
和
２
年
３
月
下
旬
～
５
月
末
の
入
館
制
限
か
ら

始
ま
り
、
救
急
で
の
ト
リ
ア
ー
ジ
強
化
（
コ
ン
ビ
ニ
受
診
制
限
）
を
開
始
し
た
。

緊
急
事
態
宣
言
下
、
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
下
に
お
い
て
も
同
様
に
入
館
制

限
を
実
施
し
、
救
急
か
ら
病
棟

へ
コ
ロ
ナ
感
染
者
入
院
等
を
未
然
に
防
ぐ
体
制

を
取
っ
た
。
同
年

９
月
1
1
日
～

2
5
日
ま
で
救
急
車
受
入
停
止
及
び
受
診
全
面
停

止
、
令
和
３
年
３
月
１
日
～

2
5
日
に
も
受
診
全
面
停
止
と
な
っ
た
。
コ
ロ
ナ
専

用
病
棟
及
び
一
般
病
棟
と
密
に
連
携
を
取
り
、
制
限
期
間
以
外
は
積
極
的
に
南

部
・
那
覇
地
区
の

3
6
5
日

2
4
時
間
救
急
医
療
体
制
、
断
ら
な
い
救
急
搬
送
受
入
れ

体
制
を
維
持
し
た
。
【
R
2
】

 

・
令
和
3
年
5
月
か
ら
救
急
医
が

１
名
入
職
し
、
救
急
医
療
体
制
の
維
持
・
充
実

に
大
き
く
貢
献
し

た
。
同
時
に
こ
れ
ま
で
平
日
の
救
急
医
療
を
各
診
療
科
で
担

っ
て
い
た
が
、
そ
の
負
担
は
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
依
然
と
し
て
内
科
・
外

科
・
整
形
外
科
医
師
不
足
に
よ
り
、
平
日
夜
間
の
救
急
患
者
受
け
入
れ
に
制
限

を
設
け
て
い
る
現
状
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
前
年
度
同
様
、
救
急
で
の
ト
リ
ア

ー
ジ
強
化
（
コ
ン
ビ
ニ
受
診
制
限
）
は
継
続
的
に

行
っ
た
。
【

R
3
】

 

・
令
和
４
年
９
月
か
ら
新
た
に
救
急
医
が
１
名
入
職
し
、
救
急
医
は
２
名
体
制

と
な
っ
た
。
【
R
4
】

 

・
令
和
４
年
４
月
よ
り
、
「
地
域
か
ら
の
紹
介
患
者
を
断
ら
な
い
」
こ
と
を
目

的
に
、
平
日
の
９
時
～

1
6
時
の
間
、
急
病
セ
ン
タ
ー
に
総
合
初
診
外
来
を
開
設

し
た
。
当
日
の
緊
急
外
来
予
約
患
者
と
予
約
外
患
者
（
初
診
）
を
受
け
入
れ
た
。

令
和
３
年
度
救
急
受
診
患
者
総
数
の
入
院
率

2
4
.
7
8
％
と
比
較
し
て
も
治
療
・
入

院
が
必
要
な
患
者
を
よ
り
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

【
R
4
】

 

（
救
急
医
療
の
関
連
指
標
）

 

指
標
 

(参
考

)R
元
 

R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

急
病
ｾﾝ
ﾀ
ｰ受

診
患
者
数
 

3
8,
5
97
人
 

1
5,
7
25
人
 

1
2,
7
69
人
 

2
4,
2
81
人
 

- 

う
ち
入
院
患
者
数
 

4
,
71
9
人
 

3
,
53
5
人
 

3
,
75
8
人
 

4
,
57
3
人
 

-
 

う
ち
救
急
車
受
入
数
 

4
,
77
3
台
 

4
,
14
5
台
 

4
,
47
0
台
 

4
,
58

9
台
 

-
 

救
急
車
の
受
入
率
 

9
3
.2
0%
 

9
4
.0
0%
 

9
0
.0
0%
 

8
3
.0
0%
 

-
 

 

市
長
評
価

 
対
象
外
 

Ⅲ
 

Ⅲ
 

-
 

意
見

 

・
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
診
療
制
限
を
行
い
な
が
ら
も
、

3
6
5
日

2
4
時
間
の
救
急
医
療
体
制
を
維
持
し
、
ま

た
、
救
急
車
の
受
入
率
は
目
標
値
だ
け
で
な
く
、

前
年
度
実
績
を
上
回
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
公
立

病
院
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
評

価
す
る
。
（
評
価
委
員
会

【
R
2
】
）

 

・
全
国
的
に
少
な
い
救
急
医

1
名
の
採
用
は
、
救
急

医
療
体
制
充
実
の
一
助
で
あ
る
。
ま
た
、
受
入
制

限
の
中
、
救
急
車

の
受
入
率
は
前
年
度
よ
り
減
少

し
た
が
、
救
急
車
受
入
数
に
つ
い
て
は
増
加
し
て

お
り
、
公
立
病
院

と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い

る
こ
と
を
評
価
す
る
。
（
評
価
委
員
会
【
R
3
】
）

 

・
内
科
等
の
医
師
不
足
に
つ
い
て
、
採
用
活
動
に

努
め
、
早
期
の
充
足
を
期
待
す
る
。
（
市
長
【

R
3
】
）
 

・
救
急
医
２
名
体
制
と
な
り
、
救
急
医
療
体
制
の

維
持
・
充
実
が
図
ら
れ
、
救
急
患
者
数
・
入
院
患

者
数
が
大
幅
に
増
加
し
、
公
立
病
院
と
し
て
の
役

割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
。
看
護
師

等
の
人
数
不
足
は
、
全
県
の
問
題
で
あ
る
の
で
、

沖
縄
県
全
体
に
対
し
て
も
発
信
し
て
い
た
だ
き
た

い
。
（
評
価
委
員
会
【

R
4
】
）

 

救
急
医
の
増
員
実
現
に
よ
り
各
診
療
科
医
師
の
負

担
軽
減
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
、
ま
た
「
地
域
か
ら

の
紹
介
患
者
を
断
ら
な
い
」
新
た
な
取
組
み
の
実

践
に
つ
い
て
評
価
す
る
。

（
市
長
【

R
4
】
）

 

(
２

)
 
充
実
し
た
小
児
・
周
産
期
医
療
の
確
保

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
市
民
が
安
心
し
て
子
ど
も

を
産
み
、
育
て
ら
れ
る
よ
う
、

地
域
医
療
機
関
と
の
連
携
に

 
周
産
期
医
療
体
制
整
備
指

針
に
お
け
る
周
産
期
医
療
、

い
わ
ゆ
る
ハ
イ
リ
ス
ク
妊
産

・
当
院
小
児
科
医
（
常
駐
）
を
主
体
と
し
た
、
琉
球
大
学
小
児
科
等
の
応
援
を

受
け
、
3
6
5
日
2
4
時
間
体
制
で
救
急
患
者
を
受
入
れ
、
小
児
救
急
医
療
の
維
持
を

図
っ
た
。
小
児
の
患
者
数
減
少
は
顕
著
に
表
れ
た
が
、
コ
ロ
ナ
以
外
で
は

イ
ン

市
長
評
価

 
対
象
外
 

Ⅲ
 

Ⅲ
 

-
 

意
見

 

・
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
小
児
の
患
者
数
は
減
少
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基
づ
き
、
充
実
し
た
小
児
・

周
産
期
医
療
を
引
き
続
き
確

保
す
る
こ

と
。

 

婦
の
妊
娠
・
分
娩
管
理
、
新

生
児
の
集
中
治
療
管
理
等
、

入
院
が
必
要
な
患
者
に
対

し
、
総
合
周
産
期
母
子
医
療

セ
ン
タ
ー
で
あ
る
沖
縄
県
立

南
部
医
療
セ
ン
タ
ー
・
こ

ど

も
医
療
セ
ン
タ
ー
、
地
域
周

産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
で

あ
る
琉
球
大
学
医
学
部
附
属

病
院
や
沖
縄
赤
十
字
病
院
と

連
携
を
し
て
医
療
を
提
供
し

て
い
く
。

 

ま
た
、
当
院
小
児
科
医
の

ほ
か
、
小
児
科
開
業
医
及
び

琉
球
大
学
小
児
科
の
応
援
を

受
け
3
6
5
日

2
4
時
間
小
児
科

医
が
常
駐
し
、
医
療
を
提
供

で
き
る
体
制
を
確
保
す
る
と

と
も
に
、
小
児
科
専
門
医

研

修
支
援
施
設
と
し
て
小
児
科

医
の
育
成
に
努
め
る
。

 

フ
ル
エ
ン
ザ
の
大
幅
な
減
少
も

一
因
と
考
え
ら
れ
る
。
【

R
2
～
】

 

・
地
域
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
地
域
医
療
機
関
と
連
携
し
小
児
・

周
産
期
医
療
を
担
い
、
安
心
し
て
子
ど
も
を
産
み
、
か
つ
育
て
ら
れ
る
医
療
の

提
供
を
維
持
し
た
。
【
R
2
～
】

 

・
ハ
イ
リ
ス
ク
妊
娠
患
者
数
（

1
9
.
4
％
）
は
前
年
度
比
増
。
分
娩
件
数
（
△

2
2
.
1
％
）
、
ハ
イ
リ
ス
ク
分
娩
患
者
数
（
△

9
.
3
％
）
は
対
前
年
度
比
減
と
な
り
、

分
娩
件
数
や
ハ
イ
リ
ス
ク
分
娩
患
者
数
の
減
少
に
つ
い
て
、
令
和
３
年
６
月
及

び
令
和
４
年
１
月
に
産
婦
人
科
病
棟
入
院
中
の
患
者
や
ス
タ
ッ
フ
か
ら
の
コ
ロ

ナ
感
染
が
出
た
た
め
、
産
婦
人
科
病
棟
へ
の
受
入
制
限
や
受
入
中
止
を
行
い
、

予
定
分
娩
入
院
は
近
隣
医
療
機
関
へ
依
頼
を
行
っ
た
。
【

R
3
】

 

・
分
娩
件
数
は
減
少
し
た
も
の
の
、
帝
王
切
開
数
、
ハ
イ
リ
ス
ク
妊
娠
患
者
数

は
対
前
年
度
並
を
維
持
し
、
ハ
イ
リ
ス
ク
分
娩
患
者
数
は
増
加
し
た
。
【

R
4
】

 

（
小
児
・
周
産
期
医
療
の
関
連
指
標
）

 

指
標

 
(参

考
)R

元
 

R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

小
児
外
来
患
者
 

3
4
,5
45
人
 

1
7
,4
42
人
 

1
9
,6
60
人
 

2
3
,4
44
人
 

-
 

小
児
入
院
患
者
 

1
6
,6
38
人
 

1
3
,0
05
人
 

1
1
,9
27
人
 

1
1
,8
51
人
 

-
 

小
児
救
急
患
者
 

1
7
,9
66
人
 

5
,
30
5
人
 

5
,
87
6
人
 

9
,
30
1
人
 

-
 

う
ち
入
院
患
者
 

1
,
17
3
人
 

6
0
3
人
 

6
1
3
人
 

9
2
5
人
 

-
 

N
I
CU
入
院
患
者

数
 

2
,
48
6
人
 

2
,
20
2
人
 

2
,
22
0
人
 

2
,
01

0
人
 

-
 

分
娩
件
数
 

3
7
9
件
 

3
4
3
件
 

2
6
7
件
 

2
5
2
件
 

-
 

う
ち
帝
王
切
開

数
 

1
7
3
件
 

1
4
4
件
 

1
1
9
件
 

1
1
9
件
 

-
 

ﾊ
ｲ
ﾘｽ
ｸ
妊
娠
患

者
数
 

9
4
人
 

7
7
人
 

9
2
人
 

9
7
人
 

-
 

ﾊ
ｲ
ﾘｽ
ｸ
分
娩
患

者
数
 

8
2
人
 

7
5
人
 

6
8
人
 

8
4
人
 

-
 

 

し
た
が
、
地
域
医
療
機
関
と
連
携
し
、
小
児
・
周

産
期
医
療
の
提
供
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
評
価

す
る
。
（
評
価
委
員
会
【
R
2
】
）
 

・
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
る
未
達
成
と
自
己
評
価
し

て
い
る
が
、
前
年
度
以
上
に
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受

け
、
診
療
停
止
が
相
次
い
だ
中
、
小
児
科
の

3
6
5
日

2
4
時
間
の
診
療
体
制
を
維
持
し
た
こ
と
を

評
価
す

る
。
（
市
長
【

R
3
】
）

 

・
小
児
救
急
患
者
数
は
大
幅
に
増
加
し
て
お
り
、

地
域
医
療
機
関
と
適
切
に
連
携
し
、
市
立
病
院
に

求
め
ら
れ
て
い
る
小
児
・
周
産
期
医
療
を
提
供
し

て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
。

 

小
児
の
救
急
の
み
な
ら
ず
、
ハ
イ
リ
ス
ク
妊
娠
や

N
I
C
U
の
受
入
な
ど
、
琉
球
大
学
病
院
や
沖
縄
県
立

病
院
（
南
部
医
療
セ
ン
タ
ー
・
こ
ど
も
医
療
セ
ン

タ
ー
及
び
中
部
病
院
）
と
の
連
携
も
で
き
て
い
た
。

今
後
も
他
の
医
療
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
小
児
・

周
産
期
医
療
の
維
持
に
努
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
評
価
委
員
会
【
R
4
】
）

 

(
３

)
 
災
害
時
対
応
及
び
緊
急
時
に
お
け
る
医
療
支
援

 

①
 
平
時
か
ら
の
備
え

と
発
災
時
対
応

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
災
害
時
に
お
け
る
病
院
機

能
の
損
失
を
で
き
る
だ
け
少

な
く
し
、
機
能
の
立
ち
上
げ

や
早
急
な
回
復
を
目
指
せ
る

よ
う
、
平
時
よ
り
備
え
て
お

く
こ
と
。
ま
た
、
発
災
後
に

お
い
て
は
、
入
院
患
者
の
安

全
確
保
及
び
被
災
者
の
診
療

に
努
め
る
こ
と
。

 

 
災
害
時
に
お
け
る
病
院
機

能
の
維
持
・
復
旧
の
た
め

、

那
覇
市
立
病
院
事
業
継
続
計

画
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）
に
基
づ
き
、

院
内
で
の
訓
練
実
施
や
研
修

会
を
実
施
す
る
ほ
か
、
那
覇

市
や
沖
縄
県
が
実
施
す
る
災

害
訓
練
に
参
加
し
、
平
時
か

ら
災
害
に
備
え
る
よ
う
努
め

・
コ
ロ
ナ
禍
の
経
験
を
踏
ま
え

、
新
病
院
で
の
感
染
症
等
へ
の
対
策
に
つ
い
て
、

一
部
設
計
の
見
直
し
等
を
行
っ
た
。
【
R
2
】

 

・
大
規
模
地
震
災
害
等
が
発
生
し
た
際
に
、
医
療
提
供
機
能
を
維
持
で
き
る
よ

う
、
平
成

3
1
年
3
月
に
事
業
継
続
計
画
（
以
下
、

B
C
P
と
い
う
。
）
を
策
定
し
て

い
る
が
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
訓
練
や
研
修
会
等
を
実
施
で
き
な
か
っ
た
。

【
R
2
～
】
 

・
新
病
院
に
お
け
る
医
療
継
続
の
た
め
の
設
備
等
に
つ
い
て
、

確
認
・
調
整
を

継
続
的
に
実
施
し
て
い
る

。
【

R
4
】
 

市
長
評
価

 
対
象
外
 

対
象
外
 

対
象
外
 

-
 

意
見

 

・
新
病
院
の
感
染
症
等
対
策
に
つ
い
て
、
基
本
設

計
の
見
直
し
等
を
行
い
、
適
切
に
対
応
し
た
こ
と

を
評
価
す
る
。
研
修
等
に
つ
い
て
は
、
実
施
方
法

を
工
夫
さ
れ
た
い
。
（
評
価
委
員
会
【

R
2
】
）

 

・
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
さ
ら
に
新
病
院
建
設
中
で
も

あ
り
、
訓
練
等
の
実
施
が
出
来
な
か
っ
た
の
は
、

や
む
を
得
な
い
。（

評
価
委
員
会
【

R
3
】）
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る
。
 
 

ま
た
、
発
災
時
に
お
い
て

は
、
入
院
患
者
の
安
全
確
保

を
図
る
と
と
も
に
、
発
災
後

は
被
災
者
の
診
療

に
あ
た

る

よ
う
努
め
る
。

 

・
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
訓
練
・
研
修
等
が
実
施
出
来

な
か
っ
た
の
は
や
む
を
得
な
か
っ
た
と
理
解
す
る

が
、
防
災
・
防
火
訓
練
は
重
要
で
あ
り
、
何
ら
か

の
形
で
実
施
す
る
工
夫
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
評
価
委
員
会
【
R
4
】
）

 

②
 
他
医
療
機
関
と
の
連
携

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
不
測
の
事
態
へ
の
備
え
と

し
て
、
患
者
移
送
等
に
つ
い

て
、
他
医
療
機
関
と
の
連
携
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
に
取

り
組
む
こ
と
。

 

 
現
病
院
施
設
は
耐
震
性
に

課
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
か

ら
、
不
測
の
事
態
へ
の
備
え

と
し
て
、
Ｂ
Ｃ
Ｐ
に
基
づ
き
、

患
者
移
送
先
の
調
整
や
搬
送

手
段
の
確
保
等
に

つ
い
て

、

他
医
療
機
関
と
の
連
携
、
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
に
努
め

る
。

 

・
県
・
市
が
主
催
す
る
災
害
訓
練
に
つ
い
て
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
開
催
が

中
止
と
な
っ
た
。
ま
た
、

毎
年
実
施
し
て
い
る
防
火
・
防
災
訓
練
は
、
コ
ロ
ナ

専
用
病
棟
の
設
置
に
よ
り
、
避
難
す
る
動
線
確
保
が
難
し
い
こ
と
、
年
間
を
通

し
て
不
必
要
な
入
館
禁
止
制
限
を
行
っ
た
こ
と
か
ら
実
施
し
な
か
っ
た
。

【
R
2

～
】

 

市
長
評
価

 
対
象
外
 

対
象
外
 

対
象
外
 

-
 

意
見

 

・
近
隣
に
病
院
が
多
い
た
め
、
他
医
療
機
関
と
の

連
携
や
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
は
継
続
的
に
進

め
ら
れ
た
い
。
（
評
価
委
員
会

【
R
3
】
）
 

・
災
害
等
に
備
え
、
他
医
療
機
関
と
の
連
携
や
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
は
継
続
的
に
進
め
ら
れ
た

い
。
（
評
価
委
員
会
【

R
4
】
）

 

③
 
医
療
支
援
へ
の
取
組
み

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
大
規
模
災
害
時
や
緊
急
時

に
お
い
て
、
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
（
災

害
派
遣
医
療
チ
ー
ム
）
を
派

遣
す
る
等
、
医
療
救
護
活

動

の
支
援
に
努
め
る
こ
と
。

 

 
他
の
自
治
体
に
お
け
る
大

規
模
災
害
時
や
緊
急
時
に
お

い
て
、
市
立
病
院
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ

（
災
害
派
遣
医
療
チ
ー
ム
）

を
派
遣
し
医
療
支
援
を
実
施

す
る
。

 

ま
た
、
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
を
定
期

的
に
訓
練
研
修
に
参
加
さ

せ

る
な
ど
、
医
療
救
護
支
援
活

動
の
向
上
に
努
め
る
。

 

・
D
M
A
T
活
動
実
績
は
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
、
全
て
の
訓
練
や
研
修
会
が
中

止
と
な
っ
た
。
通
常
の
災
害
で
は
な
い
が
、
沖
縄
県
コ
ロ
ナ
対
策
本
部
の
依
頼

を
受
け
、
年
間
を
通
し
て

派
遣
を
行
っ
た
。
主
な
派
遣
先
と
し
て
、
医
師

は
ク

ラ
ス
タ
ー
発
生
医
療
機
関
及
び
関
係
機
関
等
へ
赴
き
、
施
設
内
の
感
染
防
止
対

策
サ
ポ
ー
ト
を
中
心
に
活
動
し
、
事
務
職
は
沖
縄
県
コ
ロ
ナ
対
策
本
部
内
に
て
、

県
内
各
所
の
コ
ロ
ナ
発
生
状
況
把
握
・
情
報
収
集
・
コ
ロ
ナ
患
者
搬
送
調
整
等

を
コ
ロ
ナ
対
策
本
部
の
指
示
で
活
動
を
行
っ
た
。

【
R
2
・

R
3
】
 

・
院
内
に
お
い
て
も
、
コ
ロ
ナ
対
応
が
ひ
っ
迫
し
た
状
況
下
で
は
、

D
M
A
T
が
介

入
す
る
こ
と
で
、
感
染
状
況
の
把
握
や
追

跡
調
査
、
P
C
R
検
査
の
検
体
採
取
等
の

迅
速
な
サ
ポ
ー
ト
が
可
能
と
な
っ
た
。
【
R
2
】

 

・
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
時
の
患
者
対
応
や
院
内
ス
タ
ッ
フ
感
染
・
濃
厚
接
触
者

P
C
R

検
査
等
の
対
応
を
、
院
内
コ
ロ
ナ
対
策
本
部
及
び
院
内
感
染
対
策
チ
ー
ム
（

I
C
T
）

の
指
示
の
下
、
感
染
状
況
の
把
握
や
追
跡
調
査
の
サ
ポ
ー
ト
を
行
っ
た
。
【
R
3
】
 

・
災
害
関
連
や
ク
ラ
ス
タ
ー
施
設
へ
の
支
援
に
関
連
す
る
研
修
が
オ
ン
ラ
イ
ン

や
集
合
研
修
で
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
当
院

D
M
A
T
隊
員
も
当
該
研
修
へ
積

極
的
に
参
加
す
る
よ
う
取
り
組
ん
だ
。
【
R
3
】

 

・
訓
練
が
再
開
し

、
当
院

D
M
A
T
チ
ー
ム
も
県
内
外
の
訓
練
に
参
加
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
参
加
し
た
訓
練
で
は
、
新
し
く
当
院

D
M
A
T
チ
ー
ム
に
加
わ
っ
た
メ
ン

バ
ー
（
医
師
１
名
、
看
護
師
１
名
）
と
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
、
災
害
派
遣
時

に
お
け
る
複
数
チ
ー
ム
の
運
用
や
当
院
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
が
タ
ス
ク
と
し
て

参
加
す
る
こ
と
で
災
害
訓
練
の

運
営
方
法
等
に
つ
い
て
も
訓
練
を
通
し
て
経
験

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
実
働
訓
練
だ
け
で
な
く
技
能
維
持
研
修
へ
も
積

極
的
に
メ
ン
バ
ー
を
派
遣

す
る
よ
う
に
取
り
組
ん
だ
。
【

R
4
】

 

（
災
害
医
療
の
関
連
指
標
）

 

市
長
評
価

 
Ⅴ

 
Ⅴ

 
Ⅲ

 
-
 

意
見

 

・
県
コ
ロ
ナ
対
策
本
部
の
派
遣
要
請
に
積
極
的
に

対
応
し
、
活
動
を
行
っ
た
こ
と
を
、
大
い
に
評
価

す
る
。
（
評
価
委
員
会
【
R
2
】
）
 

・
災
害
レ
ベ
ル
と
も
評
さ
れ
る
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍

に
お
い
て
、
市
立
病
院

D
M
A
T
の
積
極
的
な
活
動
を

高
く
評
価
す
る
。

（
市
長
【

R
2
】
）

 

・
D
M
A
T
実
働
訓
練
や
技
能
維
持
研
修
へ
の
積
極
的

な
派
遣
に
よ
り
災
害
研
修
会
参
加
者
数
が
増
加
し

た
こ
と
を
評
価
す
る
。
ま
た
、
沖
縄
県
コ
ロ
ナ
対

策
本
部
の
派
遣
要
請
に
よ
る
ク
ラ
ス
タ
ー
施
設
等

へ
の
派
遣
に
対
応
し
た
こ
と
を
評
価
す
る
。
今
後

も
D
M
A
T
活
動
を
継
続
し
、
院
内
感
染
対
策
に
も
取

り
組
む
ほ
か
、
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
を
増
や
す
努

力
を
続
け
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
評
価
委
員
会

【
R
4
】
）
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指
標
 

(参
考
)R

元
 

R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

災
害
研
修
会
回
数
 

７
回
 

０
回
 

３
回
 

５
回
 

-
 

災
害
研
修
会
参
加

者
数
 

1
1
人
 

０
人
 

４
人
 

８
人
 

-
 

被
災
地
等
へ
の
派

遣
件
数
 

１
件
 

1
5
件
 

2
1
件
 

１
件
 

-
 

※
令
和
２
年
度
以
降
の
被
災
地

等
へ
の
派
遣
に
は
、
「
沖
縄
県
コ
ロ
ナ
対
策
本

部
」
の
要
請
に
基
づ
く
派
遣
を
含
む
。

 

(
４

)
 
保
健
所
と
の
連
携

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
那
覇
市
保
健
所
と
連
携

し
、
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ

等
の
感
染
症
対
策
に
協
力
す

る
こ
と
。

 

 
那
覇
市
保
健
所
と
連
携

し
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
の
感
染
症
対
策
に
協
力
す

る
。

 

・
４
月
に
コ
ロ
ナ
専
用
病
床
を
開
設
し
、
感
染
拡
大
時
に
は
最
大
2
4
床
の
即
応

病
床
を
確
保
し
た
。
又
、
那
覇

市
保
健
所
と
連
携
し
、
発
熱
外
来
・
Ｐ
Ｃ
Ｒ
セ

ン
タ
ー
を
設
置
し
患
者
対
応
に
追
わ
れ
た
。
【
R
2
】

 

・
院
内
に
お
け
る
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
時
に
は
、
那
覇
市
保
健
所
長
を
は
じ
め
感

染
症
専
門
医
や
保
健
師
等
と
協
議
を
も
ち
、
情
報
の
共
有
、
拡
大
防
止
策
の
検

討
、
現
場
視
察
を
依
頼
す
る
な
ど
、
助
言
を
も
ら
い
な
が

ら
、
感
染
防
止
対
策

強
化
が
図
れ
た
。

【
R
2
】
 

・
感
染
拡
大
時
に
は
最
大

6
3
床
の
即
応
病
床
を
確
保
し
、
那
覇
市
保
健
所
と
連

携
、
発
熱
外
来
・
P
C
R
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
患
者
対
応
を
行
っ
た
。
保
健
所
依
頼

の
受
診
を
ス
ム
ー
ズ
に
受

け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
、
小
児
科

医
の
確
保
及
び
受
診

枠
の
調
整
を
図
っ
た
。
【
R
3
】

 

・
コ
ロ
ナ
に
よ
る

医
療
逼
迫
を
回
避
す
べ
く
、
那
覇
市
保
健
所
や
医
師
会
と
の

連
携
を
図
っ
た
。
情
報
共
有
や
拡
大
防
止
策
の
検
討
を
と
お
し
て
、
地
域
全
体

の
感
染
防
止
対
策
を
強
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
、
コ
ロ
ナ
患
者
受
入
の

要
請
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
、
複
数
の
病
棟
を
使
用
で
き
る
様
に
整
備
す
る
な
ど

機
動
的
に
対
応
し
た
。
発
熱
患
者
対
応
や
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
関
し
て
も
、
組
織

横
断
的
に
協
力
体
制
を
と
っ
て
運
営
で
き
た
。
【

R
4
】

 

        

市
長
評
価

 
Ⅴ

 
Ⅴ

 
Ⅴ

 
-
 

意
見

 

・
コ
ロ
ナ
対
応
と
し
て
、
P
C
R
検
査
の
実
施
、
患
者

の
受
診
調
整
・
入
院
調
整

、
市
内
ク
ラ
ス
タ
ー
発

生
時
の
連
携
等
、
保
健
所
と
の

緊
密
な
連
携
を
高

く
評
価
す
る
。
（
評
価
委
員
会

【
R
2
】
）
 

・
協
力
医
療
機
関
と
し
て
率
先
し
て
、
コ
ロ
ナ
病

床
を
確
保
し
た
こ
と
、
ま
た
、
資
機
材
も
不
足
し

て
い
た
中
、
創
意
工
夫
に
よ
り
、
専
用
病
棟
の
開

設
に
至
っ
た
こ
と
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
に
期

待
さ
れ
る
公
的
使
命
を
十
二
分
に
発
揮
し
た
も
の

で
あ
り
、
高
く
評
価
す
る

。
（
市
長
【

R
2
】
）

 

・
発
熱
外
来
・
P
C
R
セ
ン
タ
ー
の
設
置
、
感
染
拡
大

時
に
は
最
大

6
3
床
の
即
応
病
床
を
確
保
、
小
児
救

急
患
者
へ
の
受
診
体
制
の

確
保
等
、
保
健
所
と
の

緊
密
な
連
携
を
高
く
評
価
す
る
。
（
評
価
委
員
会

【
R
3
】
）

 

・
小
児
科
医
の
確
保
や
受
診
枠
の
調
整
な
ど
保
健

所
と
の
連
携
や
、
那
覇
市
医
師
会
と
の
情
報
共

有
・
拡
大
防
止
策
の
検
討
に
よ
り
、
地
域
全
体
の

感
染
防
止
対
策
の
強
化
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
を

高
く
評
価
す
る
。

（
評
価
委
員
会
【

R
4
】
）

 

・
コ
ロ
ナ
対
応
に
あ
た
り
市
立
病
院
と
し
て
の
役

割
を
発
揮
し
た
こ
と
を
多
い
に

評
価
す
る
。
（
市

長
【
R
4
】
）

 

(
５

)
 
市
の
施
策
と
の
連
携

 

①
 
保
健
・
福
祉
行
政
と
の
連
携

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
疾
病
や
介
護
の
予
防
、
健

康
づ
く
り
を
推
進
す
る
た

め
、
市
や
関
係
機
関
と
連

携
・
協
力
し
て
疾
病
予
防
対

 
疾
病
や
介
護
の
予
防
、
健

康
づ
く
り
を
推
進
す
る
た

め
、
慢
性
腎
臓
病
（
Ｃ
Ｋ

Ｄ
)

に
対
す
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ

・
C
KD
に
関
し
て
、
那
覇
市
及
び
那
覇
地
区
医
師
会
と
連
携
し
、
定
期
的
な
役
員

会
を
開
催
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
に

お
い
て
多
施
設
多
人
数
で
の
講

演
会
、
研
究
会

が
開
け
な
い
状
態

が
続
い
て
い
る
が
、
C
K
D
カ
ー
ド
の
作
成
や
配
布
な
ど
を
、
薬

剤
師
と
積
極
的
に
連
携
を
と
り
、
活
動
を
継
続
し
た
。
【

R
2
】

 

市
長
評
価

 
対
象
外
 

Ⅲ
 

Ⅲ
 

-
 

意
見

 

・
市
と
連
携
し
た

特
定
検
診
の
休
日
実
施
に
よ
り
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策
等
に
協
力
す
る
こ
と
。

 
プ
、
Ｃ
Ｋ
Ｄ
の
啓
発
活
動
、

Ｃ
Ｋ
Ｄ
サ
ポ
ー
ト
外
来
の
推

進
や
患
者
教
育
の
た
め
の
教

育
入
院
、
特
定
健
診
の
休
日

実
施
等
、
那
覇
市
や
関
係
機

関
と
連
携
し
疾
病
予
防
対
策

等
に
協
力
す
る
。

 

・
C
KD
サ
ポ
ー
ト
外
来
と
連
携
し
、
患
者
家
族
に
対
し
、
今
後
必
要
に
な
る
と
思

わ
れ
る
社
会
資
源
や
制
度
等
に
つ
い
て
聞

き
取
り
を
行
い
、
早
め
に
情
報
提
供

を
行
う
こ
と
で
、
心
理
的

不
安
の
軽
減
に
努
め
、
治
療
に
専
念
出
来
る
よ
う
サ

ポ
ー
ト
し
た
。
【
R
3
～
】

 

・
慢
性
腎
不
全
で
外
来
通
院
中
の
患
者
の

う
ち
、

検
査
デ
ー
タ
が
悪
化
し

て
い

る
ケ
ー
ス
や
症
状
で

Q
O
L
低
下
が
あ
る
患
者

1
8
名
に
透
析
室
看
護
師
が
患
者
相

談
や
指
導
を
実
施
し
た
。

令
和
４
年
度
か
ら
は
医
師
・
糖
尿
病
認
定
看
護
師
・

栄
養
士
・
薬
剤
師
が
関
わ
り
外
来
で
の
指
導
を
継
続
し
た
。
【

R
3
～
】
 

・
令
和
２
年
度
は
中
止
と
な
っ
た
市
と
連
携
し
た

休
日
の
特
定
健
診
（
ま
ち
か

ど
健
診
）
を
再
開
し
た
。
【

R
3
～
】

 

・
1
0
月
よ
り
乳
腺
エ
コ
ー
予
約
枠
を

1
0
枠
か
ら
1
2
枠
へ
増
枠
し
た
。
【
R
4
】

 

（
疾
病
予
防
対
策
の
関
連
指
標
）

 

指
標

 
(参

考
)R

元
 

R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

特
定
健
診
件
数
 

2
,
56
8
件
 

1
,
49
6
件
 

1
,
71
6
件
 

1
,
70
7
件
 

-
 

特
定
保
健
指
導

件
数
 

4
9
2
件
 

4
6
3
件
 

4
8
9
件
 

5
8
5
件
 

-
 

が
ん
検
診
件
数
 

4
2
4
件
 

2
2
0
件
 

2
6
7
件
 

3
6
4
件
 

-
 

人
間
ﾄ
ﾞ
ｯｸ
件
数
 

4
,
70
8
件
 

3
,
55
5
件
 

3
,
73
5
件
 

4
,
41
0
件
 

-
 

健
康
診
断
件
数
 

3
,
72
2
件
 

3
,
74
3
件
 

4
,
05
9
件
 

4
,
57
1
件
 

-
 

 

検
診
数
が
増
加
し
た
こ
と
や
、
外
来
通
院
中
だ
が
、

経
過
不
良
等
の
慢
性
腎
不
全
患
者
に
対
す
る
患
者

相
談
や
患
者
指
導
を
行
っ
た
こ
と
を
評
価
す
る
。

（
評
価
委
員
会
【
R
3
】
）

 

・
C
K
D
サ
ポ
ー
ト
外
来
の
連
携
継
続
へ
の
努
力
を
良

と
す
る
。
ま
た
、
那
覇
市
や
各
市
町
村
及
び
医
療

保
険
者
と
連
携
し
た
取
組
み
に
よ
り
健
診
数
が
増

加
し
て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
。
（
評
価
委
員
会

【
R
4
】
）

 

②
 
地
域
包
括
ケ
ア
シ

ス
テ
ム
の
推
進

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
入
院
患
者
が
円
滑
に
在
宅

医
療
へ
移

行
で
き
る
た
め
の

退
院
支
援
の
強
化
を
行
う

等
、
本
市
地
域
包
括
ケ
ア
シ

ス
テ
ム
の
構
築
に
協
力
す
る

こ
と
。

 

 
在
宅
療
養
支
援
診
療
所
、

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、

介
護
施
設
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
、
社
会
福
祉
士
等
と
連

携
し
、
入
院
患
者
が
ス
ム
ー

ズ
に
在
宅
医
療
へ
移
行
で
き

る
よ
う
退
院
支
援
の
強
化
、

適
切
な
情
報
提
供
や
急
変
時

の
受
入
体
制
を
整
備
す
る
。

 

・
コ
ロ
ナ
の
影
響
等
で
病
床
再
編
と
縮
小

に
伴
い
、
令
和
元
年
度
よ
り
新
規
入

院
数
が
減
少
し
た

こ
と
に
よ
り
、
退
院
調
整
実
施
件
数
が
減
少
し
た
。
【

R
2
・

R
3
】
 

・
「
患
者
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
」
を
編
成
し

、
4
つ
の
関
連
部
署
間
に
お
い

て
顔

の
見
え
る
連
携
を
進
め
、

ス
ム
ー
ズ
な
入
退
院
調
整
を
遂
行
し
た
。
【
R
2
～
】

 

・
令
和

2
年
1
1
月
よ
り
在
宅
医
を

1
名
採
用
し
、
在
宅
医
療
外
来
を
開
設
す
る
こ

と
に
よ
り
転
帰
先
選
定
相
談
（
退
院
後
の
訪
問
診
療
導
入
つ
い
て
の
相
談
）
が

院
内
に
て
可
能
と
な
っ
た
。
退
院
困
難
要
因

(
独
居
、
酸
素
使
用
中
、
透
析
通
院
、

看
取
り
介
入

)
の
問
題
点
解
決
や
課
題
を
提
言
し
、
在
宅
医
療
へ
ス
ム
ー
ズ
に
繋

げ
る
事
が
で
き
た
。
【
R
2
】

 

・
コ
ロ
ナ
の
落
ち
着
い
て
い
る
時
期
に
施
設
訪
問
を
積
極
的
に
行
い
、
地
域
の

訪
問
診
療
、
訪
問
看
護
と
顔
の
見
え
る
関
係
を
構
築
し
た

。
ま
た
、
年

1
回
は
地

域
の
在
宅
医
療
関
係
機
関
を
対
象
に
合
同
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
開
催
し
、
お
互

い
の
課
題
等
に
つ
い
て
話
し
合
う
機
会
を
持
っ
た
。
【
R
3
】

 

・
各
病
棟
・
部
署
の
退
院
前
後
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
や
自
宅
訪
問
が
増
加
し
、
多

職
種
連
携
で
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
退
院
前
後
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
は
リ
モ

ー
ト
を
活
用
し
、
病
棟
側
も
積
極
的
に
参
加
で
き
る
環
境
を
整
え
、
在
宅
側
と

の
共
有
の
場
を
設
定
し
た
。
師
長
研
修
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
退
院
支
援
研
修
と

市
長
評
価

 
対
象
外
 

対
象
外
 

Ⅲ
 

-
 

意
見

 

・
「
患
者
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
」
の
組
織
再
編
成

に
よ
る
適
切
な
入
退
院
調
整
を
進
め
た
こ
と
、
並

び
に
在
宅
医
の
採

用
に
よ
る
「
在
宅
医
療
外
来
」

を
開
設
し
た
こ
と
を
評
価

し
た
い
。
地
域
包
括
ケ

ア
シ
ス
テ
ム
の
推
進
へ
の
さ
ら
な
る
寄
与
を
期
待

す
る
。
（
評
価
委
員
会
【
R
2
】
）
 

・
コ
ロ
ナ
禍
の
難
し
さ
が
あ
る
中
で
、
退
院
支
援

や
ベ
ッ
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
円
滑
化
、
及
び
地
域

包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
推
進
へ
努
め
た
こ
と
を
評

価
し
た
い
。
（
評
価
委
員
会
【

R
3
】
）

 

・
患
者
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
設
置
に
よ
り
入
退

院
支
援
調
整
が
効
率
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
評
価
す
る
。
退
院
前
後
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
リ

モ
ー
ト
活
用
や
退
院
支
援
研
修
等
は
今
後
も
継
続

し
て
い
た
だ
き
た
い
。
（
評
価
委
員
会
【
R
4
】
）
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訪
問
看
護
実
習
を
導
入
し
た
。

【
R
4
】
 

・
退
院
調
整
件
数
は
前
年
度
よ
り
7
2
1
件
増
加
し
た
。

【
R
4
】

 

（
在
宅
医
療
の
関
連
指
標
）

 

指
標

 
(参

考
)R

元
 

R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

退
院
調
整
実
施

件
数
 

1
1
,1
22
件
 

8
,
65
8
件
 

7
,
35
8
件
 

8
,
07
9
件
 

-
 

訪
問
看
護
指
示

書
件
数
 

2
0
6
件
 

2
4
3
件
 

2
6
0
件
 

3
0
0
件
 

-
 

介
護
保
険
主
治

医
意
見
書
件
数
 

5
4
1
件
 

4
1
4
件
 

4
0
2
件
 

4
7
4
件
 

-
 

在
宅
療
養
支
援
診

療
所
へ
の
紹
介
件

数
 

1
,
33
7
件
 

7
6
0
件
 

1
,
18
6
件
 

8
7
4
件
 

-
 

 

(
６

)
市
民
へ
の
情
報
の
提
供
・
発
信

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
市
民
に
対
し
、
病
院
の
診

療
機
能
・
運
営
状
況
に
つ
い

て
の
情
報

提
供
・
発
信
に
努

め
る
と
と
も
に
、
医
療
に
関

す
る
知
識
の
普
及

啓
発
を
推

進
す
る
こ
と
。

 

 
市
民
に
対
し
、
市
立
病
院

の
診
療
機
能
・
運
営
状
況
に

つ
い
て
の
情
報
提
供
・
発
信

に
努
め
る
と
と
も
に
、
医
療

に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
普

及
啓
発
を
推
進
す
る
。
情
報

発
信
の
手
段
と
し
て
、
当
院

の
院
外
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
広

報
誌
等
を
活
用
し
、
診
療

実

績
や
医
療
情
報
を
提
供
す

る
。

 

・
厚
生
労
働
省
が
推
奨
し
て
い
る
「
病
院
情
報
の
公
表
」
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
以

下
、
「
H
P
」
と
い
う
。
）
へ
掲
載
【

R
2
～
】

 

・
令
和
2
年
度
は
コ
ロ
ナ
の

影
響
を
受
け
、
地
域
（
市
民
）
向
け
の
出
前
講
座
が

開
催
で
き
な
か
っ
た
。
【
R
2
・

R
3
】
 

・
広
報
誌
に
つ
い
て
は

、
地
域
医
療
連
携
室
よ
り
「
連
携
だ
よ
り
」
を

3
回
発
行

し
、
当
院
の
診
療
情
報
を
情
報
提
供
で
き
た
。
【

R
2
】

 

・
令
和

4
年
1
月
よ
り
シ
ス
テ
ム
不
具
合
に
よ
り
、

H
P
が
閲
覧
不
能
と
な
っ
た
た

め
、
令
和

4
年
3
月
よ
り
仮

H
P
を
作
成
・
公
開
し
た
。
【
R
3
】

 

・
広
報
誌
「
き
ざ
は
し
」

を
平
成
2
9
年
5
月
号
以
来

4
年
ぶ
り
に
発
刊
を
し

、
連

携
ク
リ
ニ
ッ
ク
及
び
患
者
へ
最
新
の
診
療
情
報
発

信
を
し
た
。
【

R
3
】
 

・
H
P
制
作
・
保
守
サ
ポ
ー
ト
が
可
能
で
あ
る
委
託
会
社
と
新
た
に
契
約
を
締
結

し
、
段
階
を
踏
み
つ
つ
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

H
P
を
公
開
し
た
（
第
１
回
目
：
令
和
４

年
９
月
、
第
２
回
目
：
令
和
４

年
1
1
月
、
第
３
回
目
：
令
和
５
年
２
月
）
。
受

診
案
内
や
各
診
療
科
の
特
色
や
診
療
実
績
な
ど
コ
ン
テ
ン
ツ
の
見
直
し
や
修
正

を
行
い
、
市
民
に
分
か
り
や
す
い
内
容
と
な
る
よ
う
努
め
た
。
ま
た
、
各
セ
ン

タ
ー
の
紹
介
や
放
射
線
治
療
ペ
ー
ジ
な
ど

1
7
ペ
ー
ジ
を
新
規
で
作
成
し
、
よ
り

多
く
の
情
報
を
発
信
し
た
。
内
容
だ
け
で
は
な
く
ペ
ー
ジ
構
成
も
見
直
し
、

H
P

利
用
者
が
求
め
る
情
報
を

得
や
す
い
作
り
に
し
た
。

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー

面
に
関
し

て
は

、
問

題
の

あ
っ

た
問

合
せ
フ
ォ

ー
ム

の
箇

所
を
外
部
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
で
悪
用
が

で
き
な
い
よ
う
に
し
た
。
ま
た
、
障
害
時
の
復
旧
に
時
間
が
か
か
っ
た
た
め
、
H
P
公
開

の
仕
組
み
を
変
更
す
る
事
で
改
善
し
た
。
【
R
4
】

 

    

市
長
評
価

 
Ⅲ

 
Ⅲ

 
Ⅳ

 
-
 

意
見

 

・
病
院
情
報
が

H
P
上
で
適
切
に
公
表
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
良
と
し
た
い
。
ま
た
、
市
民
公
開
講
座
に

つ
い
て
は
、
参
加
型
と
オ
ン
ラ
イ
ン
の
ハ
イ
ブ
リ

ッ
ド
を
併
用
す
る
な
ど
工
夫
さ
れ
た
い
。
（
評
価

委
員
会
【

R
2
】
）

 

・
新
病
院
開
院
へ
向
け
病
院
情
報
の
公
表
の
工
夫

が
必
要
。
（
評
価
委
員
会
【

R
3
】
）

 

・
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
対
す
る
備
え
を
強
化
し
、
基

幹
シ
ス
テ
ム
が
攻
撃
を
受
け
た
場
合
で
も
診
療
を

継
続
で
き
る
よ
う
、

B
C
P
の
更
新
を
検
討
さ
れ
た

い
。
（
市
長
【

R
3
】
）

 

・
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
見
や
す

く
な
っ
て
お
り
、
市
民
へ
の
情
報
提
供
が
適
切
に

実
施
さ
れ
て
い
る
。
今
後
は
人
間
ド
ッ
ク
の
混
雑

状
況
の
提
供
な
ど
病
院
側
の
事
務
負
担
軽
減
と
利

用
者
の
利
便
性
の
向
上
を
図
っ
て
い
た
だ
き
た

い
。
ま
た
、
広
報
誌
は
発
行
継
続
が
望
ま
し
い
た

め
発
行
方
法
を
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
（
評

価
委
員
会
【

R
4
】
）

 

・
H
P
再
開
に
向
け
た
努
力
を
評
価
す
る
。
な
お
、

同
様
の
事
態
を
招
く
こ
と
が
無
い
よ
う
、
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
ー
対
策
に
万
全
を
期
さ
れ
た
い
。
（
市
長

【
R
4
】
）
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1
0
 

２
 
診
療
機
能
の
充
実

 

(
１

)
 
高
度
医
療
の
充
実

 

①
 
専
門
性
を
持
っ
た
医
療
人
の
確
保

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
高
度
医
療
の
充
実
を
図
る

た
め
、
専
門
性
を
持
っ
た
医

療
ス
タ
ッ
フ
の
確
保
に
努
め

る
こ
と
。

 

 
高
度
医
療
の
充
実
を
図
る

た
め
、
医
師
を
は
じ
め
、
専

門
性
を
持
っ
た
医
療
ス
タ
ッ

フ
の
確
保
に
努
め
る
。

 

・
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け
、
不
要
不
急
の
入
院
・
検
査
手
術
の
延
期
等
、
一
般

医
療
に
一
部
制
限
が
生
じ
、
入
院
で
行
う
高
度
医
療
の
関
連
指
標
項
目
が
減
少

し
た
。
【
R
2
・
R
3
】

 

・
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け
、
不
急
の
入
院
や
検
査
、
手
術
の
延
期
等
、
一
般
医
療

に
一
部
制
限
が
生
じ
た
こ
と
も
あ
り
、
高
度
医
療
の
関
連
指
標
項
目

(
M
R
I
除
く
)

で
目
標
に
未
達
で
あ
っ
た
。
前
年
度
と
の
件
数
比
較
で
は
、
前
年
度
並
み
の
件

数
で
あ
っ
た
。
【
R
4
】

 

（
高
度
医
療
の
関
連
指
標
）

 

指
標

 
(参

考
)R

元
 

R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

C
T
件
数
 

1
7
,8
12 件
 

1
5
,6
14 件
 

1
4
,8
37 件
 

1
5
,3
28 件
 

-
 

M
R
I
件
数
 

7
,
50
3
件
 

6
,
36
3
件
 

6
,
40
9
件
 

6
,
74
6
件
 

-
 

R
I
件
数
 

8
0
4
件
 

6
8
7
件
 

8
2
8
件
 

8
0
4
件
 

-
 

心
臓
ｶﾃ
ｰ
ﾃﾙ
検
査
件
数
 

4
5
2
件
 

3
1
1
件
 

2
5
8
件
 

2
4
8
件
 

-
 

経
皮
的
冠
動
脈
形
成

術
（
P
C
I
）
件
数
 

2
0
2
件
 

1
2
0
件
 

1
0
1
件
 

9
2
件
 

-
 

ｱ
ﾌ
ﾞﾚ
ｰｼ
ｮﾝ
治
療
件
数
 

1
5
8
件
 

1
2
6
件
 

1
0
7
件
 

1
1
5
件
 

-
 

脳
血
管
造
影
件
数
 

2
7
4
件
 

1
5
3
件
 

1
1
3
件
 

1
1
5
件
 

-
 

血
管
内
治
療
件
数
 

1
0
9
件
 

9
1
件
 

6
2
件
 

6
1
件
 

-
 

血
栓
溶
解
療
法
 

（
t
-
PA
）
治
療
件
数
 

５
件
 

３
件

 
８
件
 

４
件
 

-
 

手
術
件
数
(
手
術
室
) 

3
,
56
1
件
 

3
,
07
8
件
 

2
,
83
9
件
 

3
,
32
4
件
 

-
 

う
ち
全
身

麻
酔
手

術
件
数
 

2
,
10
2
件
 

1
,
89
0
件
 

1
,
61
1
件
 

2
,
13
4
件
 

-
 

う
ち
腹
腔
鏡
下
・
胸

腔
鏡
下
手
術
件
数

(
ﾎ
ﾟﾘ
ﾍﾟ
ｸ
は
除
く
) 

6
0
1
件
 

5
0
8
件
 

4
2
9
件
 

5
2
3
件
 

-
 

内
視
鏡
に

よ
る
手

術
件
数

 
(内

視
鏡
的
粘
膜
下
層
剥
離
術
) 

7
5
件
 

8
6
件
 

9
3
件
 

1
0
6
件
 

-
 

 

市
長
評
価

 
対
象
外
 

対
象
外
 

Ⅲ
 

-
 

意
見

 

・
新
病
院
建
設
を
見
据
え
、
計
画
的
な
人
材
確
保

に
努
め
ら
れ
た
い
。
（
評
価
委

員
会
【

R
2
】
）

 

・
今
後
と
も
専
門
性
を
持
っ
た
医
療
人
の
継
続
確

保
に
努
力
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
専
門
性

を
持
っ
た
医
療
人
の
確
保
状
況
に
つ
い
て
分
か
り

や
す
い
指
標
の
設
定
を
検
討
さ
れ
た
い
。

（
評
価

委
員
会
【

R
4
】
）

 

・
コ
ロ
ナ
対
応
と
一
般
医
療
の
両
立
は
道
半
ば
で

あ
る
も
の
の
、
高
度
医
療
関
連
指
標
の
向
上
を
評

価
す
る
。
さ
ら
な
る
改
善
、
充
実
を
期
待
す
る
。

（
市
長
【

R
4
】
）

 

②
 
医
療
機
器
等
の
計
画
的
な
更
新
・
整
備

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
市
立
病
院
に
求
め
ら
れ
る

医
療
を
持
続
的
に
提
供
で

き

る
よ
う
、
必
要
な
医
療
機
器

等
を
計
画
的
に
更
新
・
整
備

す
る
こ
と
。

 

 
医
療
機
器
の
整
備
・
更
新

に
つ
い
て
は
、
費
用
対
効
果
、

地
域
の
医
療
機
関
と
の
連

携
、
が
ん
治
療
に
対
す
る
放

射
線
療
法
等
、
医
療
需
要
及

・
（
主
な
更
新
機
器
）
医
用
画
像
シ
ス
テ
ム
、
超
広
角
走
査
型
レ
ー
ザ
ー
検
眼

鏡
、
腹
腔
鏡
カ
メ
ラ
シ
ス
テ
ム

 
計

5
5
件
【

R
2
】
 

・
（
補
助
金
等
に
よ
る
整
備
）
高
性
能
人
工
呼
吸
器
、
全
自
動
遺
伝
子
解
析
装

置
 
計
3
0
件
【
R
2
】

 

・
放
射
線
治
療
装
置
つ
い
て
、
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点

病
院
の
施
設
基
準
の

市
長
評
価

 
Ⅳ

 
Ⅲ

 
Ⅲ

 
-
 

意
見

 

・
新
病
院
に
お
い
て
も
設
備
投
資
と
の
バ
ラ
ン
ス

を
と
り
な
が
ら
、
医
療
機
器
等
の
計
画
的
な
更

新
・
整
備
に
努
め
ら
れ
た
い
。（

評
価
委
員
会
【

R
3
】
）
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1
1
 

び
医
療
技
術
の
進
展
等
か
ら

総
合
的
に
判
断
し

、
市
立
病

院
に
求
め
ら
れ
る
役
割
を
持

続
的
に
提
供
で
き
る
よ
う
、

計
画
的
に
更
新
・
整
備
す
る
。
 

維
持
と
新
病
院
に
お
い
て
も
継
続
し
使
用
で
き
る
事
を
考
慮
し
器
機
選
定

を
行

う
。
【
R
2
】

 

・
（
主
な
更
新
機
器
）
放
射
線
治
療
装
置

（
※
）
、
生
化
学
自
動
分
析
装
置
、

内
視
鏡
ス
コ
ー
プ
一
式

 
計

6
5
件
【

R
3
】
 

※
短
い
治
療
時
間
、
静
か
で
圧

迫
感
を
軽
減
し
た
治
療
環
境
、
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト

治
療
（
定
位
放
射

線
治
療
）
、
強
度
変
調
（
回
転
）
放
射
線
治
療
が
可
能
な
機

器
と
な
っ
て
い
る
。

 

・
（
コ
ロ
ナ
補
助
金
等
に
よ
る
整
備
）
全
身
用
Ｘ
線
Ｃ
Ｔ
装
置
、
ベ
ッ
ド
サ
イ

ド
モ
ニ
タ
等

 
計
3
4
件
【
R
3
】

 

・
（
主
な
更
新
機
器
）
鏡
視
下
手
術
装
置
、
電
子

カ
ル
テ
デ
ー
タ
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
装
置
、
脳
神
経
外
科
用

内
視
鏡
シ
ス
テ
ム
等

 
計
2
0
1
件
【

R
4
】
 

・
（
補
助
金
等
に
よ
る
整
備
機
器
等
）
ク
リ
ー
ン
パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン
、
人
工
呼

吸
器
等

 
計
６
件

 

・
（
運
営
費
交
付
金
に
よ
る
整
備
）
簡
易
隔
離
ユ
ニ
ッ
ト

 
計
１
件
【
R
4
】

 

・
血
管
造
影
Ｘ
線
診
断
装
置
の
更
新
に
つ
い
て
、
新
病
院
オ
ー
プ
ン
に
合
わ
せ

更
新
す
る
方
が
、
更

新
に
伴
う
診
療
停
止

が
な
い
た
め
収
益
減
が
無
く
、
ま
た
、

移
設
費
用
が
不
要
で
費
用
も
抑
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
更
新
見
送
り
【
R
4
】

 

・
M
R
I
機
器
を
選
定
し
契
約
締
結
し
た
が
、
納
品
前
に
部
品
の
一
部
に
不
具
合
が

見
つ
か
っ
た
た
め
、
翌
年
度
へ
納
期
変
更
と
な
っ
た
。
【

R
4
】

 

・
令
和
５
年
度
更
新
予
定
の
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
及
び
各
部
門
シ
ス
テ
ム
の

選
定
作
業
に
着
手
し
た
。
複
数
ベ
ン
ダ
ー
に
よ
る
デ
モ
ン
ス
ト

レ
ー
シ
ョ
ン
、

ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
。
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
仕
様
作
成
、
病
院

建
替
に
伴
う
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
の
移
設
計
画
に
時
間
を
要
し
た
た
め
業
者
選

定
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

【
R
4
】
 

・
中
期
計
画
に
お
い
て
、
「
計
画
的
に
更
新
・
整

備
す
る
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
年
度
計
画
に

具
体
的
な
更
新
・
整
備
計
画
を
示
す
と
と
も
に
、

そ
の
成
果
を
業
務
実
績
に
記
載
す
る
よ
う
、
努
め

ら
れ
た
い
。
（
市
長
【

R
3
】
）

 

・
引
き
続
き
新
病
院
へ
の
設
備
投
資
と
バ
ラ
ン
ス

を
と
り
な
が
ら
、
医
療
機
器
等
の
計
画
的
更
新
・

整
備
に
努
め
ら
れ
た
い
。
（
評
価
委
員
会
【
R
4
】
） 

(
２

)
 
が
ん
医
療
の
充
実

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
専
門
的
な
が
ん
医
療
の
提

供
、
が
ん
診
療
の
地
域
連
携

協
力
体
制
の
構
築
、
が
ん

患

者
や
そ
の
家
族
に
対
す
る
相

談
支
援
、
情
報
提
供
等
を
行

う
地
域
が
ん
診
療

連
携
拠
点

病
院
と
し

て
、
が
ん
医
療
の

充
実
に
努
め
る
こ
と
。

 

 
専
門
的
な
が
ん
医
療
の
提

供
、
が
ん
診
療
の
地
域
連
携

協
力
体
制
の
構
築
、
が
ん
患

者
や
そ
の
家
族
に
対
す
る
相

談
支
援
、
情
報
提
供
等
を
行

う
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点

病
院
と
し
て
、
が
ん
医
療
の

充
実
に
努
め
る
。

 

ま
た
、
が
ん
診
療
連
携
パ

ス
の
利
用
を
促
進
、
が
ん

診

療
に
従
事
す
る
医
師
等
に
対

す
る
研
修
会
開
催
、
全
国
が

ん
登
録
の
推
進
、
が
ん
患
者

の
就
労
支
援
の
啓
発
、
が
ん

フ
ォ
ー
ラ
ム
等
の
講
演
会

を

継
続
し
て
開
催
す
る
。

 

・
が
ん
医
療
の
関
連
指
標
に
つ
い
て
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
項
目

も
あ
り
、
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
。
【
R
2
】
 

・
が
ん
診
療
に
従
事
す
る
医
療
者
向
け
研
修
会
を
コ
ロ
ナ
が
収
束
し
た
時
期
を

見
計
ら
い
、
開
催
し
た
。
【

R
2
～
】

 

・
が
ん
看
護
専
門
看
護
師
を
中
心
に
、
県
内
の
ホ
ス
ピ
ス
、
緩
和
ケ
ア
病

棟
、

が
ん
診
療
に
携
わ
る
医
師
、
研
修
医
を
対
象
に
緩
和
ケ
ア
研
修
会
を
開
催
し
た
。

【
R
2
～
】
 

・
が
ん
登
録
の
専
従
職
員
を
中
心
に
登
録
内
容
の
ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
入

院
及
び
外
来
症
例
の
登
録
を
行
っ
た
。
全
国
が
ん
登

録
へ
の
報
告
実
施
【

R
2
～
】
 

・
が
ん
登
録
実
務
に
関
わ
る
知
識
・
技
術
の
向
上
を
目
的
に
、

国
立
が
ん
研
究

セ
ン
タ
ー
主
催
研
修
を
受
講
し
た
。
【
R
2
～
】

 

・
市
民
や
患
者
向
け
の
研
修
会
等
は
感
染
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
開
催
出
来
て

い
な
い
。
【

R
2
・
R
3
】
 

・
が
ん
医
療
の
関
連
指
標
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
が
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け
た
。

【
R
3
】
 

・
が
ん
医
療
の
関
連
指
標
に
つ
い
て
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け

た
項
目
も
あ
っ

市
長
評
価

 
Ⅳ

 
対
象
外
 

Ⅲ
 

-
 

意
見

 

・
コ
ロ
ナ
の
影
響
の
中
で
も
、

関
連
指
標
は
ほ
ぼ

前
年
度
並
み
を
維
持
し
て
お
り
、
「
地
域
が
ん
診

療
拠
点
病
院
」
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
評
価

す
る
。
研
修
会
や
講
演
会
は
創
意
工
夫
に
よ
り
、

開
催
に
努
め
ら
れ

た
い
。
（
評
価
委
員
会
【
R
2
】
） 

・
地
域
が
ん
診
療
拠
点
病
院
と
し
て
、
前
年
度
並

み
に
医
療
従
事
者
向
け
研
修
を

維
持
す
る
と
と
も

に
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
に
よ
り
一
般
診
療
を
大
き

く
制
限
せ
ざ
る
を
得
な
い
中
、
が
ん
治
療
に
つ
い

 

て
は
実
績
の
大
幅
減
少
が
無
か
っ
た
こ
と
、
特
に
、

外
来
化
学
療
法
患
者
数
の
増
加
に
つ
い
て
、
が
ん

患
者
の

Q
O
L
向
上
に
資
す
る
結
果
と
し
て
、
評
価
す

る
。
（
市
長
【

R
2
】
）

 

・
コ
ロ
ナ
の
影
響
の
中
で
、
「
地
域
が
ん
診
療
連
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1
2
 

た
が
前
年
度
並
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
【

R
4
】

 

・
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
の
指
定
更
新
を
令
和
５
年
３
月
ま
で
に
終
え
、

４
年
間
（
令
和
５
年
４
月
～
令
和
９
年
３
月
末
）
の
指
定
を
受
け
た
。
【

R
4
】

 

・
市
民
や
患
者
向
け
の
研
修
会
等
は
、
コ
ロ
ナ
の
状
況
も
鑑
み
、
感
染
対
策
も

講
じ
な
が
ら
開
催
し
た
。
社
会
生
活
が
通
常
の
状
態
に
戻
っ
た
訳
で
も
な
い
こ

と
か
ら
回
数
を
制
限
し
な
が
ら
開
催
し
た
。
【
R
4
】

 

(
が
ん
医
療
の
関
連
指
標

)
 

指
標

 
(
参

考
)
R
元

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

全
が
ん
退
院
患
者
数
 

1
,6
2
2人

 
1
,6
1
2人

 
1
,3
7
1人

 
1
,5
0
0人

 
-
 

う
ち
５
大

が
ん
退

院
患
者

数
 

7
31
人
 

7
36
人
 

6
33
人
 

6
46
人
 

-
 

が
ん
患
者
外
来
化
学
療
法
患
者
数
 

2
,6
6
4人

 
2
,9
4
4人

 
2
,9
0
6人

 
3
,2
4
7人

 
-
 

が
ん
放
射

線
治
療

実
患
者

数
 

2
96
人
 

2
66
人
 

2
23
人
 

2
76
人
 

-
 

が
ん
患
者
相
談
件
数
 

1
,4
7
9人

 
1
,6
7
0人

 
1
,3
2
2人

 
1
,2
1
4人

 
-
 

全
国
が
ん
登
録
件
数
 

9
52
件
 

1
,0
6
0件

 
1
,0
3
8件

 
8
83
件
 

-
 

が
ん
診
療

連
携
パ

ス
適
用

数
 

4
1件

 
5
6件

 
9
1件

 
8
8件

 
-
 

が
ん
研
修
会
等
開
催
数
 

（
医
療
者
）
 

４
回
 

(
10
3
人
) 

４
回

 

(
8
5
人
) 

７
回
 

(
32
2
人
) 

８
回
 

(
15
8
人
) 

-
 

が
ん
講
演
会
等
開
催
数
 

（
市
民
対
象
）
 

1
2
回
 

(
19
4
人
) 

０
回

 

(
０
人

) 

０
回
 

(
０
人
) 

６
回
 

(
8
3
人
) 

-
 

 

携
拠
点
病
院
」
の
更
新
を
終
え
た
こ
と
を
評
価
す

る
。
今
後
も
継
続
し
て
実
績
を
あ
げ
て
い
た
だ
き

た
い
。
ま
た
、
が
ん
患
者
と
関
わ
ら
な
い
医
療
職

も
含
め
た
緩
和
ケ
ア
研
修
の
実
施
を
検
討
い
た
だ

き
た
い
。
（
評
価
委
員
会

【
R
4
】
）

 

・
コ
ロ
ナ
禍
前
に
は
ま
だ
及
ば
な
い
も
の
の
、
地

域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
の
大
切
な
役
割
で
あ

る
、
市
民
対
象
の
が
ん
講
演
会
等
の
再
開
が
で
き

た
こ
と
を
評
価
す
る
。
（
市
長
【
R
4
】
）
 

(
３

)
 
地
域
医
療
機
関
と
の
連
携
推
進
・

強
化

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
地
域
で
完
結
す
る
切
れ
目

の
な
い
医
療
を
提
供
す
る
た

め
、
地
域
医
療
支

援
病
院
と

し
て
、
地
域
の
医
療
機
関
と

の
更
な
る
連
携
の
推
進
・
強

化
を
図
る
こ
と
。

 

 
地
域
で
完
結
す
る
切
れ
目

の
な
い
医
療
を
提
供
す
る
た

め
、
地
域
医
療
支
援
病
院
と

し
て
、
地
域
の
医
療
機
関
と

の
更
な
る
連
携
の
推
進
・
強

化
を
図
り
、
紹
介
率
及
び
逆

紹
介
率
の
向
上
に
努
め
る
。

 

・
年

2
回
実
施
し
て
い
た
地
域
医
療
支
援
病
院
運
営
委
員
会
は
、
コ
ロ
ナ
の
影
響

に
よ
り
開
催
を
控
え
た
。
代
替
策
と
し
て
、
例
年
開
催
時
期
で
あ
っ
た

7
月
と

1
1

月
に
委
員
の
方
々
へ
書
面
に
よ
る
「
令
和

元
年
度
の
実
績
報
告
」
及
び
「
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
」
を
実
施
し
、
質
問
に
対
す

る
回
答
を
文
書
で
ま
と
め
、
返
信
し

た
。
【
R
2
】

 

・
地
域
医
療
連
携
交
流
会
及
び
登
録
医
総
会
は
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
開
催
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

。
そ
の
代
替
案
と
し
て
、
診
療
情
報
を
含
め
た
「
連

携
だ
よ
り
」
を

5
月
、
8
月
、

1
1
月
の
合
計

3
回
に
わ
た
り
発
行
し
た
。
【
R
2
】

 

・
紹
介
率
及
び
逆
紹
介
率
と
も
に
目
標
値

を
上
回
る
結
果
で
あ
っ
た
。
【

R
2
・

R
3
】
 

・
大
腿
骨
頸
部
骨
折
パ
ス
適
用
数
や
脳
卒
中
パ
ス
適
用
数
は
コ
ロ
ナ
の
影

響
に

よ
る
入
院
制
限
や
手
術
受
入
制
限
の
影
響
に
よ
り

減
少
し
た
。

【
R
2
～
】

 

・
地
域
医
療
支
援
病
院
運
営
委
員
会
は
計
3
回
開
催
し
た
（
対
面
形
式
で

2
回
、

コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
に
伴
い

、
第

3
回
を
書
面
開
催
）
。
【
R
3
】

 

市
長
評
価

 
Ⅴ

 
Ⅴ

 
対
象
外
 

-
 

意
見

 

・
紹
介
率
及
び
逆
紹
介
率
と
も
に
、
前
年
度
実
績

及
び
目
標
を
上
回
り
、
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
も
地

域
医
療
機
関
と
の
連
携
推
進
・
強
化
を
図
っ
た
こ

と
を
高
く
評
価
す
る
。
（
評
価
委
員
会
【
R
2
】
）

 

・
前
年
度
に
引
き
続
き
コ
ロ
ナ
の
影
響
が
出
た
こ

と
は
残
念
だ
が
、
紹
介
率
、
逆
紹
介
率
、
開
放
病

床
利
用
率
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
前
年
度
と
同

じ
く
、
目
標
を
大
き
く
上
回
っ
た
こ
と
を
高
く
評

価
す
る
。
（
評
価
委
員
会

【
R
3
】
）

 

・
紹
介
率
及
び
逆
紹
介
率
に
つ
い
て
、
目
標
だ
け

で
な
く
、
第
５
次
那
覇
市
総
合
計
画
に
お
け
る
中

間
目
標
値
を
コ
ロ
ナ
禍
の
厳
し
い
環
境
の
中
、
１
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1
3
 

・
域
医
療
連
携
交
流
会
及
び
登
録
医
総
会
は
前
年
度
同
様
、
コ

ロ
ナ
の
影
響
に

よ
り
開
催
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
代
替
策
と
し
て
、
地
域
医
療
連
携
室
よ
り
広

報
誌
「
甍
（
い
ら
か
）
」
を
連
携
医
療
機
関
約

5
8
0
箇
所
へ
郵
送
し
た
。

【
R
3
】
 

・
地
域
医
療
支
援
病
院
運
営
委

員
会
は
計
3
回
開
催
し
た
（
対
面
形
式
で

2
回
、

コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
に
伴
い
、
第

1
回
を
書
面
開
催
）
。
【
R
4
】

 

・
コ
ロ
ナ
流
行
等
で
開
催
を
見
送
っ
て
い

た
地
域
医
療
連
携
交
流
会
を
約
３
年

ぶ
り
に
開
催
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
開
催
す
る
に
あ
た
り
、
会
場
開
催
を
主
体
に
、

W
e
b
で
の
参
加
も
可
能
な
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
形
式
で

行
っ
た
。
連
携
医
療
機
関
よ
り

会
場

1
2
5
名
、
W
e
b
10
0
名
の
参
加
が
あ
っ
た
。
コ
ロ
ナ

禍
に
お
け
る
対
応
に
難
渋

さ
れ
た
事
例
の
発
表
等
、
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
通
じ
意
見
交
換
を
行
う
こ
と

が
で
き
た
。
【
R
4
】

 

・
７
月
か
ら
８
月
に
か
け
て
院
内
ク
ラ
ス
タ
ー
発
生
に
伴
い
紹
介
受
入
制
限
を

行
う
期
間
が
あ
り
、
紹
介
率
、
逆
紹
介
率
と
も
に
前
年
度
を
下
回
る
結
果
と
な

っ
た
。
【
R
4
】

 

・
令
和
４
年
４
月
に
地
域
の
医
師
と
の
連
携
強
化
、
医
師
会
と
の
医
療
政
策
の

密
な
情
報
共
有
、
当
院
の
経
営
改
善
を
目
的
に
那
覇
市
立
病
院
開
院
以
来
あ
っ

た
那
覇
市
立
病
院
地
区
医
師
会
を
解
散
し
、
那
覇

市
医
師
会
へ
編
入
し
た
。
当

病
院
長
に
お
い
て
は
、
那
覇
市
医
師
会
理
事
と
し

て
そ
の
任
に

あ
た
っ
て
い
る
。

令
和
５
年
３
月
末
時
点
で

6
4
名
が
那
覇
市
医
師
会
員
で
あ
る
。

【
R
4
】
 

（
地
域
医
療
連
携
の
関
連
指
標
）

 

指
標

 
(参

考
)R

元
 

R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

紹
介
率
 

7
7
.0
0%
 

7
8
.4
0%
 

8
0
.6
0%
 

7
0
.2
0%
 

-
 

逆
紹
介
率
 

8
4
.6
0%
 

9
9
.7
0%
 

9
3
.6
0%
 

8
2
.2
0%
 

-
 

地
域
連
携

ﾊﾟ
ｽ適

用
数

 

（
大
腿
骨

頸
部
骨

折
）
 

ﾊﾟ
ｽ発

行
件
数
 

1
2
7
件

 

ﾊﾟ
ｽ発

行
件
数
 

1
2
6
件

 

ﾊﾟ
ｽ発

行
件
数
 

1
5
4
件
 

ﾊﾟ
ｽ発

行
件
数
 

1
4
6
件

 

ﾊﾟ
ｽ発

行
件
数
 

- 

地
域
連
携

ﾊﾟ
ｽ適

用
数

 

（
脳
卒
中
）
 

ﾊﾟ
ｽ発

行
件
数
 

4
1
0
件

 

ﾊﾟ
ｽ発

行
件
数
 

3
5
1
件

 

ﾊﾟ
ｽ発

行
件
数
 

1
4
2
件

 

ﾊﾟ
ｽ発

行
件
数
 

1
0
5
件

 

ﾊﾟ
ｽ発

行
件
数
 

- 
 

年
早
く
達
成
し
た
こ
と
を
大
い

に
評
価
す
る
。（

市

長
【
R
3
】
）

 

・
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
「
地
域
医
療
支
援
病
院
運
営

委
員
会
」
「
地
域
医
療
連
携
交
流
会
」
を
開
催
し
、

連
携
医
療
機
関
と
の
意
見
交
換
等
が
図
ら
れ
た
事

を
評
価
す
る
。
ま
た
、
紹
介
率
・
逆
紹
介
率
は
低

下
し
た
が
高
率
を
維
持
、
開
放
病
床
利
用
率
は
向

上
し
て
い
る
こ
と
は
評
価
で
き
る
。
地
域
連
携
パ

ス
に
つ
い
て
、
平
時
に
戻
っ
た
後
、
パ
ス
数
や
適

用
患
者
数
の
増
加
を
図
ら
れ
た
い
。
（
評
価
委
員

会
【
R
4
】
）

 

(
４

)
 
人
材
の
確
保
及
び
育
成

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
提
供
す
る
医
療
水
準
の
維

持
・
向
上
や
病
院
経
営
の
専

門
性
を
高

め
る
た
め
、
必
要

な
人
材
の
確
保
及
び
育
成
に

努
め
る
こ
と
。

 

 
提
供
す
る
医
療
水
準
の
維

持
・
向
上
や
病
院
経
営
の
専

門
性
を
高
め
る
た
め
、
必
要

な
人
材
の
確
保
及
び
育
成
に

努
め
る
。
救
急
医
等
の
人
材

確
保
の
手
段
と
し
て
、
琉
球

大
学
と
の
連
携
、
沖
縄
県
医

師
会
・
那
覇
市
医
師
会
と
の

連
携
、
リ
ク
ル
ー
ト
機
関
の

活
用
を
図
る
。

 

・
初
期
研
修
医
の
減
少
は
、
新
採
用
研
修
医
の
採
用
が
少
な
か
っ
た
こ
と
が
要

因
で
あ
っ
た
。
【
R
2
】

 

・
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
職
務
能
力
の
高
度
化
及
び
専
門
性
向
上
の

た
め
の
学
会
参

加
及
び
論
文
発
表
は
コ
ロ
ナ
の
影
響
よ
り
中
止
及
び
オ
ン
ラ
イ
ン
と
な
っ
た
学

会
等
が
多
く
、
減
少
と
な
っ
た
。
【

R
2
】
 

・
専
門
看
護
師
（
が
ん
看
護
）

1
名
、
認
定
看
護
師
（
緩
和
ケ
ア
）
2
名
が
資
格

取
得
し
た
。
【
R
2
】

 

・
各
部
門
で
専
門
性
に
応
じ
た
研
修
等
を
実
施
し
、
認
定
及
び
専
門
の
資
格
取

得
を
支
援
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
【

R
2
～
】

 

・
事
務
職
の
研
修
等
に
つ
い
て
は
前
年
度
ま
で
は
開
催
地
へ
赴
い
て
の
受
講
で

あ
っ
た
た
め
、
受
講
者
が
限
ら
れ
て
い
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
で
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信

が
進
み
、
職
位
に
か
か
わ
ら
ず
様
々
な
職
員
が
受
講
の
機
会
に

恵
ま
れ
た
。【

R
2

市
長
評
価

 
Ⅲ

 
Ⅲ

 
Ⅳ

 
-
 

意
見

 

・
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
職
員
の
研
修
・
資
格
取
得
は

困
難
で
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
支
援
方
法
の
工
夫
に

よ
り
人
材
の
確
保
及
び
育
成
に
努
め
ら
れ
た
い
。

（
評
価
委
員
会
【
R
2
】
）

 

・
初
期
研
修
医
の
採
用
数
減
少
は
、
将
来
の
病
院

経
営
に
も
影
響
を
与
え
る
大
変
深
刻
な
課
題
で
あ

る
。
原
因
分
析
及
び
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
た
早
急

な
改
善
に
取
り
組
ま
れ
た
い
。

（
市
長
【
R
2
】
）

 

・
初
期
研
修
医
の
在
籍
数
が
増
加
し
た
こ
と
や
、

各
部
門
に
お
け
る
認
定
及
び
資
格
取
得
を
積
極
的
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1
4
 

～
】

 

・
初
期
研
修
医
の
新
規
採
用
者
数
が
募
集
定
員
（

1
0
名
）
を
満
た
し
、
前
年
度

と
比
較
し
、
初
期
研
修
医
の
在
籍
者
数
が
増
加
し
た
。
ま
た
、
専
門
研
修
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
一
環
と

し
て
、
県
内
連
携
施
設
で
研
修
を
行
う
た
め
県
内
派
遣
件
数

が
増
加
し
た
。
【
R
3
】

 

・
学
会
発
表
等
に
つ
い
て
、
W
e
b
開
催
の
学
会
等
も
あ
り
、
前
年
度
と
比
較
し
て

学
会
発
表
等
実
績
が
増
加
し
た
。
オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
で
の
学
会
発
表
が
半
数
を

占
め
た
。
【

R
3
】
 

・
認
定
看
護
師
（
感
染
管
理
）
が
1
名
合
格
し
た
。
【

R
3
】

 

・
救
急
医
が
１
名
新
た
に
入
職
し
、
救
急
医
２
名
体
制
と
な
っ
た
。
市
民
ニ
ー

ズ
の
高
い
救
急
医
療
に
お
い
て
体
制
の
維
持
・
充
実
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
 

ま
た
、
形
成
外
科
医
が
１
名
入
職
し
た
。
専
門
領
域
で
も
あ
る
腫
瘍
切
除
後
の

再
建

(
皮
膚
悪
性
腫
瘍
切
除
後
の
再
建
、
乳
房
再
建
な
ど

)
に
つ
い
て
対
応
可
能

と
な
っ
た
。
【
R
4
】

 

・
臨
床
研
修
医
確
保
に
向
け
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
制
限
を
設
け
て
い

た
病

院
見
学
受
入
を
再
開
し
た
。
採
用
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
、
全
国
の
医
学
生
に
対

し
て
情
報
発
信
を
行
っ
た
。
県
内
外
か
ら
合
計

5
0
名
の
病
院
見
学
を
受
け
入
れ

た
が
、
募
集
定
員
数
（
1
0
名
）
を
満
た
す
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
。
【
R
4
】

 

・
が
ん
専
門
看
護
師
を
１
名
採
用
し
、
総
合
治
療
セ
ン
タ
ー
へ
配
置
し
た
。【

R
4
】 

・
救
急
領
域
特
定
看
護
師
１
名
が
誕
生
し
た
。
【

R
4
】

 

・
病
院
勤
務
未
経
験
の
５
名
を
採
用
し
た
た
め
、
新
人
事
務
職
員
向
け
の
教
育

に
注
力
し
た
。
【
R
4
】

 

（
専
門
性
及
び
医
療
技
術
の
向
上
の
関
連
指
標
）

 

指
標

 
(参

考
)R

元
 

R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

初
期
研
修
医
数
 

2
0
人
 

1
3
人
 

1
5
人
 

1
6
人
 

-
 

専
攻
医
（

後
期
研

修
医
）

数
 

1
1
人
 

1
6
人
 

1
5
人
 

2
2
人
 

-
 

派
遣
研
修
人
数
（
県
内
）
 

初
：
７
人
 

初
：
13
人
 

初
：
13
人
 

初
：
30
人
 

-
 

後
：
０
人
 

後
：
０
人
 

後
：
５
人
 

専
：
４
人
 

-
 

派
遣
研
修
人
数
（
県
外
）
 

初
：
５
人
 

初
：
１
人
 

初
：
０
人
 

初
：
２
人
 

-
 

後
：
０
人
 

後
：
０
人
 

後
：
０
人
 

専
：
０
人
 

-
 

学
会
発
表
数
（
医
師
）
 

7
7
件
 

4
0
件
 

4
5
件
 

5
0
件
 

-
 

学
会
発
表
数
（
看
護
師
）
 

2
0
件
 

６
件

 
４
件
 

1
3
件
 

-
 

学
会
発
表
数
 

(
そ
の
他
ﾒ
ﾃﾞ
ｨｶ
ﾙｽ
ﾀｯ
ﾌ)
 

2
9
件
 

1
3
件
 

2
2
件
 

4
4
件
 

-
 

論
文
発
表
数
(
全
体
) 

5
1
件
 

3
7
件
 

3
3
件
 

1
6
件
 

-
 

に
推
進
し
て
い
る
事
を
評
価
す
る
。
内
科
系
専
門

医
や
が
ん
看
護
専
門
看
護
師
及
び
緩
和
ケ
ア
認
定

看
護
師
の
人
材
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

（
評
価

委
員
会
【

R
3
】
）

 

・
医
師
、
看
護
師
、
そ
の
他
の
学
会
発
表
数
が
増

加
し
て
い
る
こ
と
及
び
各
部
門
に
お
け
る
認
定
・

資
格
取
得
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
る
こ
と
を
評

価
す
る
。
臨
床
研
修
医
確
保
に
努
力
が
見
ら
れ
る

が
、
定
員
が
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
要
因
を
検
討
す

る
と
と
も
に
、
引

き
続
き
、
情
報
発
信
等

を
通
じ

て
人
材
の
確
保
に
努
め
て
い
た
だ
き
た
い
。
（
評

価
委
員
会
【

R
4
】
）

 

・
救
急
医
の
増
員
及
び
形
成
外
科
医
入
職
と
、
人

材
確
保
の
取
組
み
を
評
価
す
る
。
（
市
長
【
R
4
】
）
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1
5
 

専
門
資
格
取
得
者
数

（
新
規
）
 

３
人
 

１
人

 
1
9
人
 

3
1
人
 

-
 

  （
事
務
ス
タ
ッ
フ
の
専
門
性
の

向
上
の
関
連
指
標

）
 

指
標

 
(参

考
)R

元
 

R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

病
院
経
営

研
修
等

受
講
回

数
(合

計
)
 

8
4
回
 

1
8
回
 

1
7
回
 

1
0
回
 

-
 

事
務
職
員
勉
強
会
等
 

３
回
 

６
回
 

1
1
回
 

０
回
 

-
 

外
部
講
師
に
よ
る
講
演
指
導
等
 

５
回
 

１
回
 

０
回
 

２
回
 

-
 

オ
ン
ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー
 

２
回
 

2
7
回
 

2
9
回
 

2
8
回
 

-
 

専
門
資
格
取
得
者
数
(
新
規
) 

９
人
 

１
人
 

４
人
 

３
人
 

-
 

 

(
５

)
 
安
全
安
心
で
質
の
高
い
医
療
の
提
供

 

①
 
患
者
中
心
の
医
療

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
常
に
患
者
の
視
点
に
立

ち
、
患
者
の

権
利
を
尊
重
し
、

患
者
中
心
の
医
療
提
供
に
努

め
る
こ
と
。

 

ま
た
、
セ
カ
ン
ド

オ
ピ
ニ

オ
ン
に
つ
い
て
も
、
円
滑
な

対
応
に
努
め
る
こ
と
。

 

 
基
本
理
念
で
あ
る
「
和
と

奉
仕
」
に
基
づ
き
、
常
に
患

者
の
視
点
に
立
ち
、
患
者
の

権
利
を
尊
重
し
、
患
者
中
心

の
医
療
提
供
に
努
め
る
。

 

ま
た
、
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ

オ
ン
に
つ
い
て
も
、
引
き
続

き
円
滑
な
対
応
に
努
め
る
。

 

・
当
院

H
P
に
お
い
て
、
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
と
は
何
か
、
対
象
者
・
対
象
疾

患
の
説
明
、
予
約
受
付
方
法
、
問
い
合
わ
せ
先
、
相
談
料
金
等
の
情
報
提
供
を

行
っ
て
い
る
。
【
R
2
】

 

・
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
る
受
診

制
限
も
あ
り
、
実
績
は
い
ず
れ
も
前
年
度
を
下

回
っ
た
。
そ
の
た
め
、
当
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ

ン
と
は
何
か
、
対
象
者
・
対
象
疾
患
の
説
明
、
予
約
受
付
方
法
、
問
い
合
わ
せ

先
、
相
談
料
金
等

の
情
報
提
供
に
注
力
し
た
。
【

R
3
】

 

・
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
る
受
診
制
限
も
あ
っ
た
が
、
実
績
は
前
年
度
を
上
回
る

こ
と
が
で
き
た
。

【
R
4
】
 

（
患
者
中
心
の
医
療
の
実
践
の
関
連
指
標
）

 

指
標

 
(参

考
)R

元
 

R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

ｾ
ｶ
ﾝﾄ
ﾞｵ
ﾋﾟ
ﾆｵ
ﾝ
件
数
 

(
院
外
か
ら
当
院
へ
) 

2
1
件
 

1
3
件
 

７
件
 

1
1
件
 

-
 

ｾ
ｶ
ﾝﾄ
ﾞｵ
ﾋﾟ
ﾆｵ
ﾝ
件
数
 

(
当
院
か
ら
院
外
へ
) 

2
9
件
 

3
9
件
 

1
9
件
 

3
0
件
 

-
 

 

市
長
評
価

 
Ⅲ

 
対
象
外
 

Ⅳ
 

-
 

意
見

 

・
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
件
数
の
増
加
を
評
価
す

る
が
、
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
以
外
の
関
連
指
標

の
設
定
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た
い
。
（
評
価
委
員

会
【
R
2
】
）

 

・
患
者
が
、
分
か
り
に
く
い
表
示
や
し
く
み
に
な

っ
て
い
な
い
か
確
認
し
て

い
た
だ
き
た
い

。
ま
た
、

セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
の
件
数
の
増
加
を
期
待
し

た
い
。
（
評
価
委
員
会
【
R
3
】
）
 

・
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
る
受
診
制
限
が
あ
っ
た
が
、

前
年
度
に
指
摘
さ
れ
た
「
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
」

の
増
加
を
良
と
す
る
。
ま
た
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
の
詳
し
い
紹
介
が
あ
る
こ

と
を
評
価
す
る
。

（
評
価
委
員
会
【

R
4
】
）

 

②
 
医
療
安
全
対
策
の
徹
底

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
医
療
安
全
の
確
保
を
図
る

た
め
、
院
内
の
感
染
症
対
策

及
び
医
療
事
故
防
止
対
策
を

徹
底
す
る
こ
と
。

 

 
医
療
安
全
対
策
委
員
会
、

院
内
感
染
対
策
委
員
会
を
定

期
的
に
開
催
し
、
イ
ン
シ
デ

ン
ト
・
ア
ク
シ
デ
ン
ト
報
告

や
分
析
、
対
策
に

つ
い
て
周

知
徹
底
す
る
。

 

・
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、
安
心
・
安
全
で
良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
た
め

、
ど

う
感
染
防
止
対
策
を
実
施
す
べ
き
か
が
主
な
活
動
と
な
っ
た
。

【
R
2
】
 

・
病
院
コ
ロ
ナ
対
策
本
部
（
本
部
長
：
院
長
）
で
は
、
コ
ロ
ナ
関
連
会
議
を
休

日
問
わ
ず
、
必
要
時
直
ぐ
に
集
合
す
る
連
絡
網
を
整
え
、
開
催
し
た
。
年
間
を

通
し
て

7
0
～

8
0
回
に
及
ぶ
対
策
会
議
を
実

施
し
た
。
県
内
コ
ロ
ナ
陽
性
者
増
減

時
期
の
受
入
態
勢
の
見
直
し
や
、
医
師
・
看
護
師
の
配
置
、
防
護
具
の
在
庫
チ

ェ
ッ
ク
、
コ
ロ
ナ
対
応
職
員
等

の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
サ
ポ
ー
ト
体
制
の
構
築
な

ど
、
必
要
な
体
制

を
随
時
整
え
て
い
っ
た
。
県
コ
ロ
ナ
対
策
本
部
の
オ
ン
ラ
イ

評
価

 
Ⅲ

 
対
象
外
 

Ⅲ
 

-
 

意
見

 

・
専
従
I
C
N
（
C
N
I
C
:
感
染
管
理
認
定
看
護
師
）
の

活
動
や
他
の
医
療
機
関
や
那
覇
市
保
健
所
と
の
間

で
L
I
N
E
を
活
用
し
た
コ
ロ
ナ
情
報
交
換
等
の
感
染

拡
大
防
止
対
策
の
取
組
を
評
価
す
る
。
（
評
価
委

員
会
【

R
2
】
）

 

・
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が
減
少
し
、
か
つ
、
重
大
事
例
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1
6
 

ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
は
院
長
等
が
日
々
参
加
し
、
情
報
収
集
に
努
め
、
院
内
周

知
を
図
っ
た
。
ま
た
、
複
数
の
医
療
機
関
参
加
に

よ
る
L
I
N
E
グ
ル
ー
プ
を
発
足

し
密
な
情
報
交
換
、
迅
速
な
コ
ロ
ナ
対
を
可
能
と
し
た
。

院
内
に
お
け
る
感
染

拡
大
兆
候
時
に
は
那
覇
市
保
健
所
と
の
感
染
状
況
の
共
有
と
助
言
を
受
け
、
拡

大
防
止
対
策
検
討
に
も
注
力
し
た
。
【
R
2
～
】

 

・
ア
ク
シ
デ
ン
ト
報
告
件

数
は
減
少
し
た
も
の
の
、
重
大
な
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が

発
生
し
、
医
療
者
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足
と
医
療
行
為
前
の
確
認
作
業

の
課
題
が
出
た
。
【

R
2
】
 

・
イ
ン
シ
デ
ン
ト
報
告
件
数
は
入
院
患
者
数
の
減

少
に
伴
い
前
年
度
よ
り
低
下

し
た
が
、

1
0
0
0
入
院
当
た
り
に
す
る
と
わ
ず
か
な
低
下
に
と
ど
ま
っ
た
。
た
だ

し
、
一
般
的
に
求
め
ら
れ
る
イ
ン
シ
デ
ン
ト
報
告
数
（
病

床
数
×

5
件
）
と
比
較

す
る
と
少
な
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。
報
告
数
を
増
や
す
方
策
と
し
て
、
0
レ
ベ

ル
の
報
告
を
増
や
せ
る
よ
う
、
委
員
会
で
働
き
か
け
た
結
果
、
全
体
の
報
告
数

は
減
っ
た
が
、

0
レ
ベ
ル
報
告
数
増
加
傾
向
に
あ
る
。
【
R
3
】

 

・
今
年
度
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
報
告
は
年
間
で

2
件
減
少
し
、
前
年
度
の
よ
う
な
重

大
事
例
は
な
か
っ
た
。
2
2
件
中
、
医
師
か
ら
の
報
告
が

7
件
あ
り
殆
ど
は
合
併
症

（
医
療
ミ
ス
以
外
）
に
よ
る
ア
ク
シ
デ
ン
ト
と
考
え
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
。【

R
3
】
 

・
院
内
感
染
対
策
委
員
会
を
開
催
し
、
問
題
点
に
つ
い
て
議
論
し
た
。
【

R
3
】

 

〇
陰
圧
装
置
の
導
入

 

〇
ス
タ
ッ
フ
及
び
患
者
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
率
向
上
へ
の
取

組
み

 

〇
ス
タ
ッ
フ
の
意
識
向
上

 

〇
手
指
衛
生
の
徹
底

 

・
他
施
設
と
の
合
同
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
実
施
し
、
感
染
防
止
対
策
に
関
す
る

取
組
み
を
共
有
す
る
等
、
こ
れ
ま
で
の
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
取

組
み
を
も
と
に
、

感
染
防
止
対
策
の
改
善
・
強
化
に
注
力
し
た
。
ま
た
、
感
染
管
理
チ
ー
ム
（
I
C
T
）

に
よ
る
院
内
ラ
ウ
ン
ド
を
と
お
し
、
コ
ロ
ナ
以
外
の
感
染
症
に
対
す
る
防
止
策

の
改
善
も
継
続
し
た
。
【
R
3
】

 

・
院
内
感
染
対
策
研
修
会
に
つ

い
て
、
昨
年
度
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
開
催

見
合
わ
せ
と
な
っ
た
規
模
の
大
き
い
研
修
会
を
再
開
で
き

た
。
ま
た
、
動
画
視

聴
型
の
研
修
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
勤
務
等
で
参
加
で
き
な
か
っ

た
職
員
に
つ
い
て
も
、
後
日
動

画
で
の
視
聴
が
可
能
と
な
り
、
受
講
者
増
加
へ

と
つ
な
が
っ
た
。
今
年
度
は
、
当
院
に
お
け
る
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
へ
の
実
際
の
取

組
み
や
体
制
に
関
す
る
全
職
員
対
象
の
研
修
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
職
員

個
々
の
意
識
向
上
を
図
っ
た
。

【
R
3
】
 

・
前
年
度
同
様
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
入
院
患
者
数
に
大
幅
増
加
等
は
な
く
、

イ
ン
シ
デ
ン
ト
報
告
数
は

前
年
度
と
ほ
ぼ
同
水
準
だ
っ
た
。
前
年
度
同
様
一
般

的
に
求
め
ら
れ
る
報
告
数

よ
り
少
な
い
状
況
は
続
い
て
い
る
。
ア
ク
シ
デ
ン
ト

レ
ベ
ル
（

3
b
以
上
）
の
報
告
数
が

4
3
件
と
前
年
度
の

2
2
件
を
大
き
く
上
回
っ
た

が
、
１
つ
の
事
象
に
多
職
種
か
ら
の
報
告
事
例
が
複
数
あ
っ
た
。
目
標
と
し
て

「
 
T
e
a
mS
T
EP
P
S
の
推
進
（
１
.
 I
S
B
AR
（
エ
ス
バ
ー
）
活
用
で
の
伝
達
、
２

.
 チ

ェ
ッ
ク
バ
ッ
ク
の
履
行
、
３

.
 
ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク
方
法
の
確
立
と
定
着
）
」
を

が
無
か
っ
た
こ
と
を
評
価
し
、
引
き
続
き
、
医
療

安
全
対
策
の
徹
底
を
肝
に
銘
じ

て
い
た
だ
き
た

い
。
イ
ン
シ
デ
ン
ト
レ
ポ
ー
ト
を
増
や
す
に
は
、

同
一
案
件
に
つ
い
て
、
多
職
種
か
ら
レ
ポ
ー
ト
を

提
出
す
る
し
く
み
を
検
討

さ
れ
た
い
。
（
評
価
委

員
会
【

R
3
】
）

 

・
イ
ン
シ
デ
ン
ト
の
０
レ
ベ
ル
報
告
数
の
増
加
と
、

院
内
感
染
対
策
研
修
会
開
催
数
が
増
加
し
た
こ
と

を
評
価
す
る
。
引
き
続
き

T
e
a
m
S
T
E
PP
S
を
推
進
し

報
告
件
数
の
増
加
を
図
ら
れ
た
い
。
（
評
価
委
員

会
【
R
4
】
）
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２
年
連
続
で
揚
げ
概
ね
定
着
し
た
と
思
わ
れ
た
が
、
数
値
目
標
と
し
て
ア
ン
ケ

ー
ト
の
み
の
評
価
に
と
ど
ま
っ
た
。
医
師
の
イ
ン
シ
デ
ン
ト
報
告
は
徐
々
に
増

加
し
て
い
る
が
０
レ
ベ
ル
の
報
告
は
減
少
し
て
い
た
。
【

R
4
】

 

・
感
染
対
策
へ
の

取
組
み
や
問
題
点
を
共
有
・
協
議
す
る
場
と
し
て
連
携
施
設

合
同
会
議
を
開
催
し
て
い
る
が
、
本
年
度
か
ら
は
那
覇
市
保
健
所
及
び
那
覇
市

医
師
会
に
加
入
し
て
頂
く
事
で
、
課
題
の
提
示
・
助
言
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る

よ
う
に
な
っ
た
。
夏
か
ら
冬
に
か
け
て
、
院
内
ク
ラ
ス
タ
ー
の
対
応
に
追
わ
れ

た
。
ス
タ
ッ
フ
の
コ
ロ
ナ
罹
患
・
濃
厚
接
触
に
よ
る
離
脱
が
続
く
な
か
、
関
連

ス
タ
ッ
フ
・
患
者
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
や

検
査
体
制
の
整
備
、
現
場
の
感
染
対

策
指
導
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
医
療
体
制
の
維
持
に
貢
献
で
き
た
。
【

R
4
】

 

・
院
内
感
染
対
策
研
修
会
に
つ
い
て
は
、
集
合
型
の
研
修
会
開
催
が
難
し
い
な

か
、
W
e
b
研
修
を
一
部
取
り
入
れ
る
こ
と
で
感
染
対

策
に
関
す
る
教
育
の
質
を
維

持
で
き
た
。
実
践
を
伴
う
研
修
内
容
の
場
合
に
は
、
規
模
を
小
さ
く
し
て
対
応

す
る
な
ど
適
宜
対
応
し
た
。
【

R
4
】
 

（
医
療
安
全
・
院
内
感
染
対
策
の
関
連
指
標
）

 

指
標

 
(参

考
)R

元
 

R
2 

R
3 

R
4 

医
療
安
全
対
策
委
員
会
等
開

催
数
 

1
2
回
 

1
2
回
 

1
2
回
 

1
2
回
 

医
療
安
全
研
修
等
実
施
回
数
 

1
0
回
 

５
回
 

２
回
 

２
回
 

ｲ
ﾝ
ｼﾃ
ﾞﾝ
ﾄﾚ
ﾎﾟ
ｰﾄ
報
告
件
数
 

1
,
59
2
件
 

1
,
60
2
件
 

1
,
45
8
件
 

1
,
49
6
件
 

ｱ
ｸ
ｼﾃ
ﾞﾝ
ﾄﾚ
ﾎﾟ
ｰﾄ
報
告
件
数
 

4
0
件
 

2
4
件
 

2
2
件
 

4
3
件
 

院
内
感
染
対
策
委
員
会
等
開

催
数
 

1
2
回
 

４
回
 

４
回
 

1
0
回
 

感
染
管
理
ﾁ
ｰ
ﾑﾗ
ｳﾝ
ﾄﾞ
回
数
 

4
8
回
 

3
2
回
 

3
0
回
 

2
4
回
 

院
内
感
染
対
策
研
修
会
等
開

催
数
 

2
6
回
 

8
9
9
人
 

９
回
 

5
0
0
人
 

８
回
 

2
,
84
7
人
 

1
0
回
 

1
,
16
4
人
 

 

③
 
医
療
の
標
準
化
と
最
適
な
医
療
の
提
供

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
効
果
的
な
医
療
を
提
供
で

き
る
よ
う
、
ク
リ
ニ
カ
ル
パ

ス
を
有
効
に
活
用
す
る
こ

と
。

 

 
効
果
的
な
医
療
を
提
供
で

き
る
よ
う
、
ク
リ

ニ
カ
ル
パ

ス
の
有
効
活
用
に
努
め
る
。

 

・
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
（
あ
る
疾
患
に
対
し
て
入
院
か
ら
退
院
ま
で
に
行
な
わ
れ

る
検
査
や
治
療
を
経
過
日
ご
と
に
記
載
し

た
診
療
計
画
表
）
適
用
患
者
数
は
、

前
年
度
よ
り

1
0
1
件
の
増
加
と
な
り
、
目
標
も
大
き
く
達
成
し
た
。
【

R
2
】

 

・
診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
を
参
考
に
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
の
適
宜
作
成
、
整
理
を

進
め
た
。
【

R
2
～
】

 

・
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
適
用
患
者
数
は
、
前
年
度
と
比
較
し
て

3
9
1
件
の
増
加
と
な

り
、
院
内
に
お
け
る
パ
ス
適
用
を
活
発
に
進
め
て
い
る
結
果
と
な
っ
た
。
特
に
、

緊
急
入
院
パ
ス
を
作
成
し
た
こ
と
で
、
医
師
・
看
護
師
・
薬
剤
師
等
の
業
務
負

担
軽
減
に
つ
な
が
っ
た
。
ま
た
、
コ
ロ
ナ
感
染
症
パ
ス
に

つ
い
て
は
バ
ー
ジ
ョ

ン
3
0
ま
で
改
善
を
重
ね
た
こ
と
で
、
多
く
の
ス
タ
ッ
フ
が
ス
ム
ー
ズ
に
関
与
出

来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
【
R
3
】

 

・
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
適
用
患
者
数
は
、
前
年
度
と
比
較
し
て

3
1
2
件
の
増
加
と
な

市
長
評
価

 
Ⅴ

 
Ⅴ

 
Ⅳ

 
-
 

意
見

 

・
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
適
用
患
者
数
の
実
績
が
目
標

を
大
幅
に
上
回
っ
た
こ
と
を
高
く
評
価
す
る
。（

評

価
委
員
会
【

R
2
】
）

 

・
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
適
用
患
者
数
の
実
績
が
大
幅

に
増
加
し
た
こ
と
や
、
パ
ス
の
作
成
、
パ
ス
種
類

の
増
加
及
び
適
用
を
活
発
に
進
め
た
こ
と
を
高
く

評
価
す
る
。
（
評
価
委
員
会
【

R
3
】
）

 

・
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
適
用
患
者
数
の
実
績
が
増
加

し
た
こ
と
を
評
価
す
る
。
ま
た
、
ク
リ
ニ
カ
ル
パ

- 205 -



1
8
 

り
、
院
内
に
お
け
る
パ
ス
適
用
を
活
発
に
進
め
て

い
る
結
果
と
な
っ
た
。

新
た

に
眼
科
で
白
内
障
パ
ス
を
作
成
し
、
入
院
前
よ
り
患
者
・
家
族
へ
説
明
を
す
る

こ
と
で
安
心
し
て
退
院
ま
で
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
眼
科
医
が
１

名
体
制
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス

導
入
は
眼
科
医
の
業
務
負
担

軽
減
に
繋
が
っ
た
。
ま
た
、
形
成
外
科
医
の
就
任
も
あ
り
、
形
成
外
科
に
お
い

て
も
パ
ス
導
入
を
行
っ
た
。
コ
ロ
ナ
感
染
症
パ
ス
に
つ
い
て
は
バ
ー
ジ
ョ
ン

3
2

ま
で
改
善
を
重
ね
た
。
【
R
4
】

 

  （
医
療
の
標
準
化
と
最
適
な
医
療
の
提
供
の
関
連
指
標
）

 

指
標

 
(参

考
)R

元
 

R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

ｸ
ﾘ
ﾆｶ
ﾙﾊ
ﾟｽ
適
用
 

患
者
数
 

5
,
23
5
人
 

5
,
35
4
人
 

5
,
74
5
人
 

6
,
05
7
人
 

-
 

ｸ
ﾘ
ﾆｶ
ﾙﾊ
ﾟｽ
種
類
数
 

（
累
計
）
 

2
1
7 

2
9
4 

3
2
6 

3
1
2 

-
 

 

ス
を
必
要
に
応
じ
て
作
成
、
見
直
し
を
実
施
し
て

い
る
ほ
か
、
ク
リ
ニ
カ
ル
パ
ス
の
有
効
活

用
で
眼

科
や
形
成
外
科
の
業
務
負
担
軽
減
に
つ
な
げ
て
い

る
こ
と
を
評
価
す
る
。
今
後
も
パ
ス
数
や
適
用
患

者
数
を
増
や
す
取
組
み
を
行
っ
て
い
た
だ
き
た

い
。
（
評
価
委
員
会
【

R
4
】
）

 

④
 
法
令
の
遵
守
及
び
行
動
規
範
に
沿
っ
た
業
務
運
営

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
医
療
法
や
個
人

情
報
保

護
、
情
報
公
開
等
の
法
令
を

遵
守
し
、
ま
た
、
行
動
規
範

に
沿
っ
て
適
正
な
業
務
運
営

を
行
う
こ
と
。

 

 
医
療
法
や
個
人
情
報
保

護
、
情
報
公
開
等
に
関
す
る

院
内
研
修
会
を
実
施
し
、

法

令
を
遵
守
し
、
行
動
規
範
に

沿
っ
て
適
正
な
業
務
運
営
を

行
う
。

 

・
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け
、
全
体
（
集
団
）
研
修
は
開
催
で
き
な
か
っ
た
。
そ

の
代
替
策
と
し
て
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
講
義
に
つ
い
て
、
院
内

L
A
N
を
通

じ
、
自
由
に
視
聴
で
き
る
環
境
を
整
え
た
。
【
R
2
】

 

・
新
採
用
者
向
け
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
講

義
を
実
施
し
た
。
【

R
2
～
】

 

・
前
年
度
同
様
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
対
面
型
の
全
体
研
修
は
開
催
出
来
な

か
っ
た
。
【

R
3
】
 

・
対
面
型
研
修
会
の
開
催
を
検
討
し
て
い
た
が
、
コ
ロ
ナ
流
行
期
、
ク
ラ
ス
タ

ー
発
生
時
期
と
重
な
り
実
施
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
【

R
4
】

 

市
長
評
価

 
対
象
外
 

対
象
外
 

対
象
外
 

-
 

意
見

 

・
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
の
限
ら
れ
た
業
務
運
営
は
や

む
を
得
な
い
が
、
研
修
会
に
つ
い
て
は
、
創
意
工

夫
に
よ
り
開
催
に
努
め
ら
れ
た
い
。
（
評
価
委
員

会
【
R
2
】
）

 

・
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
の
業
務
運
営
の
た
め
、
や
む

を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
研
修
会
に
つ
い
て
は

W
e
b
を
用
い
た
オ
ン
デ
マ
ン
ド
の
レ
ク
チ
ャ
ー
の

開
催
に
努
め
ら
れ
た
い
。
（
評
価
委
員
会
【
R
3
】
） 

・
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
の
業
務
運
営
の
困
難
さ
は
理

解
で
き
る
が
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
や
職
業
倫
理

は
継
続
的
な
課
題
で
あ
り
、
ど
ん
な
と
き
で
も
、

啓
発
努
力
は
続
け
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
研
修
は
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、

W
e
b
研
修
の
シ
ス
テ
ム
の
安
定
的
な
運
用
を
実
現

し
て
い
た
だ
き
た
い
。
（
評
価
委
員
会
【
R
4
】
）

 

３
 
患
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

 

(
１

)
 
快
適
性
及
び
利
便
性
の
向
上

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
患
者
や
来
院
者
に
よ
り
快

適
な
環
境
を
提
供
す
る
た

め
、
施
設
の
改
修
・
補
修
を

実
施
す
る
と
と
も

に
、
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
の
確
保
に
配
慮
し

 
患
者
や
来
院
者
に
快
適
な

環
境
を
提
供
す
る
た
め
、
必

要
に
応
じ
施
設
の
改
修
・
補

修
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、

引
き
続
き
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の

・
皮
膚
科
外
来

、
脳
神
経
外
来

、
点
滴
セ
ン
タ
ー
、
第
１
M
R
I
検
査
室
及
び
病
棟

（
４
階
西
・
３
階
北
）
の
空
調
工
事
を
実
施
。
【

R
2
】

 

・
コ
ロ
ナ
患
者
受

入
対
応
と
し
て
感
染
拡
大
を
防
止
す
る

目
的
の
整
備
等
実
施

【
R
2
】
 

 
〇
休
止
中
の
北
館
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
再
稼
働
し
、
コ
ロ
ナ
専
用
エ
レ
ベ
ー
タ

評
価

 
Ⅳ

 
Ⅲ

 
Ⅳ

 
-
 

意
見

 

・
コ
ロ
ナ
入
院
患
者
の
た
め
の

W
i
-
Fi
設
置
及
び
タ

ブ
レ
ッ
ト
面
会
の
導
入
を
評
価
す
る
。
患
者
や
来

院
者
が
安
心
し
て
来
院
で
き
る
よ
う
、
こ
れ
ら
の
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た
院
内
環
境
の
整
備
に
努
め

る
こ
と
。

 

ま
た
、
利
便
性
の
向
上
を

図
る
た
め
、
患
者
満
足
度
調

査
等
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
通

し
、
改
善
に
努
め
る
こ
と
。

 

確
保
に
配
慮
し
た
院
内
環
境

の
整
備
に
努
め
る
。

 

ま
た
、
利
便
性
の
向
上
を

図
る
た
め
、
外
来
及
び
入
院

患
者
満
足
度
調
査
等
の
モ

ニ

タ
リ
ン
グ
を
行
い
、
改
善
に

努
め
る
。

 

ー
と
し
た
。

 

 
〇
コ
ロ
ナ
専
用
病
棟
内
で
使
用
可
能
な

W
i
－
F
i
を
設
置

 

 
〇

1
階
医
事
課
に
コ
ロ
ナ
専
用
直
通
電
話
を
設
置

 

 
〇
４
北
病
棟
病
棟
（
コ
ロ
ナ

専
用
病
棟
）
へ
の
ビ
ニ
ー
ル
カ
ー
テ
ン
、
ブ
ー

ス
及
び
パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
設
置
、
簡
易
陰
圧
装
置
排
気
ダ
ク
ト
用
に
換

気
口
を
設
置

 

 
〇
入
院
に
必
要
な
物
品
（
タ
オ
ル
や
日
用
品
等
の
セ
ッ
ト
）
を
、
1
日
単
位
で

レ
ン
タ
ル
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
導
入

 

 
〇
入
館
禁
止
期
間
中
に
利
用
で
き
る
面
会
者
向
け
「
タ
ブ
レ
ッ
ト
面
会
」
を

導
入

 

 
〇
正
面
玄
関
及
び
モ
ノ
レ
ー
ル
側
に
サ
ー
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
設
置
に
よ
る
発
熱

者
探
知
機
の
導
入
と
立
哨
体
制
の
構
築

 

 
〇
外
来
待
合
室
の
レ
イ
ア
ウ
ト
変
更
（
密
に
な
ら
な
い
椅
子
の
配
置
な
ど
）

 

 
〇
透
析
室
、
医
事
課
及
び
各

診
療
科
外
来
受
付

に
ビ
ニ
ー
ル
カ
ー
テ
ン

設
置

 

 
〇
本
館
1
階
E
V
ホ
ー
ル
近
く

へ
P
C
R
検
査
用
ブ
ー
ス
及
び
カ
ー
テ
ン
を
設
置

 

・
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け

、
今
年
度
は
待
ち
時
間
に
つ
い
て
客
観
的
指
標
と
す

る
満
足
度
調
査
の
実
施
を
控
え

た
。
【
R
2
・

R
3
】
 

・
歯
科
口
腔
外
科
外
来
に
つ
い
て
、
患
者
が
快
適
に
受
診
で
き
る
よ
う
、
処
置

及
び
検
査
ス
ペ
ー
ス
を
拡
張
・
整
備
し
、
患
者
や
ス
タ
ッ
フ
の
動
線
確
保
を
行

っ
た
。
【
R
3
】

 

・
内
視
鏡
セ
ン
タ
ー
リ
カ
バ
リ
ー
室
の
拡
張
工
事
に
よ
り
、
健
診
受
診
者
の
リ

カ
バ
リ
ー
も
対
応
可
能
と
な
り

、
患
者
負
担
の
軽
減
に
つ
な
が
っ
た
。
【

R
3
】

 

・
入
館
制
限
が
設
け
ら
れ

、
電
話
に
よ
る
問
い
合
わ
せ
が

急
増
し
た
た
め
、
電

話
回
線
及
び
中
継
器
を
増
設
す
る
こ
と
に
よ
り
繋
が
り
に
く
い

電
話
回
線
の
改

善
を
行
っ
た
。
【
R
3
】

 

・
令
和
４
年
４
月
に
放
射
線
治
療
装
置
が
新
た
に
稼
動
し
た
（
機
器
更
新
は
前

年
度
）
。
患
者
の
治
療
負
担
軽

減
（
正
常
臓
器
へ
の
負
担
減
や
治
療
時
間
の
大

幅
な
短
縮
）
に
つ
な
が
っ
た
。
【
R
4
】
 

・
急
病
セ
ン
タ
ー
の
処
置
室
の
感
染
対
策

及
び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
確
保
の
た
め
、

改
修
工
事
を
行
っ
た
。
【
R
4
】

 

・
形
成
外
科
新
設
に
伴
い
設
備
（
洗
面
台
取
替
等
）
の
改
修
工
事
を
実
施
【
R
4
】
 

・
空
調
、
防
犯
カ
メ
ラ
、
医
療
ガ
ス
等
の
取
替
、
増
設
等
の
療
養
環
境
改
善
を

実
施
【
R
4
】

 

・
病
院
建
替
に
伴
い
、
病
院
正
面
入
口
の

通
行
方
法
や
運
用
が
変
更
に
な
り
、

駐
輪
場
及
び
立
体
駐
車
場
か
ら
院
内
へ
の
通
路
と
車
道
の

境
界
が
無
く
危
険
な

状
態
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
病
院
利
用
者
の
安
全
対
策
と
し
て
車
止
め
ポ
ー
ル
設

置
【

R
4
】
 

・
比
較
的
コ
ロ
ナ
の
影
響
の
少
な
い
期
間
（
令
和
５
年
２
月
）
に
満
足
度
調
査

を
実
施
し
た
。
院
内
の
ア
メ
ニ
テ
ィ
（
特
に
ト
イ
レ
）
や
待
ち
時
間
に
対
す
る

意
見
が
多
か
っ
た
。
【
R
4
】

 

（
患
者
満
足
度
調
査
結
果
）

 

取
組
や
そ
の
環
境
整
備
に
つ
い
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
や
院
内
掲
示
で
の
周
知
を
検
討
い
た
だ
き
た

い
。
（
評
価
委
員
会
【

R
2
】
）

 

・
コ
ロ
ナ
関
連
の
取
組
み
に
つ
い
て
評
価
す
る
。

し
か
し
、
患
者
満
足
度
調
査
が
未
実
施
で
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
当
該
調
査
が
市
立
病
院
を
利
用

す
る
市
民
の
声
を
知
る
貴
重
な
機
会
で
あ
る
こ
と

に
鑑
み
、
デ
ジ
タ
ル
化
を
導
入
す
る
等
、
創
意
工

夫
に
よ
る
実
施
を
期
待
す

る
。
（
市
長
【
R
2
】
）

 

・
施
設
の
改
修
・
補
修
、

及
び
治
療
装
置
の
増
設

等
、
院
内
環
境
整
備
の
た
め
に
必
要
な
改
善
を
行

っ
て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
。
患
者
満
足
度
調
査

は
重
要
な
の
で
、
実
施
方
法
な
ど
検
討
し

て
取
り

組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
（
評
価
委
員
会
【
R
3
】
） 

・
新
病
院
建
設
と
並
行
し
て
現
病
院
の
療
養
環
境

の
改
善
に
努
め
た
こ
と
は
評
価
で
き
る
が
、
客
観

的
な
指
標
と
し
て
、
「
患
者
満
足
度
調
査
」
を
早

期
に
再
開
で
き
る
よ
う
、
創
意
工
夫
さ
れ
た
い
。

（
市
長
【

R
3
】
）

 

・
放
射
線
治
療
装
置
が
稼
働
し
、
患
者
の
治
療
負

担
軽
減
が
図
れ
る
様
に
な
っ
た
こ
と
を
良
と
す

る
。
ま
た
、
「
患
者
満
足
度
調
査
」
が
実
施
出
来

た
事
を
評
価
す
る
。
な
お
、
ト
イ
レ
ア
メ
ニ
テ
ィ

や
待
ち
時
間
対
策
は
継
続
改
善

が
必
要
な
テ
ー
マ

で
あ
る
の
で
、
満
足
度
の
数
値
に
か
か
わ
ら
ず
努

力
を
継
続
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
（
評
価
委
員
会

【
R
4
】
）
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2
0
 

指
標

 
(参

考
)R

元
 

R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

入
院
 

9
7.
3
％
満
足
 

未
実
施
 

未
実
施
 

9
4.
5
％
満
足
 

- 

外
来
 

9
6.
2
％
満
足
 

未
実
施
 

未
実
施
 

9
6.
5
％
満
足
 

- 

待
ち
時
間
 

5
9.
7
％
満
足
 

未
実
施
 

未
実
施
 

6
1.
2
％
満
足
 

- 
 

(
２

)
 
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
協
働
の
推
進

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
交
流

や
意
見
交
換
を
通
し
て
、
協

働
を
推
進
す
る
こ
と
。

 

 
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ポ
ー
ト

委
員
会
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
の
円
滑
な
推
進
を
図

り
、
交
流
や
意
見
交
換
を
通

し
た
協
働
を
推
進
す
る
。

 

・
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り

院
内
へ
の
入
出
館
に
制
限
を
設
け
て

お
り
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
活
動
を
制
限
し
た
。

園
芸
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
行
っ
て
い
た
３
階
庭
園

の
緑
化
活
動
は
造
園
担
当
者
が

行
い
、
そ
の
他
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
（
小
児

科
病
棟
で
紙
芝
居
読
み
聞
か
せ
、
デ
イ
ル
ー
ム
内
で
の
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
開
催
、

七
夕
や
ク
リ
ス
マ
ス
の
時
期
に
あ
わ
せ
た
院
内
コ
ン
サ
ー
ト
の
開
催
な
ど
）
に

つ
い
て
も
制
限
を
継
続
し
た
。

【
R
2
～
】
 

市
長
評
価

 
対
象
外
 

対
象
外
 

対
象
外
 

-
 

意
見

 

 

(
３

)
 
職
員
の
接
遇
向
上

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
患
者
や
来
院
者
に
選
ば
れ

る
病
院
、
患
者
や
来
院
者
が

満
足
す
る
病
院
で
あ
り
続
け

る
た
め
、
職
員
の
接
遇
向
上

に
努
め
る
こ
と
。

 

 
患
者
や
来
院
者

に
選
ば
れ

る
病
院
、
患
者
や
来
院
者
が

満
足
す
る
病
院
で
あ
り
続
け

る
た
め
、
院
内
接
遇
研
修
等

を
通
し
て
職
員
の
接
遇
向
上

に
努
め
る
。

 

・
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け
、
全
員
参
加
型
の
研
修
は
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
開

催
で
き
な
か
っ
た
。
接
遇
向
上
の
た
め
、
苦
情
が
あ
っ
た
際
は
、
日
々
の
各
部

署
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
お
い
て
、
内
容
の
把
握
、
対
応
の
検
討
を
行
っ
た
。

患
者

相
談
窓
口
で
は
、
患
者
や
利
用
者
か
ら
受
け
取
っ
た
ご
意

見
等
を
、
当
該
部
署

へ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
、
改
善
に
繋
げ
た
。
【
R
2
・
R
3
】

 

・
全
職
員
向
け
の
研
修
は
実
施
で
き
な
か
っ
た
が
、
新
規
採
用
職
員
対
象
の
オ

リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
環
と
し
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
研
修

を
外
部
講
師
に
依
頼
し
実
施
し
た
。
新
規
採
用
職
員
一
人
ひ
と
り
が
、
病
院
の

顔
と
し
て
の
重
要
性
を
意
識
し
、
ま
た
社
会
人
と
し
て
の

マ
ナ
ー
の
基
本
を
身

に
つ
け
る
機
会
と
な
っ
た
。
【

R
4
】
 

市
長
評
価

 
対
象
外
 

対
象
外
 

対
象
外
 

-
 

意
見

 

・
患
者
は
精
神
的
に
デ
リ
ケ
ー
ト
に
な
っ
て
お
り
、

医
療
従
事
者
と
し
て
配
慮
で
き
る
よ
う
、
マ
ナ
ー

研
修
は
重
要
で
あ
る
。
（
評
価
委
員
会
【
R
4
】
）

 

第
２
 
業
務
運
営
の
改
善
及
び
効
率
化
に
関
す
る
事
項

 

１
 
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
確
実
な
実
践

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
地
方
独
立
行
政
法
人
制
度

の
特
長
を
活
か
し
、
自
律
性
、

機
動
性
、
柔
軟
性
及
び
効
率

性
の
高
い
病
院
運
営
を
行
え

る
よ
う
、
業
務
運
営
体
制
を

構
築
す
る
こ
と
。

 

ま
た
、
職
員
の
意
識
改
革

を
推
進
し
、
継
続

的
な
業
務

改
善
へ
の

取
組
み
を
通
し
、

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
確
実

な
実
践
に
努
め
る
こ
と
。

 

 
地
方
独
立
行
政

法
人
制
度

の
特
長
を
活
か
し
、
自
律
性
、

機
動
性
、
柔
軟
性
及
び
効

率

性
の
高
い
病
院
運
営
を
行
え

る
よ
う
、
業
務
運
営
体
制
を

整
備
す
る
。

 

公
益
財
団
法
人
日
本
医
療

機
能
評
価
機
構
に
よ
る
病
院

機
能
評
価
で
指
摘
の
あ
っ
た

項
目
の
改
善
へ
の

取
組
み

や

Ｔ
Ｑ
Ｍ
活
動
を
通
し
、
改
善

活
動
を
継
続
す
る
。

 

ま
た
、
職
員
の
意
識
改
革

を
推
進
し
、
継
続
的
な
業
務

・
病
院
機
能
評
価
に
つ
い
て
、
日
本
医
療
機
能
評
価
機
構
に
よ
る
途
中
評
価
「
期

中
の
確
認
」
で
あ
っ
た
が
、
コ

ロ
ナ
の
影
響
よ
り
評
価
書
の
提
出
が
困
難
と
な

り
、
延
期
を
申
請
し
た
。

【
R
2
】
 

・
病
院
機
能
評
価

（
2
0
1
8
年
）
で
指
摘
さ
れ
た
事
項
の
う
ち
、

人
事
労
務
管
理

に
つ
い
て
、
有
給
休
暇
取
得
率
や
総
労
働
時
間
に
職
種
間
で
偏
り
が
見
受
け
ら

れ
、
是
正
に
向
け
た
取
組
み
を
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

毎
月
、
医
師
個

別
の
勤
務
時
間
や
各
部
署
の
総
勤
務
時
間
に
つ
い
て
、
人
事
の
見
解
を
含
め
た

報
告
を
理
事
、
事
務
局
上
層
部

で
共
有
し
た
。
ま

た
、
医
局
会
で
有
休
取
得
状

況
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
、
各
部
署
に
有
給
取
得
が
し
に
く
い
理
由
等
の
状
況
把
握
を

始
め
、
有
給
取
得
を
促
し
た
。

【
R
2
】
 

・
イ
ン
シ
デ
ン
ト
報
告
数
を
増
や
す
取
組
み
と
し
て
、
0
レ
ベ
ル
（
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ

ト
：
イ
ン
シ
デ
ン
ト
を
起
こ
す
前
に
気
が
つ
き
エ
ラ
ー
は
起
こ
し
て
い
な
い
状

況
）
を
増
や
す
よ
う
、
委
員
会
で
働
き
か
け
た
。

【
R
3
】

 

・
円
滑
な
ベ
ッ
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
目
的
と
し
、
担
当
者
不
在
の
場
合
に
備
え

市
長
評
価

 
対
象
外
 

Ⅲ
 

Ⅳ
 

-
 

意
見

 

・
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
の
確
実
な
実
践
が
、
求
め
ら
れ

る
中
、
「
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
」
「
診
療
報

酬
加
算
の
新
設
」
等
に
も
迅
速
に
対
応
し
て
お
り

、

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
」
も
関
連

機
関
と
連
携
し
、
的
確
に
実
践
し
て
き
た
事
を
評

価
す
る
。
ま
た
、
今
後
、

P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
に
関
す

る
指
標
を
ま
と
め
る
こ
と
を
検
討
さ
れ
た
い
。（

評

価
委
員
会
【

R
3
】
）

 

・
「

D
M
A
T
チ
ー
ム
」
の
院
外
訓
練
参
加
を
良
と
し
、

次
年
度
の
院
内
訓
練
の
開
催
を
期
待
す
る
。
逆
紹

介
の
強
化
へ
向
け
て
、
後
方
連
携
策
と
し
て
転
院

後
対
応
策
の
種
々
の
工
夫
・
活
用
を
図
っ
て
い
る
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2
1
 

改
善
へ
の
取
組
を
通
し
、
Ｐ

Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
確
実
な

実
践
に
努
め
る
。

 

て
転
院
調
整
情
報
シ
ー
ト
を
作
成
し
随
時
情
報
共
有
し
た
。
ま
た
、
当
院
へ
受

入
依
頼
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
医
療
機
関
へ
の
転
院
調
整
が
行
わ
れ
て
い
る
患

者
が
い
な
い
か
確
認
を
行
い
、
ト
レ
ー
ド
出
来
な
い
か
交
渉
を
行
っ
た
。
【
R
3
】
 

・
医
師
の
働
き
方
改
革
や

病
院
の
様
々
な
問
題
に
取
り
組
む
に
あ
た
り
、
各
診

療
科
や
グ
ル
ー
プ
の
責
任
者
が
不
明
瞭
で
あ
る
こ
と
が
長
年
の
課
題
と
な
っ
て

い
た
。
そ
の
解
決
の
た
め
、
医

師
の
職
責
の
明
確
化
及
び
職
位
制
度
の
見
直
し

を
行
っ
た
。
各
診
療
科
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
を
も
と
に
、
診
療
科
や
グ
ル
ー
プ

の
責
任
者
を
決
定
し
、
役
職
者
と
し
て
任
命
し
た
。
【
R
3
】

 

・
全
国
的
に
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
の
感
染
報
告
や
メ
ー
ル
経
由
に
よ
る
マ
ル
ウ
ェ

ア
(
E
M
O
TE
T
)
の
被
害
が
増
加
傾
向
に
あ
る
。
職
員
へ
の
周
知
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

構
成
及
び
機
器
等
の
再
確
認
を
実
施
し
、
対
策
と
し
て
Ｖ
Ｐ
Ｎ
装
置
等
の
フ
ァ

ー
ム
ウ
ェ
ア
の
更

新
確
認
、
エ
ン
ド
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
ト
レ
ン
ド
マ
イ
ク
ロ
製

品
の
最
新
版
へ
更
新
を
行
っ
た
。
【

R
3
】
 

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
重
点
医
療
機
関
と
し
て
、
沖
縄
県
コ
ロ
ナ
対

策
本
部
や
保
健
所
と
連
携
し
て
様
々
な
取
組
み
を

行
い
、
感
染
防
止
対
策
室
を

中
心
に
修
正
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
各
職
種
が
協
働
し
て
下
記
の
こ
と
を
実
施

し
た
。
【
R
3
～
】

 

〇
入
院
患
者
受
入
：
県
の
方
針
に
従
い
病
床
数
を
増
減
す
る
た
め
に
職
員
配

置
や
業
務
の
調
整
等
を
適
宜
実
施
し
た
。

 

〇
外
来
ト
リ
ア
ー
ジ
ブ
ー
ス
の
強
化
：
職
員
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
立
哨
）
 

〇
発
熱
外
来

 

〇
P
C
R
検
査
：
機
器
３
種
類
導
入
す
る
こ
と
で
、
緊
急
入
院
・
予
定
入
院
患

者
さ
ん
の
検
査
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
た
。
合
わ
せ
て
感
染
対
策

の
強
化
に
つ
な
が
っ
た
。

 

〇
保
健
所
よ
り
検
査
依
頼

の
あ
っ
た
検
体

の
採
取
及
び
搬
送

 

〇
市
民
へ
の
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種

 

〇
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
会
場
へ
の
職
員
の
派
遣

（
本
島
・
離
島
）

 

〇
コ
ロ
ナ
療
養
者
ホ
テ
ル
へ
の
医
師
派
遣

 

〇
職
員
の
感
染
対
策
に
関
す
る

研
修
会
の
開
催

 

〇
コ
ロ
ナ
病
棟
に
お
い
て
は
、
重
症
患
者
の
面
会
を
実
現
で
き
る
よ
う
対
策

を
講
じ
た
。

 

〇
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
活
用
し
た
面
会
や
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
実
施

 

〇
コ
ロ
ナ
病
棟
に
お
い
て
、
重
症
患
者
の
体
位
変
換
チ
ー
ム

(
医
療
職
)
を
結

成
し
、
人
工
呼
吸
器
装
着
等
の
患
者
に
対
し
て
体
位
変
換
を
行
っ
た
。

 

〇
コ
ロ
ナ
病
棟
入
院
患
者
の
買
い
物
支
援
を
事
務

職
員
で
行
っ
た
。

 

・
イ
ン
シ
デ
ン
ト

報
告
に
つ
い
て
、
医
師
か
ら
の
報
告
数

が
前
年
度
か
ら
増
加

し
た
。
医
師
の
報
告
書
が
増
え
て
い
く
よ
う
委
員
会
よ
り
通
達

し
た
。
【

R
4
】

 

・
新
規
入
院
患
者
数
を
増
や
す
前
方
連
携
の
取
組
み
と
し
て
、
近
隣
の
医
療
機

関
や
施
設
か
ら
ス
ム
ー
ズ

に
受
診
で
き
る
よ
う
、
連
携
枠
を
増
や
し
た
。
ま
た
、

逆
紹
介
推
進
を
強
化
し
地
域
の
医
療
機
関
へ
つ
な
ぐ
取
組
み
を
継
続
し
た
。
後

方
連
携
と
し
て
、
転
院
後
対
応
が
円
滑
に
な
る
よ
う
前
年
度
に
引
き
続
き
情
報

事
を
評
価
す
る
。
「
病
棟
配
置
薬
」
の
見
直
し
の

取
組
み
開
始
も
評
価
す
る
。
「
医
師
の
働
き
方
改

革
」
へ
の
取
組
み

が
良
い
結
果
を
生
む
事
を
期
待

す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
部
署
が
、
確
実
に

P
D
C
A
を
進

め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
進
捗

状
況
を
病
院
全
体
で
共
有
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
評
価
委
員
会
【
R
4
】
）
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2
2
 

シ
ー
ト
（
A
D
L
、
家
族
構
成
等
）
の
活
用
し
、
入
院
中
よ
り
早
期
に
カ
ン
フ
ァ
レ

ン
ス
を
開
催
し
た
。
【
R
4
】

 

・
病
院
機
能
評
価

（
2
0
1
8
年
）
で
指
摘
さ
れ
た
事
項
の
う
ち
、

病
棟
配
置
薬
の

見
直
し
に
取
り
組
ん
だ
。

当
院
精
神
科
医

協
力
の
下
、
「
不
眠
時
指
示
」
「
不

穏
時
指
示
」
に
対
し
て
こ
れ
ま
で
６
種
類
以
上
配
置
し
て
い
た
薬
剤
を
３
種
類

に
絞
り
込
ん
だ
。
医
局
へ
報
告
、
院
内
パ
ス
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
と
も
情
報
を

共
有
し
て
、
パ
ス
の
変
更
を
実
施
し
た
。

【
R
4
】
 

・
各
診
療
科
の
長
に
対
し
て
所
属
職
員
の
時
間
外
勤
務
を
把
握
す
る
よ
う
働
き

か
け
を
行
っ
た
。
こ
れ
ま
で
、
診
療
部
長
が
医
師
全
員
の
時
間
外
命
令
簿
の
決

裁
を
行
っ
て
い
た
が
、
各
診
療
科
の
長
に
そ
の
役
割
を
委
任
し
所
属
職
員
の
時

間
外
勤
務
を
把
握
す
る
た
め
の
仕
組
み
を
構
築
し
た
。
【

R
4
】

 

 

２
 
院
内
連
携
の
推
進

 

(
１

)
 
チ
ー
ム
医
療
の
推
進

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
医
療
環
境
の
変
化
に
対
応

し
、
疾
病
や
患
者
の
状
態
に

応
じ
た
医
療
を
提
供
す
る
た

め
、
質
の
高
い
チ
ー
ム
医
療

を
推
進
す
る
こ
と
。

 

 
医
療
環
境
の
変
化
に
対
応

し
、
疾
病
や
患
者
の
状
態
に

応
じ
た
医
療
を
提
供
す
る
た

め
、
質
の
高
い
チ
ー
ム
医
療

を
推
進
す
る
。
医
師
、
看
護

師
、
薬
剤
師
、
理
学
療
法
士
、

検
査
技
師
、
栄
養
士
、
歯
科

衛
生
士
等
に
よ
り
医
療
安
全

対
策
、
感
染
防
止
対
策
、
呼

吸
ケ
ア
、
緩
和
ケ
ア
等
の
チ

ー
ム
に
よ
る
診
療
報
酬
に

則

し
た
活
動
を
継
続
す
る
。

 

・
多
職
種
が
関
わ
る
主
な
専
門
チ
ー
ム
と
し
て
、
緩
和
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
、

呼
吸
器
ケ
ア
チ
ー
ム
、
栄
養
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
等
が
あ
り
、
患
者
に
必
要
と
判

断
し
た
場
合
は
即
座
に
依
頼
で
き
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る

が
、
コ
ロ
ナ
対

応
を
優
先
す
る
必
要
が
あ
り
、
チ
ー
ム
ス
タ
ッ
フ
が
揃
わ
ず
、
算
定
要
件
を
満

た
せ
な
い
等
の
影
響
が
あ
っ
た
。
【

R
2
～
】

 

（
チ
ー
ム
医
療
関
係
指
標
）

 

指
標

 
(参

考
)R

元
 

R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

緩
和
ケ
ア
診
療
 

加
算
件
数
 

9
5
7
件
 

8
0
7
件
 

8
9
4
件
 

1
,
64
6
件
 

-
 

呼
吸
ケ
ア
チ
ー
ム
 

加
算
件
数
 

6
3
件
 

7
0
件
 

3
2
件
 

3
4
件
 

-
 

栄
養
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
 

加
算
件
数
 

4
3
6
件
 

6
9
7
件
 

3
5
4
件
 

5
8
4
件
 

-
 

 

市
長
評
価

 
Ⅲ

 
対
象
外
 

Ⅲ
 

-
 

意
見

 

・
チ
ー
ム
医
療
の
推
進
に
あ
た
っ
て
は
「
電
子
カ

ル
テ
」
を
有
効
活
用
す
る
と
と
も
に
、
「
人
材
確

保
」
等
の
計
画
的
な
取
組
に
よ
り
、
経
営
に
も
患

者
に
も
プ
ラ
ス
と
な
る
よ
う
、
一
層
の
努
力
と
継

続
を
期
待
す
る
。

（
評
価
委
員
会
【

R
2
】
）

 

・
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け
て
活
動
の
制
限
が
あ
っ

た
が
、
緩
和
ケ
ア
診
療
加
算
件
数
の
増
加
を
評
価

し
、
そ
の
他
チ
ー
ム
の
加
算
件
数
も
増
え
る
こ
と

を
期
待
す
る
。
（
評
価
委
員
会

【
R
3
】
）
 

・
緩
和
ケ
ア
診
療
加
算
件
数
・
栄
養
サ
ポ
ー
ト
加

算
件
数
の
大
幅
増
加
を
評
価
す
る
。
（
評
価
委
員

会
【
R
4
】
）

 

(
２

)
 
多
職
種
連
携
の

推
進

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
専
門
性
を
活
か
し
、
診
療

科
間
や
医
療
部
門
と
事
務
部

門
間
の
連
携
体
制
を
強
化

し
、
組
織
力
の
向
上
に
努
め

る
こ
と
。

 

 
診
療
科
間
や
医
療
部
門
と

事
務
部
門
間
の
連
携
を
強

化

す
る
な
ど
、
多
職
種
連
携
を

推
進
し
組
織
力
の
向
上
に
努

め
る
。

 

・
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
っ
て
、
診
療
科
・
医
療
部
門
・
事
務
部
門
と
の
部
署
間

連
携
の
推
進
強
化
を
図
れ
な
か
っ
た
が
、
那
覇
市
立
病
院
コ
ロ
ナ
対
策
本
部
を

４
月
に
立
ち
上
げ
、
そ
の
本
部
内
に
関
係
部
署
す
べ
て
の
所
属
長
が
配
置
さ
れ
、

日
々
の
コ
ロ
ナ
情
勢
に
応
じ
た
対
策
会
議
を
開
き

、
沖
縄
県
コ
ロ
ナ
対
策
本
部

と
の
連
携
を
密
に
図
れ
た
。
各
部
署
間
に
お
い
て
、
コ
ロ
ナ
対
策
実
施
に

つ
い

て
情
報
共
有
の
強
化
が
顕
著
に
築
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

【
R
2
～
】

 

市
長
評
価

 
Ⅳ

 
Ⅲ

 
Ⅲ

 
-
 

意
見

 

・
早
期
に
「
那
覇
市
立
病
院
コ
ロ
ナ
対
策
本
部
」

を
立
ち
上
げ
、
コ
ロ
ナ
対
応
に
お
い
て
多
職
種
が

連
携
し
て
取
り
組
ん
だ
こ
と
を
評
価
す
る
。
（
評

価
委
員
会
【

R
2
】
）

 

・
「
那
覇
市
立
病
院
コ
ロ
ナ
対
策
本
部
」
を
早
急

に
立
ち
上
げ
、
コ
ロ
ナ
対
応
に
多
職
種
が
連
携
し

て
取
り
組
ん
だ
こ
と
を
評
価
す
る
。
こ
の
経
験
を

今
後
の
連
携
強
化
に
も
活
か
し
て
い
た
だ
き
た

い
。
（
市
長
【

R
2
】
）
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2
3
 

・
「
那
覇
市
立
病
院
コ
ロ
ナ
対
策
本
部
」
を
中
心

に
コ
ロ
ナ
対
策
へ
の
工
夫
が
見
ら
れ
、
コ
ロ
ナ
情

勢
に
応
じ
た
活
動
を
行
っ
た
事
を
評
価
す
る
。
特

に
毎
日
の
「
管
理
者
朝
礼
」
に
て
院
内
状
況
と
方

針
確
認
、
情
報
共
有
に
よ
り
病
院
全
体
で
の
情
報

共
有
・
連
携
を
図
っ
て
い
る
事
を
評
価
す
る
。
今

後
は
、
コ
ロ
ナ
対
策
以
外
に
つ
い
て
も
、
多
職
種

連
携
を
図
ら
れ
た
い
。
（
評
価
委
員
会
【
R
4
】
）

 

３
 
働
き
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
安
全
衛
生
管
理
を
徹
底
す

る
と
と
も
に
、
職
員
の
ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮

し
た
働
き
や
す
い
環
境
づ
く

り
に
努
め
る
こ
と
。

 

 
安
全
衛
生
管
理
を
徹
底
す

る
と
と
も
に
、
ワ
ー
ク
ラ

イ

フ
バ
ラ
ン
ス
推
進
委
員
会
の

活
動
を
通
し
て
職
員
の
ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮

し
た
働
き
や
す
い
環
境
づ
く

り
に
努
め
る
。

 

・
４
月
に
コ
ロ
ナ
患
者
の
受
入
が
始
ま
り
、
受
入
後
、
専
用
病
棟
の
設
置
、
発

熱
外
来
、
P
C
R
セ
ン
タ
ー
、
外
来
・
健
診
セ
ン
タ
ー
制
限
な
ど
の
様
々
な
対
応
に

追
わ
れ
た
。
よ
っ
て
、
委
員
会
等
の
開
催
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
未
知
の
感
染

症
に
対
応
す
る
医
療
従
事

者
の
恐
怖
や
不

安
を
解
消
に
向
け
取
り
組
ん
だ

。
 

〇
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
の
案
内
（
院
内
外
・
沖
縄
県
心
理
師
協
会
の
相
談
先
）

 

〇
メ
ン
タ
ル
・
ス
ト
レ
ス
状
態
の
評
価
シ
ー
ト
を
用
い
て
、
専
用
病
棟
に
配

属
さ
れ
た
全
て
の
看
護
師
と
の

面
談
を
実
施
（
が
ん
専
門
看
護

師
、
人
事

G
健
康
管
理
担
当
者
）
し
、
メ
ン
タ
ル
サ
ポ
ー
ト
に
努
め
た
。

 

〇
医
療
従
事
者
も
感
染
す
る
恐
れ
が
あ
り
、
感
染
を
自
宅
に
持
ち
込
ま
な
い

た
め
に
、
ホ
テ
ル
（
総
勢
４
ホ

テ
ル
）
と
宿
泊
契
約
を
結
び
、
コ
ロ
ナ
対

応
に
努
め
た
（
１
ホ
テ
ル
は
那
覇
市
、
那
覇
市
医
師
会
が
共
同
で
那
覇
市

内
４
医
療
機
関
を
対
象
に
宿
泊
助
成
が
あ
っ
た
。
）
。

 

〇
勤
務
中
に
お
け
る
マ
ス
ク
、
Ｎ

9
5
マ
ス
ク
、
ア
イ
シ
ー
ル

ド
、
フ
ェ
イ
ス

シ
ー
ル
ド
、
ア
イ
ソ
レ
ー
シ
ョ
ン
ガ
ウ
ン
、
手
指
消
毒
液
な
ど
感
染
対
策

物
品
は
、
不
足
を
発
生
し
な
い
よ
う
に
取
り
組
ん
だ
。
【

R
2
】

 

・
コ
ロ
ナ
の
流
行
拡
大
に
合
わ
せ
て
、
出
張
や
私
事
旅
行
の
渡

航
制
限
、
飲
み

会
（
歓
送
迎
会
、
ビ
ー
チ

パ
ー
テ
ィ
、
忘
年
会
な
ど
）
禁
止
、
同
居
家
族
以
外

と
の
飲
食
禁
止
な
ど
、
職
員
に
対
す
る
様
々
な
措
置
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。
【
R
2
～
】

 

・
少
な
か
ら
ず
、
コ
ロ
ナ
を
理
由
に
退
職
希
望
者
も
出
て
い
る
た
め
、
看
護
師

を
中
心
に
採
用
を
続
け
、
大
幅
な
人
員
不
足
に
陥
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
務
め

た
。
並
行
し
て
、
看
護
師
の
業
務
過
多
、
一
時
的
な
看
護
師
不
足
を
解
消
す
る

た
め
、
医
療
技
術
職
員
や
事
務
職
員
で
代
替
で
き
る
清
掃
業
務
を
担
い
、
負
担

軽
減
に
努
め
る
よ
う
努
力
し
た
。
【

R
2
】
 

・
コ
ロ
ナ
禍
で
も
行
え
る
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
の
対
策
と
し
て
、
期
間
限
定
で
は
あ

っ
た
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
を
導
入
し
た
。
自

宅
で
簡
単
に
で
き
る

フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
の
動
画
が
多
数
あ
り
、
職
員
か
ら
好
評
で
あ
っ
た
。
【
R
3
】

 

・
職
員
確
保
の
取
組
と
し
て
は
、
看
護
師
の
任
期
付
正
職
員
（
原
則

1
年
）
の
制

度
を
導
入
し
た
。

1
年
間
、
正
職
員
の
身
分
と
同
等
の
待
遇
と
な
る
こ
と
か
ら
、

多
数
の
応
募
者
が
あ
り
、
看
護
師
の
確
保
に
つ
な
が
っ
た
。

 

そ
の
他
に
も
働
き
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り
と
し
て
、
職
員
の
健
康
サ
ポ
ー
ト

を
目
的
に
、
設
置
型
社
食
「
オ
フ
ィ
ス
で
野
菜
」
を
導
入
し
、
手
軽
に
生
野
菜

市
長
評
価

 
Ⅳ

 
Ⅳ

 
Ⅳ

 
-
 

意
見

 

・
コ
ロ
ナ
対
策
を
行
い
な
が
ら
も
、
職
員
の
メ
ン

タ
ル
サ
ポ
ー
ト
を
は
じ
め
、
ホ
テ
ル
宿
泊
契
約
や
、

看
護
師
の
業
務
過
多
の
負
担
軽
減
等
、
多
種
職
が

連
携
し
、
働
き
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り
へ
努
め

た
こ
と
を
評
価
す
る
。
（
評
価
委
員
会
【
R
2
】
）

 

・
コ
ロ
ナ
対
応
に
追
わ
れ

な
が
ら
も
、
職

員
の
メ

ン
タ
ル
サ
ポ
ー
ト
や
不
安
解
消
に
配
慮
し
た
こ

と
、
マ
ン
パ
ワ
ー
の
確
保
を
通
し
て
、
働
き
や
す

い
職
場
環
境
づ
く
り
に
努
め
た
こ
と
を
評
価
す

る
。
（
市
長
【

R
2
】
）

 

・
看
護
師
確
保
の
取
組
や
、
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ケ

ア
対
策
と
し
て
、
コ
ロ
ナ
禍
で
も
行
え
る
オ
ン
ラ

イ
ン
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
の
導
入
等
、
働
き
や
す
い
職

場
環
境
づ
く
り
へ

努
め
た
こ
と
を
評
価
す
る
。（

評

価
委
員
会
【

R
3
】
）

 

・
働
き
や
す
い
職
場
環
境

づ
く
り
に
向
け
た
取
組

を
評
価
す
る
。
（
市
長
【
R
3
】
）
 

・
「
職
員
や
り
が
い
度
調
査
」
の
実
施
し
、
コ
ロ

ナ
禍
に
お
け
る
職
員
の
ス
ト
レ
ス
要
因
の
分
析
を

可
能
と
し
た
。
分
析
結
果
に
基
づ
き
、
具
体
的
な

働
き
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
た

だ
き
た
い
。
ま
た
、
「
医
師
の
働
き
方
改
革
」
に

向
け
て
委
員
会
を
設
置
・
開
催
し
、
取
組
み
を
進

め
た
こ
と
を
評
価
す
る
。
（
評
価
委
員
会
【
R
4
】
） 

・
地
域
の
医
療
提
供
体
制
を
確
保
す
る
上
で
暫
定

的
に
認
め
ら
れ
る
B
水
準
の
適
用
を
受
け
る
た
め

に
必
要
な
こ
と
と
は
い
え
、
医
師
労
働
時
間
短
縮

計
画
を
策
定
で
き
た
こ
と
を
評
価
す
る
。

（
市
長

【
R
4
】
）
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2
4
 

サ
ラ
ダ
や
、
惣
菜
等
が
購
入
で
き
る
環
境
を
つ
く
る
こ
と
で
福
利
厚
生
の
充
実

を
図
っ
た
。
【
R
3
】

 

・
令
和
５
年
２
月
か
ら
３
月
に
か
け
て
、
仕
事
や
処
遇
、
組
織
や
人
間
関
係
、

教
育
、
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
職
員
の
実
態
を
調
べ
る
た
め
に
「
職

員
や
り
が
い
度
調
査
」
を
全
職
員
向
け
に
実
施
し

た
（
分
析
等
は
次
年
度
実
施

予
定
）
。
【

R
4
】
 

・
令
和
６
年
４
月
か
ら
始
ま
る
「
医
師
の
働
き
方
改
革
」
に
対
応
し
、
ま
た
医

師
が
働
き
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り
を
目
的
に
、
医
師
の
働
き
方
委
員
会
を
設

置
し
、
令
和
４
年
度
に
２
回
開
催
し
た
。
委
員
会
は
、
病
院
長
を
委
員
長
と
し
、

各
診
療
科
所
属
長
や
、
医
師
以
外
の
所
属
長
を
委
員
と
し
て
任
命
し
た
。
医
師

の
労
働
時
間
管
理
の
適
正
化
に
向
け
た
取
組
み
や
、
医
師
の
時
間
外
労
働
を
短

縮
す
る
た
め
の
タ
ス
ク
・
シ
フ
テ
ィ
ン
グ
、
長
時
間
労
働
医
師
の
面
接
指

導
実

施
体
制
の
構
築
に
つ
い
て

議
論
を
行
い
、
医
師
の
時
短
計
画
を
策
定
し
た
。【

R
4
】
 

第
３
 
財
務
内
容
の
改
善
に
関
す
る
事
項

 

１
 
経
営
機
能
の
強
化

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
診
療
報
酬
の
改
定
や
患
者

の
動
向
を
見
極
め
、
迅
速
に

情
報
の
収
集
及
び
分
析
を
し

た
う
え
で
、
対
応
策
を
立
案

し
、
的
確
な
対
応
を
行
う
こ

と
。

 

 
診
療
報
酬
の
改
定
や
患
者

の
動
向
を
見
極
め
、
迅
速
に

情
報
の
収
集
及
び
分
析
を
し

た
う
え
で
、
対
応
策
を
立
案

し
、
的
確
な
対
応
を
行
う
。

 

・
診
療
報
酬
改
定
へ
の
対
応
は
適
切
に
行
え
た
が
、
経
営
機
能
強
化
に
つ
い
て

は
コ
ロ
ナ
対
応
を
優
先
す
る
た
め
に
次
年
度
以
降
へ
持
ち
越
し
と
な
っ
た
。【

R
2

～
】

 

・
毎
月
開
催
し
て
い
た
保
険
診
療
委
員
会
は
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け
開
催
出

来
な
か
っ
た
が
、
医
事
課
に
て
査
定
内
容
の
精
査
及
び
対
策
、
各
診
療
科
の
主

治
医
へ
医
事
課
算
定
担
当
者
よ
り
再
審
査
請
求
の
可
否
等
の
確
認
、
診
療
報
酬

に
対
す
る
医
師
へ
の
啓
発
も
個
別
に
行
っ
た
。
コ
ロ
ナ
に
関
す

る
診
療
報
酬
の

臨
時
的
取
扱
い
に
つ
い
て
最
新
情
報
を
収
集
し
て
請
求
漏
れ
の
な
い
よ
う
に
努

め
た
。
【
R
2
～
】

 

・
未
収
金
の
発
生
防
止
対
策
と
早
期
回
収
に
、
以
下
の
取
組
み

を
引
き
続
き
お

こ
な
っ
た
。
未
収
金
台
帳
の
作
成
・
管
理
、
電
話
督
促
、
督
促
状
の
発
送
、
訪

問
徴
収
、
支
払
相

談
等
を
行
い
回
収
に
努
め
た
。

ま
た
、
入
院
オ
リ
エ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
室
に
委
託
職
員
を
常
時
配
置
し
、
入
院
患
者
へ
の
高
額
医
療
限
度
額
認

定
証
申
請
の
推
進
に
力
を
入
れ
た
。
ま
た
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
、
前
回
未
収
の

有
無
確
認
や
各
種
公
費
、
出
産
育
児
一
時
金
受
取
代
理
制
度
の
利
用
や
Ｍ
Ｓ
Ｗ

の
介
入
を
積
極
的
に
働
き
か
け
、
未
収
金
の
発
生
防
止
に
昨
年
と
同
様
に
継
続

し
て
努
め
た
。
【
R
2
】

 

・
県
内
及
び
全
国

と
比
較
し
て
も
査
定
率
は
低
く
、
健
全
な
診
療
報
酬
請
求
を

実
施
、
継
続
し
て
い
る
。

令
和
３
，
４
年
度
は
目
標
は
未
達
成

。
令
和
４
ね
ン

度
は
救
急
医
療
係
数
向
上
へ
の
取
組
み
で
救
急
医
療
管
理
加
算
の
算
定
件
数
が

増
加
し
た
こ
と
や
、
P
C
R
検
査
等
の
コ
ロ
ナ
に
係
る
査
定
件
数
も
増
え
た
事
が
要

因
【

R
2
～
】

 

・
1
0
月
よ
り
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
を
導
入
し
た

。
期
限
切
れ
の
保
険
証
で
の

受
診
が
な
く
な
り
、
過
誤
請
求
の
処
理
や
患
者
へ
の
保
険

証
再
確
認
等
の

事
務

負
担
が
軽
減
さ
れ
た
。
ま
た
、
マ
イ
ナ
保
険
証
で
本
人
同
意
に
基
づ
い
て
特
定

健
診
情
報
や
薬
剤
情
報
が
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
患
者
の
記
憶
頼
り
の
問

市
長
評
価

 
Ⅲ

 
Ⅲ

 
Ⅲ

 
-
 

意
見

 

・
査
定
率
が
や
や
悪
化
し
た
が
、
低
率
を
維
持
し

て
お
り
、
健
全
な
診
療
報
酬
請
求
を
実
施
、
継
続

し
て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
。

（
評
価
委
員
会

【
R
2
】
）

 

・
査
定
率
は
、
目
標
に
や
や
達
し
な
い
も
の
の
低

率
を
維
持
し
て
お
り
、
健
全
な
診
療
報
酬

請
求
を

実
施
、
継
続
し
て

い
る
こ
と
、
並
び
に
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
活
用
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認

シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
よ
り
、
患
者
サ
ー
ビ
ス
の
改

善
、
医
事
課
職
員
の
負
担
軽
減
に
繋
げ
た
こ
と
を

評
価
す
る
。
今
後
の
更
な
る
情
報
共
有
化
を
期
待

す
る
。
（
評
価
委
員
会
【
R
3
】
）
 

・
査
定
率
は
、
目
標
に
や
や
達
し
な
い
も
の
の
低

率
を
維
持
し
て
お
り
、
健

全
な
診
療
報
酬
請
求
を

実
施
、
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
。
オ
ン

ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス
テ
ム
の
活
用
を
さ
ら
に
向

上
さ
せ
、
医
療
現
場
の
み
な
ら
ず
管
理
部
門
の
業

務
フ
ロ
ー
の
改
善
に
つ
な
げ
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
評
価
委
員
会
【
R
4
】
）
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2
5
 

診
で
は
な
く
、
正
確
な
情
報
を
確
認
し
診
療
に
活
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

【
R
3
～
】
 

・
未
収
金
防
止
対
策
と
し
て
、
無
保
険
等
の
患
者
に
対
し

Ｍ
Ｓ
Ｗ
へ
早
期
介
入

の
依
頼
を
行
っ
た
。
ま
た
、
約
束
不
履
行
に
よ
り
発
生
し
た
未
収
金
を
入
院
費

補
償
サ
ー
ビ
ス
会
社
へ
請
求
を

行
い
、
未
収
金
の
早
期
回
収
に
努
め
た
。
【
R
4
】
 

（
レ
セ
プ
ト
査
定
率
）

 

指
標

 
(参

考
)R

元
 

R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

査
定
率

 
0
.
1
8%
 

0
.
2
3%
 

0
.
2
3%
 

0
.
2
4%
 

-
 

（
参
考
）
支
払
基
金
 

0
.
2
55
% 

（
令
和
２
年
３
月
）
 

 
 

（
参
考
）
国
保
連
 

0
.
2
50
% 

 
 

 

２
 
収
益
的
収
支
の
向
上

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
病
床
稼
働
率
の
向
上
や
適

正
な
診
療
収
入
の
確
保
に
努

め
、
収
益
確
保
を
図
る
こ
と
。
 

                         

 
病
床
稼
働
率
の
維
持
・
向

上
や
適
正
な
診
療
収
入
の
確

保
に
努
め
る
。

 

・
コ
ロ
ナ
専
用
病
棟
を
設
置
し
た
影
響
に
よ
り
、
一
般
病
棟
を
含
め
た
病
床
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
に
制
限
が
生
じ
た
。
県
内
の
コ
ロ
ナ
陽
性
者
発
生
状
況
に
よ
っ
て

常
に
厳
し
い
病
床
運
用
が
続
き
、
公
立
病
院
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
た
め
、

コ
ロ
ナ
患
者
受
入
を
積
極
的
に
行
っ
た
。

ま
た
休
日
・
夜
間
の
入
院
病
床
確
保

に
つ
い
て
は
、
急
病
セ
ン
タ
ー
と
各
病
棟
の
密
な
連
携
に
よ
り
入
院
患
者
を
で

き
る
だ
け
受
入
れ

た
。
【
R
2
～
】
 

・
患
者
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
入
退
院
権
限
を
一
元
化
し
た
効
果
が

継
続
さ
れ
、
病
床
稼
働
率
向
上
対
策
会
議
を
開
催
し
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
病

床
稼
働
率
の
現
状
と
対
策
に
つ
い
て
、
経
営
陣
を
は
じ
め
診
療
科
部
長
、
各
病

棟
師
長
、
コ
メ
デ
ィ
カ
ル
部
門
の
長
、
事
務
局
課
長
以
上
の
職
員
等
に
向
け
、

前
年
と
の
比
較
を
加
え
、
情
報
の
共
有
に
努
め
た
。
【
R
2
～
】

 

・
診
療
情
報
管
理
士
に
よ
る

D
P
C
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
チ
ェ
ッ
ク

や
「
部
位

不
明

・

詳
細
不
詳
」
の
コ
ー
ド
見
直
し
を
行
い
提
出
す
る
デ
ー
タ
の
質
の
向
上
に
努
め

た
。
ま
た
、
救
急
医
療
係
数
を
上
げ
る
た
め
、
救
急
医
療
管
理

加
算
の
算
定
率

を
上
げ
る
よ
う
努
め
た
。

【
R
2
】
 

・
救
急
医
療
管
理
加
算
の
査
定
が
多
く
算
定
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
医

師
が
こ
の
点
数
を
理
解
し
て
お
ら
ず
、
算
定
に
結
び
つ
け
る
為
の
医
師
指
示
オ

ー
ダ
入
力
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
等
が
あ
り
、
運
用
の
見
直
し
を
行
い
指
数

U
P

に
努
め
、
「
0
.
0
0
5
1
9
」
→
「
0.
0
1
52
1
」
→
「

0
.0
1
59
3
」
と
改
善
し
た
。
【

R
2

～
】

 

（
収
支
確
保
の
指
標
）

 

指
標

 
(
参
考
)R
元
 

R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

病
床
稼
動
率
 

9
3
.7
0%
 

7
9
.3
0%
 

7
3
.7
0%
 

7
2
.8
0%
 

- 

入
院
診
療

単
価

 
6
2
,3
97
円
 

6
9
,9
30
円
 

7
4
,4
66
円
 

7
6
,6
71
円
 

- 

外
来
診
療

単
価

 
1
9
,4
77
円
 

2
4
,7
39
円
 

2
7
,1
45
円
 

2
6
,4
28
円
 

- 
 

市
長
評
価

 
対
象
外
 

Ⅲ
 

Ⅲ
 

-
 

意
見

 

・
コ
ロ
ナ
対
応
に
よ
り
「
病
床
稼
働
率
」
の
減
少

は
や
む
を
得
ず
、
今
後
も
感
染
状
況
を
踏

ま
え
て

体
制
を
整
え
ら
れ
た
い
。
（
評
価
委
員
会
【
R
2
】
） 

・
感
染
拡
大
時
の
コ
ロ
ナ
即
応
病
床
の
確
保
や
休

日
・
夜
間
の
入
院
病
床
確
保
に
努
力
し
た
結
果
、

「
病
床
稼
働
率
」
の
減
少
は
や
む
を
得
な
い
。

 

救
急
医
療
管
理
加
算
の
算
定
改
善
に
向
け
た
運
用

の
見
直
し
を
評
価
す
る
。
（
評
価
委
員
会
【
R
3
】
） 

・
厳
し
い
コ
ロ
ナ
の
影
響
が
持
続
し
、
一
般
病
床

を
含
め
た
病
床
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
制
限
の
た
め

に
、
「
病
床
稼
働
率
」
が
減
少
し
た
事
は
や
む
を

得
な
い
と
理
解
す
る
。
（
評
価
委
員
会
【
R
4
】
）
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2
6
 

３
 
弾
力
的
な
予
算
執
行
と
費
用
節
減

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
弾
力
的
な
予
算
執
行
に
よ

り
、
効
率
的
・
効
果
的
な
事

業
運
営
に
努
め
る
と
と
も

に
、
費
用
の
節
減
等
を
図
る

こ
と
。

 

                                   

 
弾
力
的
な
予
算
執
行
に
よ

り
、
効
率
的
・
効
果
的
な
事

業
運
営
に
努
め
る
と
と
も

に
、
費
用
の
節
減
等
を
図
る
。
 

・
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
医
業
収
益
の
確
保
は
非
常
に
厳
し
い
状
況
が
続
い
て

い
る
。
費
用
の
支
出
は
例
年
と
変
わ
ら
ず
発
生
す
る
中
、
予
算
執
行
に
お
い
て

は
会
計
実
施
規
定
等
に
基
づ
き
適
正
か
つ
効
率
的
・
効
果
的
な
事
業
運
営
を
行

い
、
コ
ロ
ナ
補
助
金
等
を
有
効
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
自
己
財
源
確
保
に
努
め

た
。
【
R
2
～
】

 

【
コ
ロ
ナ
補
助
金
で
充
実
を
図
っ
た
機
器
類
】
【

R
3
】

 

〇
全
身
用
Ｘ
線
Ｃ
Ｔ
装
置

 

〇
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
モ
ニ
タ

 

〇
気
管
支
内
視
鏡

 

〇
セ
ン
ト
ラ
ル
モ
ニ
タ

 

〇
加
温
加
湿
器
搭
載
型
空
気
酸
素
混
合
呼
吸
補
助
器

 

〇
超
音
波
断
層
装
置

 

【
コ
ロ
ナ
補
助
金
で
充
実
を
図
っ
た
機
器
類
】
【

R
4
】

 

〇
ク
リ
ー
ン
パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン

 

〇
人
工
呼
吸
器

 

・
後
発
医
薬
品
の
採
用
促
進
に
よ
り
、
令
和

2
年
度
は
、
後
発
医
薬
品
使
用
率
（
数

量
ベ
ー
ス
）
9
3
.
7
％
で
、
目
標
で
あ
る
発
医
薬
品
使
用
率

8
5
%
以
上
を
達
成
し
た
。

【
R
2
】
 

・
過
誤
請
求
及
び
過
剰
請
求
、
算
定
漏
れ
防
止
を
目
的
と
し
て
医
事
課
・
各
臨

床
現
場
と
連
携
し
“
漏
れ
な
く
正
し
い
”
レ
セ
プ
ト
請
求
の
一
助
と
し
て
通
年

業
務
と
し
て
昨
年
度
と
同
様
に
継
続
し
て
取
り
組
ん
だ
。

【
R
2
～
】

 

・
適
正
な
在
庫
管
理
に
つ
い
て
、
毎
月

1
回
、
各
部
署
へ
診
療
材
料
の
払
い
出
し

実
績
・
長
期
在
庫
を
含
め
た
デ
ー
タ
を
提
供
し
、
現
場
の
適
正
定
数
把
握
の
サ

ポ
ー
ト
を
行
っ
た
。
【
R
2
～
】

 

・
後
発
医
薬
品
の
供
給
不
足
問
題
（
原
料
を
海
外
に
依
存
し
た
コ
ロ
ナ
関
連
の

問
題
、
国
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
強
化
等
が
原
因
）
が
長
期
化
し
て
お
り
、
当
院

は
医
薬
品
使
用
量
が
多
い
た
め
大
き
な
影
響
を
受
け
た
。
医
薬
品
が
供
給
さ
れ

ず
、
急
遽
、
代
替
え
医
薬
品
を
探
す
業
務
が
生
じ
先
発
医
薬
品
に
変
更
せ
ざ
る

を
得
な
い
状
況
と
な
っ
た
。
【

R
3
】
 

・
目
標
値
の

8
5
％
以
上
を
達
成
で
き
た
が
、
主
に

後
発
医
薬
品
の
供
給
不
足
問

題
が
長
期
化
し
て
お
り
、
大
き
な
影
響
を
受
け
た
。
医
薬
品
が
供
給
さ
れ
ず
、

急
遽
、
代
替
え
医
薬
品
を
探
す
業
務
が
生
じ
先
発
医
薬
品
に
変
更
せ
ざ
る
を
得

な
い
状
況
と
な
っ
た
。
【
R
4
】

 

（
経
費
節
減
の
指
標
）
後
発
医
薬
品
使
用
率
の
目
標
（
数
量
ベ
ー
ス
）

 

指
標

 
(
参
考
)R
元
 

R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

後
発
医
薬

品
使
用

率
 

8
9.
3
% 

9
3.
7
% 

8
3.
2
% 

8
9.
8
% 

-
 

 

市
長
評
価

 
Ⅲ

 
Ⅲ

 
Ⅲ

 
-
 

意
見

 

・
保
険
材
料
の
適
正
請
求
及
び
適
正
支
払
や
適
正

な
在
庫
管
理
に
継
続
し
て
厳
し
く
取
り
組
ん
で
い

る
こ
と
は
経
営
の
意
識
の
高
さ
を
表
し
て
い
る
。

 

9
億
円
と
高
額
な
放
射

線
治
療
装
置
等
の
購
入
が

出
来
た
事
は
、
患
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
だ
け
で
な

く
、
職
員
の
励
み
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
評
価
す

る
。
（
評
価
委
員
会
【

R
3
】
）

 

・
後
発
医
薬
品
の
供
給
不
足
が
続
く
中
、
努
力
し

て
「
後
発
医
薬
品
使
用
率
」
を
目
標
値
以
上
に
達

成
出
来
た
事
は
評
価
す
る
。
ま
た
、
保
健
材
料
の

適
正
請
求
及
び
適
正
支
払
い
に
つ
い
て
取
組
み
、
”

漏
れ
な
く
正
し
い
”
レ
セ
プ
ト
請
求
を
継
続
し
て

い
る
事
を
良
と
し
ま
す
。
（
評
価
委
員
会
【
R
4
】
） 
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４
 
経
営
の
効
率
化

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
経
常
収
支
比
率
と
医
業
収

支
比
率
に
つ
い
て
数
値
目
標

を
設
定
し
、
経
営
の
効
率
化

を
図
る
こ
と
。

 

 
経
常
収
支
比
率
と
医
業

収

支
比
率
に
つ
い
て
数
値
目
標

を
設
定
し
、
経
営

の
効
率
化

を
図
る
。

 

・
経
常
収
支
比
率
は
、
対
前
年
度
比
：

4
.
7
%
増
、
対
目
標
値
：

8
.
3
%
増
 

医
業
収
支
比
率
は
、
対
前
年
度
比
：

9
.
4
%
減
、
対
目
標
値
：

6
.
4
%
減
【

R
2
】
 

・
ロ
ナ
病
床
を
確
保
し
た
こ
と
に
よ
り
、
補
助
金
収
益
等
の
大
幅
な
増
加
が
あ

り
、
経
常
収
支
比
率
は
、
対
前
年
度
比

4
.
8
ポ
イ
ン
ト
増
加
と
な
っ
た
。

 

医
業
収
益
は
増
加
し
て
い
る
が
、
医
業
費
用
の
増
加
が
大
き
か
っ
た
た
め
、
医

業
収
支
比
率
は
、
対
前
年
度
比

2
.
2
ポ
イ
ン
ト
減
少
と
な
っ
た
。
【
R
3
】

 

・
令
和
４
年
度
目
標
は
経
常
収

支
・
医
業
収
支
と
も
に
赤
字
の
見
込
み
で
あ
っ

た
が
、
コ
ロ
ナ
病
床
確
保
に
対

す
る
入
院
病
床
確
保
支
援
事
業
等
の
補
助
金
収

益
に
よ
り
経
常
収
支
比
率
は

1
0
3
.
6
％
と
目
標
を
上
回
る
結
果
と
な
っ
た
。
医
業

収
支
は
、
外
来
及
び
健
診
患
者
数
が
復
調
傾
向
に
あ
り
収
益
の
増
加
に
繋
が
っ

た
が
、
原
材
料
費
高
騰
に
よ
る
購
入
価
格
の
上
昇
や
人
員
不
足
等
の
影
響
に
よ

る
委
託
費
の
上
昇
等
も
あ
り
医
業
費
用
の
増
加
も
大
き
く
、
前
年
度
よ
り
改
善

し
た
も
の
の
目
標
の

9
9
.
2
％
に
5
.
9
ポ
イ
ン
ト
届
か
な
か
っ
た
。

 

令
和
２
・
３
年
度
の
入
院
病
床
確
保
支
援
事
業
補
助
金
の
自
主
返
還

（
1
,
0
2
9,
1
11
,
00
0
円
）
に
よ
る
臨
時
損
失
を
計
上
し
た
た
め

、
当
期
純
損
失

4
7
1
,9
4
3,
2
63
円
を
計
上
し
た
。
【
R
4
】

 

（
経
営
の
効
率
化
に
関
す
る
指
標
）

 

指
標

 
(
参
考
)R
元
 

R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

経
常
収
支

比
率

 
1
0
3.
7%
 

1
0
8.
4%
 

1
1
3.
7%
 

1
0
3.
6%
 

- 

医
業
収
支

比
率

 
1
0
2.
8%
 

9
3
.4

% 
9
1
.3

% 
9
3
.3

% 
- 

 

市
長
評
価

 
Ⅲ

 
Ⅲ

 
Ⅲ

 
-
 

意
見

 

・
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
「
医
業
収
支
比
率
」
は
目
標

よ
り
減
少
し
た
が
、
「
経
常
収
支
比
率
」
の

1
0
0
％

超
は
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
。

（
評
価

委
員
会
【

R
2
】
）

 

・
全
国
的
に
は
医
業
収
支
、
経
常
収
支
、
い
ず
れ

も
赤
字
と
な
る
公
立
病
院
が
多
い
中
、
経
常
収
支

の
黒
字
を
確
保
し
た
こ
と
を
評
価
し
た
い
。
し
か

し
、
医
業
収
支
が
大
変
厳
し
い
状
況
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
建
替
え
事
業
に
伴
う
将
来
の
起
債
償
還
に

耐
え
ら
れ
る
よ
う
、
医
業
収
益
の
回
復
に
努
め
ら

れ
た
い
。
（
市
長
【

R
2
】
）

 

・
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
「
医
業
収
支
比
率
」
は
前
年

度
よ
り
減
少
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
病
床
の
確
保
に
よ

り
、
補
助
金
収

益
等
の
増
加
で
「
経
常
収
支
比
率
」

の
1
0
0
％
超
は
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
。

（
評
価
委
員
会
【
R
3
】
）

 

・
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
医
業
収
益
の
確
保
が
厳

し
い
中
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
入
院
病
床
確

保
支
援
事
業
補
助
金
」
の
自
主
返
還
に
よ
り
当
期

純
損
失
を
計
上
し
た
こ
と
は
残
念
で
あ
っ
た
が
、

「
経
常
収
支
比
率
」

1
0
3
.
6
％
の
確
保
を
評
価
す

る
。
（
評
価
委
員
会
【

R
4
】
）

 

・
補
助
金
の
自
主
返
還
に

つ
い
て
、
全
国
で
同
様

の
事
例
が
生
じ
て
お
り
、
す
べ
て
市
立
病
院
の
責

め
に
帰
す
べ
き
問
題
と
は
考
え
て
い
な
い
。
引
き

続
き
医
業
収
支
比
率
の
改
善
に
向
け
、
努
め
ら
れ

た
い
。
（
市
長
【

R
4
】
）

 

５
 
病
院
事
業
運
営
費
負
担
金
に
関
す
る
事
項

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
救
急
医
療
、
小
児
・
周
産

期
医
療
等

、
病
院
事
業
運
営

費
負
担
金
の
対
象
と
な
る
経

費
に
係
る
収
支
状
況
等
を
分

析
し
、
そ
の
詳
細
を
本
市
に

情
報
提
供
す
る
こ
と
。

 

 
救
急
医
療
、
小
児
・
周

産

期
医
療
等
、
病
院
事
業
運
営

費
負
担
金
の
対
象
と
な
る
経

費
に
係
る
収
支
状
況
等
を
分

析
し
、
そ
の
詳
細
を
那
覇
市

に
情
報
提
供
す
る
。

 

・
病
院
事
業
運
営
費
負
担
金
の
対
象
経
費
に
つ
い
て
は
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
伴

う
診
療
制
限
や
収
益
減
少
に
よ
り
収
支
不
足
が
拡
大
し
た
経
費
、
渡
航
制
限
等

に
よ
り
支
出
が
減
少
し
た
経
費
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
実
績
に
よ
る
増
減
も
生
じ

た
経
費
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
精
算
書
を
作
成
し
、
市
へ
提
出
し
た
。
【

R
2・

R
3
】
 

・
新
型
コ
ロ
ナ
収
束
に
伴
い
外
来
収
益
等
の
改
善
も
見
ら
れ
る
一
方
、
人
員
不

足
に
よ
る
休
床
も
あ
り
入
院
収
益
は
伸
び
悩
ん
で
い
る
。
ま
た
、
原
材
料
費
の

高
騰
及
び
人
員
不
足
等
の
影
響
を
受
け
増
加
し
た
経
費
も

あ
っ
た
。
救
急
医
療
、

小
児
・
周
産
期
医
療
等
の
収
支
状
況
等
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お

け
る
関
連
業
務
を
優
先
し
行
っ
た
こ
と
、
平
時
の
収
支
状
況
で

は
な
か
っ
た
こ

市
長
評
価

 
Ⅲ

 
Ⅲ

 
Ⅲ

 
-
 

意
見
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8
 

と
か
ら
分
析
自
体
は
行
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
情
報
提
供
に
つ
い
て
は
週
１
回

の
調
整
会
議
等
に
お
い
て
随
時
報
告
し
た
。
【
R
4
】

 

第
４
 
そ
の
他
業
務
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

 

１
 
施
設
設
備
等
に
関
す
る
事
項

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
新
病
院
建
設
を
踏
ま
え
、

現
病
院
施
設
の
改
修
、
設
備

等
の
更
新
及
び
維
持
管
理
に

つ
い
て
は
、
医
療
資
源
等
を

的
確
に
把
握
し
た
上
で
、
効

率
的
な
整
備
計
画
を
策
定
し

実
施
す
る
こ
と
。

 

特
に
、
医
療
機
器
の
整

備
・
更
新
に
つ
い
て
は
、
費

用
対
効
果
、
地
域
の
医
療
機

関
と
の
連
携
、
医
療
需
要
及

び
医
療
技
術
の
進
展
等
か
ら

総
合
的
に
判
断
す
る
こ
と
。

 

 
新
病
院
建
設
を
踏
ま
え
、

現
病
院
施
設
の
改
修
、
設
備

等
の
更
新
及
び
維
持
管
理
に

つ
い
て
は
、
医
療
資
源
等
を

的
確
に
把
握
し
た
上
で
、
効

率
的
な
整
備
計
画
を
策
定
し

実
施
す
る
。

 

特
に
、
医
療
機
器
の
整

備
・
更
新
に
つ
い
て
は
、
新

病
院
へ
の
移
設
費
用
等
を
含

め
た
費
用
対
効
果
、
地
域

の

医
療
機
関
と
の
連
携
、
医
療

需
要
及
び
医
療
技
術
の
進
展

等
か
ら
総
合
的
に
判
断
す

る
。

 

・
医
療
機
器
の
整
備
や
更
新
を
す
る
上
で
、
該
当
機
器
類
が
新
病
院
へ
移
設
可

能
か
ど
う
か
及
び
移
動
経
費
に
つ
い
て
も
試
算
す
る
こ
と
を
、
医
療
機
器
選
定

委
員
会
を
中
心
に
計
画
及
び
選
定
し
、
決
定
事
項
を
管
理
会
議
へ
報
告
し
、
審

議
す
る
体
制
を
整
え
る
よ
う
検
討
し
た
。
今
年
度
に
つ
い
て
は
、
国
及
び
沖
縄

県
か
ら
コ
ロ
ナ
補
助
金
等
を
受
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
コ
ロ
ナ
患
者
等
を
主
に

診
療
す
る
た
め
に
必
要
な
医
療
機
器
の
新
設
や
更
新
等
が
実
施
で
き
、
あ
る
程

度
設
備
の
充
実
が
図
れ
た
。
【

R
2
・
R
3
】
 

・
病
院
建
替
に
伴
い
、
病
院
正
面
入
口
の

通
行
方
法
や
運
用
が
変
更
に
な
り
、

駐
輪
場
及
び
立
体
駐
車
場
か
ら
院
内
へ
の
通
路
と
車
道
の
境
界
が
無
く
危
険
な

状
態
で
あ
る
こ
と
か
ら
病
院
利
用
者
の
安
全
対
策
と
し
て
車
止
め
ポ
ー
ル
設
置

し
た
。
【
R
4
】

 

市
長
評
価

 
Ⅲ

 
Ⅲ

 
Ⅲ

 
-
 

意
見

 

・
現
病
院
施
設
の
改
修
、
設
備
等
の
更
新
及
び
維

持
管
理
に
係
る
審
議
体
制

に
つ
い
て
、
検
討
に
止

ま
ら
ず
、
早
急
に
整
え
ら
れ
た
い
。
（
市
長
【

R
2
】
）
 

・
新
病
院
建
設
を
進
め
な
が
ら
、
現
病
院
施
設
の

改
修
、
設
備
等
の
更
新
及
び
維
持
管
理
、
医
療
機

器
の
整
備
・
更
新
を
効
率
的
に
実
施
し
て
い
る
こ

と
を
評
価
す
る
。

（
評
価
委
員
会
【

R
3
】
）

 

・
中
期
計
画
に
お
い
て
、
「
現
病
院
施
設
の
改
修
、

設
備
等
の
更
新
及
び
維
持
管
理
に
つ
い
て
は
、
医

療
資
源
等
を
的
確
に
把
握
し
た
上
で
、
効
率
的
な

整
備
計
画
を
策
定
し
実
施
す
る
」
と
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
年
度
計
画
に
は
具
体
的
な
整
備
計
画
を

記
載
さ
れ
た
い
。

（
市
長
【

R
3
】
）

 

・
新
病
院
の
建
設
を
進
め
な
が
ら
、
現
病
院
施
設

の
改
修
、
設
備
等
の
更
新
及
び
維
持
管
理
を
継
続

し
て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
。

（
評
価
委
員
会

【
R
4
】
）

 

２
 
市
立
病
院
建
替
に
関
す
る
事
項

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
事
業
主
体
と
し
て
、
引
き

続
き
新
病
院
建
設
に
取
り
組

む
こ
と
。
ま
た
、
総
事
業
費

の
縮
減
に
向
け
て
留
意
す
る

こ
と
。

 

な
お
、
診
療
を
継
続
し
な

が
ら
の
建
設
と
な
る
こ
と
か

ら
、
患
者
の
療
養
環
境
の
確

保
に
努
め
る
こ
と
。

 

 
事
業
主
体
と
し
て
、
引
き

続
き
新
病
院
建
設
に
取
組

み
、
実
施
設
計
等
を
と
お
し
、

費
用
縮
減
に
努
め
る
。

 

ま
た
、
診
療
を
継
続
し
な

が
ら
の
建
設
と
な
る
こ
と
か

ら
、
患
者
の
療
養
環
境
の
確

保
に
努
め
る
。

 

・
昨
年
度
に
実
施
・
完
了
し
た
基
本
設
計
を
も
と
に
、
令
和

2
年

5
月

2
8
日
付
け

で
実
施
設
計
等
の
業
務
委
託
契
約
を
締
結
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
に
よ
り
、

解
体
工
事
及
び
立
体
駐
車
場
建
設
工
事
着
手
の
遅
れ
が
生
じ
た
。
ま
た
、
一
部

の
設
計
見
直
し
等
に
伴
い
、
実
施
設
計
等
の
業
務
委
託
や
自
走
式
立
体
駐
車
場

建
設
工
事
は
次
年
度
に
繰
り
越
し
た
。
【
R
2
】

 

・
令
和

2
年
度
か
ら
繰
り
越
し
た
実
施
設
計
等
の
業
務
委
託
や
立
体
駐
車
場
建
設

工
事
に
つ
い
て
、
当
該
工
事
が
令
和

3
年

1
2
月
3
日
に
竣
工
、
当
該
業
務
委
託
が

令
和

3
年

1
2
月
1
7
日
に
完
了
し
た
。
新
病
院
棟
工
事
に
つ
い
て
は
、
鋼
材
や
原
油

等
の
高
騰
の
影
響
を
受
け
、
1
回
目
の
入
札
が
不
落
と
な
る
な
ど
、
困
難
を
極
め

た
が
、
再
入
札
に
て
令
和

4
年
3
月
3
0
日
工
事
契
約
に
至
っ
た
。

【
R
3
】
 

・
令
和
４
年
５
月

2
6
日
に
安
全
祈
願
祭
が
執
り
行
わ
れ
、
安
全
第
一
、
か
つ
、

診
療
に
極
力
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
に
留
意
し
工
事
を
行
っ
て
い
る
。
工
事
内

容
等
に
関
し
、
院
内
出
入
り
口
付
近
に
掲
示
板
を
設
置
し
病
院
利
用
者
へ
の
お

知
ら
せ
や
完
成
イ
メ
ー
ジ
動
画
表
示
等
を
行
う
と
と
も
に
、
院
内
へ
の
事
前
連

絡
等
に
つ
い
て
徹
底
し
て
い
る
。
【

R
4
】
 

市
長
評
価

 
Ⅲ

 
Ⅲ

 
Ⅲ

 
-
 

意
見

 

・
新
病
院
の
建
設
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
加
え
、
診
療

を
継
続
し
な
が
ら
実
施
す
る
こ
と
か
ら
、
様
々
な

困
難
が
生
じ
る
と
思
う
が
、
患
者
の
療
養
環
境
の

確
保
に
努
め
る
と
と
も
に
、
医
療
者
に
と
っ
て
働

き
が
い
の
あ
る
「
新
・
那
覇
市
立
病
院
」
の
完
成

を
期
待
す
る
。
（
評
価
委
員
会

【
R
2
】
）
 

・
「
新
病
院
建
設
」
は
、
当
面
、
一
番
の
課
題
で

あ
り
、
今
般
の
物
価
高
騰
の
影
響
へ
の
対
策
に
つ

い
て
は
那
覇
市
と
し
っ
か
り
と
調
整
し
て
進
め
て

い
た
だ
き
た
い
。

（
評
価
委
員
会
【

R
3
】
）

 

・
新
病
院
建
設
工
事

に
あ
た
っ

て
は
、
安
全
第
一
、

か
つ
、
患
者
さ
ん
に
不
安
を
与
え
な
い
診
療
継
続

を
期
待
す
る
。
ま
た
、
昨
今
の
建
築
価
額
の
高
騰

で
予
算
が
増
加
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
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2
9
 

予
算
管
理
と
資
金
繰
り
の
対
応
を
丁
寧
に
行
っ
て

い
た
だ
き
た
い
。

（
評
価
委
員
会
【

R
4
】
）

 

３
 
外
国
人
患
者
に
対
応
で
き
る
医
療
の
提
供

 
年
度

 
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

 
外
国
人
患
者
に
対
応
で
き

る
診
療
体
制
の
整
備
に
努

め

る
こ
と
。

 

 
タ
ブ
レ
ッ
ト
通
訳
端
末
の

配
置
継
続
、
外
国
語
表
記
へ

の
対
応
、
医
療
者
と
患
者
を

つ
な
ぎ
、
医
療
資
源
を
有
効

活
用
で
き
る
よ
う
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
業
務
を
担
う
人
材
配

置
へ
取
り
組
む
。

 

・
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
イ
ン
バ
ウ

ン
ド
患
者
数
が
減
っ
た
が
、
様
々
な
国
出
身
の

在
留
外
国
人

(
基
地
内
含
む

)
の
受
診
は
あ
り

(
平
均
月

3
3
件
)
、
昨
年
度
に
引
き

続
き
、
希
少
言
語
・
宗
教
的
な

問
題
へ
の
対
応
を
行
っ
た
。

 

院
内
の
環
境
整
備
と
し
て
は
、
令
和

2
年

1
0
月
よ
り
外
国
人
医

療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
を

1
名
配
置
し
、
診
療
費
概
算
表
の
作
成
や
同
意
書
を
始
め
と
す
る
説

明
資

料
の
翻
訳
、
外
来
・
入
院
患
者
の
情
報
共
有
等
の

活
動
強
化
を
図
っ
て
い
る
。

 

ま
た
対
外
的
に
は
、
県
の
主
催
す
る
会
議
等
で
外
国
人
診
療
の
抱
え
る
問
題
・

課
題
点
の
提
起
を
積
極
的
に
行
い
、
外
国
人
患
者
の
利
便
性
及
び
院
内
ス
タ
ッ

フ
の
医
療
安
全
面
の
向
上
に
繋
が
る
よ
う
取
り
組
ん
だ
。
【

R
2
】

 

・
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
受
入
は
無
か
っ
た
が
、
在
留
外
国
人
患

者
（
基
地
内
含
む
）
の
受
診
は
前
年
度
に
比
べ
、
約

1
.
8
倍
に
増
加
し
た
。

 

翻
訳
タ
ブ
レ
ッ
ト
や
県
の
医
療
通
訳
サ
ー
ビ
ス
活
用
に
つ
い
て
、
院
内
周
知
を

改
め
て
行
っ
た
ほ
か
、
院
内
の
多
言
語
対
応
や
資
料
の
多
言
語
化
を
進
め
た
。

ま
た
、
国
籍
や
使
用
す
る
言
語
、
受
診
診
療
科
な
ど
の
患
者
統
計
デ
ー
タ
か
ら
、

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
患
者
と
在
留
外

国
人
患
者
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
で
き
る
よ
う
、

問
診
票
類
の
見
直
し
を
行
っ
た
。

 

コ
ロ
ナ
禍
な
ら
で
は
の
問
題
と
し
て
、
面
会
制
限
の
説
明
や
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン

接
種
、
小
児
定
期
予
防
接
種
等
の
対
応
を
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
へ
集
約
し

、

ま
た
、
妊
婦
の
在
留
資
格
確
認
な
ど
の
問
題
は
、
外
部
企
業
や
行
政
機
関
と
協

力
す
る
こ
と
で
、
解
決
へ
繋
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

 

医
療
ス
タ
ッ
フ
は
、
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
介
入
す
る
こ
と
で
各
々
の
業

務
に
専
念
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
受
診
に
不
安
を
抱
え
る
外
国
人
患
者

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
で
、
安
心
し
て
受
診
で
き
る
環
境
を
提

供
で
き
た
。【

R
3
】
 

・
今
年
度
も
引
き
続
き
コ
ロ
ナ
禍
で
あ
っ
た
が
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
外
国
人
受
診

者
は
徐
々
に
増
え
、
在
留
外
国
人
の
受
診
は
さ
ら
に
増
加
し
た
。
そ
の
中
で
も

小
児
科
や
産
婦
人
科
の
入
院
、
出
産
が
多
く
通
訳
タ
ブ
レ
ッ
ト
や
多
言
語
化
さ

れ
た
資
料
な
ど
を
利
用
し
対
応
し
た
。
現
場
で
の
対
応
が
難
し

い
問
題
や
外
部

と
の
交
渉
が
必
要
と
な
る
場
合
は
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
へ
繋
ぎ
解
決
を
図
っ

た
。
入
院
中
の
食
事
で
宗
教
上
制
限
が
あ
る
場
合
は
個
々
で
聞

き
取
り
を
し
、

当
院
で
対
応
可
能
な
範
囲
で
そ
の
方
に
合
っ
た
食
事
を
提
供
し
た
。

 

以
前
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る
院
内
表
示
の
多
言
語
化
は
随
時
作
成
し
て
お
り
、

説
明
・
同
意
書
な
ど
の
翻

訳
は
、
必
要
時
に
現
場
か
ら
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
へ

依
頼
で
き
る
体
制
を
取
っ
て
い
る
。
ま
た
、
厚
生
労
働
省
「
外
国
人
受
入
医
療

機
関
リ
ス
ト
」
へ
の
登
録
や
外
国
人
向
け
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
英
・
中
）
を
作
成

し
、
外
国
人
患
者
が
当
院
の
情
報
を
事
前
に
得
ら
れ
る
環
境
作
り
に
取
り
組
ん

だ
。
次
年
度
か
ら
の
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
ト
業
務
の
拡
充
に
向
け
、
職
員
採
用
試
験

を
実
施
し
、
２
名
の
採
用
を
内
示
し
た
。

【
R
4
】
 

市
長
評
価

 
Ⅳ

 
Ⅳ

 
Ⅳ

 
-
 

意
見

 

・
「
外
国
人
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」
を
専
従

で
配
置
し
、
外
国
人
患
者
に
対
応
で
き
る
医
療
の

提
供
に
継
続
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
を
評
価

す
る
。
（
評
価
委
員
会
【
R
2
】
）
 

・
外
国
人
患
者
に
対
応
で
き
る
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ

ー
タ
ー
の
介
入
等
に
継
続

し
て
取
組
み
、
受
診
者

数
が
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
。

（
評
価
委
員
会
【
R
3
】
）

 

・
外
国
人
患
者
に
対
応
で
き
る
外
国
人
患
者
対
応

の
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
充
実
等
に
継
続
し
て

取
組
み
、
前
年
に
引
き
続
き
、

受
診
者
数
が
大
幅

に
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
。
（
評
価
委

員
会
【

R
4
】
）

 

・
在
留
外
国
人
患
者
の
受
入
、
ま
た
、
コ
ロ
ナ
収

束
後
の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
受
入
再
開
に
向
け
た
積
極

的
な
人
材
採
用
の

取
組
み
を
評
価
す
る
。
（
市
長

【
R
4
】
）
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